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平 田 茂 樹 教授

略 歴

1961年3月18日 静岡県に生まれる。

【学 歴】

1979年3月 静岡県立静岡高等学校卒業

1979年4月 東北大学文学部入学

1983年3月 東北大学文学部卒業

1983年4月 東北大学大学院文学研究科博士課程（前期2年課程東洋史学専攻）入学

1985年3月 同課程修了

1985年4月 東北大学大学院文学研究科博士課程（後期3年課程東洋史学専攻）進学

1990年3月 同課程単位取得退学

2009年9月 博士（文学）の学位取得（大阪市立大学、第5404号）

【職 歴】

1990年4月 東北大学文学部助手

1994年4月 大阪市立大学文学部講師

1999年4月 大阪市立大学文学部助教授

2001年2月 中華人民共和国へD項出張（～5月）

2001年4月 大阪市立大学大学院文学研究科助教授

2007年4月 大阪市立大学大学院文学研究科准教授

2010年4月 大阪市立大学大学院文学研究科教授

2022年4月 大阪公立大学大学院文学研究科教授

上記の期間において、関西学院大学、大阪教育大学、九州大学、京都大学、神戸大学、東北大学、山口大学

の非常勤講師、及び北京師範大学、復旦大学、中山大学、広州大学、台湾国立政治大学の客員教授、ならび

に寧夏大学聘任外籍教授を担当。

【学界ならびに社会における活動】

東方学会、東洋史研究会、史学会、東北中国学会、唐代史研究会、宋代史研究会（『宋代史研究会研究報告

集』第5集、第6集、第10集編集委員）、明清史研究会各会員

2012年より中国宋史研究会鄧廣銘學術論著獎評審會の選考委員（現在に至る）

2014～2018年 宋代史研究会代表世話人

2017年より東方学学術委員並びに東方学編集委員（現在に至る）

1997年より宋代史座談会代表。同年、宋代史及び前後の時代を研究する京阪神地区の研究者・大学院生の交

流の場として宋代史談話会を発足。毎月開催し、2025年9月段階で275回を数える。

（科学研究費獲得実績：代表者のみ）

1994年度 奨励研究（A）「宋代の政策決定システムの基礎的研究」

20002002年度 基盤研究（C）「日記、時政記史料から見た宋代政治構造」
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20052008年度 基盤研究（B）「墓より見た中国宋代の社会構造」

2005 2009年度 特定領域研究「「東アジアの海域交流と日本の伝統文化の形成」調整班A01：文献資料研

究部門」

20052009年度 特定領域研究「前近代中国の中央・地方・海外を結ぶ官僚システム」

20122014年度 基盤研究（C）「両宋間の政治空間の変質に関する研究」

20152019年度 基盤研究（C）「宋代手紙資料から見た政治的ネットワークとコミュニケーションに関する

研究」

20192023年度 基盤研究（C）「宋代社会における多層且つ複合的な士大夫ネットワークの研究」

20242026年度 基盤研究（C）「中国宋代における「同」縁ネットワークの研究―「書かれたもの」を手が

かりとして―」
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研究業績

【単 書】

1997年2月 『科挙と官僚制』山川出版社、1997年、82頁

＊後にハングル語版（2012年）、中国語版（2021年）が翻訳出版。

2010年8月 『宋代政治結構研究』上海古籍出版社、372頁

2012年3月 『宋代政治構造研究』汲古書院、546頁

2022年12月 『宋代政治空間與結構―科挙社会的“人際網絡”研究―』浙江古籍出版社、379頁

【編 著】

1995年10月 『宋代の規範と習俗』汲古書院、300頁

1998年10月 『宋代社会のネットワーク』汲古書院、485頁

2006年6月 『宋代社会の空間とコミュニケーション』汲古書院、410頁

2008年12月 『宋代社会的空間与交流』河南大学出版社、375頁

2010年6月 『日本宋史研究の現状と課題 ―1980年代以降を中心に―』汲古書院、413頁

2012年1月 『文書・政令・信息溝通：以唐宋時期為主』（上下二冊）北京大学出版社、725頁

2013年2月 『東アジア海域に漕ぎだす2 文化都市 寧波』東京大学出版会、280頁

2013年12月 『外交史料から十～十四世紀を探る』汲古書院、384頁

2015年7月 『中国伝統社会への視角』汲古書院、420頁

2016年3月 『中国都市論への挑動』汲古書院、416頁

2017年8月 『過程・空間：宋代政治史再探研』北京大学出版社、478頁

2018年9月 『十至十三世紀東亜史的新可能性―首届中日青年学者遼宋西夏金元史研討会論文集』中西書

局、438頁

2021年2月 『史料與場域：遼宋金元史的文獻拓展與空間體驗』上海人民出版社、456頁

2022年12月 『宋代とは何か：最前線の研究が描き出す新たな歴史像』勉誠出版、266頁

【論 文】

1986年11月 「「試出官法」の一考察―熙寧四年十月の条文を中心に―」『集刊東洋学』55、中国文史哲研

究会、35-54頁

1987年7月 「宋代銓選制度の一考察―王安石の改革を中心に―」『歴史』69、東北史学会、38-59頁

1989年3月 「「試刑法」考―王安石の刑法改革を手掛かりとして―」『文化』52-3・4、東北大学文学会、

45-66頁

1991年11月 「南宋裁判制度小考―『朱文公文集』巻百「約束榜」を手掛かりとして―」『集刊東洋学』66、

中国文史哲研究会、133-147頁

1992年6月 「宋代の言路官について」『史学雑誌』101-6、史学会、38-74頁

1993年1月 「元祐時代の政治について―選挙論議を手掛かりにして―」『宋代の知識人-思想・制度・地

域社会』汲古書院、109-136頁

1993年5月 「宋代の垂簾聴政について」『柳田節子先生古稀記念 中国の伝統社会と家族』汲古書院、
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71-88頁

1994年3月 「宋代政治構造試論―対と議を手掛かりとして―」『東洋史研究』52-4、東洋史研究会、627-

654頁

1995年10月 「『哲宗実録』編纂始末考」『宋代の規範と習俗』汲古書院、29-66頁

1995年12月 「宋代の朋党と詔獄」『人文研究』47-8、553-586頁

1998年10月 「宋代の朋党形成の契機について」『宋代社会のネットワーク』汲古書院、3-46頁

1998年12月 「宋代社会史研究の現状と課題―大澤正昭編『主張する＜愚民たち＞伝統中国の紛争と解決

法』を手掛かりとして―」『人文研究』50-11、1-32頁

1999年8月 「宋代政治史研究の現状と課題―政治過程論を手がかりとして―」『アジア遊学』7特集「宋

代知識人の諸相 比較の手法による問題提起」、勉誠出版、56-70頁

1999年11月 「宋代の宮廷政治―「家」の構造を手掛かりとして―」『公家と武家Ⅱ「家」の比較文明史的

考察』思文閣出版、445-469頁

2001年1月 「政治の舞台裏を読む―宋代政治史研究序説―」『知識人の諸相―中国宋代を起点として』勉

誠出版、31-49頁

2001年3月 「宋代政治史料解析法―「時政記」と「日記」を手掛かりとして―」（『東洋史研究』59-4、東

洋史研究会、743-777頁

2001年12月 「日本の宋代史研究の新しい視点」『人文研究』52-2、263-282頁

2002年3月 「『王安石日録』研究―『四明尊堯集』を手掛かりとして―」『大阪市立大学東洋史論叢』12、

13-28頁

2004年3月 「宋代城市研究的現状与課題―従宋代政治空間研究的角度考察」『中日古代城市研究』、中国

社会科学出版社、107-127頁

2004年6月 「従劉摯《忠肅集》墓誌銘看元祐党人之関係」『東呉歴史学報』11、台湾・東呉大学、103-

134頁

2004年7月 「日本宋代政治制度研究述評」『宋代制度史研究百年（1900-2000）』、商務印書館、64-92頁

2004年3月 「周必大『思陵録』・『奉詔録』から見た南宋初期の政治構造」『人文研究』55-2、1-26頁

2005年3月 「劉摯『忠粛集』墓誌銘から見た元祐党人の関係」『宋―明宗族の研究』、汲古書院、179-210

頁

2005年8月 「政治史料から読み解く宋代の都市空間」『アジア遊学』78「中国都市の時空世界」、勉誠出

版、85-103頁

2006年3月 「宋代政治構造研究序説」『人文研究』57、243-256頁

2006年5月 「『欧陽修私記』から見た宋代の政治構造」『大阪市立大学東洋史論叢』別冊特集号、95-110頁

2006年6月 「宋代の日記史料から見た政治構造」『宋代社会の空間とコミュニケーション』汲古書院、29-

67頁

2006年6月 「日本宋代政治研究的現状与課題」『史学月刊』308、河南大学・河南省歴史学会、95-102頁

2006年9月 「宋代の列女顕彰の構造―『宋史』列女伝を手掛かりとして」『アジア遊学』91「碑石は語る」、

勉誠出版、104-114頁

2006年10月 「従小説史料看宋代科挙社会的結合」（『科挙制的終結与科挙学的興起』華中師範大学出版社、

347-354頁

2007年3月 「宋代地方政治管見―箚子、帖、牒、申状を手掛かりとして」『東北大学東洋史論集』11、
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207-230頁

2007年5月 「解読宋代的政治空間」『中日学者論中国城市古代社会』、三秦出版社、233-271頁

2007年12月 「宋代の政治空間を如何に読むか？」（『大阪市立大学東洋史論叢 別冊特集号 文献資料学

の新たな可能性3』、219-243頁

2008年3月 「宋代的政治空間：皇帝与臣僚交流方式的変化」『歴史研究』2008年第3期、中国社会科学雑

誌社、131-136頁

2008年7月 「宋代的政治空間：皇帝與臣僚交流方式的變化」『基調與變奏：7-20世紀的中國③』、台湾・

國立政治大學歴史學系他、171-202頁

2008年12月 「日本の宋代政治史研究の新たな可能性―国家史・国制史研究との対話を求めて―」『中国史

学』18、中国史学会、141-158頁

2009年6月 「宋代文書制度研究的一個嘗試 以「關」、「牒」、「諮報」為線索」『漢學研究』27-2、台湾・

漢学研究中心、43-65頁

2009年6月 「日本宋代政治史研究之新可能性 与国家史、国制史研究的嘗試性対話」『宋史研究通訊』

2009年1期、52-69頁

2011年2月 「宋代的御前会議与宰相執政会議」（『中原与域外 慶祝張広達教授八十嵩壽研討会論文集』、

台湾・国立政治大学歴史学系、239-259頁

2012年4月 「従選挙論争看元祐時代的政治」『河南大学学報』2012年4月号、91-99頁

2012年6月 「由≪曾公遺録≫所見宋代宰相的政治空間」『宋史研究論文集（2010）』、湖北人民出版社、41-

64頁

2013年12月 「兩宋閒の政治空閒の變化について：魏了翁『應詔封事』を手がかりとして」『東洋史研究』

72-3、東洋史研究会、425-459頁

2014年3月 「宋代政治史研究的新視野 以科舉社會的「人際網路」為線索」『史学月刊』2014年 第3期、

河南大学・河南省歴史学会、22-27頁

2015年5月 ChangesinPoliticalSpaceBetweentheNorthernSongandtheSouthernSong:Center-

ingonWeiLiaoweng・s・SealedMemorialinResponsetotheEdict・UrbanScopeVol.6

（2015）､大阪公立大学大学院文学研究科、1-25頁

2015年7月 「宋代における手紙の政治的効用―魏了翁『鶴山先生大全文集』を手がかりにして―」『中国

伝統社会への視角』、汲古書院、302-330頁

2016年3月 「南宋士大夫のネットワークとコミュニケーション：魏了翁の「靖州居住」時代を手がかり

として」『東北大学東洋史論集』12、215-249頁

2016年3月 「「科挙社会」の視点から探る宋代都市社会史研究の新たな可能性」『中国都市論への挑動』、

汲古書院、33-68頁

2016年8月 「從宋代日記看御前會議與宰相執政會議」『嶺南宋史論叢』南方日報出版社、1-27頁

2016年12月 「『宋代登科総録』与宋代科挙政策変化研究」『浙江大学（人文社会科学網絡版）』2017年第1

期、1-13頁

2017年3月 「宋代書信的政治功用 以魏了翁《鶴山先生大全文集》為線索」『北大史学』20、北京大学、

252-285頁

2017年4月 「兩宋間政治空簡的變化―以魏了翁“應詔封事”為線索―」『宋學研究』1、浙江大学、123-

138頁
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2017年12月 「南宋周辺社会における士大夫の「知」の構築―魏了翁、呉泳、洪咨�の事例を手がかりと

して―」『大阪市立大学東洋史論叢』18、1-20頁

2018年6月 「從都市史料和筆記小�的比較來看宋代的茶館」『清華學報』48-2、台湾・國立清華大學出版

社、357-386頁

2018年9月 「從邊�社會看宋代士人的交往和信息溝通―以魏了翁、�泳、洪咨�的事例為線索―」『十至

十三世紀東亜史的新可能性―首届中日青年学者遼宋西夏金元史研討会論文集』、中西書局、1-

28頁

2019年9月 「史料と研究視角との間 宋代ネットワーク研究の現状を振り返って 」『大阪市立大学東洋

史論叢』19、1-9頁

2020年12月 「南宋士大夫「重層」且「複合」的網絡與交流―以崔與之所謂「書信」的材料為線索―」『宋

学研究』2、中華書局、217-239頁

2021年2月 「在史料與研究視角之間 宋代社會網絡研究現�的回顧」『史料與場域：遼宋金元史的文獻拓

展與空間體驗』、上海人民出版社、1-16頁

2021年6月 「南宋社會士大夫的多重網絡空間―以書信材料為線索」『国学研究』45、北京大学出版社、

135-158頁

2022年12月 「南宋士大夫劉克荘的交游空間与社会網絡」『大阪公立大学東洋史論叢』22、53-69頁

2025年3月 「宋代の「書」再考：劉克荘の書信を手掛かりとして」『都市文化研究』27、26-38頁

2025年12月 「劉克荘書信から見た南宋文人生活の諸側面 ―贈答品応酬、潤筆、行巻、文房四寶」『大阪

公立大学東洋史論叢』25、23-47頁

【その他】

1991年7月 BookReview「宋代の都市へのいざない『中国開封の生活と歳時―描かれた宋代の都市生

活』」『東方』124、東方書店、18-19頁

1992年5月 「東アジア：中国：五代・宋・元（一九九一年の歴史学界：回顧と展望）」『史学雑誌』101-5、

872-879頁

1996年3月 「書評：川村康著「「宋代死刑奏裁考」」『法制史研究』45、法制史学会、256-259頁

1999年9月 「試験官と不正受験―宋代の事例を中心に（特集 科挙―官僚（エリート）への道・その栄光

と挫折）」『月刊しにか』10-10、大修館書店、42-46頁

2003年6月 「書評：王瑞来著『宋代の皇帝権力と士大夫政治』」『史学雑誌』112-6、1103-1111頁

2004年6月 「徽宗朝の文書行政」『アジア遊学』64、勉誠出版、56-61頁

2004年6月 BibliographyofSongHistoryStudiesinJapan（2003）JournalofSong-YuanStudies

34、109-157頁

2005年6月 BibliographyofSongHistoryStudiesinJapan（2004）JournalofSong-YuanStudies

35、129-166頁

2006年6月 「日記史料から見た宋代の政治空間（第353回 例会報告）」『比較都市史研究会 比較都市史
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宋代における泗州大聖信仰の展開

張 麗 麗

要旨

宋代の仏教信仰は、士大夫層や商工業者の台頭とともに広まり、民間信仰と習合しつつ独自の展

開を見せた。本稿では、これまで十分に論じられてこなかった泗州大聖信仰の宋代における展開を、

地方志・記・筆記などの文献史料を基に解析し、以下のことを明らかにした。（1）祭祀場所の地理

的・時代的分布を数量的に整理した結果、特に真宗・徽宗・高宗期の江蘇、福建、浙江、河南の開

封周辺地域において信仰が拡大した。（2）祖廟が北宋の泗州から南宋の鎮江へ移転する過程や、寺

院・道観・民間祀廟など多様な祭祀空間の成立過程を通じて、信仰が水上交通路や都市構造と結び

ついて「多地域」にわたり展開した。（3）地方官・士人・僧侶・民衆といった担い手の活動を通じ

て、泗州大聖が国家祭祀の対象から民衆的信仰へと転化した過程が、北宋期における泗州大聖のイ

メージに変化をもたらした要因である。最後に、以上より、宋代における泗州大聖信仰が民俗仏教

信仰としてのあり方の一つの典型であったことを提示した。

キーワード：宋代仏教、泗州大聖、発運使、多地域信仰、水路

序言

魏晋南北朝時代から隋唐時代にかけて、仏教は当初こそ門閥貴族や知識層を中心に受容されたが、次第に

社会の下層へと広がりを見せた。国家による保護と統制のもとで寺院網が整備され、同時に在地社会の中で

も信仰が浸透し、三武一宗の法難のような廃仏運動を経ながらも、広い層の信者獲得を目的とする仏教復興

策が推進された。この過程で、弥勒・観音・阿弥陀などの仏教信仰はすでに民間へと拡散し、個人の救済や

現世利益を重視する傾向が出てきた。宋代に入ると、こうした基盤の上に商品経済が発展し、士大夫層や商

工業従事者が活躍する社会的環境が整ったことで、仏教はさらに広範な社会層に浸透していった。修行のあ

り方も実践的傾向を強め、禅宗や浄土宗が広く流行した。特に重要なのは、仏教が道教、民間信仰、土俗宗

教などと習合し、福運を希求し、霊験を貴ぶ民俗的機能が加わったことである1）。この時期には、観音・弥

勒・阿弥陀仏・天王といった仏教界の偶像の一部が、民衆の神霊崇拝の対象へと変化するなど信仰形態が以

前と比べて大きく変わり、信者の社会階層も大幅に拡大した。本稿で取り上げる泗州大聖信仰はその典型例

の一つである。

泗州大聖は俗名を僧伽（628～710年）といい、唐代の龍朔年間（661～663）に西域から中国へ渡来した

高僧である。彼は主に江淮地域で活動し、治療と人々の救済を行って、神異的な力を顕した。死後には、唐

および宋の皇帝によって加封され、観音の化身として信仰されるようになり、都市の守護神、水神、恋愛神

といった多様な神格を備えるようになった。現在では、海南、広東、福建、さらに東南アジアなどの地域に

おいて、民間信仰の神祇として広く祀られ、信仰されている。

泗州大聖信仰の流行と展開は、当時の時代背景と社会的特性を反映している。しかし、かつて筆者が研究

史を整理して指摘したように、現存の研究は主として仏教の伝記資料や石窟仏像といった実物資料に依拠し
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ており、唐代史、敦煌学、考古学、美術史といった分野に集中している2）。そのため、社会史の観点による、

宋代における泗州大聖信仰の展開については、いまだ十分には分析が行われていない。

本稿では、民間信仰の研究における皮慶生やヴァレリー・ハンセン（ValerieHansen）の視点3）を参考

にしつつ、地方志を用いて泗州大聖を祀る廟宇について数量的・傾向的な分析を行い、その信仰の時間・空

間的な展開の概要を考察する。次に、記文や筆記を用いて、その信仰の形態および機能を整理する。さらに、

これらの史料を総合的に用い、信仰の推進者を手がかりとして、その伝播および空間的分布をもたらした具

体的な要因を分析し、信仰の様態を明らかにする。最終的に、本稿は、泗州大聖信仰が「民俗仏教信仰」4）

として、一般の民間信仰や従来の仏教信仰とは異なる独自の特質を有していることを提示することを目的と

する。

一、宋代における泗州大聖信仰の時間・空間的な分布状況

本稿において筆者は、祭祀場所の名称、分布地域、建立年代、祭祀の概要、史料の出典などの分類に基づ

いて、宋代における泗州大聖信仰の分布状況を整理した。地方志、建立に関する記、考古学・美術史分野で

の実物出土（あるいは現存）場所をもとに、「唐宋時期における泗州大聖信仰の分布状況表」（以下、「分布

表」と略称）を作成し、合計で172箇所の祭祀場所を扱った。識別と分類を容易にするため、分布地域の名

称には現代の行政区分の地名を採用した。なお、泗州大聖信仰には、小型仏像を彫刻したり、画像を描いて

持ち歩き随時祭祀するという形態も存在していたが、これらの祭祀場所は今回の表には含めていない。分布

表から以下のような傾向性が見出せる。

1、時間・空間分布の傾向性

分布表に記載された172箇所の祭祀場所のうち（なお、一部の場所では新設・改修・賜額が同時に行われ

ており、重複して集計されているため、合計は180箇所となっている）、その時間・空間分布には以下のよ

うな傾向が見られる。

時期的な分布について、唐代は38箇所、全体の約21％を占める。五代は12箇所の7％、北宋76箇所の

43％、南宋30箇所の17％、北宋か南宋かが不明な場所6箇所の3％、金代2箇所の1％、遼代2箇所の

1％、時期不明な場所は14箇所の8％を占めている。

空間的分布は、江蘇安徽（宋代淮南西路、淮南東路、北宋江南東路、南宋両浙西路大部）は38箇所の

22％、浙江（北宋両浙路、南宋両浙東路）25箇所の15％、河南（北宋京東西路、京西北路、金代�京路開

封府）14箇所の8％、江西（宋代江南西路）15箇所の9％、福建（宋代福建路）35箇所の20％、湖南湖北

（宋代荊湖南路、荊湖北路）6箇所の4％、重慶四川（宋代潼川府路、成都府路）16箇所の9％、陝西甘粛

（北宋秦鳳路、永興軍路、金代京兆府路、熙慶路、西夏等）10箇所の6％、河北山西（宋代河北西路、北宋

河東路、金代河東南路、河東北路）3箇所の2％、そのほかの地域（現在の山東、上海、北京、広東、遼寧、

雲南、台湾、韓国、日本）10箇所の6％を占めている。

さらに、泗州大聖を祀る寺院に対する賜額が著しく増加した時期としては、北宋真宗朝の大中祥符年間

（1008～1016）および天禧年間（1017～1021）、英宗の治平年間（1064～1067）、徽宗の崇寧（1102～1106）、

大観（1107～1110）、宣和年間（1119～115）、南宋高宗の紹興年間（1131～1162）、寧宗の開禧年間（1205～

1207）および嘉定年間（1208～1224）、理宗の紹定（1228～1233）、端平年間（1234～1236）などが挙げられ

る。

宋代における泗州大聖信仰の展開
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以上の点を総合すると、宋代でいえば、真宗・徽宗・高宗の時期に泗州大聖の祭祀場所の数が増加してい

る。また、太宗・英宗・神宗・孝宗の時代にも祭祀場所の増加が顕著であり、信仰圏の拡張が進んだ。地域

的には、江蘇、福建、浙江、河南の開封周辺地域において、泗州大聖信仰の分布が最も広まったという初歩

的な結論が得られる。

2、祭祀場所の傾向性

1）祖廟：泗州普照寺から鎮江普照寺へ

唐代から北宋にかけて、泗州大聖信仰の中心地、すなわち祖廟は泗州（現江蘇省淮安市��県一帯）の普

照寺であった（分布表-1を参照）。唐の中宗の時代に、内侍を派遣して僧伽を都へ迎え、国師の号を下賜し

た。僧伽の死後、彼の漆身は泗州の普照寺に送還され、そこに塔が建てられて奉安され、僧伽の像も塑像さ

れた5）。こうして泗州普照寺は、当時、五台山・峨眉山・天台山と並ぶ、仏教四大信仰の中心地の一つとなっ

た。

宋初には、僧伽の真身を供奉するため、朝廷が内侍や工匠を派遣して泗州普照寺の修繕・再建にあたらせ

たこともあった6）。

真宗の大中祥符年間に至ると、泗州普照寺は朝廷による祭祀機能を担うようになった。『続資治通鑑長編』

および『宋会要』の記載によれば、大中祥符元年（1008）11月29日の詔において、泗州普照寺は泰山封禅

の儀礼に準じる祭祀対象として加えられ、以後、地方各州において遣官が派遣されて祭告が行われる対象の

一つとなった7）。大中祥符二年（1009）、泗州普照寺は再び、朝廷が臣下を派遣して祈雨を行う祈願所の一

つに加えられた。雨が十分に降った後に、感謝の意を表すため、官吏を泗州普照寺に派遣して報謝が行われ

た8）。

仁宗から哲宗の時代にかけて、泗州普照寺は引き続き、雨乞いや晴天祈願、祈福、祭祀などの機能を担っ

ていた。特に祭祀においては、祭天、�享祭祀、明堂祭祀などの機能が加わった。翰林学士に務めたことの

ある、仁宗時代の欧陽脩、王珪、胡宿、神宗時代の王安石、哲宗時代の揚州知州および翰林院侍読学士の蘇

軾が、それぞれ慣例に従って泗州普照寺で祭祀の道場を開き、数多くの祭文を残している9）。

徽宗の政和（1111～1118）から宣和年間（1119～1125）にかけて、徽宗の寵愛を受けた道士である林霊素

の扇動により、廃仏運動が起こされた。これにより、仏教寺院は道教の宮観へと改められ、仏教の儀礼や作

法も道教形式に変更された10）。仏教における仏・菩薩・羅漢・祖師と呼ばれてきたものはすべて、道教の

仙人や「大士」といった呼称に置き換えられ、泗州大聖も「巨済大士」という封号に改められた11）。これ

に伴い、泗州普照寺は一時期「泗州神霄宮」に改められ、泗州大聖の像も、道教の神像に改造するよう求め

られた可能性がある12）。『夷堅志』には、泗州大聖の像を損壊したことにより報いを受けたという逸話が記

されており13）、仏教の善行を勧める思想を宣揚している。また、この逸話は当時の廃仏運動に対する不満

の風潮がすでに現れていたことを、示してもいる。

建炎年間（1127～1130）、泗州は金の領土となり、普照寺は焼失した。伝説によれば、泗州大聖の漆身は

金の第四王子・完顔宗弼によって中都（現在の北京）の大慶寿寺へと運ばれ、そこで奉安されたという14）。

南宋末期まで、泗州は戦乱の地となり、大半の時期は金の領土に属していた15）。陸游の『入蜀記』巻 1

によると、隆興年間（1163～1164）、一時的に泗州が南宋により奪還されると、泗州普照寺の僧侶たちは僧

伽像を南宋側へ持ち帰った。泗州大聖の強大な影響力と広範な民衆基盤を考慮し、朝廷はその僧伽像を、紹

興年間（1131～1162）に建設が始まった鎮江の普照寺（分布表-17）に安置し、そこを南宋における泗州大

聖の祖廟と定めた。普照寺には賜額も行われた。

張 麗 麗
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（乾道六年（1170）6月）二十二日、郡集衛公堂後圃、比旧唯增染香亭。飲半、登壽丘普照寺、終宴。

壽丘者、宋高祖宅、有故井尚存。寺本名延慶、隆興中、復泗州、有普照寺僧奉僧伽像來帰、寓焉、因賜

名普照寺、僑置僧伽道場。東望京山、連亘包合、勢如繚墻、官寺楼観如画、西瞰大江、気象極雄偉也。

鎮江の普照寺は、もとは六朝宋の武帝劉裕の旧宅であり、寿丘山の山頂に所在していた。この地はのちに

北宋時代に朝廷から賜額された延慶寺の上方寺として知られるが、長らく荒廃していた。紹興年間に入り、

再建が始まり、のち泗州大聖の道場を「僑置」（臨時に設置）するための場所、官寺16）として機能していた。

宝慶年間（1225～1227）になると、寺僧たちは蘇州知州の呉淵、その弟で嘉興知府の呉潜、江陰知県の史�

之らと協力して、本格的な建設を開始した17）。

鎮江の普照寺は、泗州普照寺に代わって泗州大聖を祭祀する機能を担い、その役割は寧宗の開禧年間まで

続かれた。寧宗の開禧2年（1206）から度宗の徳祐元年（1275）にかけての一時期、泗州は再び宋の支配下

に返還され、南宋朝廷は泗州に守臣を設置した。その間、泗州知州の鮑義は、淳祐3年（1243）に泗州およ

び南宋側に属する��県両郡の軍民と協力し、普照寺を再建した18）。

これ以降、泗州の普照寺および鎮江の普照寺は、いずれも朝廷による正式な祭祀の機能を担うことがなく

なり、寺院の維持や仏像の奉安といったレベルにとどまるようになった。泗州の普照寺から鎮江の普照寺へ

と祖廟が地理的に移転したこの変遷からは、宋代における泗州大聖の信仰が、当初の聖蹟の遺物（仏塔、舎

利、祖師）を対象としていたものから、国家祭祀の対象に、さらに寺院内に奉安された仏像へと対象が段階

的に変化していった過程が見て取れる。

2）祖廟以外の祭祀場所

泗州普照寺および鎮江普照寺以外の泗州大聖の祭祀場所で、最も顕著な特徴と言えるのが、朝廷との関係

が密接であり、朝廷による正式な承認を得ている点である。たとえば、唐代の官寺である江蘇淮安の龍興寺

（分布表-2）、山東登州の開元寺（分布表-156）、福建福州の開元寺（分布表-78）、河南鄭州の開元寺泗州院

（分布表-149）、山西晋城の開元寺（分布表-154）などがそれに該当する19）。とりわけ、福州の開元寺は、当

該地域の泗州大聖信仰の中心地であり、同寺における信仰は紹興年間まで続く20）。

五代の時期には、「泗州」の額を勅賜された寺院が多く見られた。たとえば、河南鄭州の開元寺泗州院、

山西晋城の開元寺泗州院、そして分布表に掲載されているその他の「泗州院」と称される寺院がそれに当た

る。北宋末の楚州出身の王洋が、浙江衢州常山県の泗州院（分布表-57）についての記録を残しており、天

福年間（936～944）、祈雨の霊験で、「泗州院」という額を下された21）。

『（至大）金陵新志』巻 11下には、南京の泗州塔院（分布表-22）についても同様の記載が確認でき、建隆

二年（961）～開宝八年（975）に在位した南唐の後主が「泗州」の額を下したことが窺える22）。

北宋時代の泗州大聖の祭祀場所における主な特徴としては、年号にちなんで命名された寺院が多いこと、

皇室の長寿祈願や追善供養の機能を担う「聖節」寺院であること、そしてその他の賜額寺院であることが挙

げられる。

開封に所在する年号由来の寺院には、太平興国寺（分布表-142）や開宝寺（分布表-143）がある。これら

は朝廷によって直接管理され、祈福や厄除けといった宗教儀礼が執り行われていた。太平興国5年（980）

2月には、太宗が開封の太平興国寺内に訳経院を設置し、経典翻訳の事業を開始した23）。太宗は寺内の訳経

法師を礼遇し、また筆受法師致宗を派遣して泗州大聖塔へと赴かせている24）。太平興国寺内には、太宗の

神御殿が設けられ25）、そこには泗州大聖の繍像が奉安されていたほか、泗州大師堂も建立されていた26）。

開宝寺においては、塔の中には泗州大聖の真身が奉安され、その塔を囲む塔院は後に福聖禅院（分布表-141）

宋代における泗州大聖信仰の展開
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へと拡張されている27）。この福聖禅院の東堂には泗州大師像が安置され、羅漢殿には泗州大聖の立像も奉

られ28）、開封都内において、太平興国寺の泗州大師堂に次いで泗州大聖を祀る重要な場所になっている。

真宗の大中祥符六年（1013）六月八日、真宗は開宝寺を訪れ、泗州大聖の舍利塔を参拝した際に、その塔が

放光して舎利5000個ほど落下したことと、泗州大聖が姿を現したところを自ら見たことで、塔に「霊感」

の額を下した29）。前述の通り、この大中祥符年間において、泗州にある普照寺においても祈雨が実現され

ことがあり30）、およそ一週間後の6月13日、泗州大聖に対して「普照明覚」四文字の賜号を下した31）。

開封以外に所在する年号由来の寺院には、浙江台州の景徳国清寺（分布表-46）、浙江寧波の太平興国寺

（分布表-55）、江西宜春の太平泗州院（分布表-63）、江西上饒の景徳寺（分布表-68）、江西建昌の景徳寺

（分布表-75）などがある。

太平興国寺、�県城西南一里半、在唐為太平興慶寺、開元二十八年建、皇朝太平興国八年改賜今額。寺

有子院三、曰浴院曰経蔵院曰教院、惟浴院為十方山主、余皆甲乙住持。先是福明橋側水中有泗州像、時

見光景、好事者没水求之、長尺許、因加厳飾、崇奉于寺。32）

とあり、浙江寧波の太平興国寺に、宋代以前から泗州大聖の像が祀られ、宋の太平興国年間（976～984）

において、年号の「太平興国」という寺額が下されたことでさらに発展してきた経緯はある。また、汪聖

鐸33）は、開封以外のこうした年号を冠した寺院や道観も、皇室との関係が非常に密接であったことも指摘

しているので、年号を冠した寺院における泗州大聖信仰は、皇室の権威を背景に国家的な正統性を獲得し、

泗州以外の地方社会への広がりを可能にしたことに意義がある。

年号を冠した寺院のほか、「聖節」の名を冠した寺院もあり、開封では主に前述の福聖禅院と、太平興国

6年（981）6月には、太宗の出生地である後晋の護聖営に新たに建立した啓聖禅院（分布表-140）がある。

この寺院には太祖と太宗の神御殿があり、北宋朝廷における最も重要な皇家寺院の一つであった34）。成尋

の記録によれば、啓聖禅院内には泗州大聖堂があり、泗州塔も建立されていたという35）。

開封以外で「聖節」を表す寺院としては、江蘇無錫の福聖禅院（分布表-7）、山西陽城の寿聖寺（分布表-

155）、安徽宣城の天寿寺（分布表-159）、湖北荊州の承天寺（分布表-166）などがある。これらの寺院に賜

名された目的は、英宗皇帝などの長寿を祈願することにあった36）。

徽宗の時代の「聖節」寺院は、崇寧年間（1102～1106）に賜額を受けた寺院に多く見られる。たとえば、

分布表-5の江蘇常州にある報恩光孝禅寺は、崇寧年間に塔に「慈雲」という名が賜与されており、また分

布表-22の南京泗州塔院も、崇寧年間に「浄相院」へと改められている。崇寧年間において展開したこうし

た「聖節」寺院は、宰相蔡京の進言によって、全国の州軍に広く設置されるよう命じられたことに関連して

いるかと考えられる37）。江蘇揚州の天寧寺（分布表-12）と河北趙県の乾明院（分布表-160）はその例であ

り、とくに後者は、元々趙県県令の妻が泗州大聖の夢を見て、供養のため、建中靖国年間（1101～1102）に

おいて、泗州大聖の仏像の置かれた塔は建立され始めた寺院であったが、崇寧年間になると、朝廷から「天

寧万寿」を冠する寺院の設立の命令が下され、徽宗の長寿を祈願するための道場となった38）。このように、

「聖節」寺院は、毎年「天寧節」（徽宗の誕辰）に際して、紫衣の授与、度牒の下賜、土地の供与などが行わ

れ、役銭や税金の免除といった特権も享受していたことが窺える39）。それに伴って、泗州大聖を祀る寺院

は民間の資金などによって建設された供奉・信仰のための寺院から皇帝の長寿を祈る寺院へと昇格し、国家

から下される祝聖の機能を帯び、同時に経済的・社会的な特権を享受する拠点となり、地方社会にもその影

響を広げていったことが窺える。この点は、とりわけ北宋期において、泗州大聖信仰の性格が変化する一要

因となったと考えられる。

以上のような朝廷の正式な認可を受けた場所以外で泗州大聖の祭祀が行われたの（131箇所）は、朝廷か
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らの賜額を受けていない場所であった。これらは寺（64箇所）、院（53箇所）、庵（11箇所）、堂（2箇所）、

殿（1箇所）などで、そのほかにも亭、塔、洞窟などがある。竺沙雅章の研究40）によれば、仏教における

「寺」「院」「庵」「堂」はいずれも宋代以降に数多く建立され、特に江南地域ではその傾向が顕著であった。

「寺」や「院」は、唐末以降の禅宗の普及とともに急増したが、それ以外の「庵」や「堂」などは、多くが

賜額を受けていない非公式な施設であり、宋元時代の官僚や地方の豪族によって建てられたものが多かった。

そのため、これらの施設は半僧半俗の宗教者たちの活動拠点として、私的性格が強かったという。

さらに祖廟以外の寺院の建立や修繕には以下のような傾向が見出せる。

A 僧伽が生前に活動していた場所 分布表-2、4、5、7、8、9、10、22、23、26、44、136、146、150等

B 死後に霊験があったり、聖物・舎利が発見されたり塔が放光したりした場所 分布表-7、11、13、14、

25、30、37、44、45、46、47、48、49、51、53、55、61、62、111、135、160等

C 祭祀の理由が不明な場所 分布表-6、12、15、16、18、19、20、21、24、27、28、29、31、32、33、

34、35、36、38、39、40、41、42、43、50、52、54、56、57、58、59、60、63～110、120、121、134、

137～144、147、148、149、151～161、163～172等

AおよびBは、主に唐代と五代、宋初めの江蘇、浙江地域、開封に多く見られる。一方、Cのような祭

祀理由が不明なケースは、宋代に入ってから増加し、江蘇、浙江に加えて安徽、江西や福建といった地域に

も広がっている。寺院の建立や修繕を主導したのは、ほとんどが寺院の僧侶や地元の民衆であり、その後地

方官を通じて朝廷に奏上し、賜額を受けて正式な認可を得るという過程をたどっている。

総じて言えば、祖廟の泗州・鎮江普照寺以外の泗州大聖信仰の祭祀場所には、以下の二つの傾向が確認で

きる。一つ目は、朝廷との関係が密接で、公式に許可を得ており、寺院の建立・修繕が盛んである（勅額の

下されたおよそ40箇所）。二つ目は、祭祀の動機が明確でないにもかかわらず、信仰圏が江浙、江西、福建

地域において大きく拡大している（前記Cのケースにおけるおよそ113箇所）。

3）寺院以外の祭祀空間

泗州大聖は、もと仏教寺院にいて祀られたが、その信仰は次第に寺院の枠を超えて多様な空間へと浸透し

た。

まず、道教的空間における信仰の受容が挙げられる。120番の玉虚観は普成県（現在の四川省広元市剣閣

県普安鎮）に所在し、近隣には唐代以来の道教聖地である鶴鳴山がある。この道観において泗州大聖が祀ら

れていたことは、彼が仏教的神格でありながら道教的聖域に受容されたことを意味しており、宗教的境界を

越えて信仰された存在であったことを物語る。

次に、民間祭祀の祀廟における事例として、70番の江西饒州�陽（現在の江西上饒の�陽）の東岳行宮

が挙げられる。南宋光宗の紹熙 5年（1194）に建立され、その敷地内に設けられた小さな一室には、「勧善

大師」すなわち泗州大聖の像が奉安されていた41）。つまり、民間祭祀の祀廟でも祀られていた。

また151番の湖南岳陽洞庭湖（荊湖北路岳州、現在の湖南省岳陽市汨羅市）の沙洲に所在する青草廟も注

目される。ここは、北宋神宗の元豊年間（1078～1085）以前に建立されたもので、その東岸には巡検司も設

置されていた。洞庭湖は風波が激しく航行が困難であったため、南へ向かう舟人たちはこの地点で安全を祈

願するのが通例であった。青草廟の本殿には、東漢の伏波将軍馬援、洞庭湖の水神安流大王、また舜および

その二妃である娥皇・女英が祀られており、同時に道教の洞天福地としても知られていた。また、廟内には

書院も建てられており、仏教・道教・儒教・民間信仰が混在する典型的な複合的な祭祀空間が形成されてい

た42）。
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一方、63番の袁州（現在江西西部都市宜春）太平泗州院の所在する仰山では、西漢時代から仰山神が祀

られていたが、唐代になると、仰山神は山神・人神・龍神が融合した複合的な神格として信仰されるように

なった。唐末には祈雨の場所として知られるようになり、同時に、仏教禅宗の�仰宗の勢力がこの地で発展

し始めた。北宋の太平興国年間には、泗州大聖を祀る太平泗州院に「太平興国」という額が朝廷から下賜さ

れ、それ以降この寺は「太平泗州院」と改称された。元祐7年（1092）には、江西路の転運使を務めていた

仏教居士の張商英が、太平泗州院の住持となり、蘇軾、黄庭堅との親交で知られる佛印了元の依頼を受け、

仰山神が�仰宗の祖師慧寂に帰依したという物語を撰述した43）。また、太平泗州院のすぐ近くにある仰山

塔（分布表-162）では、泗州大聖が顕現したという神験があり、袁州の守臣王古が祈雨を行って成功したた

め、朝廷より塔に額が賜与された44）。仰山にはさらに、道教の洞天福地として知られる「洪陽洞」45）もあり、

仰山神・禅宗・泗州大聖・道教の信仰が結びつき、仰山全体が宗教的多様性をもつ聖域として機能していた

ことが明らかである。

さらに、軍事的空間における信仰の存在も見逃せない。50番の臨安歩軍司銭糧官公舎が所在する軍寨内

は、南宋孝宗の淳熙年間（1174～1189）以前、泗州大聖が鬼を祓う霊験を顕したことがあり、泗州大聖塔が

建立された46）。これは、泗州大聖が都市守護神として信仰され、都市防衛や治安祈願の文脈においても信

仰対象となっていたことを示す。

以上に示したように、泗州大聖は、江西、湖南、四川など地域の祭祀空間においては、宗教的境界を越え、

道教施設や民間の祠廟、さらには軍事施設などにおいてもその神像が奉安され、多様な宗教・信仰が混在す

る空間で祭祀されていた傾向性が確認できる。これは、泗州大聖信仰の包摂的・越境的性格を如実に示すも

のであり、宋代における泗州大聖信仰の特質をよく反映していると言える。

3、信仰の広がり

泗州大聖信仰の中心地である泗州は、洪沢湖の南岸、淮河の北岸に位置し、城の北側から流入する�河が

市中を貫流しており、水運が非常に発達していた。淮南区間（臨安-鎮江）の運河は、京師・長江・淮河を

つなぐ大動脈であり、泗州は官僚の入京・出京や科挙受験者の往来における交通の要衝となっていた。宋代

初期、泗州城内には南北二つの転般倉が設けられ、淮南地方からの朝貢米や塩を蓄えていた。その収蔵能力

は高く、これは東南六路にある各転般倉の中で、都の開封に最も近いものであった。そのため、宋代の漕運

体制において、泗州は軍事上にも交通上も重要な拠点となっていた47）。このような背景のもと、長江と淮

南運河の合流点に位置する真州には、各路の転運司より格上の地位をもつ「東南発運司」（正式名称「江淮

両浙荊湖六路都大発運司」）が設置されたが、それに対応する形で、泗州にも出先機関が設けられた。すな

わち、「一員は真州にて江浙諸路の糧運を督し、一員は泗州にて真州より都に至る糧運を督す」という人事

の体制48）が敷かれた。さらに、大中祥符年間には、泗州に「江淮水陸発運司」が設置され、淮南路におけ

る漕運および倉庫管理などを担った。この発運司の長官である発運使は、転運使に比べてやや上位の地位を

占める差遣であった49）。淮河の泗州区間は水流が急であり、泗州城では水害が頻発した。そのため、江淮

水陸発運使は水害対策の職務も担っていた。元豊 6年（1083年）、江浙荊淮等路制置発運副使蒋之奇は、淮

河南岸に人工運河を開削し、「新河」と命名、淮河の流れに沿って泗州の洪沢鎮から亀山に至る水路を整備

した。同年、彼はその治水功績により「直龍図閣」の官職と発運使に昇進した50）。この時期、蒋之奇は泗

州大聖に関する事績を広く収集し、その伝記を編纂している51）。また、崇寧 3年（1104）、江淮発運使胡師

文は、それまでの「転般法」（分段中継輸送）を改め、「直河法」（一気通貫輸送）を導入する改革を行った

際、泗州大聖に祈願し、霊験を得たことから、朝廷に奏請して、朝廷は泗州大聖に「大聖等慈普照明覚」と
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いう最も規格の高い八文字の封号を下賜した52）。

鎮江は泗州と同様に、淮南運河南端に位置し、さらに江に通じて海にも接しており、水運交通が極めて発

達していた。建炎4年（1130）には、淮南東路の軍政を統括する沿江安撫大使が最初に設置され、紹興5年

（1135）、淮東宣撫使も設置された53）。都市の建設も、紹興年間（1131～1162）に始まり、発運司の管轄下

で転般倉が設置され、後に文官が長官とする軍需管理の淮東総領所に属することとなった54）。鎮江は徐々

に真州・揚州に代わって漕運の重要な港としての地位を確立し、平江府・秀州・湖州と並んで、南宋朝廷お

よび江淮戦線の軍隊にとって重要な穀物供給地となった55）。

このように、泗州と鎮江という二つの信仰の起点を設定した上で、泗州大聖信仰地の分布図を、唐代・五

代（図1）、北宋（図2）、南宋（図3）という順序でそれぞれ作成した56）。その結果、泗州大聖信仰の土地

の多くが交通路、特に水運路（長江・淮河）上に集中していることが明らかになった。また、信仰の伝播が

集中している地域は、北・南宋の首都である開封および臨安とその周辺に位置しており、四川・重慶・陝西・

甘粛などの地域では、信仰の形態としては石窟の継続的な開鑿という形で表れている。

北宋と南宋では、泗州大聖信仰の地理的分布に明確な違いが見られる。北宋では、信仰地は主に開封を流

れる運河（恵民河、広済河、�河）沿いの都市および淮南区間の運河沿岸の都市に集中しており、特に臨安-

嘉興-呉江-平江（蘇州）-無錫-常州-丹陽-鎮江に至るルート上に多く分布している。また、北宋の安徽省の

宣城・寧国地域にも信仰地が存在しており、これらはいずれも長江支流の一つである現在の水陽江の流域に

位置している。一方、南宋になると、信仰地の分布は明らかに経済・文化の中心の移動と呼応するように、

東および南へと拡大していき、特に浙東運河沿線の都市寧波-慈渓-余姚-上虞-紹興-銭清-西興及び淮南区間

の運河沿岸都市臨安-嘉興-平江-無錫-常州-丹陽-鎮江-南京に集中している。また、浙江の明州、台州、舟山、

および福建、広東の各地では、沿海部に沿って分布している傾向が顕著である。陸路交通の観点から見ると、

臨安を中心に、北に湖州、南に厳州、西に徽州、北東に秀州、南東に紹興、寧波といった諸都市が接続して

おり、これらの地域にも泗州大聖信仰はある程度分布しているが、その数は比較的少ない。

以上のように、宋代における泗州大聖信仰の広がりは、主に長江および各運河などの水路、沿海部の海路

に沿って展開されたものである、という結論が導き出される。
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二、宋代泗州大聖信仰の担い手

前章の考察から、宋代における泗州大聖信仰は、泗州・鎮江の祖廟を中心に、主として江南運河沿いの都

市および江浙・江西・福建各地へと広がり、寺院や地方の祭祀施設など多様な空間で展開されたことが明ら

かとなった。こうした信仰の地理的・空間的拡大の背後には、さまざまな人々による信仰の推進と流布の働

きがあったと考えられ、本章ではその担い手について検討を行う。黄啓江は、李曾伯や李綱といった士大夫

が泗州大聖信仰の推進における役割を指摘しているが 57）、それ以外に関与した人物として下記のものが挙

げられる。

1、北宋の発運使、転運使等地方官僚

前節で述べた江淮発運使の蒋之奇や胡師文に加えて、淮南地域の地方官である蘇軾や泗州知州の劉士彦、

さらには江西路転運使の程師孟も、泗州大聖信仰の推進に重要な役割を果たしていた。

蘇軾は地方官としての職務を果たす中で、自らの統治下にある民衆を守り、豊作を祈るための雨乞いとい

う意図から、泗州大聖を祭祀するという意識を持っていた。

維元祐七年、歳次壬申、三月甲申朔、十二日乙未。龍図閣学士、左朝奉郎、新知揚州軍州事充淮南東路

兵馬鈐�蘇軾、謹以香燭茶果之供、敢昭告於大聖普照王之塔。淮東西連歳不稔、農末皆病、公私並竭。

重以浙右大荒、無所仰食。望此夏田、以日爲歳。大麦已秀、小麦已孕、時雨不至、垂将焦枯、兇豊之決、

近在旬日。軾移守広陵、所部十郡、民窮爲盜、職守当憂、才短德薄、救之無由。伏願大聖普照王以解脱

力、行平等慈、噫欠雲雷、咳唾雨沢、救焚拯溺、不待崇朝。敬瀝肝膽、尚鑑聽之。58）

……某上承府檄、旁採民言、供奉安輿、願登法座、伏願江海貢潤、龍天会朝、布爲三日之霖、適副一邦

之望。59）

蘇軾は元祐7年（1092）から揚州知州に任ぜられたが、当時、泗州をはじめとする10の州、軍（濠州、

宿州、�州、泰州、楚州、海州、通州、高郵軍、漣水軍）はすべて揚州の管轄下にあった。彼は、淮南地域

の責任者が公的儀礼として祈雨を執り行ったものであり、泗州大聖は泗州のみならず淮南・江淮地域全体の

張 麗 麗

16



守護神・雨乞いの神としての役割を担わせようとする意識のもとに祀り、泗州大聖の加護を願った。それ以

前、朝廷から派遣されて泗州普照寺で祈雨を行った官員たちは、おおむね慣例に従って道場を開き、泗州大

聖に民の加護を願う儀式を行っていた。彼らが作成した祈雨疏や道場斎文の形式や内容もほぼ同一であり、

地方を意識して祭祀を行った動向は見られなかった60）。このような状況に対し、蘇軾の行動は、地方官が

泗州大聖を祭祀する際に、淮南地域を意識して祭祀を行う新たな動向を反映しており、泗州大聖を淮南地域

の「地方の守護神」として積極的に祀る傾向が現れ始めていたことを示している。

また、元豊6年（1083）に�州を出発し、�州へ赴任する（監�州酒税）途中、泗州を通過した張舜民は、

泗州知州の劉士彦から聞いた経験談として、かつて彼は淮泗で泗州大聖と思われる異人を供養したことによ

り、彼から豆を与えられ、それを飲み込んだ後に蠱病のような症状に悩まされつつも、異人と再会を予告さ

れているという。泗州普照寺では張舜民は、家族と共に泗州大聖像の異なる顔も見られ、泗州大聖の霊異が

強調されている。

丁酉、早霽。以家詣塔下寺、号普照王。塔在一偏、大聖面西座、開鑰、諦観久之。或云所見喜愠大小各

異、亦有竟不覩者。塔間貨貝山積、謁禮自遠至者、常如市閧貝。泗州劉士彦、先自睦州通判替還京、艤

舟宿淮泗間岸次、忽遇乞者、年十七八、目晶蛍而唇朱、光彩可掬。劉怪而問之、異人曰「吾売豆、�粒

一貫二百文足」。劉曰「吾適無錢、止有所衣棉襖、聊以当之、如何」。乞曰「固可也、容取豆」。即以紙

一幅於両乳間擦摩之、転有烏豆数粒出、取一粒与劉、其余擲�水中。劉欲�之、乞曰「未也」、又以紙

擦摩胸腋間、複有綠豆数粒出、又取一粒与劉、其余擲�水中。劉即�二粒畢、与所許物、乞人笑而不取。

劉始病蠱、不能下食、即食如初而益多、今劉面色如丹、然一歳一発�、飲水数斗、覚二豆腹中如棗大、

乞人曰「後某年複相見於淮西」、不知如何也。是日、登寺閣�望淮山、有如図畫、閣之西南隅、有塔影

倒垂、長可尺許、以扇承之、影在扇上、僧雲「有時見二塔影也」。61）

劉士彦は元豊5年から8年（1082～1085）にかけて知泗州を務めた。泗州は交通の便が非常に良かったこ

とから、在任中に泗州を往来した蘇軾、黄庭堅、蒋之奇、張舜民などと交流を行い、元豊6年（1083）5月、

泗州普照寺で泗州大聖が姿を現し、その霊験を蒋之奇、張舜民そして通判奉議王純中とともに見たこともあっ

た62）。南宋の医者である陳言が孝宗の淳熙年間（1174～1189）に著した『三因極一病証方論』巻六「応夢

人参散」には、その後の元祐年間（1086～1094）に、劉士彦が病にかかった際、泗州大聖が夢の中で処方し

た薬方によって快癒したという逸話も記録されている。

泗州大聖が病気治療や予言の面で示した霊験の事績は、このように、当時の泗州知州および彼と交流のあっ

た士大夫たちへと広がっていたことが窺える。

泗州以外では、江西の南昌で、唐代の天祐（904～907）年間に、泗州大聖の舎利が霊験を示したとされる

ことで、舎利を祀る塔が最初に作られ、そこから繩金宝塔院へ拡張されていった。繩金宝塔院の落成の日、

泗州大聖が姿を現し、霊験を再び示した。英宗の治平 2年～3年（1065～1066）に江西路の転運使を務めた

程師孟が、管轄下の民から資金を募って、寺院の修繕を主導した63）。

表-42に挙げられている浙江嘉興の泗州大聖院では、熙寧年間（1068～1077）に活躍した僧智微が泗州大

聖を信仰する母親とともに泗州大聖庵を造営した。知州の呉司文がこれを朝廷に報告したところ、曹太后か

ら栗帛を賜与された。栗帛を売却して、泗州大聖の仏像とその仏像を祀る仏殿を建立した。紹興三年（1133）

に、智微の従弟の奉珍が朝廷に申告し、賜額を獲得した64）。

以上のように、発運使など広域の地方を管轄する地方官は、「民を治め、神に仕える」という二大職責を

果たす立場から、寺院の修繕やその記録を主導し、泗州大聖の伝記を編纂し、泗州大聖に対する封号・賜額

を朝廷に申請するなどの活動を行った。また、彼ら自身も信仰者として多くの記録を残しており、泗州大聖
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信仰が泗州以外の地域に広まる上で、最も直接的な推進者であったと言える。

2、南宋の地方士人

北宋では地方官が主に職務遂行の一環として泗州大聖を祭祀していたのに対し、南宋では地方の士人は、

より多様な祭祀の傾向を示し、泗州大聖信仰が泗州以外の地域社会に与える効果や意義の宣伝に重きを置く

ようになった。

孝宗朝の淳熙8年（1181）、楼鑰が起居郎の職を辞し、宰相韓�冑との政治的見解の違いから官を離れて

明州に帰郷した。この時、陳�の孫であり、陳正匯の子である陳子充が、浙江嘉興の魏塘大聖院（分布表-37）

に安置された泗州大聖像の霊験を記録して欲しいと書簡で楼鑰に依頼してきた。陳氏一族はかつて魏塘大聖

院に寓居しており、また楼鑰自身も幼少期に、祖父であり大観元年から四年（1107～1110）に泗州知州を務

めた楼異から泗州大聖の霊験をよく聞かされていた。さらに楼異は、陳子充の従兄・陳渊が所蔵していた泗

州大聖像の図に賛を添えたという。このように、家族および旧知の間における泗州大聖信仰の深い繋がりが

あったため、楼鑰は記文の執筆を快く引き受けたのである65）。

南宋の士人たちが泗州大聖信仰を広めた動機には、地域の仏教の宣揚、家族の仏教信仰の継承、仏教およ

び泗州大聖信仰の発展などがあり、より主体的・積極的な姿勢がられる。こうした事例からは、泗州大聖が

仏教の偶像として信仰される側面が強調されており、国家的・制度的な礼儀祭祀の対象・地方保護神として

の側面はあまり見られないことが窺える。

3、その他のもの

泗州大聖を信仰していたその他の宋代の人々としては、移動性の高い客商・舟人・科挙受験者、そして一

般民衆が挙げられる。

とりわけ移動性の高い客商は、商売繁盛を願って泗州大聖を信仰する傾向が強く、『夷堅志』にはそれを

示す事例が記録されている。

麗水商人王七六、�以布帛販貿於衢�間……王常日奉事僧伽大聖甚謹、雖出行亦以画像自隨、旦暮香火

贍敬。66）

客商王七六は普段は仏教の神の泗州大聖の信者で、商いに出る時、必ず彼の画像を持っていることを言っ

ている。彼の活動は「衢州―�州」という信安江（現在の衢江）沿岸の交易路に及び、交易の安全・商売繁

盛・旅の無事を祈る「水神」として機能していたことも考えられる。信安江は銭塘江の上流に属し、最大の

支流の一つであり、泗州大聖信仰が水路を通じて広まったことを裏付ける。

客商はしばしば舟人（船頭・船員）とともに登場し、彼らは水路を移動手段として用いていた。航行の過

程で、泗州大聖信仰を通過地へと伝播させていった。陸游はこのことについて下記のように記している。

宣和末、有巨商舎三万緡内飾泗州普照塔、煥然一新。建炎中、商帰湖南、至池州大江中。一日晨興、忽

見一塔十三級浮水上南來、金碧照耀、而随波傾�若欲倒者。商挙家及舟師人人見之、皆驚怖誦仏。及漸

近、有僧出塔下、挙手揖曰、「元是装塔施主船。淮上方大災、大師将塔往海東行化去」。語未竟、忽大風

作、塔去如飛、遂不見。未幾、迺聞塔廃於火。舒州僧広勤与商船同行、親視之。67）

有力な客商が、かつて泗州普照塔を一新した功徳により、寄進への応報（加護・神験）が示された。商船・

舟師など移動民は、水上に塔が近づいてくるのを見て、まずこの奇妙な光景に驚きを覚え、その後、何か良

くないことが起こるのではないかという恐れを抱いた。さらに、その恐怖心を払拭するために仏号を唱え始

めたのである。興味深いところは、泗州大聖が長江水域を支配し航行を守護する神力を持つと信じられ、目
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撃された泗州普照寺の僧と泗州大聖はその客商というより、施物を載せた商船に見覚えがあるということで

ある。以上のことから、彼らにとって、航行安全の守護神、「水神」「海神」として泗州大聖が信仰されたこ

とは分かる。さらに舒州の僧侶の広勤の発言から、そのように変容された泗州大聖信仰は仏教界でも受け入

れた様相も読み取れる。

この点に関して、蘇軾もかつて泗州大聖を祀る塔に対して以下の『泗州僧伽塔』という詩を作ったことが

あり、

我昔南行舟撃�、逆風三日沙吹面、舟人共勧祷�塔、香火未收旗脚転。68）

蘇軾の弟蘇轍もまた、この詩に対して唱和を行った69）。詩の内容の「千艘銜尾誰複惜、万人雨泣哀将窮、

蛟龍百怪不敢近、回風倒浪帰无踪。越商胡賈豈知道、脱身献宝酬元功、胡為尚与水族較、時出変怪�愚聾」

等から、蘇軾兄弟が活躍する北宋中期から北宋末の宣和年間にかけて、泗州大聖が水神としての神格を帯び

ている一面が表れている。航行中の人々や商人たちは、航路の安全や旅の災厄回避を願い、仏教の神である

泗州大聖に対して供養を捧げていた。これは、商人や舟人が泗州大聖を信仰することの普遍性と広がりを明

らかにしており、泗州大聖自身も、客商を通して霊験を顕し、自らが供養されたいという願いを示すことを

好んでいたことが窺える70）。

宋代の科挙受験生が泗州大聖を信仰し、泗州大聖の画像・仏像を礼拝し、試験の吉凶に関する予言と霊験

を求めることもあった。

遇事有疑慮、則以銭占之吉凶、無不応兆。太平興国四年赴挙、果下第。因遊相国寺之石殿、頗動帰歟之

思、復有投筆之謀、忽不決。見一梵僧疎眉大目、謂曰、「子前程極遠、何妄想耶」。公��拱立、命於泗

州院烹茗一啜、復曰、「他日當相見」。言訖倏之柱中。公徐思曰、「吾聞西來有神異高僧、秘霊骨於泗濱

者、斯之謂乎」。乃繪其像而礼奉之。至太平興国五年閏三月、及第。71）

総じて言えば、泗州大聖に対して「商売の繁栄」「航行の安全」「科挙の合格」「福運の獲得」など、世俗

的な願望を広く求めていた。

以上のように、北宋時代において泗州大聖信仰の推進者は、発運使・転運使・泗州知州などの地方官僚が

主であったが、南宋になると推進者は地方の士人へと変化した。一方、一般民衆、特に移動性の高い人々は、

北宋から南宋を通じて継続的に信仰を支えていた。

結語

本論では、宋代における泗州大聖信仰の展開状況について考察した。まず、祭祀場所の地理的・時代的分

布を数量的に整理した結果、特に真宗・徽宗・高宗期の江蘇、福建、浙江、河南の開封周辺地域において信

仰が拡大し、祖廟の泗州と鎮江地域を越えて広がる傾向性が見えた。北宋時代には、泗州大聖信仰は、朝廷

の認証のもとに成立し、泗州および開封が信仰の中心地であり、朝廷は内侍を派遣して泗州普照王寺を管理

させ、また祈雨・祈晴・祝寿などの祭祀を朝廷官員に命じて実施させていた。祈雨や祈晴、明堂祭祀など祭

祀の機能を帯びていた。北宋中後期には、泗州大聖への冊封、寺院への賜額、地方官の信仰と推進活動を通

じて、信仰は江浙・福建・江西などの地域にまで広がり、都市の守護神、水神や吉凶予言などの民間信仰的

機能が現れた。

しかし南宋になると、戦乱と交通の遮断により南北間の人的往来が減少し、信仰は徐々に衰退した。泗州

大聖の多様な機能も次第に見られなくなったが、それでも地方の士人、一般民衆は、地域や家族に根ざした

仏教信仰活動を多様なかたちで展開し続けた。
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以上のことから、宋代における泗州大聖信仰の民俗仏教信仰としてのあり方について、以下の二つの点が

提示できる。

第一に、朝廷と皇帝が賜額することで、泗州大聖信仰に対する公認を示すことが信仰の発展していく最も

大きな前提と言える。それに伴って、宋代において泗州大聖を信仰する人々は幅広く、中央官僚、地方官、

地方の士人、商人、舟人、科挙受験者、職人など多岐にわたり、なおかつ江淮、江西地域の発運使や転運使、

泗州の地方官が最も重要な推進者となったからである。こうした広域地域の地方官の活動が、泗州大聖を国

家祭祀の対象から民衆信仰へと転換させた。これこそが北宋における泗州大聖信仰の機能と形態の変化をも

たらした要因である。

第二に、この信仰の伝播は水運ネットワークの整備と切り離せず、前述の諸階層・集団はいずれもその影

響を受けて強い移動性を示していた。こうした人々の越境活動によって江淮地域、福建沿海区域、北宋首都

の開封周辺、北方の石窟地域にまで広がり、「多地域性信仰」72）に発展してきた。宋代において、こうした

区域は水運より活発に発展を遂げ、信仰の変容と伝播にも影響を与えたと言えるだろう。
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考証によるものである。

78）前掲注76〔2005〕220頁。
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TheDevelopmentoftheSizhouGreatSage
BeliefintheSongDynasty

ZHANGLili

Abstract

BuddhistbeliefintheSongdynastyexpandedintandemwiththeriseoftheshidafu(士大夫)eliteandthe

growthofcommerceandindustry,developinginuniquewayswhilemergingwithpopularreligion(民間信

仰).ThispaperanalyzesthedevelopmentofthecultoftheSizhouGreatSaint(泗州大聖)duringtheSong

period-anaspectthathasnotbeensufficientlydiscussedinpreviousscholarship-basedonlocalgazetteers,

inscriptions,anecdotalrecords,andothertextualsources.Thispaperclarifiesthefollowingpoints:(1)A

quantitativesurveyofthegeographicalandchronologicaldistributionofritualsitesshowsthatthecult

spreadparticularlyinJiangsu(江蘇),Fujian(福建),Zhejiang(浙江),andtheKaifeng(開封)regionofHenandur-

ingthereignsofEmperorZhenzong(真宗),EmperorHuizong(徽宗),andEmperorGaozong(高宗).(2)Through

therelocationoftheancestraltemplefrom Sizhou(泗州)intheNorthernSongtoZhenjiang(鎮江)inthe

SouthernSong,aswellastheestablishmentofdiverseritualspacesincludingBuddhisttemples,Daoist

monasteries,andpopularshrines,thecultdevelopedacross・multipleregions・inconnectionwithwaterways

andurbanstructures.(3)Theactivitiesoflocalofficials,literati,monks,andcommonerscontri-butedto

thetransformationoftheSizhouGreatSaintfromanobjectofstateritualintoafocusofpopularbelief,a

processthatalsoalteredtheimageofthedeityintheNorthernSong.Inconclusion,thispaperdemonstrates

thattheSizhouGreatSaintcultintheSongdynastyfunctionedasaformofpopularBuddhist(民俗仏教)

belief.

Keywords:SongdynastyBuddhism,SizhouGreatSage,Commander-in-Chief(fayunshi),Multi-regional

Belief,WaterwayNetwork
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宋元時代における駆蝗神信仰の変容

梁 躍 雲

要旨

本稿は、宋元時代における駆蝗神信仰の変容過程を、国家祭祀と民間信仰の双方から考察したも

のである。宋代では頻発する蝗害に対し、朝廷は古代に由来する「�祭」や「�祭」といった国家

的な祭祀儀礼を継承・再編し対応を図った。特に�祭は「八�」から「�百神」へと対象を拡大し、

南宋期には方位別に分祀する「四郊分壇」へと発展した。一方、�祭は蝗害専用の儀礼として特化

するも、臨時的性格が強く、民間への浸透は限定的であった。

こうした国家的祭祀の形式化を背景に、南宋末以降、より実効的で即応性の高い人格神を中心と

する駆蝗神信仰が地方社会で形成されていく。特に劉猛将信仰は、霊験譚と朝廷からの封号授与に

より正統性を獲得し、江南地域を中心に広く受容された。元代には、国家祭祀としての�祭は後退

する一方で、八�廟が地方官主導で建立され、実践的な災害対応の八�信仰として再編されていっ

た。

本稿は、駆蝗神信仰が、国家的儀礼から地域社会の実践的信仰へ、さらに自然神から人格神へと

重層的に変容した過程を明らかにし、それが頻発する蝗害という社会的危機への対応として、国家

と地方の相互作用により形成されたことを示す。

キーワード：駆蝗神、八�、劉猛将、信仰、国家と地方社会

はじめに

宋代は政治・経済・社会・文化の諸分野において高度な発展を遂げた時代であった。しかしその一方で、

水害・旱魃・蝗害・疫病といった自然災害が頻発し、とりわけ蝗害は農業社会に深刻な打撃を与えた。伝統

的には「江南無蝗（江南に蝗なし）」との俗説が流布していたが、宋代には度重なる蝗害の発生によってこ

の通念は覆され、人々は各階層において宗教的な対応を模索せざるを得なかった。

こうした状況の中で形成されたのが「駆蝗神」への信仰である。駆蝗神信仰とは、蝗害を駆除し得るとさ

れた神に対する信仰を指す。宋元時代においてその形態は多様化し、中央政府が主導した�祭や�祭のほか、

地方官や民間の主導によって展開した劉猛将信仰・金姑娘娘信仰など、複数の体系が並存していた。

20世紀後半以降、この駆蝗神信仰に対する学術的関心は高まりを見せた。その端緒となったのは沢田瑞

穂の「駆蝗神」であり、沢田は各時代の駆蝗神を紹介するとともに、劉猛将を中心として精緻な考察を行い、

その実像を諸史料から追究した。沢田は、駆蝗神の源流を古代の田の神に求めつつ、淫祀が正神へ昇格する

過程において史上人物を取り込む仕組みが存在したと論じた1）。これに対して濱島敦俊は、沢田説をおおむ

ね承認しながらも、華北の劉姓神が江南の「猛将」という称号と結合し、清朝によるいわば官製の駆蝗神と

して仕立てられ、祭祀の強制を通じて駆蝗説話が浸透していったとする異なる見解を提示した2）。両氏はと

もに劉猛将信仰の原型に言及したが、定説には至らずに諸説が併存しているのが現状である3）。

また、劉猛将信仰の伝播に関する研究は、主に明清時代を対象とし、山東・山西・蘇北・皖北などの地域

的広がりを論じてきた4）。これらは駆蝗神信仰の展開を明清期に限定しており、宋元期については関心が薄
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い。宋代における劉猛将信仰の展開を扱った研究としては、臧俊改がその成立背景と社会的要因を検討し、

南宋江南地域に起源を求めた5）。蔡静函は両浙路における駆蝗神信仰を分析し、宋代には駆蝗を専らに行う

神が存在しなかったと結論づけた6）。

さらに、�祭に関する研究も成果があり、とりわけその儀礼的変遷に焦点が当てられてきた。�祭が駆蝗

に特化した祭祀へと変容したのは仁宗朝以降とされ7）、また�神信仰が地方社会には定着しなかった点も指

摘されている8）。しかし、�神が駆蝗神信仰体系の中で果たした役割については、なお十分な検討が行われ

ていない。

近年では劉猛将信仰に加え、八�信仰の特質やその伝播に関する研究も進展し、明清期の八�廟の文化的

内実や地理的分布が論じられてきた9）。とはいえ、八�信仰が劉猛将信仰との競合の中で衰退したのか、あ

るいは逆に発展したのかについては、依然として明確な結論は得られていない。

以上の先行研究を総合すると、宋代の駆蝗神信仰に関する議論は、主として�祭または劉猛将信仰に集中

し、八�信仰に直接触れるものは乏しい。劉猛将信仰についても宋元期の様相は十分に解明されておらず、

また八�信仰・劉猛将信仰・金姑娘娘信仰10）など複数の駆蝗神信仰の相互関係を体系的に検討した研究は

存在しない。特に、多くの研究が明清期に焦点を当てているのに対し、宋元期における駆蝗神信仰の実態把

握は極めて限定的であると言わざるを得ない。

そこで、本稿は宋元時代における駆蝗神信仰の変容過程を明らかにすることを、目的とする。具体的には、

国家主導の祭祀から地方社会における信仰への移行、さらには駆蝗を目的とする人格神信仰への展開を跡づ

け、国家と地方における祭祀の実像と信仰の展開を解明する。

一、�祭の起源と制度化の過程

（1）�祭の起源

八�とは、もともと中国古代における重要な農業祭祀の一つである。まず、時代の流れから�祭を見てみ

よう。蔡�『独断』巻上に、

四代�之別名：夏曰嘉平，殷曰清祀，周曰大�，漢曰�。五帝�祖之別名：青帝以未�卯祖，赤帝以戌

�午祖，白帝以丑�酉祖，黑帝以辰�子祖，黄帝以辰�未祖 11）。

とあるように、�祭は夏では「嘉平」、殷では「清祀」、周では「大�」と呼ばれた。しかし、注意すべきな

のは漢代では「�」と呼ばれたことである。魏・張揖『廣雅』卷九、「釈天」に「�，索也，夏曰清祀，殷

曰嘉平，周曰大�，秦曰�」とあり、秦代の時からすでに�という名前に戻っていきた。したがって、漢代

の「�」の名称は秦代のものを受け継がれたものである。秦漢以降、「�」の字は「�」に改められ、祭祀

の名称も「�祭」と称されるようになった。なお、この祭祀は魏の時代に国家の礼制として明確に位置づけ

られていく12）。

�祭は毎年十二月に農事の終わりを迎えると、来年の豊作を祈って八種類の神々に対して行われた。「八

�」と呼ぶのは八種の神が存在するからである13）。その八種の神について以下のような記載がある。張載

『張載集』經學理窟、祭祀に、

八�：先嗇，一也，始治稼穡者，據易則神農是也；司嗇是修此職者，二也；農，三也；郵表畷，四也；
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猫虎，五也；坊，六也；水庸，七也；百種，八也。百種，百穀之種。舊説以昆蟲爲八，昆蟲是爲害者，

不當祭。此歳終大報也 14）。

つまり、その祭祀は先嗇、司嗇、神農、郵表畷、�虎、坊、水庸、百種という八つの神を祀ることであった。

そして、以前の人々は昆虫を第八種の神と考えた。つまり、最初の駆蝗神は�祭で祭祀された昆虫の神であ

ることが伺える。次は宋代の状況を見てみよう。

（2）宋代における�祭の制度化の過程

宋代の�祭の制度化に関する研究については、すでに一定の蓄積がある。夏日新や荊亜玲などは、�と�

の源流および両者の関係に着目し、先秦において両者は本来別個の祭祀であったが、秦漢以降しだいに並行

して行われ、唐宋時代には合一へと向かったことを指摘している15）。朱紅は唐代宮廷の�日賜物を研究す

る中で、�・�が礼制の中で並行または混用される現象に注目した16）。また徐立平は、�祭が先秦の「�

八」から唐宋時代の「�百神」へと発展し、国家の大祀体系に組み込まれたことを論証し、その礼制化の過

程を明らかにした17）。

しかしながら、これらの研究は��関係の源流考証やマクロ的な展開に重点を置く傾向が強く、宋代の礼

制化の具体的な諸段階 すなわち、宋初における��合祭の制度確立、神位体系の拡充、さらには南宋

中期に見られる「四郊分壇」の分祀化傾向という一連の段階 については、いまだ体系的な整理を欠い

ている。そこで本報告は、従来の研究成果を踏まえつつ、宋代の�祭の制度化の具体的進展とその段階的特

徴をさらに明らかにする。まず、宋代建国の初期から整理していこう。

宋が建国されると、建隆元年（960年）三月には、国家の五徳を「火徳」とし、�祭を行う日を「戌の日」

と定めた18）。これは、宋朝が前代までの礼制を継承しつつ、新たな王朝としての祭祀体系を確立しようと

したことを示している。

しかし、宋初における�祭・�祭の運用は、必ずしも整理されたものではなかった。当時の状況とそれに

対する改革の動きを具体的に示すのが、太常博士であった和�の上奏である。彼の上奏内容は、建隆四年

（964年）に議論されたものであり19）、その詳細は以下の通りである。『宋會要輯稿』禮一九、�臈、太祖建

隆四年六月二十三日の条に、

四年六月二十三日，太常博士和�上言：「伏惟去歳�在十二月十四日，據《書》曰『以七日辛卯�百神』，

謹按�始于伊耆氏，夏曰嘉平，商曰清祀，周曰�，漢曰�。是知�者，�之別名。漢以火行，戌日為�。

�者接也，新故相接，田�禽獸以饗百神，報終成之功也。王者因行��，上饗宗廟，旁及五祀，展其孝

心，盡物示恭也。魏晉以降，沿襲為常。至于唐朝，實土德，貞觀之際，尚以前寅�百神，卯日祭社宮，

辰日�饗宗廟。開元定禮，三祭皆以�辰，以應土德也，當時議者以為得宜。聖朝火德，宜以戌日為�，

而以前七日辛卯便行�禮，恐未為宜。况今宗廟、社稷並遵�享，而獨�不以�，於理不通。」事下太常

禮院議 20）。

とある。和�の奏議をまとめていくと、以下の通りである。

まず和�は、祭祀の歴史的連続性を強調する。すなわち、�祭は古代の伊耆氏に始まり、夏・商・周の三

代を経て、漢代に「�」と改称されたものであり、「是知�者，�之別名」と述べ、両者が本質的に同一の

祭祀であることを論じた。そして、漢が火徳であったことから戌の日を�祭の日としたこと、魏晋以降もこ
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の制度がおおむね踏襲されてきたことを指摘する。

次に、唐代の礼制との比較を通じて、宋初の現状の問題点を明らかにする。唐は土徳であったため、当初

（貞観年間627年～649年）は、以前と同じく寅の日に「�百神」、卯の日に社稷を祭り、�祭（辰の日）に

宗廟を祀るという段階的な祭祀を行っていた。しかし、開元年間（713-741）に礼制が改定されると、「�百

神」・祭社稷・享宗廟の三つすべてを�祭（辰の日）に準じて行うようになり、これが唐代において合理的

かつ完成された礼制と見なされていた、と和�は理解していた。

この唐の開元礼を理想とした上で、和�は宋の現状を批判する。宋は火徳なのだから、漢代の例に倣い戌

の日を�祭と定めたこと自体は正しい。しかし、それにもかかわらず、その7日前の辛卯の日に�祭を行っ

ているのは、礼官の誤りであると断じた。さらに、「况今宗廟、社稷並遵�享，而獨�不以�，於理不通」

と述べ、享宗廟と祭社稷がすでに�祭に準じたにもかかわらず、本質的に同一であるはずの�祭だけが�祭

に準じなかったという礼制上の矛盾を突き、これを不合理であると論じたのである。

以上の問題認識に基づき、和�は「請準唐禮、�百神、祀社稷，享宗廟、皆同用�日 21）」と提案した。

すなわち、唐の開元礼に倣い、「�百神」を行う�祭、祭社稷、そして宗廟への祭享を、すべて�祭の日に

行うと建言したのである。この奏議は太常礼院で議論された結果、全面的に受け入れられた22）。

この一連の経緯は、宋代における�祭制度の形成過程について、いくつかの重要な点を示唆している。第

一に、和�の奏議は、建隆四年以前の宋初において、�祭と�祭が別々のものとして扱った可能性が高い。

このことは、宋建国初期の礼制が未だ過渡期にあり、制度的な混乱や未整備な側面を抱えていたことを物語

る。

第二に、和�の改革案が採用されたことで、「�」と「�」はまた完全に一体化され、唐の開元礼をモデ

ルとした祭祀体系へと再編された。これは宋朝が過去の礼制をどのように解釈し、自らの王朝の祭祀を体系

化しようとしたことも示す。

第三に、改革を唱えた和�自身の背景も、この決定に大きく影響している。和�は開封浚儀の人で、その

九代前の祖先は唐の高宗に仕えた監察御史 23）、父の和凝は唐後期・後晋で宰相を務めるなど、代々官僚を

輩出した名家の出身であった24）。彼自身も幼少期から後漢に仕え、宋の建隆年間に太常博士に任じられて

いる。このような家系と経歴を持つ和�が、唐代、特に盛唐の文化や礼制の影響を色濃く受けていたことは

想像に難くない。彼が唐の開元礼を理想として掲げた背景には、宋朝が盛唐のような安定した文化国家を再

興することへの期待も含まれていたと推察される。宋は建国当初、五代の混乱を収拾し、唐の正統な後継者

であることを内外に示す必要があった。そうした時代的要請の中で、唐の完成された礼制に準拠しようとす

る和�の提案は、朝廷上層部にも受け入れられやすかったのであろう。

また、注目すべきは、当初八神を対象としていた�祭が、唐代から宋代までに次第に「�百神」へと発展

した点である。これは祭祀体系の拡大と神格機能の多様化を象徴している。

宋初は唐代までにない変化が見られるが、宋代全体を俯瞰すれば、変化はそれだけにとどまらない。例え

ば、宋代中期における実際の祭祀対象数については、以下のような記録も残されている。『宋會要輯稿』禮

一九、�臈、仁宗天聖三年十一月二十二日の条に、

仁宗天聖三年十一月二十二日，太常博士、祕閣校理、同知禮院陳詁上言：「伏見�年季冬�百神於南郊，

祠壇設五方田畯、郵表畷之位各于其方。今詳�祭一百九十二位，祝文内載一百八十二位，唆五方田畯、

五方郵表畷一十位不載祝文。深慮開元以來，�年�遠，或前編之缺載，致有司之失傳。25）」
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とあり、天聖三年（1035年）の時点で、�祭はすでに192柱の神祇を祀っており、そのうち182柱が祝文

に記載されていた。これは�祭が農耕守護神に限らず、方位や自然を司る多様な神々を含む体系的な祭祀へ

と展開していたことを示す。

これらは北宋から南宋初期まで維持された。その後、南宋中期になると、�祭の方式にも変化が見られる

ようになる。『宋會要輯稿』禮一四、羣祀三、高宗、紹興二十七年の条には以下のようにある。

二十七年五月二十七日，禮部、太常寺言：「奉詔舉行大祀一十三祭。其四郊方位，�今來壇�齋宮未備，

欲乞立春日祀青帝、春分朝日、季春出火祀大辰、�前一日、�祭東方百神，權於青東門外長生院齋宮行

事。立夏日祀赤帝、季夏土王日祀�帝，於利�門外�明寺齋宮行事。立秋日祀白帝、秋分夕月、季秋内

火祀大辰、�前一日�祭西方百神，於錢湖門外惠照院齋宮行事 26）。

紹興二十七年（1157年）には、�祭が方位別に細分化され、東方・西方の百神に分けて行われていたこと

がわかる。

南宋中期になると、�祭の祭壇はさらに分化し、乾道四年（1168年）には、太常少卿王	の建議により、

東西南北四郊それぞれに専用の祭壇を設け、該当方位の神祇を分祀する「四郊分壇」の形式が確立された27）。

以上の分析から明らかになるのは、まず�祭が夏・殷・周代に起源を有し、秦漢時代に「�」と名を変え

て制度化され、魏晋から隋唐を通じてその礼制が継承されたという一連の流れである。宋代に入ると、建隆

四年以前には�祭と�祭が別々なものとして扱ったが、和
の奏議によって唐の開元の治に倣い、�祭と�

祭はまた一体化されて、その対象神数も「八�」から「�百神」へと拡張されていった28）。さらに、南宋

中期にはその制度が「四郊分壇」へと再編され、祭祀の分散化が進んだことが確認できた。

（3）�祭と�祭の機能比較

�祭に加えて、宋代の中央政府は「�祭」と呼ばれる別の祭祀によっても蝗害への対処を試みていた。�

祭が史料上に確定できるものは、戦国時代末期において初めて見られる。そして、昔の�祭は、朝廷が人民

に対し、一定の日数の間は自由に宴楽することを許可するものであり、人々は飲酒の禁令などを気にするこ

となく、天下が共に祝うという意味を示すものであった29）。つまり、�祭は、宋代に特有の制度ではない

ことがうかがえる。

しかし、宋代にはその展開には独自の特色が見られる30）。慶暦年間以前においては、�神への祭祀は蝗

螟の災害に限らず、さまざまな異変への対処として実施されていた31）。しかし、宋仁宗の治世以降、�神

は蝗害発生時の主要な祭祀対象として特化されるようになった32）。すなわち、�祭は当初こそ祈年祭の一

部であったが、後に災異祈禳のための儀礼へと変容し、特に蝗害時における専用の祭祀となった。

とはいえ、�神はその特殊性ゆえに、宋代において全国的に広く浸透することはなかった。その理由とし

て、以下の諸点が挙げられる。

（1）�祭は常設の国家祭祀ではなく、臨時的な祭祀であったこと 33）

（2）�祭は唐代以降に徐々に衰退したこと34）、また�祭は広範には広まらず、国家祭祀の範囲にとどまっ

たこと。

こうした状況のもとで、�神が広範な民衆の信仰を獲得することは困難であった。しかし注目すべきは、

宋代の�神は、蝗害という自然の災厄を司る自然的神の性格と、人間の祈りに応える性格を持ち始める、過

渡的な存在であったことである。陳淵も指摘するように35）、この�神の新たな兆候こそが、後の時代に劉
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猛将に代表されるような、より明確な人格神的駆蝗神が広く受け入れられていくための、重要な思想的・宗

教的な前提となったと考えられる。

これに対して、�祭は宋代を通じて国家主導の公式儀礼として継続されており、必ずしも蝗災に特化した

祭祀ではなかったにもかかわらず、長年にわたる祭典としての伝統と、多機能的な神格構造を備えていたた

め、民間においても受容され、継承されていった。

二、元代における八�信仰の伝播

（1）駆蝗に対する宗教的実践

�祭が衰退して、民間での社会的浸透を果たせなかった一方で、�祭は全く異なる展開を見せた。宋代以

降、中央の礼制からは次第に姿を消したものの36）、元・明・清代に至るまで、地方社会においては八�信

仰が新たな形で継承・再構築されていったのである。

統治者は政教関係の再編と王朝の正統性を意識し、�祭に仏教的要素 すなわち「�八節」 を取

り入れ、儀式を民俗行事へと変質させていった37）。唐宋期における仏教の興隆は�祭衰退の一因となる。

こうして�祭は年中行事としての性格を帯びるようになり、その宗教的意義は制度的には後退することとなっ

た。

しかし一方で、南宋末期には江南地域を中心として、蝗害が激甚化し38）、従来の祭祀では対応しきれな

い現実的危機に直面する39）。これにより、�祭は「災異対応」の信仰装置として、地方官や民間によって

再び重視されるに至った。

こうした中、元代になると、八�を祀る祠廟（八�廟）が地方で建立され始め、信仰の場が国家祭祀の空

間から地方信仰の空間へと移行する現象が確認される。元代においては、中央政府が八�信仰を積極的に保

護・推進したわけではなく、むしろ地方官の裁量と信仰実践が重要な役割を果たしたのである。

元代の地方官は、蝗害の予兆や災害時において、八�神に対して直接的な祈祷や祭文を奉じるなど、実践

的信仰を展開していたことが、多くの記録から読み取れる。馬端臨『文獻通考』巻八十五、郊社考十八、八

�に、

劉秉直字淸臣，大都武淸人。至正八年，來爲衞輝路總管，平徭役，興敎化，敦四民之業，崇五土之利，

養鰥寡，恤孤獨。賊劫汲縣民張聚鈔一千二百錠而殺之，賊不獲，秉直具詞致�城隍祠，而使人伺于死所，

忽有村民阿蓮者，戰怖仆地，具言賊之姓名及所在，乃命尉襲之，果得賊于�，遂正其罪。秋七月，蟲螟

生，民患之，秉直�于八�祠，蟲皆自死。歳大饑，人相食，死者過半，秉直出俸米，倡富民分粟，餒者

食之，病者與藥，死者與棺以葬。天不雨，禾且槁，秉直詣城北太行之蒼峪神祠，具詞祈祝，有靑蛇蜿蜒

而出，觀者異之，辭神而還，行及數里，雷雨大至。秩滿，以親老，去官侍養 40）。

とあるように、至正八年（1348年）、衛輝路総管であった劉秉直は、秋七月に蝗害が発生すると「八�祠」

において祈祷を行い、その結果「蟲皆自死」という霊験を得て災害を収束させている。これは、地方官が八

�神の効力を信じ、蝗害対策という実務的な災害対応として、その信仰を実践していたことを明確に示して

いる。

さらに注目すべきは、劉秉直がこれに先立ち、汲県で発生した強盗殺人事件という全く異なる難題に直面

した際も、同様に宗教的手段に頼っている点である。彼は賊が捕まらない状況下で「城隍祠」に祈祷し、そ
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の結果、犯人の情報が不可思議な形で（村人が恐怖で自白する）もたらされ、事件解決に至っている。

これらの記述は単なる劉秉直個人の事績紹介に留まらない。蝗害という「災害」に対しては八�祠を、盗

賊という「人災」あるいは「治安問題」に対しては城隍祠をと、地方官が直面する現実的な統治課題の解決

手段として、対象に応じた神祇への祈祷というように、その「霊験」を真剣に用いていた実態を物語ってい

る。劉秉直が神祇の力を借りて問題を解決するという手法は、多様な宗教に対して寛容であった元代の信仰

環境とも無関係ではないだろう。そして、このような信仰的土壌こそが、本来は国家祭祀であった�祭を、

地方社会における八�信仰という、より実践的かつ霊験を重視する信仰形態へと徐々に変容させていく重要

な背景となったと考えられる。

劉秉直の事例以外に、元代では、蝗害を遭遇したとき、蝗を駆除するにはさまざまな宗教的実践が見られ

る。『元史』巻一百九十二列傳第七十九、良吏二、観音奴に、

亳州有蝗食民禾，觀音奴以事至亳，民以蝗訴，立取蝗向天祝之，以水�碎而飮，是歳蝗不爲災。後陞爲

都水監官 41）。

とあり、観音奴が公務のため亳州に到着した際、住民は蝗虫が稲作を食い荒らしていることを訴え出た。こ

れを受けて観音奴はただちに蝗虫を捕らえ、天に向かって祈願した。その後、蝗虫をすり潰して水に混ぜ、

自らそれを飲んだという。この年、亳州では蝗害は発生しなかったと記録されている。

観音奴は泰定三年（1326年）の進士であり、その卓越した裁断力から「發�如神」と称された人物であ

る42）。彼は、蝗虫を捕え、砕いて水に混ぜて飲むという行為を通じて、蝗害を鎮めようとする儀式的行動

を行った。これは呪術的要素を含む信仰実践であり、八�祠に祈りを行うこととは異なる形式である。

蝗を殺す以外に、元代の地方官は雨を乞うことで蝗害を防ごうとした。『元史』卷一百九十二列傳第七十

九、良吏二に、

林興祖字宗起，福州羅源人……至正八年，特旨遷為道州路總管……春旱，蟲食麥苗，興祖為文�之，大

雨三日，蟲死而麥稔。已而罷興作，賑貧乏，輕徭薄斂，郡中大治，憲司考課，以道州為最 43）。

とあり、至正八年（1348年）、林興祖は道州路の総管として着任した。その年の春には干ばつが続き、さら

に蝗虫が麦の苗を食い荒らす被害が発生した。林興祖はこれに際し、祝文を作成して祈祷を行ったところ、

三日間にわたって大雨が降り続き、結果として虫は死滅し、麦もよく実ったという。

この記録で注目すべきは、林興祖が祈祷を実施したものの、その対象として八�神や特定の神祇が記され

ていない点である。これは、当時の地方官において、災害に対する宗教的対応が一律ではなく、個々の裁量

や地域習慣によって多様な形式がとられていたことを示している。

以上の三例（劉秉直・観音奴・林興祖）を通して、元代中後期における地方官が蝗害対策として実施した

信仰的実践は以下のように整理できる。

（1）劉秉直：八�祠への直接的な祈祷

（2）観音奴：蝗虫の捕獲・砕解・飲用という呪術的儀式

（3）林興祖：神祇を明示せずに祭文を捧げる形式的祈願

これら三例から見ても、元代の地方官は蝗害に対して複数の信仰的手段を用いて対応していたことが明ら

かである。必ずしも八�祠が唯一の手段であったわけではなく、祈雨・呪術行為などが併用されていたこと

宋元時代における駆蝗神信仰の変容
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から、当時の蝗を駆除する信仰実践が極めて多様であったことがわかる。八�信仰の流布はある程度進んで

いたが、全国的な祠廟の建設をみるには至っていなかった。そして、その展開は主に地方官の主導によるも

ので、国家レベルでの一元的布教政策によるものではない。すなわち、元代の八�信仰は地域神信仰として

の性格が強く、かつ実用的な災害対応信仰として民間に根付いていった可能性が高い。

三、劉猛将信仰の展開

（1）人格神信仰の登場

宋代の駆蝗思想は多元的な様相を示していた。その思想的基盤には、前代から継承された「天譴説」や

「天人感応論」、さらには「以政駆蝗（政によって蝗を駆る）」という観念が存在した44）。また、国家は法令

を制定して捕蝗を厳格に実施させたが 45）、それは地方官や民衆に大きな負担を強いたため、しばしば民生

問題を引き起こした46）。こうした実践的な駆蝗策と並行して、蝗害を鎮めるために祭祀を行うという信仰

的方策も盛んに実施された47）。すなわち、宋代には「実践的な駆蝗」と「祭祀的な駆蝗」という二つの体

系が併存していたといえる。

このような複雑な駆蝗思想のもと、�祭や�祭といった制度化された礼制的神祇に加え、南宋末以降には

人格神を中心とする新たな駆蝗神信仰が地方社会に広く浸透した。その代表例が劉猛将信仰と金姑娘娘信仰

である。宋代にすでに�祭や�祭、さらには城隍廟・孚応廟など、蝗害に対応する祭祀体系が存在したにも

かかわらず、宋元時代に新たな人格神信仰が次々と出現したのは注目すべき現象である。

その要因としては、以下の三点を挙げることができる。第一に、中央祭祀の形式化と民間での実効性の

追求である。�祭や�祭は礼制的性格が強く、突発的かつ具体的な蝗害に迅速に対応することは困難であっ

た48）。その結果、地方社会では即効的で霊験を重んじる信仰対象が求められるようになった。第二に、駆

蝗を職能とする人々の専門家の需要である。�祭は本来農耕全般を司る多神的構造を有していたが 49）、劉

猛将や金姑娘娘といった人格神は駆蝗に特化した存在として民間の要求に応えた。第三に、賜額・封号制度

による正統性の付与である。南宋期には地方官や士人による上奏や建廟が盛んとなり、朝廷が人格神に封号

を授与する制度が整備され50）、信仰の拡大を制度的に支えた。そこで地方官や民衆が主体となって信仰を

構築し、その過程で劉猛将信仰が�祭と競合しつつ、最終的には�祭に代わる駆蝗神信仰として確立していっ

た。もっとも�祭の衰退後も、元代では八�信仰として復興することとなる。

（2）人格神的駆蝗神の実態

劉猛将信仰の構造は二層的である。第一は、武勇に優れた人物を神格化する層であり、第二は、自然神的

な職能が人格神へと転化する層である。この二重性は、『夷堅志』に記録された事例において傍証される。

『夷堅志』支甲卷第一護國大將軍に、

紹興二十六年，淮、宋之地將秋收，粟稼如雲，而蝗蟲大起，�飛蔽天，所過田畝，一掃而盡。未幾，有

水鳥名曰�，形如野鶩，而高且大，�有長�，可貯數斗物，千百爲羣，更相呼應，共啄蝗，盈其�，不

食而吐之，既吐復啄，連城數十邑皆若是。才旬日，蝗無孑遺，歳以大熟。徐、泗上其事於虜廷，下制封

�爲護國大將軍 51）。

とあり、紹興二十六年（1156年）、淮宋地域では秋の収穫を目前に突如として蝗害が発生した。しかし、�
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と呼ばれる水鳥の大群が飛来し、蝗を捕食して被害は収束した。徐州・泗州の地方官はこの功績を金廷に上

奏し、�鳥は「護国大将軍」として封じられたという。この事例は、蝗を駆逐する動物が「護国大将軍」と

いう軍事的称号を付与されることで擬人化され、守護神的存在へと位置づけられることを示している。すな

わち、蝗を駆逐した動物（�鳥）そのものが、人格神的な武神の職能として再解釈されうることを物語って

いる。これは、劉猛将が駆蝗の機能を担う武神として成立する思想的基盤であったと考えられる。

一般的に神格形成のプロセスは、第一に自然界の動物が霊験を示すことによって神格化され、次にその神

格が功績ある人物に付会されることで、自然神が人格神へと転化する。劉猛将信仰はこのプロセスを内包し

ているため、劉猛将信仰の原型をめぐって複数の説が併存するのは偶然ではなく、もともとその信仰が自然

神的性格と人格神的性格を色濃く有していたと理解できる。

一方、同じく人格神的駆蝗神として成立したのが金姑娘娘信仰である。『（光緒）寧海縣志』卷四、建置志

二、廟に、

建雄古廟在南七十里任家莊天鵝山麓、正屋三楹祀南宋尚書金殿公第四女、廟旁墓題曰：金四娘娘之墓。

按廟碑、四娘、太平人、宋恭宗朝尚書金殿公女也。祥興元年、公與簽書樞密院事陸秀夫、越國公張世傑

及東�趙總戎、沙簍馬將軍等輔駕幸南。當日四娘亦挈以偕來託迹本邑南郷祝治民家、繼而婁義民助餉、

旋駐足臨邑仙巖洞。越明年、帝如海、文武海死者十餘萬人、金殿公亦與焉。時四娘聞君父没、遂與胞妹

七娘激烈自盡。祝治民等、停柩湖心田。後、至元十九年夏五月、疾風迅雷忽遷柩於福心田。里人異之、

爰封土作墓、且立廟以祀。顏曰：建雄厥後年湮廟毀有任氏些春子者起而修之、迄今五百餘年矣、赫濯聲

靈、有求必應。娘娘行四、四娘、父之喚。呼娘娘、俗之尊稱云 52）。

とあり、金殿公の第四女・金四娘は父の忠節に殉じて自害したと伝えられ、その義烈の行為が霊験として顕

現したことで地方社会に祀られるようになった。至元十九年（1282）には神格化され、明清期には江南で旱

魃や蝗害に際して「駆蝗使者」として祭祀されるに至った53）。すなわち、金姑娘娘信仰は忠烈の女性像に

基づきながら、同時に駆蝗神としての職能を担った点で、劉猛将信仰と並ぶ代表的事例である。

（3）江南地域における劉猛将信仰の伝播

劉猛将信仰は南宋末期にすでに成立していたが、特に江南地域で広がりを見せた54）。その背景を明らか

にする史料として、繆�孫『江蘇金石記』には、景定四年（1263）の勅命碑文が載せられている。『江蘇金

石記』南宋封天曹猛將敕に、

拓本，高一尺四寸五分，廣二尺二寸，行書十四行，行十六字，字徑六分。

皇帝敕曰：國以民爲本，民實比於干城。民以食爲天，食猶重於金玉。是以后稷教之稼穡，周人盡之井田，

民命之所由生也。自我皇祖神宗列聖相承，迫茲數葉，朕嗣鴻基，夙夜惕若。邇年以來，飛蝗犯境，漸食

嘉禾，宵�懷憂，無以爲也。黎元恣怨，未如之何？民不能�，吏不能捕。賴爾神力，掃蕩無餘，上感其

恩，下懷其惠。爾故提舉江州太平興國宮淮南江東西浙四制置使劉錡，今特敕封爲揚武侯天曹猛將之神，

爾其甸同群庶，血食一方，故敕。景定四年三月八日。

按劉錡，『宋史』有傳，字信叔，德順軍人。『五行志』：淳祐二年五月，兩淮蝗；景定三年八月，兩浙蝗，

文所謂“邇年以來，飛蝗犯境”也 55）。

宋元時代における駆蝗神信仰の変容

39



とあり、宋理宗景定四年（1263）の勅命によれば、近年しばしば蝗害が国土を侵し、農作物を食い荒らして

民生を大きく脅かしていた。皇帝自身も日夜憂慮したが、民も役人もこれを防ぐことができず、広く怨嗟の

声が満ちていた。ところが劉錡の神力によって蝗害は一掃され、その恩恵により百姓は救われた。そこで皇

帝は、その功績を称え、劉錡を「揚武侯天曹猛将之神」に封じ、一方を守護する神として祀らせることを命

じたという。

劉錡は実在の将軍であり、『宋史』にも伝があるが 56）、碑文では官職名に実際と異同がある。敕によると、

劉錡は提舉江州太平興國宮、淮南江東西浙四制置使という官職である。しかし、実際に『宋史』に記載され

る官職名は提舉江州太平觀と江・淮・浙西制置使である57）。碑文と『宋史』に記載された官職名は完全に

一致するとは言えない。

霊験譚のみを根拠として劉錡を劉猛将信仰に結びつけるのは困難である。むしろ、劉錡が朝廷から「揚武

侯天曹猛将之神」の封号を賜ったことこそが決定的に重要であったと考えられる。おそらく、後世に語られ

た霊験譚は、劉猛将信仰の拡大を正当化するために信仰者たちによって創出されたものであろう。これに対

して、劉錡が「揚武侯天曹猛将之神」に封じられたことは史実である。その傍証として、各地の地方志には

劉錡を祀る祠廟の存在が多数記録されている。『（嘉靖）常熟縣志』卷之四、祠祀志に、

劉太尉廟，太尉宋江淮制置使武穆劉公錡也，廟在虞山南麓嶽祠之傍，俗稱節使永定公劉眞君廟，建于宋

紹熙中，元至正三年（修）58），明嘉靖十六年邑人王環繼修 59）。

とあり、劉太尉廟はすでに宋の紹熙年間に創建されており、元の至正三年（1343年）には新たに修繕が行

われている。そして、この劉太尉廟の沿革をたどると、元代に至って廟名が変化していくことが確認できる。

また、『（正德）姑蘇志』卷二十八壇廟下に、

中山永定公廟、祀宋名將劉錡、元至正三年建 60）。

とあり、元の至正三年、蘇州には中山永定公廟が建立され、宋の名将である劉錡が祀られていることが確認

できる。すなわち、劉太尉廟は元代に至り、中山永定公廟へと転化していったのである。

注目すべきは封号の変遷である。紹熙年間（1190～1194）に建立された劉太尉廟は、元の至正三年には

「中山永定公廟」として祀られるようになった。すなわち、宋代に与えられた「揚武侯天曹猛将之神」とい

う封号を基盤に、元代には「公」へと昇格し、信仰が拡大していったことがうかがえる。実際、地方志には

劉錡を祀る祠廟が多く記録されており、その伝播を裏付ける。

この流行の背景には、南宋末から元代にかけて江南で頻発した蝗害があった。淳祐二年（1242年）には

両淮で、景定三年（1262年）には両浙で蝗害が発生しており61）、実際に南宋から元代までの間に江南地域

には蝗害の被害が大きかったと言われている62）。このような現実的な災害が劉猛将信仰の成立と拡散を促

進したと考えられる。すなわち、劉太尉廟を基盤とする南宋中期以降の信仰の蓄積、劉錡への付会と朝廷に

よる封号授与、そして江南地域における蝗害の頻発という条件が重なり合うことで、劉猛将信仰は江南社会

に広範に浸透していったのである。

本章の考察により、劉猛将信仰の特徴は以下の三点に要約される。第一に、その成立は「自然神から人格

神への転化」という二重構造に基づいていた。『夷堅志』に見られる駆蝗現象が軍事的称号を付与されるこ

とで人格神的武神へと再解釈され、信仰の思想的基盤を形成した。第二に、南宋末から元代にかけての江南
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地域における広範な浸透は、霊験譚そのものではなく、朝廷による封号授与という制度的承認に支えられて

いた。第三に、劉太尉廟が「中山永定公廟」へと改称される過程は、封号昇格が信仰の拡大を後押しし、江

南社会において蝗害対策の救済神として受容されたことを示している。

総じて、劉猛将信仰は自然神的要素と人格神的要素を兼ね備えつつ、国家の制度的承認と蝗害多発という

社会的背景を契機として、江南社会に定着した駆蝗神信仰であったと結論づけられる。

おわりに

本稿は、宋元時代における駆蝗神信仰の展開を、国家主導の祭祀と地方社会の信仰という二つの側面から

検討した。その結果、�祭・�祭といった国家儀礼から、八�信仰や劉猛将信仰を中心とする地方信仰への

重心の移行、さらに自然神から人格神への神格機能の変容という二重のプロセスが確認された。この変遷は、

頻発する蝗害という社会的背景に対応しつつ、形式化した国家祭祀に代わって、地方社会がより実効的な信

仰を追求したことに起因する。

特に劉猛将信仰の成立と展開は、自然神的要素と人格神的要素を併せ持ち、国家的承認を経て地方社会に

深く浸透する過程を示している。これにより、駆蝗神信仰は単なる民衆の自発的信仰ではなく、国家権力と

の相互作用の中で形成・変容する多層的な歴史的プロセスを有していたことが明らかとなった。

それは王元林氏が提示する、国家と地方の信仰が織りなす複雑な相互作用という理論を実証的に補完する

ものであると見られる63）。駆蝗神信仰の変遷は、宋代以降の民間信仰が人格神を生み出し、民俗化してい

く歴史的過程と密接に連動しているだけではなく、駆蝗神信仰が民衆の間に広まった物語や風俗を伴う「人

格神」として確立されていくプロセスを描くことは、宋元変革期における民間信仰の在地化という時代特色

を鮮明に浮き彫りにする64）。

注

1）澤田瑞穂「駆蝗神」（『東方宗教』第51号、1978年）。

2）濱島敦俊「江南劉姓神雜考」（『待兼山論叢』第24号、1990年）。

3）劉猛将の原型に関する研究は数多く存在する。前注澤田、濱島、車錫倫、周正良「駆蝗神劉猛将的来歴和流変」（『中

国民間文化―稲作文化与民間信仰調査』学林出版社、1992年）、代洪亮「民間記憶的重塑:清代山東的駆蝗神信仰」

（『済南大学学報』第12卷第3期、2002年）、張志強「宋代対蝗災的認識与回応」（淡江大学碩士学位論文、2007年）、

鄭土有著・高倉健一訳「中国江南呉語地区の劉猛将信仰と賛神歌」（『比較民俗研究』第28号、2013年）、張文、盧渝

寧「�宰賑飢与蝗神信仰」（『史学集刊』第6期、2019年）、王重陽、左中儀「南京八�廟駆蝗神与�猛将軍信仰」（『遺

産』第10輯、2024年）などは、劉猛将の原型を漢代の劉章、三国時代の劉備の子・劉禅、南唐の劉仁贍、宋代の劉錡・

劉鋭・劉宰・劉�、南宋の抗金将・劉光世の弟、元代の劉承忠、あるいは呉地に伝わる牧童（牛飼いの少年）とするな

ど、さまざまな説が存在する。

4）以下の先行研究による。陳正祥『中国文化地理』（生活・読書・新知三聯書店、1983年）、周中建「劉猛将信仰与呉

中稲作文化」（『農業考古』第1期、1998年）、趙世瑜『狂歡与日常：明清以来的廟会与民間社会』（生活・読書・新知三

聯書店、2002年）、代洪亮「民間記憶的重塑：清代山東的駆蝗神信仰」（『済南大学学報』第12卷第3期、2002年）胡

夢飛「自然災害与神霊崇拜－明清時期蘇北地区�害信仰的歴史考察」（『防災科技学院学報』第16卷第4期、2014年）、

李天網『金澤：江南民間祭祀探源』（生活・読書・新知三聯書店、2017年）、凌富亞、李瓊「清代皖北蝗神信仰興衰探

析」（『淮海工学院学報（人文社会科学版）』第16卷第7期、2018年）、張軍龍「清代民間金姑娘娘信仰研究」（『宗教学

研究』第3期、2021年）、劉嘯虎、黄燕「明清時期�猛将軍信仰的變遷研究」（『淮南師范学院学報』23卷第1期、2021

年）、胡夢飛、甄思辰「国家正祀与地方傳統：明清時期魯西驅蝗神信仰的�史考察」（『運城学院学報』第42卷第1期、

2024年）、王重陽�、左中儀「南京八�廟駆蝗神与�猛将軍信仰」（『遺産』第10輯、2024年）。

5）臧俊改「南宋以降（1840年之前）駆蝗神劉猛将軍信仰研究」（曁南大学修士論文、2011年）。
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6）蔡静函「宋代両浙路蝗神信仰研究」（温州大学修士論文、2020年）。

7）李華瑞「宋代的捕蝗与祭蝗」（『山西大学学報（哲学社会科学版）』第6期、2011年）。

8）陳淵「宋代祭�礼探析」（『民俗典籍文字研究』第1期、2022年）。

9）劉宇・鄭明德「農神崇拜与社会信仰：以明清時期的八�廟為対象的歴史考察」（『農業考古』第1期、2014年）、王雅

�「“�”与“�”：中原八�文化述略」（『漢字文化』第24期、2023年）、胡夢飛・甄思辰「国家正祀与地方傳統:明清

時期魯西駆蝗神信仰的�史考察」（『運城学院学報』第42巻第1期、2024年）、姚宇舟「清代山西蝗神信仰内涵及其流

変－兼論武雅士“神、祖先和鬼”的象征体系」（『古今農業』第3期、2022年）、王重陽・左中儀「南京八�廟駆蝗神与

劉猛将軍信仰」（『遺産』第十輯、2024年）らは、主に明清時代における八�廟の文化的内実およびその地理的広がり

に関して論じている。

10）金姑娘娘信仰について、代洪亮「民間記憶的重塑：清代山東的駆蝗神信仰」（『済南大学学報』第12巻第3期、2002

年）、張軍龍「清代民間金姑娘娘信仰研究」（『宗教学研究』第3期、2021年）らは、金姑娘娘信仰が明清期においてど

のように発展・衰退していったのかについて言及している。張氏は代氏の研究を踏まえ、金姑娘娘廟の地域分布を詳細

に検討しているが、史料的制約のため、明清以前の金姑娘娘信仰については分析が十分ではない。

11）漢・蔡�『独断』二巻、清乾隆嘉慶間嘉善謝氏刻抱經堂叢書影印本。

12）『宋史』巻一百三、志第五十六、吉禮六、�に「大�之禮，自魏以來始定議。」とあり、つまり、�祭の礼儀は魏にお

いて国家礼制として成立するようになった。以降、隋唐に至るまでその基本的な枠組みは継承されたとされる。

13）漢・鄭玄、唐・孔穎達疏『禮記正義』巻十七、月令に「天子大�八，伊耆氏始為�。�也者，索也。歳十二月，合聚

萬物而索饗之也。�之祭也，主先嗇而祭司嗇也。祭百種，以報嗇也。饗農，及郵表畷、禽獸，仁之至、義之盡也。古之

君子，使之必報之。迎�，為其食田鼠也；迎虎，為其食田豕也，迎而祭之也。祭坊與水庸，事也。」とあり、十二月に

�祭を行うことが恒例であり、その祭祀対象は先嗇、司嗇、百種、神農、郵表畷、�虎、坊、水庸という八つの神を祀

る。

14）宋・張載著、章錫	點校『張載集』中華書局、1978年。

15）夏日新「�日的祭祀」（『集刊東洋学』73号、1995年）。荊亞玲「“�祭”考溯」（『上海交通大学学報（哲学社会科学

版）』第15巻第2期、2007年）。

16）朱紅「紅雪与唐代宮廷�日賜物習俗」（『中国学研究』第５輯、2002年）。

17）徐立平「唐宋時期�日節研究」（陝西師範大学修士論文、2010年）。

18）『宋史』卷一、本紀第一、太祖一に「（建隆元年三月）壬戌，定國運以火德王，色尚赤，�用戌。」とあり、宋代の国

運は火徳であり、色を赤と定め、�祭は戌の日に行う。その由緒は注 11所引『独断』に「五帝�祖之別名：青帝以未

�卯祖，赤帝以戌�午祖，白帝以丑�酉祖，黑帝以辰�子祖，黄帝以辰�未祖」とあるように、五帝の赤帝と漢代を代

表する五行も火徳であり、同じく「戌」に�祭を行うのに由来すると考えられる。漢代の五行の属性については、馬端

臨『文獻通考』巻八十五、郊社考十八に「漢火行，用戌�」とあることから窺える。

19）和
の上奏の時期については史料によって異同が見られる。『宋史』巻一百三、志第五十六、禮六は乾徳三年（965

年）、『文献通考』巻八十五、郊社考十八は建隆三年（962年）とするが、本稿では『宋会要輯稿』の記述に基づき建隆

四年（964年）説を採る。

20）『宋會要輯稿』禮一九、�臈、太祖建隆四年六月二十三日の条参照。

21）馬端臨撰『文獻通考』上海師範大學古籍研究所、華東師範大学古籍研究所點校、中華書局、2011年9月、第1版、

第2625頁。

22）『宋史』卷一百三、志第五十六、禮六、�に「議如
言，今後�百神、祀社稷、享宗廟皆用戌�一日」とあり、和


の提案に同意したことがわかる。

23）『宋史』巻四百三十九、列伝第百九十八、文苑一、和
。

24）『舊五代史』巻一百二十七、周書十八、列伝第七、和凝。

25）『宋會要輯稿』禮一九、�臈、仁宗天聖三年十一月二十二日の条参照。

26）『宋會要輯稿』禮一四、羣祀三、高宗の紹興二十七年の条参照。

27）『宋史』卷一百三、志第五十六、吉禮六、�、乾道四年の条に「乾道四年，太常少卿王�又請於四郊各為一壇，以祀

其方之神，東西以日月為主，各以神農、后稷配；南北皆以神農為主，以后稷配。自五帝、星辰、嶽鎮、海�以至猫虎、

昆蟲，各隨其方，分為從祀。其後南�仍於圓壇望祭殿，北�於餘杭門外精進寺行禮。」とある。

28）『舊唐書』卷二十四、志第四、禮儀四に「�祭凡一百八十七座。」とあり、「�百神（�祭に百神を祀る）」自体は唐代

から存在していただけではなく、既に祭祀対象が187座という具体的な実数で定められていたことがわかる。したがっ

て、古代の八神から具体的な多数の神々を祀る百神への発展は、唐代においてすでに完成していたと見るべきである。

これを踏まえると、注 25所引の史料で示したように、宋代に祭祀対象が192柱と計数されている点は、唐代の制度を

梁 躍 雲
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継承した上で、さらに神格を追加・拡充したことを示している。唐から宋へのこの継承と微増は、�祭が単なる象徴的

な儀礼ではなく、祭祀対象を明確に特定し、その実質的な効能を追求する実務的な国家祭祀として重視され続けていた

ことを示唆している。

29）葉国良「古代東亞各国所見的大�活動」（『嶺南学報』復刊第13輯、2020年）。

30）『五礼通考』巻五十七、吉礼五十七�に「紹興三十二年八月，禮部太常寺言：看詳�祭事，欲依紹興祀令，蟲蝗爲災

則祭之。」とあり、蝗害があれば�祭を行う。それは昔の娯楽のような�祭とはかなり性質が違っていた。

31）張志強「宋代的祈神禳災」（国立中正大学博士論文、2020年）。

32）李華瑞「宋代的捕蝗与祭蝗」（『山西大学学報（哲学社会科学版）』第34卷第6期、2011年11月）。

33）『楼鑰集』巻八十三祝文、祭�神祝文に「惟『周禮』族師之職，春秋祭�。鄭康成云：「�螟之�。」慶�之制，有蝗

蟲則祭。熙寧議臣欲�歳春秋行禮，終不果行。乃閏五月丙戌以蟲螟爲害，祭以致�。賴神之賜，隨即衰息。茲當晩禾秀

茂之際，又有食其心者。士民以前日之靈異來請，不憚再漬，復舉斯典。」とあり、�神の祭祀は北宋の時代に十分に実

行されなかっただけではなく、南宋の時代、蝗害が生じる時だけに祭祀が行われていた。

34）葉国良「古代東亞各國所見的大�活動」（『嶺南学報』復刊第13輯、2020年）。

35）陳渊「宋代祭�礼探析」（『民俗典籍文字研究』第26輯、2022年）。

36）代洪亮「民間記憶的重塑:清代山東的駆蝗神信仰」（『済南大学学報』第12卷第3期、2002年）。

37）王雅�「“�”与“	”：中原八�文化述略」（『漢字文化』第24期、2023年）。

38）李華瑞『宋代救荒史稿』（天津古籍出版社、2014年）。

39）鄭
『�溪集』巻二十六捕蝗に「翁嫗婦子相催行，官遣捕蝗赤日裏。蝗滿田中不見田，穗頭櫛櫛如排指。鑿坑篝火齊

聲驅，腹飽翅短飛不起。�提
負輸入官，換官倉粟能得幾。雖然捕得一斗蝗，又生百斗新蝗子。只應食盡田中禾，餓殺

農夫方始死。」とあり、役人をはじめ、老人や婦人などの一般の人々も蝗の駆除活動に取り組んでおり、人々が蝗害に

直面していたことがうかがえる。

40）馬端臨『文獻通考』卷八十五、郊社考十八参照。

41）『元史』卷一百九十二、列傳第七十九、良吏二、観音奴参照。

42）『元史』卷一百九十二、列傳第七十九、良吏二、観音奴に「觀音奴，字志能，唐兀人氏，居新州。登泰定四年進士第。

由戸部主事，再轉而知歸德府。廉明剛斷，發�如神。民有銜寃不直者，雖數十年前事，皆千里奔走來訴，觀音奴立為剖

決，旬日悉清。」とあり、観音奴の官職や事績を記している。

43）『元史』卷一百九十二、列傳第七十九、良吏二参照。

44）陳淵「�害的文化反応：宋代禳�活動研究」（西南大学博士論文、2023年）。

45）董�『救荒活民書』巻三拾遺に「�窃惟宋朝捕蝗之法甚厳，然蝗虫初生，最易捕打。往往村落之民，惑于祭拜，不敢

打�，以故遺患未已。」とあり、宋朝における捕蝗の法はきわめて厳格なものであった。

46）汪炎昶『古逸民先生集』巻一記蝗并序に「至大己酉，江浙大飢，疫死者衆。自徽衢以南則稍安，然多艱食。明年夏六

月，有蝗自東北蔽天而南，其稍遲回于此者，惟食野草及竹葉粟苗而已，禾黍無大傷也。飢疫災方息，飛蝗又作群。攪空

吹密雪，障日度輕雲。瀕死欣纔脱，�生駭乍聞。分官嚴捕�，吏卒日紛紛。」とあり、政府は官吏を派遣し、蝗を打ち

払うあるいは埋めることで駆除するよう命じた。その結果、官僚も胥吏もその法令によって疲弊の日々を送った。

47）羅願『淳熙新安志』巻十神異に「孚應廟,在邵武軍泰寧縣東二里,五代正明中建廟,有二神。相傳一姓陳,�人；一

姓汪,歙人。…水旱疾疫,有求必�,螟蝗、盜賊不及其境。」とあり、蝗が県内に侵入しないよう、孚応廟において祈祷

が行われた。

48）『宋史』巻九十八志第五十一吉禮一に「凡常祀，天地宗廟，皆内降御封香，仍製漆匱，付光祿、司農寺；�祠祭，命

判寺官緘署禮料送祀所；凡祈告，亦内出香。遂為定制。嘉祐中，裴煜請：大祠悉降御封香，中小祠供太府香，中祠減大

祠之半，小祠減中祠之半。東、西太一宮係大祠，歳太府供香，非時祈請，降御封香準大祠例。及皇地祇、五方帝、百神、

文宣、武成從配神位，牲牢寡薄。」とあり、国家的祭祀は儀礼が煩雑であり、すでに儀礼の形式が定まっている。その

ため、迅速な対応が困難であった。

49）范如蘋「『礼記』�祭蠡探-兼論其社會功能」（『道南論衡』第12期、2002年）。

50）須江隆「唐宋期における祠廟の廟額、封号の下賜について」（『中国－社会と文化』第9号、1994年）。

51）洪邁撰、李昌憲整理『夷堅志』大象出版社、2019年5月、第1版、第18頁。

52）清王瑞成修、張濬著『（光緒）寧海縣志』24巻、清光緒二十八年刊本影印本。

53）�人穫『堅瓠集』余集卷四、金姑娘娘に「康熈癸未夏、呉中乏雨、有人自江北來、傳有一婦趁柴船行數里�欲去、云：

我非人、乃驅蝗使者、�俗所稱金姑娘娘。今年江南該有蝗災、上帝不忍小民乏食、命吾渡江收取麻雀等鳥以驅�蝗、汝

傳諭鄕農、凡有蝗來稱我名�可、除船錢百文在汝家門首、可歸取之、俄不見、已而常州一帶果有蝗從北來、鄕農書：金

姑娘娘位號、�竿祭賽、蝗即去。後聞人言：崇禎庚辰辛巳間、向有金姑娘娘紙馬、六十年來、並不刷印、至今歳復興、
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大獲其利予、家庭中秋間果無鳥雀、至冬復集。」とあり、金姑娘娘信仰は明の終わり頃に広がったことがわかる。

54）趙世瑜『狂歡与日常：明清以来的廟会与民間社会』北京:生活・読書・新知三聯書店、2002年、92-93頁。

55）繆�孫著、張廷銀、朱玉麒主編『繆�孫全集』鳳凰出版社、2014年8月、第1版、第593-594頁。

56）『宋史』卷三百六十六、列傳第一百二十五、劉錡。

57）『宋史』卷三百六十六、列傳第一百二十五、劉錡。

58）「修」の字は、以下により筆者が補った。（明）�立本纂修『（崇禎）常熟縣志』巻之三、祀典志、祠廟附録に「中山

永定公廟，在孚応廟右，東向。元至正三年建，或云建于紹熙，修于至正，或云乾道末按察使胡�建，�未詳。祀者宋太

尉�錡也。嘉靖十六年邑人王環重修，鄧拔有記：祠在山南麓岳祠右。高爽軒杰，依山而起，有石識云乾道末按察胡�建。

考之南渡官，无按察，転運�使判実其任，豈胡嘗為之�？祠至元而敝。当其時，相傳有白馬自外境入祠中不去，修祠者

因導之以�	財，事頗
……」とあり、鄧拔の記から至元時期に霊験説によって新たに中山永定公廟を修繕したことが

わかる。

59）（明）馮汝弼修、鄧拔纂『（嘉靖）常熟縣志』巻之四、祠祀志、明嘉靖十八年刻本影印本。この史料は劉太尉廟を中山

永定公廟と同一視したが、両者の間には時間的なずれが存在する可能性があると考えられる。

60）（明）林世遠修、王�纂『（正德）姑蘇志』明正德刻嘉靖續修本影印本。

61）『宋会用輯稿』瑞異三、蝗災、理宗淳祐二年と景定三年の条に「淳祐二年五月，兩淮蝗。」と「景定三年八月，兩浙蝗」

とあり、両淮と両浙の地域に蝗害が発生したことが伺える。

62）宋の時代に発生した168回の虫害は、河南、陝西、山東、河北、山西、甘粛、江蘇、安徽、北京、浙江、湖南、江西、

広西、福建の14省に及び、そのうち江蘇地区の蝗害発生頻度は第3位であった（邱雲飛著、袁祖亮編『中国災害通史・

宋代巻』鄭州大學出版社、2008年、145-147頁）。また、宋代以降、湖沼の干拓や長江沿岸の�田開発が広く行われる

につれて、自然環境は徐々に変化し、蝗害は長江南岸、特に長江下流の三呉地域にまで及ぶようになった。また、デー

タから見ると、元朝では蝗害が発生した年は81年で、109年間の73.4％を占める。世祖の在位35年の間に蝗害のなかっ

た年はわずか8年で、蝗害発生年は在位年数の77.1％を占める。省単位での蝗害分布を見ると、中書省が最も多く、

次いで河南省、陝西は少なく、遼陽が最も少なかった（章義和著『中国蝗災史』合肥：安徽人民出版社、2007年、32

と204頁。）江蘇と中書省は蝗害の重点被害地域であることが伺える。劉猛将信仰が流行した江蘇と八
信仰が盛んに

なった中書省、その二つの地域に駆蝗神信仰が広がったのは実際の蝗害が頻発したからとみて疑いない。

63）王氏の理論は、国家が社会秩序の維持と統治の正当性を確保するため、地方で霊験の顕著な神々を公認し、祭祀体系

に組み込んでいく「国家化」のプロセスを解明した。このプロセスは、信仰の神格や教義を儒教的な価値観や国家の統

治理念に合致するよう再解釈する「儒家化」も伴う。（王元林『国家正祀与地方民間信仰互動研究：宋以後海洋神霊的

地域分布与社会空間』中国社会科学出版社、2016年）

64）駆蝗神信仰の在地化は張振康氏が言及した南海神信仰の「地方保護神化」と「民間信仰化」に類似した特徴が見られ

る。そのため、「地方保護神化」と「民間信仰化」の現象は南海神信仰のみにいえるのではなく、他の民間信仰にもい

えることであると考えられる。南海神信仰の「地方保護神化」と「民間信仰化」の論述は張振康氏の博士論文で指摘さ

れている。張振康『10-13世紀における広東珠江デルタの南海神信仰の研究』（大阪市立大学博士論文、2023年。）
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TheEvolutionofLocust-ExorcisingCults
duringtheSongandYuanDynasties

LIANGYUEYUN

Abstract：

Thisstudyinvestigatestheevolutionoflocust-exorcisingcultsduringtheSongandYuandynasties,with

attentiontobothstateritualandlocalreligiouspractice.IntheSong,repeatedlocustinfestationsprompted

thecourttoinheritandrestructureancientceremoniessuchastheL�(�祭)andP�(�祭).TheL�sacrifice

expandeditsscopefrom the・EightL�・(八�)tothe・HundredL�・(�百神),andbytheSouthernSong

developedintothe・foursuburbanaltars・(s�ji�of�nt�n四郊分壇),inwhichofferingswereorganizedaccord-

ingtothecardinaldirections.Bycontrast,theP�sacrificebecameaspecializedriteagainstlocusts,yetits

adhocnaturelimiteditsresonancebeyondtheimperialsphere.

Asthesestateritesgrewincreasinglyformalized,localcommunitiesfromthelateSouthernSongonward

begantocultivatemoreimmediateandefficaciousformsofworshipcenteredonanthropomorphicprotective

deities.ThecultofGeneralLiu(LiuMengjiang劉猛将),inparticular,gainedlegitimacythroughmiracle

narrativesandimperialinvestiture,andcametobewidelyembracedinJiangnan.UndertheYuan,theL�

sacrificedeclinedasastateritual,butEightL�temples(八�廟)wereestablishedunderlocalofficial

patronage,especiallyinShandong,Henan,andHebei,wherethecultwasreconfiguredasapracticalreligious

responsetonaturaldisasters.

Thestudyarguesthatthecultoflocust-exorcisingdeitiesunderwentalayeredtransformation:fromstate

ritualtolocalreligiouspractice,andfrom thevenerationofnaturalpowerstotheworshipofpersonified

gods.Thisprocesswasnotlinearbutconstitutedthroughthedynamicinterplayofimperialauthorityand

localsocietyintheireffortstomanagetherecurringcrisisoflocustplagues.

Keywords:locust-exorcisingcults,EightL�,LiuMengjiang,religiouspractice,stateandlocalsociety
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宋代湖州新市鎮の空間・社会構造

董 媛

北宋で設置された湖州徳清県の新市鎮は、南宋になると臨安を中心とする首都圏のなかに位置す

ることにより、数多くの高官や文人などを引き寄せた。これまでの新市鎮に関する研究は、主に

「建築と都市空間」・「保護と開発」・「文化」・「遺跡文物と名人」・「伝説と物語」などの方面から行わ

れてきたが、宋代新市鎮の空間と社会の構造については十分に考察されていない。本稿は、この点

を補うため、地方志や碑刻、筆記などの史料を活用し、宋代新市鎮における施設を復元し、鎮内空

間における宗教・生活・娯楽・経済・文化交流などの機能が共存していることを解明した。また、

鎮内における監鎮官・官僚身分を有する移住者・進士・新市鎮出身の官僚など様々な人物の存在を

明らかにした。彼らの間には同郷関係、婚姻関係、朱熹並びに朱子学を中心とした関係が存在した。

彼らは新市鎮で士人ネットワークを構築し、鎮民と共に、鎮内の朱泗神信仰の永霊廟と東岳大帝信

仰の東岳行宮などの宗教施設の建設に参与した。以上に見られる諸特徴は宋代の江南市鎮の空間・

社会構造の特質を明瞭に示している。

キーワード：鎮志、空間・社会構造、ネットワーク、朱泗神、東岳行宮

一．はじめに

傅衣凌（1964）は、商品生産・人口構成・社会階層の構成という三つの方向から江南市鎮を考察し、「専

業市鎮」という概念を提出した1）。これを嚆矢として、数多くの研究者が明清時代の江南市鎮に着目し、

研究を行ったが、江南市鎮の前駆的な存在である宋代の市鎮の考察は十分とはいえない。筆者は、傅宗文

（1989）、王旭（2017）2）を踏まえ、史料の整理とデータの再統計により、宋代江南地域 3）において300を超

える市鎮があったと見出した。これまでの宋代における江南市鎮の研究は、マクロの視点により、「人口規

模と商税」・「官僚」・「流通と経済」という三つの方面 4）から考察されてきたが、個別事例の考察というミ

クロな視点による江南市鎮の検討は不十分である。そのため、本稿は湖州徳清県の新市鎮を研究対象として、

江南市鎮の空間・社会構造の更なる考察を目指す。

中国におけるこれまでの新市鎮に関する研究は、主に「景観建築と都市空間」・「保護と開発」・「文化」・

「遺跡文物と名人」・「伝説と物語」という五つの要素に焦点を当ててきた。代表的な研究成果を挙げると、

新市鎮は、施設の分布などが道教の影響を受け、商業・住宅・宗教などの建築が混在し、空間構造は明確な

区分がないという。大運河の文化・貿易港の文化・宗教信仰・養蚕・民俗などの研究、または、水質汚染な

どの一連の問題にも絡み、鎮の保護方法に関する研究もある5）。

他方、日本と欧米の新市鎮に関する研究では、主に「信仰」と「書院」を取り上げた。代表的な研究成果

を挙げると、新市鎮の土地神である朱泗神の霊験が現実の災害と符合するということを指摘する。宋代江南

市鎮における東岳神祭祀の原因の探究に関する研究もある。また、新市鎮にある履斎書院などの宋代の書院

は、蔵書事業と密接な関係性があったと指摘する6）。

以上のように、これまでの研究は内部の解明につとめてきた。しかしながら、空間と社会を把握した総合
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的な宋代の新市鎮に関する研究は存在しない。そこで、本稿では、宋代新市鎮の内部空間に着目し、施設の

分布や地方における著名人物などを切り口として、鎮内の空間・社会構造を検討していく。

一方、宋代新市鎮に関する史料を系統に整理すると、主に次のような四種類から構成されている。①『嘉

泰呉興志』、明清時代の、新市鎮の鎮志、徳清県の県志、湖州府志などの地方志。②『宋史』・『宋会要輯稿』

などの官撰史料。③文人の文集、『昨夢録』・『夷堅志』などの筆記史料。④族譜・墓誌銘などの個人に関す

る史料。

そのうち、新市鎮の鎮志は、基本的に明清時代に編纂された7）が、そこには宋代の内容も記録され、宋代

の新市鎮の空間と社会を再構築するためにも重要な史料として無視できない。新市鎮の鎮志の数量について、

巴兆祥（2018）は、新市鎮の鎮志の数量は、全国でトップクラスであると指摘する8）。鎮志の現存状況を考

証するために、筆者は、2025年3月に浙江図書館・湖州市図書館・徳清県図書館において、新市鎮の資料

調査を実施した。それにより、多くの鎮志は既に散逸しているが、現存している明清時代の新市鎮の鎮志は、

①正徳11年（1516）の陳霆『仙潭志』、②順治4年（1647）に編纂が完了した沈�谷『仙潭後志』、③康熙

30年（1691）の程之彭『仙潭文献』、④嘉慶17年（1812）の沈赤然『新市鎮続志』、⑤光緒28年（1902）

の費梧『新市鎮再続志』の五編である。

これまでの新市鎮の鎮志に関する研究では、徐鵬（2017）と巴兆祥（2018）が、既存の研究であまり触れ

られていない東京大学東洋文化研究所に収蔵された孤本である『（光緒）新市鎮再続志』に着目し、深く考

証を行った。両氏はこの孤本の筆者や日本に伝来されたルートを解明しながら、鎮の地図が保存されている

ことを指摘する。さらに、この鎮志には、地元の産業・橋梁・郷約などの社会経済面、災害状況・慈善事業

などの民生面、及び礼儀・祝日などの風俗が緻密に描写されていると指摘する9）。

それゆえに、本稿では、現存の五つの鎮志を核として、徳清県の県志・湖州府の府志・『嘉泰呉興志』・

『呉興掌故集』・『呉興備志』などの地方志を補助史料として、さらに『宋史』・『宋会要輯稿』・『昨夢録』・

『夷堅志』などの史料で補充しながら、宋代新市鎮の空間と社会の構造を系統的考察する。

二、新市鎮の概況と宋代における交通

新市鎮の所在について、【図1】によると、湖州徳清県における新市鎮は、州の東南部、県の東北部に位

置し、湖州と秀州の境界に近い場所にある。北は湖州・太湖・蘇州などに行くことができ、南は杭州・紹興

などに、西は秀州・松江などに到達することができる。

また、新市鎮の気候と地理状況について、陳月萍は、この地域は亜熱帯モンスーン気候で、夏は高温で多

雨であり、4-5月には梅雨が発生し、7-8月には酷暑であり、冬に温和で少雨であるという。杭嘉湖平原に

位置し、四方には山地がなく、地勢は平坦だったと述べる10）。

一方、風俗について、『仙潭志』巻1風俗には、

僊潭之俗，自宋人誌餘不知者，謂宋初�五代之亂，人樂更生，重本力穡。祥符以來，士知向學有登巍科，

躋�仕者。建炎南渡，密邇行都，衣冠鱗集，而賦役亦簡，井閭田野之�，大抵知尚禮義而賤勇力，此風

俗之在，昔通一邑而言者也。僊潭之俗大約如是。然自我朝而論，則順化以前，謀��者以興販為能養子

弟者，以讀書爲諱，婦女裾襦尚。

とあり、宋初は、農業を重んじたが、大中祥符年間以降、士人は学問を志し、科挙に合格し官僚になる者も

現れた。建炎年間の南渡により、新市鎮は臨安に近いため、多くの士大夫や官僚が集まった。賦税と徭役は

軽く、市井や村落の人々は、礼義を尊び、武力を軽んずるようになったという。
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新市鎮の由来・別称・設置などについて、『（康熙）仙潭文献』巻上地理志・沿革には、

仙潭新市為清邑東鄙，東南十五里有陸市，晋永嘉三年夏，遥雨一月，洪水暴發，市一夕�陷，居人徙而

東，有陳霆肅者，來鎮相地，以其水陸環繞，舟輯通利，遂率�居，於是歳久漸集成市，以新為市。地有

三潭，相傳晋陸脩静簡寂真人�沒�潭中，數日始出。潭底有琴聲，�叟對�局以其上，丹光常見水面。

里人葉申作賦記其事。�元呉潛遂榜二字曰仙潭，額於潭北。按鎮始於晋永嘉……至天寶元年，改臨溪為

德清，隶屬湖州。五代時，屬呉越。宋太平興國二年，呉越納土，簽書樞密院石熙載等檢閲地圖，奏請立

名新市鎮。……陳水南先生曰：「仙潭之説，疑�恠誕不經。然里俗相傳，其所以由來遠矣。安得而倒之？

然吾志新市事而曰仙潭，固以其名称之雅，非曰好恠而信�也。」11）

とある。湖州徳清県に属する新市鎮の前身となる陸市は、徳清県の東南15里にあり、晋の永嘉三年（309）

に、一か月間の雨で、洪水によって水没したため、陸市を捨てて、市の東側の新たなところへ移住したこと

に伴い、「新」と名付けられたという。一方、新市鎮の別称は「仙潭」であり、この由来は、晋代の陸修静

が、嘗てこの潭で没し、数日後 12）に潭から出現したという故事にもとづくものである。鎮人である葉申は

このことを記録し、新市鎮の状元である呉潜は「仙潭」という二文字を書して、扁額を潭の北に置いたとい

う。これによって「仙潭」が新市鎮の代表的な名称になった。新市が鎮として正式設置された経緯について、

太平興國三年（978）には、呉越国が北宋に帰属することに伴い、五代から呉越国に属した徳清県も、北宋

の支配下となったという。この背景のもとで、当時の簽書枢密院事である石熙載は、徳清県における新市鎮

の設置を求め上奏している。

加えて、鎮として設置の理由について、『（正徳）仙潭志』巻1公署には、

仙潭去邑遠而地大物蕃。風火盜賊之虞，市廛川澤之征，是故為方偶之慮、公帑之計，不可無建置也。宋

嘗設監鎮以督課税，任將領以司防遏，其所從來遠矣。

とあり、土地が広く、物産が豊富な仙潭では、火事と盗賊を憂い、商税と水運に関する税の徴収で、鎮の設
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【図1】

引用元：譚其驤主編『中国歴史地図集』第六冊（中国地図出版社、1982年）より改図



置をしなければならなくなった。それゆえに、宋代になって、新市鎮に課税を徴収する監鎮官と、治安を司

る将領が設けられたという。

宋代における発展に伴って、明代になると、新市鎮が巨大な鎮になった。『（嘉靖）徳清県志』巻1與地考・

市鎮には、

新市鎮，在縣東北四十五里十一都境也。……地有三潭九井，街衢市巷之整，人物屋居之繁，琳宮梵宇之

壯，�絲粟米貨物之盛，視塘棲較勝，蓋儼然一大邑也。

とあり、街路が整って、定住者と住居が密集しており、壮麗な道院と寺廟があり、蚕糸・粟米・貨物が盛ん

であったという。

他方、新市鎮の交通について、陳月萍は、『浙江水利備考』を利用し、新市鎮に関わる水系ルートを解明

し、市河（都市河川）の水源は東天目山の�渓と杭州の下塘河であるという。各ルートは新市鎮の西柵・西

柵北路・東柵に至って合流し、状元橋を通じて新市鎮の北柵から出て、帰安県に達し、湖州を経て震澤に入っ

たことを明らかにした。また、明代に至り、「小西門」は重要な陸上交通の拠点であり、徳清県と杭州に到

達する交通の要衝である。市河について、南は大運河、北は状元橋、西は西柵漾、東は花園港に至り、1万

メートル以上の長さであった。京杭大運河のうち、主として江南運河を利用した。元末の張士誠は江南運河

の一つのルートを変更し、塘棲鎮を貫いたため、運河は南柵より新市鎮を貫いて、市河と合流した。それに

より、新市鎮は明清時代では大運河沿岸の重要な商埠地として巨鎮になったと指摘する13）。

先行研究によると、宋代では新市鎮の交通については、運河の影響はまだないとしている。そのため、宋

代における交通ルートについては改めて検討する必要がある。

鎮内における重要な河川は、「洋渓」であり、『（同治）湖州府志』巻53金石略八・徳清県に収録された

太史章の「（宋）朱將軍廟」には、

將軍姓朱，諱泗，號新公，湖州新市人。……自呉主赤烏二年，歳大旱，……將軍猶慮荐�，至十年間，

開洋溪一路，凡値凶歳，自然西北風駕大溪水入鎖，以通舟楫之利，�蔭四被苗稼，民到於今受其賜。

とあり、赤烏 2年（239）の干ばつをきっかけとして、朱泗は十年間をかけて「洋渓」を開いて、水源を確

保した。それと同時に、水運の利便性を提供し、宋代に至っても百姓は朱泗の恩を受け続けたという。

具体的なルートについて、『（嘉靖）徳清県志』巻1 山川・形勝附見には、

邑之諸水，導其上流，則臨安、餘杭均受源于天目，流北下至安溪、奉口，經縣之西南，與武康前溪之水

會，其分派而東逝者，曰餘不溪。徑阜安橋又注而東者，曰龜溪，以孔愉於此放龜也。龜溪分流，經縣治

之前而西，以北者爲北流水，至縣城之西，會前溪之水，紆徐委餘，將九十里而貫府城入太湖。其由龜溪

越虹橋折而東北，則爲龍溪，會五林北注之水，經菱湖而北至碧瀾湖之南，合北流水爲一，斯正派也。其

別派正流，則錢塘諸水自北新橋而北流至五林關，而支派分入，又北而直下與龍溪之北合。若其分派，則

自五林折而東行，經塘棲而北，又折而東，約去縣四十里者，爲橫溪。橫溪之北至新市鎮之西，爲洋溪。

洋溪合諸蕩漾之水，折而東北，亦至湖城之南，與北流等諸水會而合一，大抵以太湖爲歸。

とある。【図 2】は、前述した史料、及び筆者が復元した宋代南潯鎮の交通ルート図 14）に基づいて、作成し

た「宋代新市鎮の交通ルート図」である。【図 2】の交通ルートの復元から、宋代の新市鎮は杭州（臨安）・

湖州・南潯鎮・嘉興・平望の官河・松江・蘇州などに到達することが明らかになった。

それ以外に、鎮内には、拠点と深く関わる三つの潭も存在した。『新市鎮再続志』巻1川沢・照録『仙潭

文献考』には、

三潭。舊傳通仙橋下為一潭，名東潭。米漾橋下為一潭，名南潭。通濟橋下為一潭，名西潭。皆清冷淵静，

為神仙所游泳，�久多淤。南潭為陳氏世居，今名陳家潭。
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とあり、三潭は、通仙橋下の「東潭」、米漾橋下の「南潭」、通済橋下の「西潭」であり、陳氏一族は代々

「南潭」あたりに住んだことが分かる。

三、宋代新市鎮の空間構造

一方で、宋代における鎮の空間構造がどのようなものであったのかについては、検討の余地がある。本稿

では、現存の宋代新市鎮に関する史料を系統的に整理・分析しながら、宋代における新市鎮の空間構造を明

らかにする。
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史料分析を通して、鎮内の施設分布をまとめると、【表1】の通りとなる。【表1】から、宋代の新市鎮に

は、築山四、池一、橋梁一、学校等二、官署二、寺廟と道院十一、園林四、亭一、倉庫一、屯所一、墓四、

住宅六があったと確認できる。

一方、政府や研究者の編纂した資料には建造年代を宋代、及び宋以前の時代と表記した橋梁もある。例え

ば、徳清県新市鎮人民政府（2009、pp.105-165）は、太平橋が晋代に建てられ、会仙橋・駕仙橋・迎聖橋

が唐代以前に建てられ、玄武橋・菩薩橋が唐代に建てられ、龍帯橋が唐宋時代に建てられ、広福橋・望仙橋・

虹橋・熙春橋・通済橋・保寧橋・順済橋・永寧長橋が宋代以前に建てられ、通仙橋・長髪橋が宋代に建てら

れ、接凡橋が南宋に建てられたと指摘する15）。しかし、史料では、明確な建造年代は確認できない。唯一

明らかになるのは、「菩薩橋」が宋代に存在したことである。

さらに、宋代が建造年代とは明らかにできない施設もある。例えば、『（康熙）仙潭文献』巻中宮室志・寺

廟「南永霊廟」には、「南漾上，相傳宋時，漕艘上下�於永靈廟祭賽，鎮人慮其入市繹騷，故立廟於此。」と

あり、伝説により、宋代の新市鎮には、漕運の人々は祭祀・酬神（神様に感謝をする行為）を行う際に、船

で永霊廟に至るが、鎮内の人々はそれらの到来と伴い、騒ぎ出すことを心配するので、南永靈廟を建てられ

たという16）。

上記の考察により、【図3】「宋代新市鎮の地図」を作成し、宋代新市鎮を復元した。現存する新市鎮の地

図は四つある。すなわち『仙潭後志』と『新市鎮新志（上）』17）に収められた明末の仙潭地図（以下「明図」

と略記、以下同）、『新市鎮新志（上）』に収められた同治10年（1871）の新市鎮地図（「清同治図」）および

新市鎮民国年間全図（「民国図」）、『新市鎮再続志』所収の仙潭地図（「清光緒図」）である。今回の復元図は、

より広い範囲を含む「民国図」を底本として、「明図」と二つの「清図」を参照し、【表1】により復元図に

施設を表記した。ただし、塩税署、戸部瞻軍激賞酒庫、宣梵尼院、沈秘教墳庵、沈秘教墓などの施設につい

て、具体的な場所を確認できないので、地図上に表記しなかった。
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【図3】より、宋代新市鎮には、住宅・宗教・観光・教育などの空間があったことが明らかになる。すなわ

ち、一つの空間が複数の機能を融合し、複合型空間を形成していたのである。例えば、宋代新市鎮の重要な

複合的空間としての寺廟「覚海寺」について、『（正徳）仙潭志』巻2寺観「覚海寺」は、南宋の筆記史料で

ある『昨夢録』に記録されたある僧侶の事件を引用する。そこで、「建炎初，中州有仕宦者踉蹌至新市暫為

寺居。」とあるので、「覚海寺」は、流浪した官僚に臨時の居住場所を提供した機能を有していた18）。加えて、

『（正徳）仙潭志』巻4寓貴には、「（宋以前無考）沈濬，字道元，任正言，出為常州通判，寓居覺海寺。……何

�，任侍郎，居覺海寺。【割注：以上�出《餘不誌》。】」とある。宋代における常州通判となった沈濬、及び

侍郎となった何�は「覚海寺」に身を寄せたことがある。覚海寺は官僚に宿泊を提供した生活空間でもあった。

寺の中には「墨妙亭」が建てられた。『（正徳）仙潭志』巻2亭館「墨妙亭」には、「在覺海寺中，宋僧若

愚建。當時名賢之游新市者，如葛清孝公、張敏叔輩，凡有題詠文翰皆藏此中。」とあり、「墨妙亭」には、新

市鎮を観光した名賢が題詠した詩文を収蔵しているという。これより、宋代には、「墨妙亭」も文人が交遊

する重要な空間であったと窺える。

さらに、新市鎮における宗教空間である寺廟と道院では、廟会も行われ、商業・娯楽の機能も有した。

『（正徳）仙潭志』巻5紀載の姚�「大宋湖州府德清縣新市鎮新建東嶽行宮記」には、「而�歳孟春之節，數

百里之内，�金帛而朝献者，肩相摩也。鳴呼！盛哉！」とあり、宋代では、毎年初春、鎮を中心とする数百

里内外から東岳行宮で祭祀を行ったことが描写される。

加えて、【図3】より、次のような宋代新市鎮の空間分布の特徴を捉えることができる。施設は、基本的

に川に沿って発展している。鎮の西北の「洋渓」に沿って、覚海寺・西永霊廟・東岳行宮などを中心とした

地域と、鎮の東の東永霊廟・佑聖祠堂などを中心とした地域が、鎮の中心地域であったと推測される19）。

四、宋代新市鎮における社会構造とネットワーク

宋代新市鎮では、様々な身分の人物が存在した。鎮内の官僚について、『呉興備志』巻6官師徴第四之五

「曹幕監鎮官」には、

張哿，初名駕，字安時，劍州人。熙寧九年進士，�監湖州新市鎮，終知廣濟軍。【割注：『楊龜山集』、

『八�通志』】……葛書思，江陰人，嘗監湖州新市鎮，有『仙潭雑詠』，刻石墨妙亭。�朝奉郎贈太師，

謚清孝，及丞相	之曾祖也。【割注：見『勞志』
陳『止齋集』】……朱埜，字文之。文公次子，用�補

官，�監德清縣新市鎮。【割注：考『亭淵源�』】……
童，紹興八年進士，監湖州新市鎮。【割注：『興

化志』】

とあり、熙寧9年（1076）の進士である張哿、葛書思、朱熹の次男である朱埜、紹興8年（1138）の進士で

ある黄童はかつて新市鎮で監鎮官 20）を担ったことが分かる。

上記の監鎮官のうち、朱埜の肩書について、ほかの史料には異なる記録がある。『亭淵源録』巻16「朱埜」

には、「朱埜，字文之。文公仲子，以�補官，差監湖州德清縣新市鎮戸部激賞酒庫，贈朝奉郎。」とあり、

『�中理学淵源考』巻95「朝奉朱文之先生埜」には、「朱埜，字文之。文公仲子，淳祐間以�補迪功郎，監

湖州德清縣戸部瞻軍酒庫。」とあり、朱埜の肩書の正式な名称は「差監湖州徳清県新市鎮戸部瞻軍激賞酒庫」

であったことが分かる21）。

新市鎮における戸部瞻軍激賞酒庫の設置は、楊存中と緊密な関係があった。『宋会要輯稿』食貨二一之一・

酒麹雑録三によると、紹興31年（1161）、楊存中の自家の新市鎮坊と子坊を含む買撲酒坊を、すべて朝廷に

献納した。その後、戸部は徳清などの坊を贍軍激賞酒庫と変えて、戸部から差監官を派遣し、酒の販売を司
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ることを求め、朝廷は許可した22）。これをきっかけとして、新市鎮に戸部瞻軍激賞酒庫が設置された。上

記の分析により、差監官として朱埜は戸部から派遣されたと考えられ、皇帝と中央朝廷は、戸部瞻軍激賞酒

庫を通して宋代市鎮の酒税収入を統制していたことが推測される。

そのほか、宋代新市鎮には、多くの官僚身分を持っている人も移住してきた。前章で述べた「覚海寺」に

定住した官僚身分者である沈濬と何�以外に、『呉興備志』巻13寓公徴第七と『（正徳）仙潭志』巻4寓貴

などの史料 23）によれば、宋代の新市鎮には、李迎・李元綱・薛昂・李�・王復・呉�・徐天民・劉粲民・

張子正・姚愈・王尚之・呉柔勝・劉光祖・游似・劉国礼のような官僚身分を持っている移住者がいたことが

分かる。さらに、『（正徳）仙潭志』巻3禄仕 24）によれば、陳�は高宗の南渡と共に、北方の河南から新市

鎮に移住してきた。これらの移住者は様々な原因で新市鎮に定住した。例えば、游似は呉興の山水と風景に

楽しむために新市鎮に移住したが、游似と同じ四川出身の劉光祖は、四川は遠いので新市鎮へ移住した。こ

れらより、新市鎮への移住は、臨安の首都圏に位置するという地理的条件の影響を受けた可能性がある。

そして、地元にも宗教関係者が存在した。前章で述べた僧侶である覚深・海墨・若愚以外に、佑聖祠に道

人である汪道人、東岳行宮に道人である鄧子文が（以上は『（正徳）仙潭志』巻4方術道釈附）、慧通寺に法

師である彦倫・中榮・牧菴有朋が居住した（以上は『（正徳）仙潭志』巻6「重建慧通講寺記」）。

さらに、『（正徳）仙潭志』巻7題詠には「遊覚海寺 張敏叔」には、

僊潭覺海唐興善，像設瑰奇古至今。殿柱倒書雷部火，市橋橫渡木觀音。檻前竹影揺金碎，池面荷香散綠

光�。况是彌陀新建閣，動人多少徃来心。

とあり、詩人である張敏叔がかつて「覚海寺」へ観光したことが分かる。それ以外に、岳珂『宝真斎法書賛』

巻23呉伝朋四体書帖には、「紹興甲子重陽前一日，書於新市海會禪寺。傳朋。」とあり、来訪者には、呉伝

朋のような書家もいた。

それ以外に、新市鎮の出身者について、『（正徳）仙潭志』巻3禄仕には、

朱義，建炎間汝守揚州助教。孫與進，建炎間入右廸功郎江州司理參軍。……姚�，號益齋，咸淳中入仕

為南康縣知縣。

とあり、朱義・孫與進・姚�は新市鎮出身の官僚であることが分かる。さらに、『（正徳）仙潭志』巻3甲榜

には、

宋元豐八年焦蹈榜 太史章。政和五年何�榜 姚	。嘉定七年袁甫榜 呉淵。嘉定十年呉潛榜 呉潛状

元。嘉定以後附載 游
，按游氏譜載公由進士入官，當在嘉定十年之後，但不詳何榜人也，姑附于此。

とあり、新市鎮の「甲榜」（進士及第者）は、太史章・姚	・呉淵・呉潛・游
という5人であり、そのう

ち、呉濳は状元であったとする。

これらの人々の間に、様々なネットワークが存在し、新市鎮の有力な氏族として呉氏・沈氏・游氏・陳氏

などを出現させた。『（正徳）仙潭志』巻4墨跡には、「地券，紹熈三年，海惠院僧海墨與本鎮陳鈐轄家兌換

園地，故立契圖。陳僉事祖家物也，今藏其處。」とあり、新市鎮の海会禅院の僧侶である海墨の書いた地券

から、海墨が陳�の家と園地を交換している。陳氏一族が地元の寺廟の僧侶と土地の交換を行ったことから、

陳�一族の財力が窺える。

それ以外に、前述した5人の「甲榜」のうち、2人が呉氏出身である以外に、『呉興備志』巻12人物徴五

之五「呉璞，字禹�，號覺軒，許國公長子。登淳祐四年進士第」とあり、呉淵の息子である呉璞も進士及第

であった。つまり、呉氏一族は教育を重視し、高い知識を有する一族であり、さらに履斎書院と御書楼 25）

を建設している。

また、劉光祖と游似は、四川出身であり、両者には同郷関係による交際があったと思われる。
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『呉興備志』巻13寓公徴第七「呉柔勝」には、「柔勝，紹興初占籍新市，繼娶右正言沈濬女，生淵、潛。

沈應升云。」とあり、宋代新市鎮に移住してきた呉柔勝は、沈濬の娘と結婚し、呉淵と呉潜を生んでおり、

鎮内の呉氏一族と沈氏一族の間には婚姻関係があった。

『宋史』巻400「呉柔勝伝」によると、呉柔勝は子供の頃より伊洛学を学び、その後朱子学に傾倒し、弾

劾を受けたのちの再任用された際には、太学生と共に朱熹の『四書集注』に学んでいる。『宋史』巻397

「劉光祖伝」によると、劉光祖が起居郎に就任した際、朱熹が罷免され祠禄官になることに対して、皇帝に

朱熹の重要さを進言したが、採用されなかった26）。つまり、呉柔勝と劉光祖には、朱子学と緊密な関係が

あった。加えて、朱熹の次男である朱埜が新市鎮の監鎮官となっており、宋代新市鎮には、朱熹並びに朱子

学を中心とした関係が存在している。

【図3】を踏まえて、各氏族が活躍した地域を見ると、陳氏・姚氏の一族は、劉氏・游氏より早く新市鎮

に移住したため、鎮の中心地域に近い。呉氏は地元の沈氏一族との婚姻関係を通じて、中心地域の近いとこ

ろに居住した。逆に、劉氏・游氏は、当初鎮の周辺地域に移住し、施設の建築などを通じて、徐々に鎮の中

心に移動していると分かる。

さらに、新市鎮における寺廟の関連記録より、鎮人は祠廟・寺院を中心とした活動を行っていた。例えば、

宋代新市鎮の土地神である朱泗、及び朱泗神の祠廟である永霊廟に関する記載 27）より、生前干ばつから百

姓を救う東晋の朱泗は、死後鎮国大将軍に追封され、東晋以降、地元の地方神になった。宋代では、朱泗神

の祠廟は西永霊廟であり、鎮人である朱道、謝清、錢詠、沈芝哀は永霊廟を修繕している。また、東の鎮人

は祭祀が不便なので、北宋元祐元年（1086）に東永霊廟を建てている。さらに、咸淳年間、鎮人である姚�

は祠廟へ土地の寄付を行い、東永霊廟を修繕している。宋代においては、新市鎮における父老の陳修や、新

市鎮出身の修武郎である朱復に代表される鎮人が霊験を述べながら地方から中央へ賜号・加封を申請した。

それに対して、転運司・礼部・吏部などの機関による審査を経て、皇帝の裁可を受け、朱泗神と朱泗神の妻

への加封がなされ、その文書が地方に下され、地元に碑刻されることになった。これにより、新市鎮と中央

とのやりとりが窺える。当時、周辺地域から永霊廟を訪れ、朱泗神に祈祷し祭祀する人が増加したのに伴い、

鎮は廟の規模を拡大した28）。

その中で、先行研究では、Hansen（1999、p.118）は「永霊廟加封勅牒碑」の分析より、その時期に至り、

土地神朱泗は新市鎮の神から朱氏家族の神になったと指摘している29）。しかし、史料によれば、「西永霊廟」

の西にある施家巷は、施氏一族が住んだ地域であり、「西永霊廟」は朱泗神の旧宅であり、施氏一族と深お

関わりを有していたという30）。『（同治）湖州府志』巻53金石略八・徳清県「永霊廟加封勅牒碑」には、

勅湖州徳清縣新市鎮永霊廟顯佑侯……特封顯佑通應侯……當鎮西社長屋保朱興邦、男將仕郎佐、次男儀、

�婦、孫、男女家眷等施財立石，命口口口顯佑通應侯�協惠夫人勅告，姪進武副尉成遠篆額。

とある。この史料によれば、鎮西社長屋保の朱興邦、朱氏の長男朱佐、次男朱儀、朱氏の妻、孫などの家族

が金銭を出し、その結果、土地神として顕佑通應侯と加封されている。この記事を記録し、「永霊廟加封勅

牒碑」が立てられており、朱氏の進武副尉である甥朱成遠が額を書いたという。この史料は、朱泗神に朱氏

一族が深く関わっていることを示している。ただ朱氏家族の神となったと言えるかは、不明である。

他方、宋代新市鎮における東岳行宮の建造にあたって、鎮人の参与も見える。先行研究には、Hansen

（1999、p.118）は当時東岳行宮へ祭祀してきた人々は地元の人以外に、遠隔地から来た人もいるので、商

人は地域を超えて祠廟に祭祀しながら、交易したと述べる31）。水越知（2003、pp.79-80、p.97）は、新市鎮

や�浦鎮などの県城よりも経済力を上回る市鎮は、東岳廟の規模が県城のそれを凌駕した可能性があると指

摘する32）。劉雲軍（2008、p.71）は、新市鎮における東岳大帝は帝王化の傾向が明確になり、地方保護神
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の象徴性を強めたと指摘する33）。宋代新市鎮における各階層の人々間のやりとりについて、次の東岳行宮

に関する史料から捉えることができる。紹興4年（1134）の『（正徳）仙潭志』巻2紀載、「大宋湖州府德清

縣新市鎮新建東嶽行宮記 姚�」によると、鎮人の孫珣（保義郎）・朱義（揚州助教）が東岳行宮の建設経緯

を述べながら、東岳大帝信仰が代々伝わるように、鎮出身の進士である姚�に依頼し、「記」を執筆させた。

記文によれば、宋代の新市鎮の住人は富を有し、寄付に熱心であった。熙寧年間には、鎮人である陳佑は一

人の財力で東岳行宮の大殿を建てた。しかし、途中で凶作の影響により資金不足が生じ、工事が中止された

が、陳佑の財力を窺うことができる。その上、建炎4年（1130）に、善行をよくする鎮人の孫珣と朱義は、

太史丕（進士）のような知識人、薛理（承信郎）と孫彦璋（迪功郎）のような官僚と共に、東岳行宮を建築

した。当時、富民は金銭を出し、有力者は力を出し、行宮の隣の人々は土地を寄付し、工匠は工事を担当し、

文人は「記」文を執筆するなど、鎮人全員の努力によって紹興4年（1134）に工事を完了した。

宋代新市鎮による地方と中央とのやりとりについて、東岳廟の存在から窺うこともできる。水越知（2003、

p.87、pp.98-103）は、宋代新市鎮には、東岳廟が建造され、ここの土地神より最上位の東岳大帝を祭祀す

るのは、東岳大帝を押し立てると、公権力を持ちながら鎮周辺の農村を支配することができるからだという。

加えて、「経済中心地系統の市鎮における東嶽廟が行政中心地系統の州県における城隍神に匹敵する求心力

を持つ神として期待され、積極的に勧請された」（p.719）こと、及び東岳大帝が有した確固とした安全性

の影響も無視できないと指摘する34）。水越知氏の論点を踏まえれば、宋代新市鎮において、上位神である

東岳大帝と土地神である朱泗神の間で上下の関係を有したと推測できる。新市鎮はこの二つの信仰を通じて、

周辺の農村に影響を及ぼすことができた。さらに、鎮内の有力者は、祠廟・寺院の寄付に熱心であり、賜額

を通じて、鎮に大きな影響力を有したことが分かる。

五、おわりに

本稿は、新市鎮の復元作業を通じて、新市鎮の空間は、宗教・行政・生活・文化交流・経済・娯楽などの

複数の機能を兼ね備えていたことを明らかにした。鎮内には、監鎮官、官僚身分の移住者、観光客、進士、

新市鎮出身の官僚などの様々な身分を持っている人物が存在した。これらの人々は、同郷関係、婚姻関係・

朱熹並びに朱子学を中心とした関係により、新市鎮では、複層的なネットワークが築かれた。一方、地元の

父老・富裕層・有力家族は熱心に寄付し、積極的に中央に賜額・加封を請求するとともに、祠廟・寺院の建

設に参加し、知識人による記文の編纂を通して朱泗神信仰と東岳大帝信仰を代々伝えていった。一方、中央

は、地元の祠廟への賜額・加封、及び戸部瞻軍激賞酒庫のような徴税機関の設置を通して、地方社会の秩序

を維持しながら、在地収入の実態を把握した。

他方、臨安の首都圏に位置したことで、南宋時代には多くの知識人・エリート・高官等を引き寄せた。そ

れにより、在地の人物と氏族は教育を重視し、在地の教育環境が向上したと推測できる。

前稿の「南潯鎮」の考察結果 35）と併せて整理すれば、次のような宋代江南市鎮の特徴が浮かび上がって

くる。鎮の空間構造から見ると、分散化しており、まだ明確な機能区分が進んでいない。ただ、鎮内の有力

者・氏族は、鎮の様々な建設や寄付の行為を通じて、鎮に貢献し、自らの影響力を誇示した。また、これら

の行為には、首都圏に移住する外来者が市鎮を自らに適応したモデルに変えていた可能性が高い。

今後は、本稿で十分で論じられなかった鎮を中心とした流通の様相と経済の実態を考察しながら、江南市

鎮の空間・社会構造を再構築することとしたい。
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注

1）傅衣凌1964「明清時代江南市鎮経済的分析」『歴史教学』第5期，pp.9-13。

2）傅宗文1989『宋代草市鎮研究』（福建人民出版社）、王旭2017「宋代県下基層区劃的『双軌体制』研究 以太湖流

域的郷、鎮為中心」（曁南大学博士学位論文）。

3）本稿における宋代江南地域の範囲は、現在江蘇省の南京市・鎮江市・江陰市・常州市・蘇州市、上海市、浙江省の嘉

興市・湖州市・杭州市一帯である。詳しくは拙稿「宋代江南市鎮の社会構造―南潯鎮の空間を手掛かりとして―」（『都

市文化研究』第26号，2024年，p.62）を参照。

4）詳しくは、拙稿「宋代の江南市鎮研究の現状と課題―南潯鎮を手がかりとして―」（『大阪公立大学東洋史論叢』第

22号，2022年，pp.146-150）を参照。

5）関連する研究成果は多いが、いくつか列挙しておく。徳清県新市鎮人民政府編2001『江南古鎮新市』（湖州市図書館

所蔵）、朱仁興・王海宇2001「新市古鎮的城市空間景観与建築特点浅析」（『小城鎮建設』第5期）、徳清県新市鎮人民

政府編2009『仙潭文史叢書』十冊（徳清県図書館所蔵）、徐伝忠2012『仙潭古跡図初考』（浙江省徳清県新市鎮仙潭吟

館出版、徳清県図書館所蔵）、張野平2012「浙江新市鎮歴史文化名鎮保護規劃研究」（浙江大学碩士学位論文）、任�

2014「魚塩沢国，野閑桑麻―浙江省徳清県新市古鎮景観調研」（『美与時代（上旬刊）』第4期）、韋秀程2016『新市雑

記』（徳清県図書館所蔵）、陳月萍2017「徳清県新市古鎮的保護与発展研究」（陝西師範大学碩士学位論文）、孫雅�2020

「多中心治理下古鎮古建築文化靱性発展研究―以新市古鎮為例」（浙江財経大学碩士学位論文）、陳暁� 2020「民俗文化

振興促進郷村軟治理研究―以新市古鎮為例」（浙江財経大学碩士学位論文）、朱� 2023「新市鎮蚕桑史話」（『湖州職業

技術学院学報』第3期）、張明児2023「両宋時期，新市歴史文化的大発展」（徳清県政協文化文史和学習委員会編『徳

清宋韻』、西�印社出版社）、劉撫英・朱文� 2024「基于空間句法的湖州市新市古鎮歴史街区空間形態研究」（『世界建

築』第7期）など。

6）関連する研究成果は以下の通り。Hansen著、包偉民訳1999『変遷之神：南宋時期的民間信仰』（浙江人民出版社）、

須江隆2001「祠廟の記録が語る『地域』観」（宋代史研究会編『宋代人の認識 相互性と日常空間』、宋代史研究会

研究報告第7集、汲古書院）、水越知2003「宋元時代の東嶽廟：地域社会の中核的信仰として」（『史林』第86巻第5

号）、庄涵淇2019「宋代的園林与交游―以湖州園林為線索―」（『都市文化研究』第21号）など。

7）先行研究により、明清時代では、次の11種の鎮志を編纂した。①天順年間、胡嗣宗『仙潭事跡』②正徳11年（1516）、

陳霆『仙潭志』③明末、胡道伝『仙潭続志』④順治4年（1647）編纂完了、沈�谷『仙潭後志』⑤康熙年間、潘谷『仙

潭志略』⑥順治・康熙年間、胡爾嘉『仙潭志補』⑦康熙13年（1674）、陳尚古『仙潭志余』、⑧康熙年間、陳尚古『新

渓注』⑨康熙30年、程之彭『仙潭文献（考）』⑩嘉慶17年（1812）、沈赤然『新市鎮続志』⑪光緒28年（1902）、費梧

『（光緒）新市鎮再続志』。具体的には、洪煥椿1984『浙江方志考』（浙江人民出版社）、中国科学院北京天文台1985『中

国地方志聯合目録』（中華書局）、徳清県図書館1986『歴代徳清地方志修纂書目』（湖州市図書館所蔵）、陳橋驛 1997

「『新市鎮志』考録―兼介流落海外的光緒鈔本『新市鎮再続志』」（『陳橋驛方志論集』，杭州大学出版社）、沈慧 2013『湖

州方志提要』（中国文史出版社）、前掲注5）陳月萍2017を参照。

8）巴兆祥2018「日本蔵孤本光緒『新市鎮再続志』研究」（『中国地方誌』第1期）を参照。

9）徐鵬 2017「光緒『新市鎮再続志』考釈」（「走向世界的中国地方志文化国際学術研討会」会議論文），前掲注8）巴兆

祥2018を参照。

10）前掲注5）陳月萍2017、p.15を参照。

11）この史料には誤記がある。例えば、『（正徳）仙潭志』・『（嘉靖）徳清県志』・『（康熙）徳清県志』における記載との比

較より、ここの「遥雨」は誤記であり、正しくは「淫雨」＝長く雨である。また、前述の三つの地方志には「陳霆粛」

を「陳廷粛」と記録し、「	叟」を「二仙」と記録する。

12）別に、『嘉泰呉興志』巻5潭・徳清県「仙潭」には、「隋道士陸修靜嘗自此潭沒，數月乃出，故以爲名。」とあり、

『（康熙）徳清県志』巻1輿地考・山川・新市「仙潭」には、「晉道士陸修靜嘗沒潭中，經月乃出。」とあり、陸修静は潭

に没してから、再出現するのは、数日後でなく数ヶ月後であるという。

13）前掲注5）陳月萍2017、pp.15-18を参照。

14）詳しくは前掲注3）拙稿2024（p.58）の【図5】「宋代南潯鎮の交通ルート図二」を参照。

15）前掲注5）徳清県新市鎮人民政府編2009『仙潭文史叢書』第四冊『仙潭遺跡』を参照。

16）『（光緒）新市鎮再続志』巻1祠廟「東岳行宮」によると、宮の外には、宋の高宗の南渡の際にこの地に滞在したこと

で名付けられた「康王廟」があったかもしれないが、考証できないという。また、宋代新市鎮の鎮人である呉潜が状元

になることより、名付けられた「状元坊」と「状元橋」の建造年代は考証できない。さらに、前掲注5）韋秀程2016

は、すでに壊された寺廟を考察し、東永霊廟の東にある「蓬莱道院」と通仙橋のそばにある「陸仙祠」は南宋に建てら

れ、覚海寺にある「建道院」は宋代以前に建てられると指摘する。
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17）2013年、陳景超を主編として『新市鎮新志（上）』『新市鎮新志（下）』を編纂した。その新志には、明清時代の鎮志

に収めた明末の地図以外に、清代と民国時代における新市鎮の地図も収めた。

18）『昨夢録』によると、建炎年間、中州（現在の河南省）にいた官僚が困窮し、新市鎮に流浪し、しばらく覚海寺に住

んだという。

19）また、鎮空間の機能分化について、官紳区、商業区は確認できないと推測される。さらに、新市鎮における軍事的な

色彩もあった可能性がある。鎮内には、鎮を防衛する鎮将が設置され、宋元時代には、鎮将が駐屯した場所である屠家

堡がある。韓世忠・劉錡・岳飛と共に南宋初めの名将として知られる循王張俊の別業もあった。

20）宋代市鎮の経済発展や、及び監鎮官の職務について、王旭2024「宋代大型市鎮的興起与県域空間格局的変化」（『中

原文化研究』第3期、p.101-104）は、南宋薛季宣の『浪語集』の記録により、徳清県新市鎮の繁栄度は県城を超え、

大型市鎮として出現したと述べながら、このような大型市鎮における監鎮官は在地の煙火公事・治安維持・商税徴収を

司り、南宋にかけて県令のように訴訟と裁判の権力も有し、ほかの行政事務を兼ねることができたと指摘する。

21）戸部贍軍激賞酒庫について、李華瑞2016「南宋的酒庫与軍費」（『人文雑誌』第3期）は、戸部が設置した贍軍酒庫

は、徴収した地方の酒税は直接皇帝と中央朝廷に司られたと指摘する。劉応莎2021「宋代贍軍酒庫研究―以贍軍酒庫

沿革、分類為中心」（『大足学刊』第5輯、pp.344-348）は、楊存中が自家の酒坊を朝廷に献納し贍軍激賞酒庫と変え

てから軍糧の支出を応対したという例を挙げる。

22）楊存中が朝廷に献納したことについて、『宋会要輯稿』食貨二一之一・酒麹雑録三によると、紹興31年（1161）に、

楊存中は自らの買撲酒坊の72万5千余貫に相当する「酒��柴、法物、器具、什物、屋宇」を朝廷に献納したという。

23）『呉興備志』巻 13寓公徴第七には、「李迎，字�將，河陽人。知湖州歸安縣，以外艱不赴。�安撫司機宜，寓湖州新

市蕭寺中，手抄聖賢治心養性之學，時賦詩自樂，類成百篇。……李元綱，字國紀，錢塘人，號百錬真隱。乾道間，以上

庠英士寄居�興之新市，力學好古，雖困窮，操履益堅，怡然自得，不為外物異端之所�奪。」となり、『（正徳）仙潭志』

巻4寓貴には、「（宋以前無考）薛昂，任左丞。……李�，李經畧之子，任翰林。王復，任監察御史。呉	，任侍制。徐

天民，任
曹。劉粲民，任少
。張子正，次對官。姚愈，任御史中丞。王尚之，任郷曹。呉柔勝，任轉運，居嶽祠前，

本宣州人，淵、潛父也。……【割注：以上�出《餘不誌》。】劉光祖，字德修，簡州人。第進士。……寧宗即位，坐留朱

文公熹，罷起居郎，主管玉�觀。……自便歴官顯謨閣學士，以蜀遠不歸，寓居于此。子孫因家焉。鎮中呼曰川劉府。卒

謚文節，所著《後溪集》十卷。游
，字景仁，蜀之南充人。由進士�官知樞密院事。理宗淳祐五年入相。……七年，致

仕。先是喜�興山水，遂寓居本鎮明因院之東，至是因占籍焉。卒諡清献。」とあり、『誠斎集』巻117伝「劉国礼伝」に

は、「余故人劉琥，字國禮，武臣也。始余為永州零陵丞，國禮監�部贍軍酒庫，居相近，情相好也。及余在朝列，國禮

調臨安府壕寨官，居閑無以自食，家于湖州新市。」とある。

24）『（正徳）仙潭志』巻3禄仕には、「陳鈐轄，失其名。紹熈間入陳氏，本河南開封府人，高宗南渡，隨駕居此，為土著。

今本鎮陳僉事家其后裔也。鈐轄之官在宋為兵馬之職，亦以文職兼帶其官稱，則潯于彼時海惠院僧海墨所立地券内有云，

院基與今陳鈐轄府基相近云。陳�，慶元間入鈐轄，之后仕為從仕郎，監行在編修局。」とあり、陳鈐轄は陳�であると

推測される。

25）宋代新市鎮における「御書楼」に関する詳細な記載はないが、宋代江南地域における「御書閣」の記載から果たした

機能が窺える。『呉郡志』巻4学校には、「御書閣，淳熙十四年郡守秘閣修撰趙彦操，即六經閣舊址爲之，以奉高宗皇帝

所賜御書、石刻『六經』。先是累政欲作弗，果彦操始克立遂爲郡庠壯觀焉。」とあり、「御書閣」は高宗が賜った御書と

刻まれた『六経』を収蔵し、府学で有名な施設であると分かる。これより、宋代新市鎮における「御書楼」は「御書閣」

と同じように皇帝の御書や書籍などを所蔵したと推測される。

26）卿彦 2014「宋人劉光祖行年考」（『新国学』第1期）は、劉光祖は朱熹と往来があり、慶元元年（1195）には、劉光

祖が左遷の途中で、京口に至った際に、朱熹は劉光祖に書簡を送り、慶元4年（1198）に、劉光祖は朱熹の弁護を行っ

た。その後も、二人は書簡の往来が続けていると述べる。

27）『（正徳）仙潭志』巻2廟祀、「西永霊廟」「東永霊廟」、『（康熙）仙潭文献』巻中宮室志・寺廟、「永靈廟」「東永靈廟」、

『（同治）湖州府志』巻 53金石略八・徳清県、「（宋）朱將軍廟」「永霊廟勅牒碑」「永霊廟加封勅牒碑（紹興9年）」「永

霊廟土地顕佑侯碑」「永霊廟加封勅牒碑（嘉定 16年）」「永霊廟加封顕佑通應侯勅牒碑」「永霊廟協惠夫人加封昭慶勅牒

碑」などを参照。

28）水越知2002「宋代社会と祠廟信仰の展開：地域核としての祠廟の出現」（『東洋史研究』第60巻第4号、pp.657-658）

は、祠廟は地域社会の中核施設として、賜額・賜号により霊験を証明し、霊験が多くなると、更に人々を引き寄せるた

め、霊験→封号→集客というサイクルを形成し、それに従い、交易の場になった祠廟の規模が拡大し、莫大な富を築い

たと述べており、永霊廟も同様であった可能性がある。

29）前掲注6）Hansen1999を参照。

30）『新市鎮再続志』巻1祠廟「西永靈廟」には、「按史朱然，朱治�子。本姓施，今廟西為施家巷，疑神亦施姓，廟或即
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其故居。頃見施氏家譜云，神出繼於朱，與史説合。」とある。

31）前掲注6）Hansen1999を参照。

32）前掲注6）水越知2003を参照。

33）劉雲軍2008「両宋時期東岳祭祀与信仰」、北京師範大学博士学位論文を参照。

34）前掲注6）水越知2003を参照。

35）前掲注3）拙稿2024を参照。

【附記】

本研究は、JST次世代研究者挑戦的研究プログラムJPMJSP2139の支援を受けたものである。

TheSpatialandSocialStructureofXinshi
MarketTown(新市鎮)inHuzhouduring

theSongDynasty

DONGYuan

TheXinshiMarketTown(新市鎮)inDeqingCounty,Huzhou,establishedduringtheNorthernSong

Dynasty,attractednumeroushigh-rankingofficialsandliteratiduetoitslocationwithintheLin・ancapital

region(臨安首都圏)intheSouthernSongDynasty.PreviousstudiesonXinshiMarketTown(新市鎮)have

mainlyfocusedonaspectssuchas・architectureandurbanspace,・・conservationanddevelopment,・・culture,・

・historicalrelicsandcelebrities,・and・legendsandstories.・However,thespatialandsocialstructureof

XinshiMarketTown(新市鎮)duringtheSongDynastyhasnotbeensufficientlyexamined.Toaddressthis

gap,thisstudyutilizeshistoricalmaterialssuchaslocalgazetteers,stoneinscriptions,andnotes(筆記)to

reconstructthefacilitiesofXinshiMarketTown(新市鎮)duringtheSongDynasty.Itelucidatesthecoexi-

stenceofvariousfunctionswithinthemarkettown・sspace,includingreligious,living,entertainment,eco-

nomic,andculturalexchangeactivities.Furthermore,thisstudyidentifiesthepresenceofdiverseindividuals

inthetown,suchassupervisorytownofficials,immigrantswithbureaucraticstatus，jinshi(進士),andlocal

bureaucratsfrom XinshiMarketTown(新市鎮).Amongthem,relationshipsbasedonfellowtownsmen,

marriage,andconnectionscenteredaroundZhuXi(朱熹)andNeo-Confucianism(朱子学)existed,forminga

literatinetworkwithinSongDynastyXinshiMarketTown(新市鎮).Togetherwiththetownspeople,they

participatedinreligiousconstructionssuchasthebeliefinLordZhuSi(朱泗)oftheYonglingTemple(永霊

廟)andthebeliefintheDongyueEmperor(東岳大帝)oftheDongyueTemporaryPalace(東岳行宮),aswell

asinteractionsbetweenthecentralgovernmentandlocalauthorities.Theaforementionedcharacteristics

clearlydemonstratethespatialandsocialstructuralfeaturesofJiangnanmarkettownsduringtheSong

Dynasty.

Keywords:TownGazetteer(鎮志),SpatialandSocialStructure,Network,LordZhuSi(朱泗神),Dongyue

TemporaryPalace(東岳行宮)
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日本語専攻者の進路選択―イタリアの大学生の語りから

西 田 翔 子

1.はじめに

本稿の目的は、イタリアの大学で日本語・日本研究を専攻する学生（以下、日本語専攻者）が、日本語専

攻を選択するに至ったプロセスをいかに意味づけているのかを、とりわけ高校時代の語りに注目しながら明

らかにすることである。

イタリアの日本語専攻者は3,886人で世界9位に位置し、ヨーロッパではフランス（6,348人）に次ぐ規

模である〔国際交流基金 2023,p.81〕。イタリアでは6つの国立大学で日本語を専攻することができる〔国

際交流基金 2024a〕が、最も規模が大きいのはヴェネツィア・カフォスカリ大学（以下、ヴェネツィア大

学）で、学部・修士合わせて約1,000人の在学生がいる〔Pacinietal.2024,p.3〕。

日本語を母語としない人々がなぜ日本語を学ぶのかという学習動機の解明は、日本語教育学において主要

な関心領域であり続けてきた〔野畑 2024〕。イタリアの日本語教育学でも同様であり、主にアニメ・マンガ

などの文化への興味から日本語専攻が選択されると説明されてきた1）〔トリーニ 2001,p.12,Mariotti2015,

p.235,ルペルティ 2017,p.125,国際交流基金 2024b〕。イタリアでのアニメ・マンガ人気の定着〔Pellitteri

2021〕を踏まえれば、この説明には一定の説得力がある。しかし専攻選択は、家族背景、学力、そして他の

選択肢との比較など、複数の要因が相互に影響するプロセスで生じる、ライフコース上の重要な決断である。

日本語専攻選択の要因を直線的な因果関係の形で問う「なぜ」という問いからは、進路選択に影響を与える

複雑な要因やその過程の積み重ねを十分に捉えきれないという課題がある。

この点に関して社会学では、専攻選択とそれに影響を与える種々の社会的要因との関連について研究が蓄

積されてきた。そこで明らかにされてきたことの一つは、出身階層によって選択する教育経路が異なるとい

うことであり、教育が階層再生産機能を持つということである〔Bourdieu1979＝1990,Willis1977＝1996

等〕。このことは、イタリアでも同様に当てはまると指摘されてきた。例えば、高階層出身者は医学・法学

など労働市場で有利な専攻を選ぶ傾向にあるとされる〔Triventietal.2017〕。

ではイタリアにおける日本語専攻選択も、こうした階層再生産論から説明できるのであろうか。イタリア

の大卒者を対象とする統計調査を分析した西田〔2025〕によれば、イタリアの日本語を含む語学の専攻者は、

既存の階層再生産論だけからは説明できない存在である。先行研究の指摘どおり、イタリアの大学には高階

層出身で高校修了試験の点数が高い学生が分布する専攻（医学や法学など）と、低階層出身で同試験の点数

が低い学生が分布する専攻（教育やスポーツなど）という二分化の傾向が確かに存在する。しかし、語学専

攻者に関しては、低階層出身者が比較的多い一方で、高校修了試験の点数は平均より高いという特異な傾向

が認められた。この結果を参照すると、日本語専攻者もまた、高校で好成績であったにもかかわらず、一般

的に労働市場での評価が高い専攻を選択せずに、日本語専攻を選んだ可能性が高い。ここにイタリアにおい

て日本語を専攻として選んだ人々が、どのようなプロセスのなかで、それを選択するに至ったのかという問

いに、直線的な因果関係とも階層再生産論とも異なる形でアプローチする余地がある。
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以上の先行研究の検討に基づき、本稿ではイタリアの日本語専攻者による専攻選択に関する語りを用い、

どのようなプロセスのなかでいかに日本語専攻が選択されてきたのかを探る「探索型」〔Hochschild2016＝

2018,p.351〕アプローチを採用する。このアプローチにおいて分析枠組みとして参照したのは、H.S.ベッ

カーの「キャリア（career）」概念である。ベッカーは、組織や構造を移動する際のシークエンスを意味す

る「キャリア」概念の理解にあたって、ある集団の一員になることを、特定の要因や本人に内在する動機に

還元することなく、集団経験という相互作用を通してその一員に「なっていく」時間的変化として捉えた

〔Becker&Carper1956〕。この変化のなかでも特に専門職集団研究でベッカーが注目したのが「アウトサ

イダー（outsider）」との関係である。ここでベッカーは、アウトサイダーの語を「逸脱者」の意ではなく

「『部外者』、『組織外のひと』、『集団外のひと』」〔小高 1989,p.297〕として使用し、ある集団の一員になる

ことをアウトサイダーから距離をとっていくプロセスとして説明した〔Becker1963＝2011〕。つまり、キャ

リアはアウトサイダーとの関係性によって規定されるものであり、「他のさまざまな集団に対して占める位

置の相関関数」〔Becker1963＝2011,p.103〕とされる。こうしたキャリア概念の理解を、ベッカーは「継

時的モデル（sequentialmodel）」〔Becker1963＝2011,p.19〕と呼んだ。

これに基づけば、イタリアにおける専攻選択も、人々が相互作用のなかで、複数ある専攻のうち、何かを

アウトサイダーとしながら、何かを自分の属する集団とし、その一員に「なっていく」プロセスであると捉

えることができる。本稿では、こうしたキャリアの「継時的モデル」に基づき、日本語専攻者が自らの専攻

選択を、いかなる相互作用のなかで、何をアウトサイダーとしてきた経緯として語るのかを示す。

2.調査の概要

イタリアにおける日本語専攻プロセスを明らかにするために、本研究が用いるのはインタビューによって

得られた日本語専攻者の語りである。ベッカーによれば、インタビューを通じて得られた語り2）は「彼らが

自分たちの生活と経験のなかで対象、出来事、人々に対して行う解釈の仕方を発見する」ことを可能にする

データであり、「彼らが対象や出来事に実際に意味を与える状況に近づけば近づくほど、そうした意味の記

述はより正確なものとなるだろう」〔Becker1998＝2012,p.18〕とする。本研究で扱う語りは、大学で日本

語を専攻した者が自らの過去を振り返って語る「事後的に構成された物語」〔井上 2019,p.188〕である。

現実には選択過程をその場で観察することは困難であるため、本人が「日本語専攻を選択するまでの道のり」

として、どのような出来事をどのようにとり上げ、それをどのように組み立てながら語るのかを聞くことが、

選択の意味づけ過程に近づく方法のひとつであると考える。

具体的なインタビュー方法と分析の方針は以下の通りである。インタビュー協力者は、イタリアのヴェネ

ツィア大学アジア・北アフリカ研究学部で日本語を専攻した在学生・卒業生14人である。協力者の詳細は

表1の通りである。協力者は、筆者が同大学に大学院生もしくは日本語講師として在籍している間に知り合っ

た知人・元学生、もしくは同大学教員や既存協力者からの紹介を通じて募った。

インタビューの最初に「日本語専攻を選択するまでのプロセス」について中学・高校時代にさかのぼって

語るよう、協力者に依頼した。あわせて出身背景（家族背景、親の学歴・職業、出身高校）と中学・高校時

代の様子・居心地について全員に共通の質問を行った。インタビューではイタリア語および日本語を使用し、

形式は一対一で、1回あたり1時間30分～3時間程度であった。また、必要に応じて複数回実施した。

語りは全員分を文字起こしした。そのうえで、日本語専攻の選択という出来事が「生起するにいたった過

程の諸段階」〔Becker1998＝2012,p.75〕に着目して全員の語りを検討した。そこから、専攻選択過程にお
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いて複数の協力者に共通して見られた典型的なパターンを表す代表的な語り〔Becker1998＝2012,谷 2008,

Hochschild2016＝2018,野村 2018〕を、本稿で引用した。引用した語りは、A～G（表1）のものである。

引用にあたっては、協力者および調査者が日本語で話した部分はそのまま記し、イタリア語で話した部分

は筆者が日本語に翻訳した。協力者のイタリア語を日本語に翻訳する際は、協力者の性格、雰囲気、本人が

日本語を使うときの話し方 3）をできるだけ反映させるという方針で行った。

3.イタリアの教育制度と日本語専攻者の教育背景

インタビュー協力者の出身背景を理解するため、イタリアの高校制度に触れたうえで、語りの分析に入る。

イタリアの高校は5年制で、普通高校（Liceo）、技術高校（Istitutotecnico）、職業高校（Istitutopro-

fessionale）の3種類がある〔MIM 2025d〕。各高校の大学進学率（高校卒業と同年の大学進学）は、普通

高校73.8％、技術高校33.1％、職業高校11.3％と格差がある〔MIUR2017,p.14〕。ヴェネツィア大学アジ

ア・北アフリカ研究学部 4）でも全体（2022年）の84％が普通高校出身であった〔AlmaLaurea2024〕。普

通高校は、カリキュラムの主要科目によってさらに複数の系統に分類される5）。主なものには、古典外国語

（古代ギリシア語とラテン語）や文学、歴史などを主要科目とする古典系普通高校〔MIM 2025a〕、数学、

物理、化学などの理系科目に力を入れる科学系普通高校〔MIM 2025c〕、3つの外国語（おもに「西洋言語」）

の習得を目指す語学系普通高校〔MIM 2025b〕などがある。

4.日本語専攻選択に関する語り

ここから日本語専攻を選択したプロセスに関する語りを分析する。日本語専攻選択に関する語りに共通し

ているのは、日本語専攻が選択肢として浮上するまでに、次のような「諸段階」が見られるということであ

る。すなわち、まず、当初希望していた進路を断念するか、進路を決めきれない段階があり、その後に日本

語専攻が案として浮上するという順番である。したがって、日本語専攻が意識されるのは高校生活の後半で

あった。そして、日本語を専攻する案が浮上した後、それを実際に選ぶ段階に関しては複数の語り方が見ら
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れた。このことを念頭に置きながら、以下、日本語専攻を選択したプロセスに関する典型的なパターンを検

討する。なお代表的な語りを引用するにあたっては、各協力者の出身高校と親の学歴・職業を記載した。

4.1 偶発的な選択

典型的な語りのひとつが、日本語専攻選択の偶発性や非計画性を強調するものである。

Aは理系科目が得意だったので科学系普通高校に進んだ。父（高卒・配管工）と母（中卒・市役所勤務）

から大学にはぜひ行ってほしいと言われて育ったが、進学先の細かい要望はなかった。Aは科学系普通高

校からの典型的進路について「医学部とかが多いし。技術系とか工学部とか、そういうのも多いんですね」、

「なんかもう理系を完全にやめて言語行く人は、そんな多くないかもしれない」と語った。では、Aはなぜ

その典型的な進路を選ばなかったのか。その経緯を次のように語っている。

A：ま、好きじゃなかった。なんかできなかったってわけじゃないんですね。できてたんですよ。頑張っ

て、できてたんですけど、もう全然そういう問題はなかったんですけど。もういいってなったんです。も

う、もうやめたい。もう、この、また大学でまたこういうの勉強したくないってなったんです。飽きてた

んです。

理系普通高校の典型的進路を選ばなかったのは、物理や数学など主要科目への興味を失ったからであり、

成績が悪かったからではないことをAは強調した。また、Aは性格の変化にも言及している。中学の時は

サッカーをするなど活発であったが、高校では「社交的でも人気者でもない」性格になり、クラスの「ポピュ

ラーではない」グループに属した。そこにはアニメ・マンガ好きの友人が集まっており、「ある意味そこか

ら日本や日本語、そして日本そのものへの興味もどんどん大きくなっていきました」と語っている。ただし、

日本語を大学で専攻することは自らの思いつきではなく、友人の誘いがきっかけだったと語った。

A：本当のところ、高校の時、さっき言った通り、もう数学とか理科が好きじゃなくなってて。正直何を

したらいいのか、どうしたらいいのかわからなかったんです。でも、別の選択肢を始めたいってわけでも

なかったし、大学には行かなきゃいけなかったから、何かを選ばなくてはいけなかった。そのときに、さっ

き言った友達のなかのひとりで、Hというのがいるんですけど。（中略）彼が、日本語を勉強するってい

う考えを言い出したんですよ。彼が「あのさ、俺たぶん日本語を勉強してみたい」って。僕はやりたいこ

とがわかってなかったし、「いいじゃん、俺も行くよ」って言ったんです。

―そんな感じで決めたんですか。

A：そう、そう、そうなんです。ほんと偶然なんですよ（moltocasuale）。

B（古典系）もこれとよく似た選択経緯を語った。彼女は主要科目の古典ギリシア・ラテン文学、イタリ

ア語などにおもしろさを見出すも、大学で継続したいとは思えなかった。両親は看護師（二人とも中学から

看護学校へ進学）で、進路に関する助言はなく、本音で相談できる友人もいなかった。進路に迷っていたと

ころ、同じく古典系普通高校出身の姉が「東洋言語（Linguaorientale）」6）を専攻することをBに勧めた。

B：中学、高校のとき、少しマンガを読んだり、アニメを見たりしてて。まあ、それはそれで、特に大事

なのは、高校4年のとき、家族と一緒に昼ごはんを食べていたときに「高校を卒業して何をすればいいん
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だろう。何を勉強しよう」って思ってたの。（中略）そしたら姉が、「アジア、韓国とか日本が好きなんだ

から東洋言語をすればいいじゃない」って。それで、ああ、それもありだなって思ったんだ。

―好きだったんだもんね。

B：うん、とにかく興味はあった。まあ、実際、今振り返ってみると、本当に軽い気持ちで決めた（una

sceltapresamoltoallaleggera）と言うしかない。一番良いやり方ではなかったのは間違いないけど。

でも、そうやって始まったんだ。

AとBに代表的に見られる偶発性を強調する語りは、しばしば高校での主要科目に力を注いだことにつ

いての語りから始まる。しかし、その過程で大学でも同じ分野を継続したいとは感じていないことを自覚す

るに至り、自らが通う高校からの一般的な進学先とは異なる選択肢を模索する段階へと移行した。そこに、

友人や家族など他者の関わりを通じて、日本語専攻選択が偶発的に具体化したのだと説明される。その際、

アニメ・マンガへの興味に言及されることはあるが、それが日本語専攻の直接的な理由として本人に取り上

げられるわけではない。これらの語りには、普通高校の延長線上にある進路の否定という前段階があり、そ

の後に何らかの「偶然」によって日本語専攻を検討するに至ったという共通の展開が見出せる。

4.2 選択に伴う摩擦

偶発性に関する語りとともに、日本語専攻選択の過程にあった摩擦を主にする語りも典型的であった。専

攻決定の過程にあった摩擦についての語りでは、日本語専攻を選択すること自体は、主体的進路選択として

語られ、その選択の基礎には、マンガやアニメ、日本映画などに対する関心があることが多い。しかしその

場合でも、そうした主体的進路選択は、普通高校やその延長線上にある進路に対する否定的な解釈と、たい

ていセットになっている。この点で、日本語専攻選択の偶発性に関する語りとの共通性が見て取れる。

C（科学系）は大手企業勤務の父を持ち、裕福な家庭（父大卒、母中卒）で育った。宇宙物理学者を夢見

て科学系普通高校に進むも、肝心の物理の勉強はうまくいかなかった。それを以下のように語っている。

C：自分の脳が物理の問題を解くのに向いていないって気づいた。理論は全部理解できたんだけど、実際

に問題を目の前にすると、どうやって解けばいいのか分からなかった。それで先生たち、特にその先生の

中の1人が、私をバカなんだと思って、ひどい対応をした。実際、一度母親に電話してきて、「お嬢さん

はどうしてこの高校を選んだんですか、彼女はこの高校ではやっていけないですよ」と言ったの。他の先

生は私に残ってほしいと思っていたけど、この教師は私に退学してほしいと思っていた。

Cによると、高校には精神的な問題を抱える学生が多く、彼女も科目や教師との関係に少なからず悩んで

いた。しかし、家ではオンライン上のコミュニティでマンガ評を書くことや、日本のマンガを英訳する活動

にのめり込んだ。宇宙物理学者の夢をあきらめるのと同時に、日本語の翻訳家になりたいという考えが徐々

に芽生えてきたと語っている。しかし、宗教の授業中に7）、教師から厳しい言葉をかけられた。

C：最終学年のときに、この先生が「大学では何を勉強したいの？」と私たちに聞いた。「翻訳家になり

たいから、日本語を勉強します」と答えたら、「でも翻訳で生計を立てるのは絶対無理です。給料が少な

いんだから。翻訳しながら生活するなんて絶対できないんですよ。他のものを選ぶよう勧めます」と言わ

れて、私は本当に怒った。だから「失礼ですけど、どうして先生にそんなことを言うことが許されるんで
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すか。私はお金に興味はありません。橋の下に住んででも、好きなことをしている方がいいです」って、

ひどい返事をした。お金のために何かをしなくてはならないという考えには大反対だった。

教師は、翻訳家を目指すこと、そのために大学で日本語を学ぶことを全面的に否定した。Cは、実利的な

目的で専攻を選ぶべきだという発想、それを遠慮なく示す教師に対して嫌悪感に近い反応を示している。

D（古典系）は、裁判官（法学修士）の父と、博士号（環境学）取得者の母に、日本語専攻を反対された。

本人は高校での勉強に満足していたが、進学先を決めかねていた。当時、アジア映画のなかでも、とりわけ

日本映画に惹かれていたことを手がかりに、日本語専攻を検討したが、両親の賛成は得られなかった。

―なんで（両親は日本語専攻に賛成しなかったのか）？

D：仕事のことだよ。変だし、日本語って役に立たないし。

―変な感じがまだありましたか？

D：今もだよ。彼らは、俺のことちょっと狂ってると思ってる、何も変わってない。俺が幸せならよかっ

たとは思ってるけど、変なことしてるとは思ってるよ。

―あなたの将来に何を期待してたんですかね。

D：イタリアではよく、「もし仕事がしたいなら、法学、医学、経済学とかこんな感じのことをするしか

ないって」って言われるんだよね。

両親の進路に対する考えは、イタリア社会の一般的な進路観を示している。「仕事をするなら法学か医学、

それに経済学かエンジニアリング」という表現は、複数の協力者が決まり文句のように口にした。それに対

し、経済的に報われるかどうかという基準でみると、日本語は「変」で「役に立たない」とされる。なかで

も高学歴な親は、日本語専攻に難色を示す傾向にある。父の期待をDにたずねると「同じ道（法学部）か、

イタリアでもう少し普通の道、もっと簡単なことだよね。ギリシア語とラテン語が好きなら大学で古典文学

をやりなさいと言われたよ」と答えた。古典外国語・文学 8）は古典系普通高校の主要科目であり、これを

大学の専攻とすることは両親の許容範囲にあった。これに対するDの考えは以下の通りである。

D：俺、ギリシア語とかラテン語は今でもたまにちょっと読んだりするんだよ、好きだからね。でも、人

生では別の道を選んだんだ。

―高校生のときは、全然思わなかったんですか？古典ギリシア語、ラテン語続けようって。お父さんとお

母さんの言った通りにしようって、思わなかったんですね。

D：最初は、すごくこだわってた。日本語やるって決めてたんだよ。若い人はみんなそうだと思うけど、

他の人にこれをしろ、あれをしろって言われたくなかった。

この語りから、親が認める進路、すなわち古典系普通高校の典型的ルートをあえて選択しなかったのだと

いうDのこだわりが読み取れる。日本語専攻選択は不本意でもなければ挫折でもなく、あくまで主体的な

進路選択の結果なのだとする語りは、複数の協力者にみられた。ただし、周囲が薦める進路に手が届く位置

にある普通高校の学生にとって、「就職したいなら法学部か医学部」という言葉を否定するのにはしばしば

大きな葛藤が伴う。以下のE（科学系）の経験はそれをよく表している。当初の希望は語学専攻であったが、

親の強い意向に逆らえず、また本人の学力も相応に高かったため、一度は他大学の医学部に進学した。
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E：結構父からすごい圧力を受けて、なんか語学の勉強したら仕事見つからないから医学部に行きなさいっ

ていう感じで。なんかもう一年間、毎日毎日同じことを言われて、結局だから医学部にすることにして。

でも全然やりたいことではなくて、なんか先生にもなりたいということ、思ったこともなくて、病院、病

院も私嫌いな人だし、なんかそういうところで働きたくないのにとか。

親がこれほど医学部にこだわったのも、一人娘であるEの将来を案じたからだと語っていた。Eは3年

生になってからやっと医学部を退学し、日本語専攻に再入学した。その経緯を以下のように話している。

E：BTS（韓国のアイドルグループ）はよく自分の夢、自分のやりたいことをやって、自分のことを知っ

て、自分のなんかそういう、結構深い内容もあったりして。本当に全然やりたいことをやってないのに、

そういう曲を聞いて本当にもう聞けない曲もありました。なんか自分のやりたい事のためにも頑張って、

頑張って、頑張っているとかっていう歌があって、将来への希望の歌があって、それ聞けないほどだった

ので。もうなんかそうですね。3年生になったら、もうこれやりたくないことだっていうの、わかってる

のに。なんか、やっとやりたいことをやっちゃおうって感じで。だから医学部やめて語学の勉強しようと

思って。

医学部は一般的に、科学系普通高校からの最も望ましい進路の一つとされるが、Eにとっては「やりたい

こと」ではなく、日本語を専攻したいという本人の気持ちが他者との摩擦のなかで消えることはなかった。

こうした摩擦は、必ずしも他人との間にだけ生じるのではなく、本人の内面で経験される場合もあった。

F（科学系）は小さい頃から医者を志していたものの、高校在学中に日本語専攻へと希望進路を転換させた。

友人を見舞うために総合病院に足を踏み入れたことが一つのきっかけだったという。

F：病院に行って雰囲気があまり好きじゃなかった。病院のエネルギーが。だから10年 9）も勉強して、

自分に合わないことをするのはなあって。（中略）医学部に行くって、本当に正しい選択なのかなって、

少し迷いが出てきて。それで、ヴェネツィアに日本語を勉強してる友達もいたし、自分も日本語のものを

見始めて。例えば、Vallardi10）の参考書って知ってる？簡単なものだけど。それで、ひらがなやカタカ

ナを見て、覚えやすいなって感じたんだ。もしかしたら日本語を勉強するのって、いいアイディアかもっ

て。それに僕は空手もやってたし、全部が、なんていうの、一貫するって感じがしたんだよね。

Fは日本語専攻を、より自分に適した、一貫性のある選択であると表現した。しかし、この語りは、学校

の評価制度の中で「がんばっても足りない」と、いつも葛藤を抱いていたという語りに接続される。

―足りないは、外からのプレッシャーのせい？さっき言ってたみたいに家族からのプレッシャーとか？

F：そう、その通り。それでなんか反抗期になって勉強のスト（ストライキ）になって、じゃもう勉強し

ないっていう。

―普通高校の勉強がおもしろくない？

いや、興味はあった。ただ、そんなに勉強しなかった。ラッキーなことに記憶力が良かったから、授業を

聞けば十分。少し本を読むだけでだいじょうぶだった。

―別になんでもなかった？
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僕はとても好奇心の強い人でしょう？だから、与えられたことは何でも興味を持てるよ。まあ、例えば数

学なんかは、いつも好きというわけではなかったけど。

―情熱が持てなかったってことですかね。

F：うん、あんまり持てなかった。イタリアでは口頭試問が多いのを知ってるでしょ？僕は説明するのが

そんなに得意じゃないんだ。だから、内容をわかってなくても、うまく話せる人たちが、僕よりずっと高

い点をとってた。

―うまくできる人が、努力してなくても勝てるって感じですか？

F：そうそう。あ、じゃあもういいやって。だから、たぶん、日本語を求めるっていうのは、自分自身が

勉強したいこと、ちゃんと自分自身のなかから出てくるものを探す、ってことでもあったんだよね。それ

はただの反抗期のあれなんだけどね。

Fは「反抗期」になるまで、父（大卒・高校教員）と母（高卒・銀行勤務）の期待に重圧を感じながらも、

応えようとしてきた。しかし、高校生活を通して、その仕組みの中では自分は報われないと気づき、その外

に出ることを決めたのである。なお、医学部からの進路転換を、Fも挫折としては語らなかった。むしろ、

おかしいのは学校制度や、そのなかでうまくやろうとするクラスメイトのほうであると考えている。他の協

力者と同様に、日本語専攻は不本意な代替案ではなく「自分自身のなかから出てくる」選択だとした。

先に述べたように、日本語専攻決定の過程にあった摩擦を主にする語りは、日本語専攻選択の偶発性に関

する語りと対比すれば、主体的進路選択の結果として語られることが多い。ただし、偶発性に関する語りが、

普通高校の延長線上にある進路の否定とセットになっているのと同じく、摩擦を主にする語りもまた、普通

高校の延長線上の進路から意図的に降りたり、外れたりするため、あるいはそうなることを承知で主体的に

選択したと語られる。日本語専攻は、普通高校において一般的とされる進路とは言い難い性質を持っている

ため、しばしば「偶発的」に選択されるのであり、また、既定路線の外に出ようとするところに、日本語専

攻が選択されたり、選択過程で摩擦が経験されたといえる。

4.3 除外された選択肢

協力者は「仕事をするなら法学か医学、それに経済学かエンジニアリング」という普通高校の典型的進路

とは異なる専攻を求めていた。しかし、それは何でもよかったわけではない。ここで注目すべきが、普通高

校の典型的な進路以外に、選択肢から除外した専攻に関する語りである。その代表例として中国語専攻があ

る。厳密には、自らの進路選択において日本語と中国語の間で迷ったという語りはなかったが、以下の語り

のように、周囲から日本語より中国語のほうが望ましいと「助言」されるという経験が複数あった。

F：たくさんの人に「日本語はやめといた方がいいよ、仕事があまりないから。中国語にしなよって」言

われました。その頃は、中国が来てましたね。うん、でもなんだろう、よくわからないけど。自分はもう

完全に日本語に気持ちが向いていて、美的、文化的なレベルもすごく好きだったから、私は日本語に気持

ちが向いていましたね。

中国語は日本語と同じ「東洋言語」というカテゴリーにあるが、日本語と違ってビジネスや就職など実利

的目的を連想されやすい。B（古典系）の場合は、高校の教師から、同じような助言を受けた。
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B：少し前まで、自分の人生ではいつも情熱を基準にして「やる・やらない」を決めてきた。将来の予定

を基準にしたことはないな。今思えば、とても間違った考え方だと思うけどね。でも当時の私はそういう

考え方をしていて、自分の情熱だけを考えてた。実際、ある先生に「日本語を勉強します」と言ったとき、

「なぜ中国語じゃないの」と言われたんだ。

―どうしてそんなこと言ったんだろう。

B：まあ、中国はとても強い国で、すでに世界を征服している存在だから。歴史的にも、未来に向けても。

だからその先生は、中国語の方が日本語よりも役に立つと思ったんじゃないかな。でも、私は好きじゃな

かった、興味がなかった。

Bにとって優先すべきは、「情熱」、「好き」、「興味」である。「就職に役に立つ専攻を選ぶべきだ」という

考えとは別の観点から日本語を選んでおり、他者の言葉を意に介さなかったことが語りからわかる。

しかし、実際の専攻選択の決定は慎重に行っていたことを示す語りもある。G（科学系）の両親（両親高

卒、父・自営業）は日本語専攻進学の考えには「中立的」であったが、文化財保存・修復学進学については

「修復はダメ。やめておきなさい」と強く反対した。その理由をGは以下の通り語っている。

G：どうして、うーん、なんか美術系のことだから、例えば、修復の勉強をして、将来失業する、仕事が

見つからないという先入観ですかね。修復の分野では仕事がないっていう。

―有名な話ですか？修復には仕事がないと、みんなが言ってるようなことなんですか。

G：はいはい、本当にそうです。一般的に美術に関わること全般、例えば修復、ファッションとかデザイ

ンとかもそうです。あまり勉強したくない人がやること、みたいに見られてるところがあって。その分野

では仕事が全然みつからないから、結局卒業しても、関係ないことをしなくてはいけない。

協力者はイタリア社会における各専攻のイメージを参照しつつ、自分が「選ばない」専攻を注意深く選別

していたといえる。美術系の専攻は、単に就職困難なだけでなく、勉学への関心が低く、専攻と関連のない

仕事にしか就けないというように、学問からの乖離という明確なイメージも伴っている。普通高校出身者と

しての自己認識にそぐわないと判断したのだろう。協力者はこのような集団の一員になることは躊躇した。

5.高校生活と「簡単な非常出口」としての日本語専攻

前項までに見たように、日本語専攻の選択には、高校生活の延長線上にある進路を否定するという意味づ

けがあった。それでは、協力者たちは高校生活をいかに評価していたのだろうか。例えば、Fは日本語専攻

を選択したことを、高校生活やそれに続く道からの「簡単な非常出口」であったと語った。高校生活につい

て語るとき、「早く出たかった」、「すべてを捨て去りたくなった」、「飽きた」など、その外に出たいという

願望が複数の協力者に共通していた。何が彼ら彼女らをそのように感じさせたのであろうか。

高校生活の語りで最も大きなボリュームを占めたのは学業である。とりわけ主要科目にいかに取り組んだ

かという語りには、その人の高校生活の輪郭がよく表れている。D（古典系）は以下のように述べている。

D：そうだね、たいへんだった。でも、俺は主要科目、つまりラテン語とギリシア語がすごく好きだった

から、一生懸命勉強したし、満足してたよ。そう、それからうちの母は本当に厳しくて。友達に「うちの
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母は中国人みたいだ」って冗談を言ってたよ。なぜなら、母は俺にものすごく勉強させたから。

主要科目が好きである者にとってすら普通高校の学業負担は大きい。成績不良に関しては、「負債（debito）」

とよばれ、厳格に管理される仕組みもある。B（古典系）はこれを以下のように説明した。

B：負債をもらうと、夏の間にその科目の補習授業を受けて、9月に試験を受けないといけないんだ。そ

うすれば、もう一回他の人と同じ立場に戻って、9月からまた新しい学年を始められる。でも、その試験

に落ちたら留年になる。そうしたらすべての科目でもう1年やり直さなければいけない。私も一度、歴史

で負債をもらうところだった。歴史なんて単純な科目だけど、あまり勉強してなかったから、高校の最初

はちょっと苦労した。それに先生が私のことをちょっと嫌ってるって感じもあったし。

普通高校では留年・退学も特別ではない。30人いたクラスメイト（クラス替えがない）のうち卒業まで

たどり着いたのは22人程度であったと、G（科学系）は語っている。また、退学した同級生については

「ほとんど商業高校とか、いわゆる、もう少しかんたんな学校に行く感じですね。よくあることですよ」と

説明した。このように、普通高校はすでに大学進学の選抜機能を担っているのである。

こうした学校制度のなかで、学生の負担をさらに重くしているのが教師である。教師は、学生を「侮辱」

するような抑圧的存在としてしばしば語られた。D（古典系）は教師について、以下のように言っている。

D：俺たちが立ち上がって挨拶するんだよ、日本みたいに。立って「こんにちは」と言って、それから席

に座る。すごく厳しい。もちろん、いつも〇〇って名字で呼ばれるし。だから、すごくフォーマルな関係

だよね。俺が通っていたころの先生たちは怖がることなんかなくて、絶対的な存在で、やりたいことやっ

てた。結構きつい話もあったな。もし勉強しなければ、侮辱（umiliare）してくるんだよ。

とりわけ口頭試問（interrogazioni）は、学生と教師の関係性を象徴的に表すイタリアの伝統的な評価制

度である。C（科学系）は、口頭試問へのプレッシャーを以下のように話している。

C：口頭試問を合格するために本当にたくさん勉強しなきゃいけなかった。先生たちはすごく厳しくて、

特に理系科目はレベルがとても高くて難しいことばかりやってた。ラテン語も、5年間ずっとやった。数

学も。ラテン語が本当に苦手で、ラテン語からイタリア語の翻訳はすごく難しかった。

口頭試問では、緊張下でうまく話す能力や教師との相性も試された。前項でFは「内容をあまり理解し

ていなくても、話すのが上手な人たちが報われやすい」試験制度であると、これを批判している。またE

（科学系）は教師の標的になるという経験をし、高校が「大嫌いになった」ことを以下のように語った。

E：イタリア語とラテン語の先生は、特に私について変なイメージを自分で思いつく、思い込んで。なん

か私は勉強しない、頑張らない人。頭いいけど勉強しないっていうイメージ、勝手に作りこんで。何て言

うのかな、私を狙ってて。本当に不安でしたし、数学の先生も、学生たちを侮辱するのが好きな人でした。

性格も私とあってなかったし。みんなカンニングとかしてる人達がすごく多くて、自分だけが頑張って、

自分だけでもなかったんですが、もう20人の中で4人だけぐらい。ちゃんとした勉強とか宿題とかして
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て、それが結構頭にきて、なんか自分がバカみたいっていう環境だったので。

Eはただ「生き残る」ことしか考えられなかったとつけ加えている。クラスメイトには、カンニングをし

て環境に「順応」してしまうか、同じようにストレスを抱える者しかおらず、周りの人に頼れなかったから

である。クラスでの疎外感を感じていたのはB（古典系）も同様で以下のように語っている。

B：私たちのクラスは、団結した素晴らしいクラスだって、先生たちが私たちや外でも言ったりしてた。

普通は古典系普通高校のクラスではライバル意識がすごく強い。でも、私たちのクラスは一体感があるっ

て。まあ、実際は、なかには小さなグループがあったし、そんな一体感はないって感じだった。それで宗

教の授業のとき、先生とクラス全員が輪になって、先生が「高校生活で何を持ち帰り、何を置いていくの

か」って私たちに聞いたんだ。クラスの何人かは、「高校でできた友情を持っていく」と言っていて、そ

れを言うのに感極まっている人もいた。私はすごくつらかった。だって彼らが「友情を持っていく」と言っ

たときに、そこに自分は含まれていないことがわかっていたから。

Bは最終学年時には「本当にもう無理。出て行きたい」と強く願うに至ったが、そこには学業への挫折と

いうよりも、クラスにおける居心地の悪さが根底にあったことがうかがえる。

以上のように、普通高校は主要科目の成績によって大学進学への選抜が日常的に行われる厳しい場所であっ

た。そこにあらわれる学校制度や教師の抑圧性、それに順応するクラスメイトへの違和感は、複数の語りに

共通していた。ただし、そうした否定的感情が、教師や学校制度への激しい反抗や学業放棄などといった形

で表出されることはほとんどなかった。それよりも、高校生活の延長線上にあるだろう生活から自ら出て、

自分にあった別の道を模索しようとする語りが典型的であった。

こうした高校生活に対する評価に基づけば、日本語専攻選択を「簡単な非常出口」とする語りは、次のよ

うに理解できる。

まず、重要なのは、協力者が語る普通高校の生活に日本・日本語が含まれていないという点である。高校

生活は、主に主要科目とそれに付随する試験や教師、クラスメイトとの関係性によって構成されており、日

本・日本語はその構成要素ではない。日本・日本語が言及される場合、それはマンガやアニメ、空手、日本

語の独学など、普通高校の領域の外にある、個人的な選択による活動として語られる。ここから、彼ら彼女

らにとって日本語専攻は、高校の評価制度や教師・クラスメイトとの関係性のなかに位置づけられておらず、

それが得意か苦手かを他人から評価されていない状態で参入できる学問分野であったことがわかる。高校の

世界と断絶した専攻であるため、そこから外に出るための「非常出口」となりえたと考えられる。

くわえて、日本語専攻が実利的な目的を連想させないことも、日本語専攻を、結果的に「簡単な」選択肢

にしたといえる。協力者にとって「普通高校の典型的ルートを否定すること」は、しばしば「実利を求めな

いで好きなことをすること」と、表裏一体のものとして語られる。日本語専攻は、普通高校に不在であると

いうだけでなく、中国語専攻のように実利性を想起させないものでもあった。日本語専攻が、普通高校の世

界と断絶しているだけでなく、実利を求めずに自らの「情熱」、「好き」、「興味」を追求できる進路と見なさ

れるとき、選ばない理由がない、その意味で「簡単な」選択肢として現れてくる。マンガやアニメ、日本映

画などに対してもともと抱いていた関心が、日本語という進路選択と結びつくのは、ここである。

最後に、日本語は自己認識を大きく変更せずに選択できる専攻であったことも無視できない。協力者たち

は高校制度に対する不満を様々に表現しつつも、自らが学業に奮闘したことを強調し、学業的素質を自負し
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ていることが語りからうかがえた。こうした点を考慮すると、例えば「勉強が好きではない人が行く」とい

うイメージが強い美術系専攻を選ばなかったという、先の語りの意味が明らかになる。普通高校の延長線上

にある進路は否定したいと感じながらも、学問への志向という点で評価が低い専攻は受け入れがたかった。

この点で日本語専攻は、就職に有利ではないとみなされても、学問的関心や能力に乏しいとみなされる選択

肢ではなかった。ゆえに、日本語専攻選択に葛藤は伴っても不本意な選択として語られないと考えられる。

以上のような要素が重なり合うところに、高校生活の延長線上にある生活から降りて別の道を模索しよう

とする人々が、日本語専攻を「簡単な非常出口」として利用する余地があると考えられる。

6.おわりに

本稿では、ベッカーのキャリア概念とインタビューデータを手がかりに、イタリアの社会において日本語

専攻者に「なっていく」プロセスを検討した。日本語専攻者は、とりわけその高校生活における種々の相互

作用のなかで、高校の延長線上にある専攻、実利的な目的を強く連想させる専攻、そして、高校で形成され

た自己認識に大きな変更を迫る専攻から距離をとるようになっていく。日本語専攻選択は、これらの専攻集

団をアウトサイダーとするとともに、自分の関心や学業に軸足を置く学生の受け皿という性質を日本語専攻

に見いだすことで、日本語専攻者になっていく変化のプロセスであった。こうした継時的変化を一つの典型

的なパターンとするところに、イタリアの大学に日本語・日本研究を専攻する学生が大学に集まり、日本語

専攻者という集団がイタリア社会に定着しているのだと考えられる。

以上の結論を踏まえたうえで、今後の研究課題を以下に示す。

第一に、研究協力者の多様性である。本稿の協力者は普通高校出身者が多かったが、それ以外の種別の高

校出身者の語りも増やし、より多様な教育背景を反映させたい。また、本論のデータはヴェネツィア大学出

身者に限られていたが、イタリア中部のローマ大学や、南部のナポリ大学も大規模な日本語・日本研究課程

がある。今後は、家族や大学進学、若者の就業などの在り方が異なる複数の地域における日本語専攻者の語

りを収集したいと考えている。これらにより、進路選択プロセスに関する本論での議論を発展させたい。

第二に、他の語学専攻者との比較である。イタリアの統計調査では、個人情報に関するデータアクセスに

制限があり、各言語専攻者別の詳細なデータを把握することができない。先行研究においても「語学専攻」

や「人文系」といった大きなカテゴリーに基づいて議論されるため、日本語専攻者の専攻選択プロセスや就

職状況が他の語学専攻者と比べてどう異なるのかを把握するのも難しい。それを補うために、他の語学専攻

の学生の語りも収集しながら、日本語専攻の位置づけをより明確に描き出すことが、今後の課題である。

第三に、日本語専攻者が大学に進学した後、どのような大学生活を過ごし、いかなる進路をたどるのか、

より長期的な変化の様相を検討することである。ベッカーは逸脱的性格を持つ専門職集団であるダンス・ミュー

ジシャンに関する研究において、「逸脱とみなされる行動の当事者たちが抱える主要問題は、その行動に関

する自分たちの見解が社会の他の成員に共有されないという問題である」が、「逸脱行動にはしる人びとが

たがいに相互作用の機会をもった場合には、彼らは一つの文化を形成するのである」と述べ、これを「サブ

カルチャー（subculture）」と呼んだ〔Becker1963＝2011,pp.78-79〕。日本語専攻を選んだ人々にとって、

普通高校の典型的進路の否定、就職に有利になる専攻を選ぶことへの抵抗、学校制度への批判的な態度は、

高校時代には他人との間に隔たりをもたらす問題であったように思われる。しかし、大学に入学した後は、

こうした経験が日本語専攻者の間で共有されることになる。日本語専攻者という集団における相互作用が、

いかなるサブカルチャーを形成するのか。これを検討することが、今後の課題である。
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【注】

1）ただしルペルティ〔2017〕は「日本のマンガ、アニメを通してなんとなく日本文化に興味をもったと答える学生が多

い」〔p.125〕とし、「なんとなく」という語で、文化への興味と日本語専攻選択の間にある隔たりを示唆している。

2）社会学において「語り」 の定義やその扱いに関して多くの議論がある〔谷 2008,野口 2009等〕。本稿では「語り」、

「物語」、「ストーリー」などを厳密には区別せず、ベッカーの議論に即して「語り」を、インタビューで得られた、協

力者による生活や経験への意味づけとして緩やかに理解する。

3）例えば、同一の協力者が日本語で話す際に「俺」を用いる場合には、イタリア語で話した部分の翻訳においても、一

人称（io）を「俺」と訳した。敬語やため口などの使い分けについても、同じ方針に従った。

4）日本語専攻の他に、中国語、韓国語などの専攻があり、それらの学生のデータも含まれている。

5）普通高校の系統には、他にも、人文科学系、芸術系、音楽・コーラス系などがある〔西田2025〕。

6）協力者は、「東洋言語」（日本語、中国語など）や「西洋言語（linguaoccidentale）」という言葉をよく使用した。

7）イタリアの公立高校には宗教の授業がある。履修は選択性である。

8）文学・人文学専攻（古典外国語を含む）は法学等と並び、親が高学歴で高階層出身の学生割合が高い〔西田 2025〕。

9）医学部は学部修士6年の一貫過程であり、その後に専門研修期間がある。

10）イタリアの出版社。語学の参考書を取り扱っている。

【引用・参考文献】

AlmaLaurea.2024.Profilodeilaureati.https://www2.almalaurea.it/cgi-php/universita/statistiche/tendine.php?

anno=2022&LANG=it&config=profile（accessed15July,2025）.

Becker,H.S.1963.Outsiders:StudiesintheSociologyofDeviance.TheFreePress,Glencoe（村上直之訳 2011『完

訳アウトサイダーズ ラベリング理論再考』,現代人文社.）

.1998.TricksoftheTrade:HowtoThinkAboutYourResearchWhileYou'reDoingIt.Universityof

ChicagoPress,Chicago（遠藤雄三・宝月誠訳 2012『社会学の技法』,恒星社厚生閣.）

Becker,H.S.andJ.W.Carper.1956.TheDevelopmentofIdentificationwithanOccupation,AmericanJournalof

Sociology,61（4）,pp.289-298.http://www.jstor.org/stable/2773529.（accessedAugust7,2025）.

Bourdieu,P.1979.Ladistinction:critiquesocialedujugement.EditionsdeMinuit,Paris（石井洋二郎訳1990『ディ

スタンクシオン』,Ⅰ・Ⅱ,藤原書店.）

Hochschild,A.R.2016.StrangersinTheirOwnLand:AngerandMourningontheAmericanRight.TheNewPress,

NewYork（布施由紀子訳 2018『壁の向こうの住人たち アメリカの右派を覆う怒りと嘆き』,岩波書店.）

井上俊 2019『文化社会学界隈』,世界思想社

国際交流基金 2023『海外の日本語教育の現状 2021年度海外日本語教育機関調査より』

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey2021/all.pdf（2025年7月15日取得）

.2024a「イタリア（2023年度）」,国際交流基金ホームページ

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/country/2023/italy.pdf（2024年7月18日取得）

.2024b「2021年度 海外日本語教育機関調査 8-4高等教育における日本語学習の目的」,国際交流基金ホームページ

https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/result/dl/survey2021/8-4.xlsx（2025年7月15日取得）

Mariotti,M.M.2015.JapaneseLanguageLearningthroughAuthenticMaterials:InsightsfromanItalianUniver-

sityCaseStudy.InContemporaryJapan.TheChallengeofaWorldEconomicPowerduringaPeriodofTransi-

tion,editedbyP.Calvetti&M.M.Mariotti.pp.231-247.EdizioniCa・Foscari,Venezia

MIM.2025a.Licei,Classico.https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/guida-alla-scelta/dal-sistema-

integrato-0-6-anni-al-secondo-ciclo-di-istruzione/scuola-secondaria-di-secondo-grado/licei/classico#topContent

Tabs（accessed25August,2025）.

MIM.2025b.Licei,Linguistico.https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/guida-alla-scelta/dal-

sistema-integrato-0-6-anni-al-secondo-ciclo-di-istruzione/scuola-secondaria-di-secondo-grado/licei/linguistico

（accessed25August,2025）.

MIM.2025c.Licei,Scientifico.https://unica.istruzione.gov.it/portale/it/orientamento/guida-alla-scelta/dal-

sistema-integrato-0-6-anni-al-secondo-ciclo-di-istruzione/scuola-secondaria-di-secondo-grado/licei/scientifico

（accessed25August,2025）.

MIM.2025d.Scuolasecondariadisecondogradohttps://www.mim.gov.it/scuola-secondaria-di-secondo-grado

（accessed15July,2025）.

MIUR.2017.Focus・Gliimmatricolatinell・a.a.2016/2017ilpassaggiodallascuolaall・universit?deidiplomatinel

2016・.https://www.mim.gov.it/documents/20182/494466/FOCUS+2016-17_immatricolazioni.pdf/3a1f576c-

日本語専攻者の進路選択―イタリアの大学生の語りから

73



5498-4942-962c-435a2b791a5e?version＝1.0&t＝1501844906814（accessed15July,2025）.

西田翔子 2025「イタリアの大学における語学専攻者の出身階層と教育背景に関する分析 日本語専攻の位置づけに向

けて」『都市文化研究』第27号,pp.66-80doi.org/10.24729/0002003037

野口裕二 2009『ナラティヴ・アプローチ』,勁草書房

野畑理佳 2024「日本語学習動機研究の動向 質的研究を中心に」『日本大学大学院総合社会情報研究科紀要』第25巻

1号,pp.85-100https://gssc.dld.nihon-u.ac.jp/wp-content/uploads/journal/pdf25/25-085-100-Nohata.pdf（2025

年7月15日取得）

野村駿 2018「なぜ若者は夢を追い続けるのか バンドマンの「将来の夢」をめぐる解釈実践とその論理」『教育社学

研究』第103巻,pp.25-45doi.org/10.11151/eds.103.25

小高良友 1989「初期H・S・ベッカー論」『社会学評論』第40巻第3号,pp.295-309doi.org/10.4057/jsr.40.295

Pacini,L.,M.M.MariottiandT.Miyake.2024.StudentAutonomyandEmpowermentinJapaneseLearning?A

CaseStudyofTutoringActivities,ProceedingsofInternationalConferenceonJapaneseStudies,Language

andEducation,5（1）,pp.1-11.https://proceedings.aspbji.id/index.php/icjsle/article/view/79（accessed15July,

2025）.

Pellitteri,M.2021.TheEuropeanExperiencewithJapaneseAnimation,andWhatItCanRevealabouttheTrans-

nationalAppealofAnime,AsianJournalofCommunication,31（1）,pp.21-42.doi.org/10.1080/01292986.2020.

1862263

ルペルティ,ボナヴェントゥーラ 2017「イタリアの日本研究 文化の多様性を生かす」『世界の日本研究2017』,pp.

112-127https://nichibun.repo.nii.ac.jp/record/6653/files/seni20_all.pdf（2025年7月15日取得）

谷富夫 2008『新版 ライフヒストリーを学ぶ人のために』,世界思想社

トリーニ，アルド2001「イタリアにおける日本語教育の現状と課題」『世界の日本語教育』第6号,pp.1-10

Triventi,M.,L.VergoliniandN.Zanini.2017.DoIndividualswithHighSocialBackgroundGraduatefromMore

RewardingFieldsofStudy?ChangingPatternsbeforeandafterthe・Bolognaprocess・,ResearchinSocial

StratificationandMobility,51,pp.28-40.doi.org/10.1016/j.rssm.2017.07.001

Willis,P.E.1977.LearningtoLabour:HowWorkingClassKidsGetWorkingClassJobs.SaxonHouse,Farnbo-

rough.（熊沢誠・山田潤訳 1996『ハマータウンの野郎ども 学校への反抗・労働への順応』,ちくま書房

CareerChoiceofJapaneseLanguageMajors:
AnAnalysisthroughNarrativesof
UniversityStudentsinItaly

NISHIDAShoko

Abstract

ThispaperaimstoexaminetheprocessbywhichhighschoolstudentsinItalyreachedadecisiontomajor

inJapaneseatuniversitythroughsocialinteractionsduringhighschool.Tounderstandthecomplexity

behindthechoiceofmajor,qualitativeinterviewswereconductedwithgraduatesoftheJapaneselanguage

majoratanItalianuniversity,andtheirnarrativeswereanalyzedthroughH.S.Becker・sconceptof・career.・

Inthisframework,thechoiceofmajorisunderstoodastheprocessofdeterminingwhichgrouptobelongto

andofbecomingamemberofthatgroup.IntheprocessofchoosingJapanese,theintervieweesexcluded

majorsthatrepresentedtheconventionalpathfromtheirhighschool(liceo)track,majorsstronglyassociated

withpractical,job-orientedpurposes,andmajorsthatrequiredaradicalchangeinself-conception.The

analysisindicatesthesequencebywhichtheybecamemembersofthegroupofJapanesemajorsbyregard-

ingtheseothermajorsasoutsiders.

Keywords:Italianuniversities,JapaneselanguageandJapaneseStudies,Career,Major-choice
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TheRegionalControloftheMiyoshiClanin
KawachiProvinceduringtheSengokuPeriod

―InComparisonwiththeHatakeyamaClan―

OKAMOTOYuki

Abstract

ThisstudyfocusesonKawachiProvinceandtheperiodfrom 1532toSeptember1568.Itcollectsdocu-

mentsrelatedtoregionalcontrol,categorizingthembyclan,content,andregion.Throughthisclassifica-

tion,thisstudyanalyzesthenumberandcontentofdocumentsissuedbytheMiyoshiandHatakeyama

clans.Furthermore,thisstudyexploresthegovernanceinspecificareasandtherelationshipbetweenlocal

societyandeachclan.

SuchanalysisrevealsthattheMiyoshiclan・sruleinKawachiProvincevariedbyregionandperiod,and

differedfromthatoftheHatakeyamaclan.

ThisstudyalsodemonstratesthattheMiyoshiclanexpandsandmaintainsitsauthority,notbyrelying

onthepositionofShugobutbyrespondingtodemandsfromlocalsociety.

ThecharacteristicsoftheMiyoshiclancontributedtotheestablishmentofadomainspanningtheKinai

region.Inthisrespect,thefindingsofthisstudyalsooffervaluableinsightsintothestudyoftheOda-

ToyotomiregimeintheKinaiarea.

Keywords:Miyoshiclan,Hatakeyamaclan,KawachiProvince,regionalcontrol,localsociety
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ヴ
ァ
書
房
、
二

〇
一
四
年
）
二
二
一
～
二
二
六
頁
を
参
照
し
た
。

（

15）
山
下
知
之
「
永
禄
～
天
正
初
期
の
三
好
康
長
と
阿
波
三
好
家
―
三
好
康
長
発
給
文
書
の
分
析
を

中
心
と
し
て
―
」（『
四
国
中
世
史
研
究
』
一
七
、
二
〇
二
三
年
）。

（

16）
表
１
の
作
成
に
あ
た
っ
て
参
照
し
た
文
献
は
以
下
の
通
り
。『
戦
国
遺
文
』
三
好
氏
編
第
一
巻
・

第
二
巻
（
以
下
『
戦
三
』
と
記
す
。
）
、
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
六
観
心
寺
文
書
・
第
七
金
剛

寺
文
書
、『
新
修
大
阪
市
史
史
料
編
』
第
４
巻
中
世
Ⅲ
、『
枚
方
市
史
』
第
六
巻
、『
藤
井
寺
市
史
』

第
四
巻
、
『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
、
『
羽
曳
野
市
史
』
第
４
巻
、
『
河
内
長
野
市

史
』
第
四
巻
・
第
五
巻
、『
富
田
林
市
史
』
第
四
巻
。

（

17）
支
配
権
の
一
つ
と
し
て
軍
事
動
員
権
が
あ
る
。
し
か
し
、
本
稿
に
お
い
て
筆
者
は
、
地
域
社
会

か
ら
の
要
請
に
権
力
側
が
対
応
す
る
側
面
を
中
心
に
分
析
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
権

力
側
が
支
配
す
る
側
面
の
強
い
軍
事
動
員
権
に
つ
い
て
は
、
今
回
の
収
集
の
対
象
か
ら
は
除
外
し
た
。

（

18）
こ
れ
ら
の
内
容
分
類
に
つ
い
て
は
、
浜
口
誠
至
「
細
川
京
兆
家
奉
行
人
奉
書
に
よ
る
幕
政
の
補

完
と
代
行
」
（
同
氏
註
１
著
書
所
収
）
に
お
け
る
細
川
京
兆
家
奉
行
人
奉
書
の
分
類
を
参
考
に
、
項

目
の
削
除
・
追
加
や
定
義
付
け
の
変
更
を
行
っ
た
。
な
お
、
「
禁
制
」
に
つ
い
て
は
、
戦
乱
が
迫
っ

た
場
合
、

実
際
に

当
該
地
に

進
軍
す
る

可
能

性
が

低
い
武

将
か
ら

も
獲

得
さ
れ
る

傾
向
が
あ
る
。

そ
の
た
め
、
「
禁
制
」
を
発
給
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

直
ち
に
そ
の
武

将
が

当
該
地
の
地
域
支

配
に
具
体
的
に
関
わ
っ
て
い
た
と
言
え
な
い
点
は
、
留
意
が
必
要
で
あ
る
。

（

19）
弓
倉
弘
年
「
天
文
年
間
河
内
半
国
体
制
考
」（
同
氏
註
３
著
書
所
収
）。

（

20）
弓
倉
弘
年
「
戦
国
期
義
就
流
畠
山
氏
の
動
向
」（
同
氏
註
３
著
書
所
収
）。

（

21）
木

沢
長
政

死
去
の

前
後
い

ず
れ
か
を

断
定

で
き
な
い
表
１
の

№

53～

55は
、
今
回
の

検
討
対
象

か
ら
除
外
し
た
。

（

22）
馬

部
隆

弘
「
永
禄
九
年
の
畿
内

和
平
と

信
長
の

上
洛
―

和
泉
国

松
浦
氏
の
動

向
か
ら
―
」
（
『
史

敏
』
四
、
二
〇
〇
七
年
）。

（

23）
弓
倉
弘
年
「
教
興
寺
合
戦
を
め
ぐ
っ
て
」（
同
氏
註
３
著
書
所
収
、
初
出
一
九
九
一
年
）。

（

24）
こ
こ
ま
で
の
本
論
に
お
け
る
弓
削
庄
の
概
要
に
つ
い
て
の
記
述
は
、『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・

中
世
史
料
編
、
五
三
〇
頁
に
よ
る
。

（

25）
弓

倉
弘
年
「

安
見

宗
房
」
（
天
野

忠
幸
編
『
戦
国
武

将
列

伝
８
畿
内
編
下
』
（
戎
光
祥
出
版
、

二
〇
二
三
年
）
所
収
）。

（

26）『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
、
五
四
五
～
五
四
六
頁
。

（

27）『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
、
五
四
七
頁
。

（

28）『
戦
三
』
九
三
七
。

（

29）『
戦
三
』
九
七
四
。

（

30）『
戦
三
』
一
三
六
七
。

（

31）『
戦
三
』
一
三
七
一
。

（

32）
三
好
康
長
等
連
署
状
案
（『
戦
三
』
一
三
七
二
）、
三
好
康
長
等
連
署
状
案
（『
戦
三
』
一
三
七
三
）。

（

33）
こ
の
こ
と
は
、

前
註

で
挙

げ
た
三
好
康
長

等
連

署
状

案
（
『
戦
三
』
一
三
七
二
）
に
お
い
て
、

郡
兵
大

夫
の

未
進
に

関
わ
る

友
通
の
「

御
訴

訟
」
が

不
当

で
あ
る
と

非
難

さ
れ
、

郡
兵
大

夫
と

友

通
が
共
通
の
利
害
関
係
の
も
と
で
行
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
推
察
さ
れ
る
。

（

34）
天
野
註
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（

35）
以
下
、

真
観
寺
の

概
要
に
つ
い
て
は
、
『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
、
一
二
五
頁

に
よ
る
。

（

36）
小
谷
利
明
「
戦
国
期
の
河
内
国
守
護
と
一
向
一
揆
勢
力
」（
同
氏
註
２
著
書
所
収
）。

（

37）
真
観
寺
文
書
二
七
（
『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）
。
た

だ
し
、
二
〇
一
六
～
二

〇
一
九
年

度
科
学
研
究

費
補

助
金

〔
基
盤
研
究
（

Ｂ
）
〕
研
究
成

果
報

告
書
『
中
世

後
期

守
護
権
力

の
構

造
に

関
す
る

比
較
史
料
学

的
研
究
』
（
二
〇
二
〇
年
）
（
以
下
、

科
研

費
報

告
書
と
記
す
。
）
に

よ
り
、
文
書
名
は
修
正
し
た
。

（

38）
真
観
寺
文
書
二
八
（
『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）
。
た

だ
し
、

科
研

費
報

告
書

に
よ
り
、
文
書
名
は
修
正
し
た
。

（

39）
真
観
寺
文
書
二
九
（『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）。

（

40）
真
観
寺
文
書
三
〇
（
『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）
。
た

だ
し
、

科
研

費
報

告
書

に
よ
り
、
文
書
名
は
修
正
し
た
。

（

41）
真
観
寺
文
書
三
七
（
『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）
。
た

だ
し
、

科
研

費
報

告
書

に
よ
り
、
文
書
名
は
修
正
し
た
。

（

42）
真
観
寺
文
書
三
八
（
『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）
。
た

だ
し
、

科
研

費
報

告
書

に
よ
り
、
文
書
名
は
修
正
し
た
。

（

43）
真
観
寺
文
書
四
一
（『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）。

（
44）

真
観
寺
文
書
四
三
（『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）。

（

45）
真
観
寺
文
書
五
一
（『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）。

（

46）
三
好
康
長
書
状
（
真
観
寺
文
書
五
二
、『
新
版
八
尾
市
史
』
古
代
・
中
世
史
料
編
）

（

47）
川

岡
勉
「
河
内
国

守
護
畠
山
氏
に
お
け
る

守
護
代
と
奉
行
人
」
（
同
『

室
町
幕

府
と

守
護
権
力
』

（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）所
収
、
初
出
一
九
九
七
年
）。

（

48）
同
氏
註
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は
ま
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
権
力
の
下
降
と
し
て
で
は
な
く
、
地
域
社
会
か
ら
の
要
請
が

権
力
化
を
引
き
起
こ
す
要
因
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
と
権
力
と
し
て
の
成
長
を
相

互
作
用
と
し
て
捉
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
河
内
に
お
け
る
権
力
形

成
を
捉
え
る
こ
と
で
、
初
め
て
畠
山
氏
と
三
好
氏
を
連
続
的
に
分
析
す
る
視
座
が
生
ま
れ

る
と
考
え
る
。

一
方
で
、
川
岡
氏
の
指
摘
か
ら
は
、
畠
山
氏
家
臣
に
よ
る
権
力
化
は
家
格
秩
序
に
よ
る

制
約
が
あ
り
、
守
護
代
や
郡
代
が
畠
山
氏
当
主
を
擁
立
し
な
い
で
、
当
主
を
乗
り
越
え
る

方
向
に
は
向
か
わ
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
幕
府
秩
序
に
依
存
せ

ず
と
も
河
内
支
配
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
点
に
畠
山
氏
権
力
と
三
好
氏
権
力
の
決
定
的
な

相
違
点
を
見
出
せ
る
。
す
な
わ
ち
、
三
好
氏
は
自
ら
の
権
力
の
安
定
的
存
続
に
あ
た
り
守

護
の
存
在
を
必
要
と
せ
ず
と
も
、
地
域
社
会
か
ら
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
で
権
力
化
の
き
っ

か
け
を
つ
か
み
、
権
力
化
し
て
い
く
過
程
で
ま
す
ま
す
地
域
社
会
か
ら
の
期
待
を
集
め
、

正
当
性
を
獲
得
し
て
強
大
な
権
力
に
成
長
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
三
好
氏
は
「
室

町
幕
府
―
守
護
体
制
」
に
依
存
せ
ず
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
独
自
の
権
力
化
を
遂

げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
三
好
氏
の
特
徴
は
、
河
内
に
限
ら
ず
三
好
氏
が
広
く
畿
内
一
帯
に
ま
た
が

る
領
国
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
一
因
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
高
木
純
一
氏
は
、
畿
内

社
会
の
特
徴
と
し
て
荘
園
制
が
残
存
し
て
い
る
点
を
挙
げ
、
多
数
存
在
し
た
寺
社
本
所
は

権
力
と
し
て
の
正
当
性
・
公
共
性
を
担
保
す
る
保
護
対
象
で
あ
り
、
在
地
社
会
と
の
仲
介

役
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る （

�）。
高
木
氏
の
指
摘
を
踏
ま
え
る
と
、
荘
園
制
が
残
存
す
る
畿

内
で
は
、
寺
社
勢
力
な
ど
を
含
む
荘
園
領
主
の
動
向
が
権
力
の
形
成
・
維
持
に
影
響
を
与

え
る
た
め
、
彼
ら
か
ら
問
題
解
決
を
期
待
さ
れ
、
そ
れ
に
的
確
に
応
え
る
こ
と
は
権
力
の

獲
得
や
成
長
に
直
接
結
び
つ
い
た
と
想
定
さ
れ
る
。
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
地
域

社
会
か
ら
の
要
求
に
起
因
す
る
三
好
氏
や
畠
山
氏
の
権
力
化
は
、
以
上
の
よ
う
な
畿
内
社

会
の
特
徴
と
強
く
結
び
つ
い
た
現
象
と
し
て
評
価
で
き
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
点
に
関
し
て

は
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
な
ど
の
畿
内
に
お
け
る
権
力
化
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
要

素
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

典
型
的
な
戦
国
大
名
と
異
な
り
、
三
好
氏
に
つ
い
て
は
検
地
や
税
賦
課
の
あ
り
方
、
軍

事
動
員
な
ど
に
つ
い
て
の
史
料
が
ほ
と
ん
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
地
域
社

会
か
ら
様
々
な
要
求
が
な
さ
れ
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
に
三
好
氏
が
発
給
し
た
文
書
は

多
く
、
そ
う
し
た
側
面
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、

地
域
社
会
の
期
待
に
応
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
、
領
国
を
拡
大
で
き
た
と
想
定
さ

れ
る
こ
と
は
論
じ
て
き
た
通
り
で
あ
る
。
軍
事
的
・
経
済
的
保

障
力
や

裁
判
権
・
安

堵
権

な
ど
を
期
待
さ
れ
る
こ
と
で
、
権
力
と
し
て
成
長
・
確
立
し
て
い
く
点
に
畿
内
の
特
徴
が

あ
り
、
三
好
氏
が
卓
越
し
た
原
因
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。

【
付
記
】

本
稿
は
、

二
〇

二
四

年
度
に
大

阪
公
立
大

学
大

学
院
に

提
出
し
た

修
士
論
文
「
三
好
氏
の
地
域
支

配
―
地
域

ご
と
の
多
様
性
の
解
明
を

中
心
に
―
」
の
一

部
を
も
と
に

加
筆
・

修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
本
稿
は
、

Ｊ
Ｓ
Ｔ
次
世
代
研
究
者
挑
戦
的
研
究
プ
ロ
グ
ラ
ム
（

J
P
M
J
S
P
2139

）
の
支
援
を
受

け
た
も
の
で
あ
る
。

【
註
】

（
１
）
今
谷
明
『
室
町
幕
府
解
体
過
程
の
研
究
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
八
五

年
）
、
末
柄
豊
「
細
川
氏
の

同
族
連
合
体
制
の
解
体
と
畿
内
領
国
化
」
（
石
井
進
編
『

中
世
の

法
と

政
治
』
吉
川

弘
文

館
、
一
九

九
二

年
所

収
）
、

古
野

貢
『

中
世

後
期
細
川
氏
の
権
力

構
造
』
（
吉
川

弘
文

館
、

二
〇

〇
八

年
）
、

浜

口
誠

至
『
在

京
大
名
細
川

京
兆
家
の

政
治
史
的
研
究
』（
思
文

閣
出

版
、

二
〇
一

四
年
）
、

馬
部

隆

弘
『
戦
国
期
細
川
権
力
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
八
年
）
な
ど
。

（
２
）
小
谷
利
明
『
畿
内
戦
国
期
守
護
と
地
域
社
会
』（

清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
三
年
）。

（
３
）
弓
倉
弘
年
『
中
世
後
期
畿
内
近
国
守
護
の
研
究
』（

清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
六
年
）。

（
４
）
以
下
、

天
野
氏
の
三
好

政
権
論
に
つ
い
て
は
、

天
野

忠
幸
『

増
補

版
戦
国
期
三
好

政
権
の
研

究
』（

清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
に
よ
る
。

（
５
）
天
野
忠
幸
「
結
語
と
展
望
」（
同
氏
註
４
著
書
所
収
、
初
出
二
〇
一
〇
年
）。

（
６
）
馬

部
隆

弘
「
戦
国
期
畿
内

政
治
史
と
細
川
権
力
の

展
開
」
（
同

註
１

著
書
所

収
、
初
出

二
〇
一

六
年
）。

（
７
）
阿

部
匡

伯
「

十
河
一
存
の
畿
内

活
動
と
三
好
権
力
」
（
『

龍
谷
大

学
大

学
院
文

学
研
究

科
紀
要
』

四
一
、
二
〇
一
九
年
）。

（
８
）
臼
井
進
「
戦
国
期
三
好
氏
の
領
国
支
配
―
三
好
長

慶
関
連
文
書
を
め

ぐ
っ
て
―
」（
『
史

叢
』
九

戦国期河内国における三好氏権力の地域支配
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り
義
就
流
が
恒
常
的
に
河
内
支
配
に
関
与
で
き
な
く
な
り
、
政
長
流
の
み
が
実
効
的
な
地

域
支
配
を
行
い
う
る
状
況
へ
と
変
化
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
政
長
流
も
遊
佐
長
教
の
暗
殺

に
よ
り
権
力
が
不
安
定
化
す
る
な
ど
、
当
時
の
河
内
は
極
め
て
流
動
的
な
時
期
で
あ
っ
た

と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
、
畠
山
氏
は
地
域
社
会
に
お
け
る
有
力
な
荘
園
領
主
を

保
護
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
正
当
性
の
獲
得
を
目
指
し
た
。
そ
し
て
、
地
域
社
会
の
側
で

も
そ
の
時
の
状
況
に
応
じ
て
、
自
ら
の
権
益
を
最
も
保
障
し
得
る
権
力
を
選
択
し
て
要
求

を
訴
え
て
い
た
。
特
に
安
見
宗
房
や
遊
佐
長
教
の
権
力
拡
大
は
、
こ
の
よ
う
な
地
域
社
会

の
要
求
に
適
切
に
応
え
る
こ
と
で
成
し
得
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

三
好
氏
が
政
長
流
の
高
政
と
結
び
つ
き
河
内
出
兵
を
行
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

下
で
あ
っ
た
。
河
内
の
地
域
社
会
は
三
好
氏
に
対
し
て
ま
ず
軍
事
的
保
障
を
求
め
、
三
好

氏
は
禁
制
を
発
給
す
る
こ
と
で
そ
れ
に
応
え
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
梃
子
に
し
て

安
堵
や
課
役
賦
課
・
免
除
な
ど
社
会
的
・
経
済
的
な
支
配
へ
と
そ
の
行
使
す
る
権
限
を
広

げ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
三
好
氏
は
地
域
社
会
か
ら
の
要
求
に
応
え
る
こ
と
で
正
当
性
を
獲
得
し
、

そ
の
結
果
さ
ら
に
保
障
力
に
期
待
が
集
中
し
て
、
様
々
な
支
配
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
た
。
三
好
氏
は
河
内
入
国
後
、
三
好
氏
の
河
内
支
配
以
前
の
秩
序
を
尊
重
し
、

引
き
続
き
有
力
な
荘
園
領
主
を
保
護
す
る
姿
勢
を
示
し
た
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
三
好

氏
が
地
域
社
会
か
ら
期
待
を
集
め
、
提
訴
先
・
保
証
先
と
し
て
選
ば
れ
る
一
因
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
地
域
社
会
が
三
好
氏
以
外
の
権
力
に
対
し
て
問
題
解
決
を
求
め

る
可
能
性
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
も
意
味
す
る
。
三
好
氏
の
支
配
が
行
わ
れ
た
時
期
に

並
行
し
て
幕
府
・
畠
山
氏
の
支
配
が
行
わ
れ
て
い
る
ほ
か
、
（
Ⅳ
）
期
に
は
一
時
的
に
三

好
氏
の
支
配
が
確
認
で
き
な
く
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
地
域
社
会
が
三
好
氏
を
唯
一

の
絶
対
的
な
権
力
と
は
見
な
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て
い
る
。

河
内
で
は
、
応
仁
の
乱
以
降
畠
山
氏
が
義
就
流
・
政
長
流
に
分
裂
し
、
互
い
に
争
う
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
畠
山
氏
が
河
内
一
国
規
模
で
、
安
定
的
に
支
配
す
る
こ
と
は
不
可

能
に
な
っ
た
。
三
好
氏
が
本
格
的
に
河
内
支
配
を
開
始
す
る
（
Ⅲ
）
期
・
（
Ⅳ
）
期
に
か

け
て
注
目
す
る
と
、
両
時
期
に
横
断
的
に
支
配
が
見
ら
れ
る
河
内
の
北
・
中
部
と
、
（
Ⅲ
）

期
に
支
配
を
及
ぼ
し
た
が
（
Ⅳ
）
期
に
支
配
を
後
退
さ
せ
、
畠
山
氏
に
よ
る
支
配
の
再
開

を
許
す
河
内
南
部
を
比
較
す
る
と
、
三
好
氏
の
支
配
の
持
続
性
に
地
域
的
な
差
異
が
あ
る

こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、
第
二
章
第
二
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
三
好
氏
は
「
惣
国
之

書
立
」
を
作
成
し
て
お
り
、
個
人
の
力
量
に
依
拠
し
な
い
制
度
的
支
配
を
志
向
し
て
い
た
。

こ
れ
は
畠
山
氏

段
階
で
は
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
り
、
三
好
氏
の

独
自
性
と
し
て

評
価

で
き
る
。
た

だ
し
、
三
好

家
が
三
好
三
人

衆
と

松
永

久
秀
に
分
裂
す
る
と
制
度
的
支
配
は

行
わ
れ
な
く
な
り
、
制
度
と
し
て
確
立
さ
せ
て
後

代
ま
で
引
き

継
ぐ
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
三
好
氏
、
両
畠
山
氏
の
支
配
の
具
体
的
な
内
容
を
細
分
化
し
た
上
で
、

両
者
の
支
配
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
結
果
、
三
好
氏
に
よ
る
河
内
支
配
の
あ
り
方
は
地

域
ご
と
、
時
期
ご
と
に
変
化
が
み
ら
れ
る
反
面
、
畠
山
氏
に
よ
る
支
配
で
は
見
ら
れ
な
い

特
徴
も
存
在
す
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
展
開
を
想
定
せ
ず
に
、
天
野
氏
が
、
三
好
氏
の
卓

越
性
・
革
新
性
ば
か
り
を
強
調
す
る
点
は
一
面
的
な

評
価
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

こ
れ
ま
で
の
天
野
氏
の
三
好
氏
研
究
で
は
、
本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
な
権
利
保
証
・

文
書
発
給
の
あ
り
方
か
ら
三
好
氏
の
先
進
性
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
天
野
氏
と
は
異
な

る
ア
プ
ロ
ー
チ
か
ら
三
好
氏
権
力
を
分
析
す
る
こ
と
で
天
野
氏
の
三
好
政
権
論
を
相
対
化

し
、
三
好
氏
が

必
ず
し
も
先
進
的
な
面
の
み
を
持
っ
て
い
た

訳
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
こ

と
が
で
き
た
。

川
岡

勉
氏
は
、
当

該
期
の
畠
山
氏
権
力
に
つ
い
て
「
よ
り
在
地
に

密
着
し
た
権
力
が
分

国
支
配
の
実
権
を

掌
握
す
る

傾
向
が
強
ま
っ
て
い
く
」
が
、
「

守
護

―
守
護

代
の

家
格
は

根
強
く

維
持
さ
れ
て
」
お
り
、
「
分
国
支
配
の
実
権
が
ど

ん
な
に
下
降
し
て
も
、

守
護
は

守
護

代
に

擁
立
さ
れ
、

守
護

代
は
そ
の

被
官
人
に

擁
立
さ
れ
る
と
い
う

構
造
自
体
は
容

易

に
廃

棄
さ
れ
な
か
っ
た
」
と

述
べ
て
い
る （

�）。
当

該
期
の
河
内
に
お
い
て
、
地
域
社
会
に

密

着
し
て
い
た
権
力
が
地
域
支
配
を
行
っ
て
い
た
点
は
、
畠
山
氏
と
三
好
氏
の

双
方
に
当
て

岡 本 侑 樹
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下
知
案
三
通
進
置
候
、
惣
別
当
寺
事
、
自
余
之
寺
庵
ニ
不
二
相
混
一
候
て
、
諸
公
事
高

除
之
事
候
、
尊
隙
之
砌
、
証
跡
之
本
文
等
可

レ
懸
二
御
目

一
候
、
毎
事
無
二
相
違
事
一
様
ニ

被
二 仰
付
一 候
者
、
寺
家
可
レ 為

二 大
慶
一 候
、
恐
々
謹
言
、

六
月
二
日

徳 真
観
寺林
（
花
押
）

三
好
山
城
守

（
康
長
）

殿

御
宿
所

本
史
料
は
、
永
禄
五
年
（
一
五
六
二
）
以
降
に
比
定
さ
れ
、
文
中
に
見
え
る
阿
波
三
好

家
家
臣
の
吉
成
信
長
の
活
動
時
期
を
根
拠
に
し
て
、
（
Ⅲ
）
期
か
ら
（
Ⅳ
）
期
の
間
に
比

定
さ
れ
る
徳
林
の
書
状
で
あ
る
。
徳
林
は
三
好
康
長
に
対
し
て
、
先
例
通
り
段
米
免
除
が

保
証
さ
れ
る
よ
う
に
、
康
長
か
ら
吉
成
信
長
へ
一
札
を
発
給
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

新
た
に
三
好
氏
の
河
内
支
配
が
開
始
さ
れ
た
が
、
段
米
免
除
の
特
権
の
先
例
が
あ
っ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
吉
成
信
長
が
段
米
を
徴
収
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
今
回
の
問
題
の
原
因

で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
真
観
寺
は
、
段
米
の
徴
収
に
関
わ
っ
て
い
る
信
長
で
は
な
く
康
長

に
提
訴
し
、
彼
を
通
し
て
信
長
の
段
米
徴
収
を
停
止
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
は
注
目
さ

れ
る
。
信
長
は
阿
波
三
好
家
の
中
で
も
重
臣
で
あ
っ
た
が
、
地
域
社
会
か
ら
は
、
阿
波
三

好
家
の
中
心
的
存
在
と
し
て
康
長
が
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

ま
た
、
徳
林
は
段
米
免
除
の
先
例
を
三
好
氏
に
引
き
続
き
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
そ

の
根
拠
と
し
て
「
前
代
下
知
案
」
を
提
出
し
て
い
る
。
こ
の
「
前
代
」
の
「
下
知
」
と
は
、

こ
れ
以
前
に
段
米
や
臨
時
課
役
の
免
除
に
つ
い
て
の
安
堵
状
を
発
給
し
て
い
る
畠
山
氏
に

よ
る
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
。
そ
れ
に
加
え
て
、
真
観
寺
が
「
自
余
之
寺
庵
ニ
不
相

混
」
、
す
な
わ
ち
畠
山
氏
と
の
特
別
な
由
緒
を
持
つ
寺
院
で
あ
る
こ
と
も
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
後
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
三
好
氏
か
ら
の
正
式
な
安
堵
状
は
確
認
で
き
な
い
が
、
康

長
が
翌
日
付
で
「
承
候
趣
可
申
届
候
」
と
真
観
寺
に
伝
え
て
お
り （

�）、
信
長
に
違
乱
の
停
止

を
求
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
康
長
は
畠
山
氏
に
よ
る
真
観
寺

保
護
の
先
例
を
重
視
し
、
段
米
の
免
除
を
引
き
続
き
認
め
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、

康
長
は
阿
波
三
好
家
に
よ
る
真
観
寺
の
権
益
侵
害
を
容
認
せ
ず
、
対
立
し
て
い
た
畠
山
氏

段
階
の
秩
序
を
引
き
続
き
維
持
し
て
真
観
寺
を
保
護
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
三
好
氏
は

畠
山
氏
に
代
わ
る
支
配
者
と
し
て
、
そ
の
正
当
性
を
確
立
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら

れ
る
。

小
括天
文
十
四
年
の
畠
山
稙
長
死
後
、
真
観
寺
は
当
初
、
政
長

流
の
守
護

・
守
護
代
の

双
方

か
ら
諸
役
免
除
の
安
堵
を

受
け
て
い
た
。
し
か
し
、

徐
々
に
守
護
代
で
あ
る

遊
佐
長

教
の

権
力
が

拡
大
し
て
い
く
と
、
長

教
に
よ
る
安
堵
の

み
で
保
証
が
成
立
す
る
よ
う
に
な
る
。

長
教
も
真
観
寺
を
保
護
す
る

姿
勢
を

示
す
こ
と
で
自
ら
の
正
当
性
の
確
立
に

利
用
し
て
い

た
。し
か
し
、
長

教
の
死
に
よ
り
政
長

流
の
権

力
が
不
安
定
に
な
る
と
、
真
観
寺
は

義
就

流

の
尚

誠
・
在
氏
の
保

障
力
に
期

待
を

寄
せ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
ら
も
特
別
な
由
緒
を
持
つ

真
観
寺
を
保
護
す
る
こ
と
で
自
ら
の
正
当
性
の
確
立
を

図
っ
た
。
た
だ
、

尚
誠
と
在
氏
で

は
、
処
罰
す
る
姿
勢
の
違
い
な
ど
に
相
違
点
が
見
ら
れ
る
。

（
Ⅳ
）
期
に
な
る
と
、
真
観
寺
は
阿
波
三
好
家
の
吉
成
信
長
に
よ
る
違
乱
を
三
好
康
長

に
対
し
て
訴
え
た
。
そ
こ
で
真
観
寺
は
、
諸
役
免
除
の
先
例
や
特
別
な
由
緒
を
主
張
し
、

康
長
も
畠
山
氏
の
先
例
を
認
め
た
上
で
引
き
続
き
保
護
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
康
長
は
阿

波
三
好
家
で
は
な
く
真
観
寺
の

利
益
を

優
先
し
、
河
内
支
配
を

行
う
上
で
の
正
当
性
を

獲

得
す
る
こ
と
に
利
用
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
天
文
年
間
か
ら
信
長

入
京
ま
で
の
期
間
に
わ
た
り
河
内

国
の
地
域
支
配
関

係

の
史
料
を

網
羅
的
に
収

集
し
た
上
で
、
特
に
三
好
氏
と

両
畠
山
氏
に
注
目
し
、
地
域

ご
と

に
支
配
の

具
体
的
内
容
を

区
分
し
比

較
検

討
を

行
っ
た
。
三
好
氏
が
河
内
に

入
国
す
る
以

前
は
、

義
就

流
・
政
長

流
の

双
方
が
地
域
支
配
を

行
う

体
制
か
ら
、

木
沢
長
政
の
死
に
よ

戦国期河内国における三好氏権力の地域支配
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で
あ
っ
た
。
真
観
寺
は
、
権
力
が
不
安
定
で
あ
る
政
長
流
で
は
保
障
力
に
不
安
が
あ
っ
た

た
め
、
尚
誠
の
保
障
力
に
期
待
し
て
今
回
の
事
案
を
持
ち
込
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
尚
誠
は
有
力
な
寺
社
で
あ
る
真
観
寺
を
保
護
す
る
態
度
を
示
す
こ
と
で
、
政
長
流
の

対
抗
軸
と
し
て
自
ら
の
正
当
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
如
意
軒
に
よ
る
違
乱
は
こ
の
後
も
確
認
さ
れ
る
た
め
、
尚

誠
に
は
こ
れ
を
解
決
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
で
は
、
ど
う
し
て
尚
誠
に
は
解
決

す
る
能
力
が
無
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
両
史
料
で
は
、
寺
務
を
全
う
し
た
り
、
祈
祷
に
励
む
よ
う
に
と
し
か
命
じ
て
お

ら
ず
、
後
述
す
る
在
氏
に
よ
る
文
書
と
比
較
す
る
と
、
積
極
的
に
こ
の
問
題
に
介
入
し
よ

う
と
す
る
姿
勢
が
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本
来
な
ら
ば
尚
誠
の
上
意
を
奉
じ
た
〔
史
料

11〕

の
発
給
の
み
で
完
結
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
〔
史
料

12〕
も
同
時
に
発
給
さ
れ
て
い
る

点
に
も
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
〔
史
料

12〕
は
、
〔
史
料

11〕
の
内
容
を
改
め
て
平
誠
祐
と

遊
佐
家
盛
が
保
障
し
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
真
観
寺
の
求
め
に
よ
り
発
給
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
尚
誠
の
保
障
力
は
年
寄
が
中
心
と
な
っ
て
担
っ
て
お
り
、
本
来
な
ら
ば

〔
史
料

11〕
は
尚
誠
の
奉
行
人
が
発
給
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
家
臣
団
の

整
備
が
未
成
熟
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
尚
誠
の
人
的
基
盤
が
脆
弱
で
あ
る
こ
と
が
窺

え
、
こ
れ
も
尚
誠
権
力
の
弱
さ
の
一
因
で
あ
ろ
う
。

尚
誠
に
よ
っ
て
解
決
で
き
な
か
っ
た
真
観
寺
と
如
意
軒
の
問
題
は
、
天
文
二
十
四
年
に

今
度
は
義
就
流
の
在
氏
の
も
と
に
提
訴
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
、
在
氏
の
判
物
と
奉
行
人
連

署
奉
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
次
の
〔
史
料

13〕
は
、
そ
の
奉
行
人
連
署
奉
書
の
内
の
一

つ
で
あ
る
。

〔
史
料

13〕
畠
山
在
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

御
寺
領
之
事
、
先
年
被

レ
思
二
召
誤

一
、
如
意
軒
ニ
雖
下
被
二
仰
付
一
候
上
、
既
御
寄 （
祈
）願
所
之

上
者
、
如

二 先
規
一 可

レ 被
レ 全

二 寺
務

一 之
旨
、
被

レ 対
二 徳
林
東
堂

一 被
レ 成

二 御
奉
書

一 候
、

然
者
向
後
菟
角
於
レ
有
二
申
族
一
者
、
可

レ
被
レ
加
二
御
成
敗
一
候
、
猶
於

レ
各
不
レ
可
レ
存
二
疎

意
一 候
、
恐
々
謹
言
、

九
月
十
一
日

（
天
文
二
十
四
年
）

矩
木
沢
修
理
亮秀
（
花
押
）

綱
小
柳
七
郎
右
衛
門
尉（
花
押
）

真
観
寺納
所
禅
師
御
中

天
文
二
十
四
年
に
も
真
観
寺
は
義
就
流
に
問
題
解
決
を
求
め
て
お
り
、
引
き
続
き
義
就

流
の
保
障
力
を
頼
っ
て
い
る
。
傍
線
部
か
ら
、
先
例
通
り
寺
務
を
保
証
す
る
奉
書
を
発
給

し
た
上
で
、
命
令
に
背
く
者
が
現
れ
た
場
合
、
在
氏
権
力
か
ら
処
罰
す
る
姿
勢
を
明
確
に

示
し
て
い
る
。
同
じ
義
就
流
で
あ
っ
て
も
尚
誠
に
よ
る
安
堵
状
と
は
介
入
姿
勢
に
差
が
見

ら
れ
る
。
こ
の
時
期
の
両
畠
山
氏
の
政
治
情
勢
は
不
明
な
点
も
多
い
が
、
こ
の
よ
う
な
在

氏
の
姿
勢
は
、
真
観
寺
か
ら
保
障
力
を
期
待
さ
れ
る
一
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、

在
氏
も
祈
願
所
で
あ
る
と
い
う
畠
山
氏
当
主
に
と
っ
て
の
特
別
な
由
緒
を
根
拠
と
し
て
真

観
寺
を
保
護
し
て
お
り
、
こ
こ
に
は
自
ら
の
正
当
性
を
示
す
狙
い
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。こ
の
後
、
真
観
寺
と
如
意
軒
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
は
史
料
が
無
い
た
め

分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
政
長
流
か
ら
義
就
流
へ
と
支
配
者
が
変
わ
っ
て
い
く
な
か
で
、

真
観
寺
は
状
況
に
応
じ
て
よ
り
保
障
力
を
期
待
で
き
る
権
力
を
両
者
か
ら
選
ん
で
保
護
を

求
め
、
義
就
流
の
尚
誠
・
在
氏
も
真
観
寺
を
保
護
す
る
こ
と
で
自
ら
の
正
当
性
の
確
立
に

利
用
し
た
点
を
こ
こ
で
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

第
三
節

三
好
氏
と

真
観
寺
の
関
係

で
は
、
三
好
氏
が
河
内
を
支
配
下
に
置
い
た
永
禄
三
年
以
降
、
真
観
寺
と
は
ど
の
よ
う

な
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
史
料
は
三
好
氏
と
真
観
寺
の
関
係
が
分
か
る
数

少

な
い
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。

〔
史
料

14〕
靖
叔
徳
林
書
状
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

当
寺
領

段
米
事
、

従
二
先
規
一
免

許
之

段
、

去
年
以
来
申
入
候

キ
、

吉
成

出
雲

（
信
長
）守

殿
へ

被
二
仰

届
一
候
て
、
不
レ
可
レ
有
二
違

儀
一
之
旨
、
一

札
被
レ
出
候

様
奉
二
頼
存
一
候
、

前
代

岡 本 侑 樹
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六
天
文
十
五月
一
日

匡
吉
益
甚
介弼
（
花
押
）

賢
萱
振
飛
騨
守継
（
花
押
）

真
観
寺参
侍
者
御
中

〔
史
料
９
〕
で
は
段
米
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
長
教
は
畠
山
氏
の
「
給
人
等
」

の
愁
訴
を
退
け
、
棟
別
・
堀
銭
・
悪
党
銭
な
ど
臨
時
課
役
の
免
除
特
権
を
真
観
寺
に
対
し

て
認
め
て
い
る
。
さ
ら
に
、
真
観
寺
の
僧
侶
で
あ
る
靖
叔
徳
林
が
高
屋
城
に
出
向
き
、
長

教
と
交
渉
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
〔
史
料

10〕
は
、
前
年
の
長
教
の
一
札
を
根

拠
と
し
て
棟
別
銭
や
堀
銭
な
ど
の
免
除
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
発
給
者
の
両
氏
も

長
教
の
年
寄
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
か
ら
、
天
文
十
五
年
に
な
る
と
徳
林
は
長
教
と
交
渉
を
持
ち
、
長
教
も

単
独
で
真
観
寺
の
免
除
特
権
を
保
証
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
政
長
流
の
家
中
に
お
い

て
長
教
が
突
出
し
た
権
力
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
結
果
、
真
観
寺
は
長
教
個
人
に
諸
役
免

除
の
安
堵
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
有
力
な
荘
園
領
主
で
あ
る
真

観
寺
を
保
護
す
る
こ
と
が
権
力
と
し
て
の
正
当
性
の
確
立
に
有
効
に
働
く
点
を
踏
ま
え
る

と
、
長
教
も
畠
山
氏
側
の
利
益
で
は
な
く
、
真
観
寺
の
権
益
を
保
護
す
る
姿
勢
を
明
示
す

る
こ
と
で
自
ら
の
権
力
の
安
定
化
を
図
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
天
文
十
一
年
以
降
に
政
長
流
が
支
配
し
て
い
た
期
間
、
真
観
寺
は
守

護
と
守
護
代
（
長
教
）
の
双
方
に
保
証
を
求
め
る
形
か
ら
、
長
教
に
よ
る
単
独
保
証
を
追

求
す
る
形
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。

第
二
節

義
就
流
畠
山
氏
と
真
観
寺
の
交
渉
再
開

第
一
章
で
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
天
文
二
十
年
代
に
か
け
て
義
就
流
の
文
書
発
給
が
一

時
的
に
再
開
さ
れ
る
。
特
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
が
、
真
観
寺
で
あ
る
。
そ

こ
で
、
第
二
節
で
は
、
天
文
二
十
年
代
に
か
け
て
の
義
就
流
と
真
観
寺
に
注
目
し
、
前
代

の
支
配
と
の
関
係
性
を
探
っ
て
い
き
た
い
。

真
観
寺
文
書
に
お
い
て
両
者
の
関
係
性
を
再
確
認
で
き
る
の
は
、
天
文
二
十
一
年
四
月

で
あ
る
。
こ
の
時
は
、
義
就
流
の
尚
誠
の
年
寄
に
よ
っ
て
文
書
が
発
給
さ
れ
て
い
る
。
次

の
〔
史
料

11〕・〔
史
料

12〕
は
、
そ
の
文
書
の
一
部
で
あ
る
。

〔
史
料

11〕
畠
山
尚
誠
年
寄
奉
書
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

当
寺
事
、
先
規
之
趣
御
訴
訟
之
段
、
被

二
聞
召
分

一
、
即
対

二
徳
林
東
堂

一
被

レ
成
二
御

書
一
之
上
者
、
無
二
別
儀
一
御
寺
領
等
被
レ
全
二
寺
務
一
、
可
レ
被
レ
致
二
御
祈
祷
精
誠
一
之
旨

所
二 仰
出
一 也
、
仍
執
達
如
レ 件
、

卯
天
文
廿
一月
廿
六
日

誠
祐

（
平
）

（
花
押
）

家
盛

（
遊
佐
）（
花
押
）

真
観
寺

納
所
禅
師

〔
史
料

12〕
畠
山
尚
誠
年
寄
奉
書
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

当
御
寺
領
之
事
、

近
年
如

意
軒

雖
二
知
行

候
一
、
徳
林
東
堂

依
二
御

申
一
被
レ
成
二
御

意

得
一 上
者
、
向
後
之
儀
聊
不
レ 可

レ 有
二 相

違
一 候
之
条
、
全
二 御
寺
務
一 可

レ 為
二 肝

要
一 候
、

恐
々
謹
言
、卯
月
廿
六
日

（
天
文
二
十
一
年
）

誠
平
左
衛
門
大
夫祐
（
花
押
）

家
遊
佐
越
中
守盛
（
花
押
）

真
観
寺

納
所
禅
師

両
史
料
か
ら
、
真
観
寺
の
徳
林
は
如

意
軒
に
よ
る
寺
領
の

不
知
行
に
つ
い
て
「
先
規
之

趣
」
を
尚
誠
に
訴
え
、
そ
の

解
決
を
求
め
て
お

り
、
こ
れ
ら
は
そ
の
結
果
発
給
さ
れ
た
こ

と
が
分
か
る
。
如

意
軒
に
つ
い
て
は
、
の
ち
天
文
二
十
四
年
の
畠
山

在
氏

判
物 （

�）の
中
で
真

観
寺
領
を

誤
っ
て
如

意
軒
に

与
え
た
と
あ
る
た
め
、
真
観
寺
の

既
得
権
益
を

侵
害
す
る

存

在
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
徳
林
が
訴
え
た
「
先
規
之
趣
」
と
は
、

如
意
軒
が
違
乱
す
る
領
地
が
元
来
は
真
観
寺
領
で
あ
っ
た
こ
と
だ
と
推
察
さ
れ
る
。

こ
の
時
期
は
、
前
年
の

遊
佐
長
教

暗
殺
以
降
、
政
長
流
の
権
力
が

不
安
定
化
す
る
時
期

戦国期河内国における三好氏権力の地域支配
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こ
と
が
分
か
る
。
一
方
で
、
木
沢
長
政
が
死
去
し
、
義
就
流
の
権
力
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
天

文
十
一
年
以
降
の
真
観
寺
支
配
に
つ
い
て
は
、
通
時
代
的
な
分
析
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
は
、
木
沢
長
政
が
死
去
し
た
天
文
十
一
年
以
降
の
政
長
流
に
よ
る
真
観
寺
支
配
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

ま
ず
は
、
天
文
十
四
年
（
一
五
四
五
）
、
政
長
流
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
、
真
観
寺
へ
の

段
米
以
下
臨
時
課
役
の
免
除
か
ら
確
認
す
る
。
こ
の
年
五
月
に
、
畠
山
氏
当
主
で
あ
る
稙

長
が
死
去
す
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
真
観
寺
へ
の
臨
時
課
役
免
除
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を

与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
史
料
７
〕
畠
山
氏
年
寄
奉
書
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

当
寺
段
米
其
外
臨
時
課
役
不
レ
混
二
自
余
一
之
儀
候
条
免
除
候
、
被
レ
成
二
其
意
一
全
可
レ

有
二 寺
納
一 旨
候
、
恐
々
謹
言
、

十
天
文
十
四一
月
廿
四
日

盛
知

（
平
）

（
花
押
）

快
敏

（
三
宝
院
）（
花
押
）

真
観
寺

〔
史
料
８
〕
遊
佐
長
教
年
寄
奉
書
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

当
寺
段
米
其
外
臨
時
之
課
役
以
下
、
任
二
先
々
旨
一
御
免
除
通
、
河
内
守

（
遊
佐
長
教
）

以
二
一
札
一

被
レ 申
候
、
猶
得
二 其
意
一 可

レ 申
之
由
候
、
恐
々
謹
言
、

十
天
文
十
四一
月
廿
八
日

匡
吉
益
甚
介弼
（
花
押
）

賢
萱
振
飛
騨
守継
（
花
押
）

真
観
寺御
侍
者
中

各
史
料
の
発
給
者
に
つ
い
て
確
認
す
る
と
、
〔
史
料
７
〕
に
見
え
る
平
盛
知
と
三
宝
院

快
敏
は
稙
長
の
年
寄
で
あ
り
、
〔
史
料
８
〕
の
吉
益
・
萱
振
両
氏
は
遊
佐
長
教
の
年
寄
で

あ
る
。
稙
長
死
後
間
も
な
い
時
期
、
諸
役
免
除
の
特
権
を
保
証
す
る
文
書
が
守
護
方
と
守

護
代
（
長
教
）
方
の
双
方
か
ら
発
給
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
真
観
寺
が
守
護
方
だ

け
で
な
く
、
長
教
か
ら
の
保
障
も
求
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
稙
長
死
後
間
も
な
い
不

安
定
な
時
期
で
あ
り
、
守
護
畠
山
氏
単
独
の
諸
役
免
除
の
安
堵
状
で
は
保
障
力
が
十
分
に

担
保
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
稙
長
家
臣
の
中
で
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
長
教
か
ら
の
保

証
を
同
時
に
獲
得
す
る
こ
と
で
、
真
観
寺
は
諸
役
免
除
の
実
効
性
を
よ
り
確
実
に
す
る
こ

と
を
狙
っ
た
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
両
者
の
安
堵
の
根
拠
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
長
教
の
意
を
奉
じ
た
〔
史
料

８
〕
で
は
単
に
「
任
先
々
旨
」
と
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
畠
山
氏
当
主
の
意
を
奉
じ
た

〔
史
料
７
〕
で
は
「
不
混
自
余
」
す
な
わ
ち
「
他
の
寺
社
と
は
異
な
る
」
こ
と
が
根
拠
に

さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
畠
山
氏
当
主
に
と
っ
て
特
別
な
由
緒
を
持
つ
こ
と
を
根
拠
に

保
障
す
る
こ
と
が
、
畠
山
氏
当
主
と
し
て
の
正
当
性
を
示
す
こ
と
に
結
び
つ
く
と
考
え
ら

れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
畠
山
氏
と
遊
佐
氏
の
権
力
の
あ
り
方
は
、
翌
天
文
十
五
年
に
な

る
と
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
次
の
〔
史
料
９
〕・〔
史
料

10〕
か
ら
分
か
る
。

〔
史
料
９
〕
遊
佐
長
教
書
状
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

当
寺
事
任

二
先
々
旨
一
、
臨
時
之
課
役
免
除
之
趣
、
旧
冬
以

二
一
札

一
申
候
之
処
、
給
人

等
迷
惑
之
由
、
達
而
致
レ 歎
候
、
雖
レ 然
徳
林

（
靖
叔
）数
日
御
在
城
種
々
承
儀
候
之
間
、
棟
別
・

堀
銭
・

悪
党

銭
之
事

令
二
免

許
一
候
、

向
後
臨
時
之
課
役
等
同

前
候
、
就
レ
其

毎
月

誕

生
日
可
レ
預
二
御

祈
念

一
由
、

芳
札

拝
見

本
望
候
、

弥
不

レ
可
レ
有
二
別
儀

一
候
、
自
然
当

寺
於
二
御

疎
略
一
者
、
長
教
存
分
次

第
之
由
、
得
二
堅
意
一
候
、

委
曲
由

上
弐
位

（
弘
舜
）

可
レ
被
レ

申
候
、
恐
々
謹
言
、

六
月
朔
日

（
天
文
十
五
年
）

長
教

（
遊
佐
）（
花
押
）

真
観
寺侍
者
御
中

〔
史
料

10〕
遊
佐
長
教
年
寄
奉
書
（『
真
観
寺
文
書
』）
（

�）

当
寺
臨
時
之
課
役
以
下
、
任
二
先
々
旨
一
御
免
除
之
通
、
去
年
河
内
守

（
遊
佐
長
教
）

以
二
一
札
一
雖
二

被
レ
申
候
一
、

棟
別
十
文

銭
・

堀
銭
等
、
寺
家
御
被

官
中
・
当

作
職

拾
町
分
御
免

許
、

尤
肝
要
存
候
、

於
二 両
人
一 不

レ 可
レ 有

二 如
在
一 候
、
恐
々
謹
言
、

岡 本 侑 樹
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れ
る
こ
と
を
見
越
し
て
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
節
（
（
Ⅲ
）
期
）
で
は
、
制
度

的
な
支
配
と
個
人
の
裁
量
に
よ
る
支
配
と
の
両
面
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
（
Ⅳ
）

期
の
支
配
で
は
制
度
的
な
側
面
が
確
認
さ
れ
ず
、
個
人
の
力
量
に
よ
る
支
配
が
行
わ
れ
て

い
た
と
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
〔
史
料
６
〕
傍
線
部
か
ら
、
長
慶
の
代
に
も
「
先
々
の
筋
目
」
つ
ま
り
先
例
に

よ
っ
て
扶
持
と
は
別
に
寺
納
分
は
納
め
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
安
見
宗
房
の
時

代
と
同
様
に
問
題
な
く
法
隆
寺
に
納
め
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
三
好
氏
は
、
第
一
節
で
み

た
よ
う
な
宗
房
が
独
自
に
法
隆
寺
を
保
護
し
て
弓
削
庄
を
支
配
し
て
い
た
状
態
を
あ
る
べ

き
支
配
体
制
と
捉
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
長
慶
は
そ
れ
を
先
例
と
し
て
弓
削
庄
の
支
配
を

行
い
、
さ
ら
に
そ
の
あ
り
方
が
阿
波
三
好
家
や
三
人
衆
に
よ
る
弓
削
庄
の
支
配
に
ま
で
引

き
継
が
れ
て
い
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
を
行
う
こ
と
で
、
宗
房
が
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
三
好
氏
は
守
護
職
な
ど
に
関
係
な
く
地
域
社
会
か
ら
の
期
待
を
集
め
、
そ
れ

が
河
内
に
お
け
る
権
力
化
に
結
び
付
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

小
括弓
削
庄
に
関
し
て
は
、
安
見
宗
房
に
よ
る
支
配
に
大
き
な
特
徴
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
。
宗
房
は
独
自
に
法
隆
寺
を
保
護
し
て
お
り
、
そ
の
弓
削
庄
支
配
は
宗
房
個
人
の
力
量

に
依
拠
す
る
部
分
が
大
き
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
が
、
宗
房
が
河
内
に
お

い
て
地
域
社
会
か
ら
の
期
待
を
集
め
、
権
力
化
し
た
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
Ⅲ
）
期
の
三
好
氏
に
よ
る
支
配
で
は
、
「
惣
国
之
書
立
」
や
「
在
々
諸
々
指
出
」
な
ど

制
度
的
支
配
が
確
認
で
き
、
畠
山
氏
に
よ
る
支
配
と
は
段
階
差
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
反

面
、
こ
の
よ
う
な
制
度
的
支
配
が
十
分
に
機
能
し
な
い
場
合
に
、
久
秀
な
ど
の
個
人
が
そ

の
補
完
に
当
た
る
体
制
も
備
え
て
お
り
、
（
Ⅲ
）
期
の
三
好
氏
に
よ
る
支
配
は
、
制
度
的

支
配
と
個
人
の
力
量
に
依
存
す
る
支
配
の
両
輪
で
機
能
し
て
い
た
。
一
方
で
法
隆
寺
の
側

か
ら
見
れ
ば
、
三
好
氏
の
支
配
下
で
は
複
数
の
地
域
支
配
担
当
者
が
弓
削
庄
の
支
配
に
関

わ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
自
ら
に
と
っ
て
最
も
有
効
と
考
え
る
提
訴
先
を
選
択
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
点
も
見
逃
せ
な
い
。
法
隆
寺
が
久
秀
を
頼
っ
た
背
景
に
は
、
こ
の
よ
う

な
当
該
期
の
三
好
氏
の
河
内
支
配
の
特
徴
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

続
く
（
Ⅳ
）
期
の
三
好
三
人
衆
に
よ
る
支
配
は
、
制
度
的
な
側
面
が
確
認
で
き
ず
個
人

の
力
量
に
よ
る
支
配
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
（
Ⅲ
）
期
の
三
好
氏
に
よ
る
支
配
と
は
変
化
し

て
い
る
。
石
成
友
通
家
臣
に
よ
る
公
用
銭
の
未
納
に
つ
い
て
、
法
隆
寺
が
阿
波
三
好
家
を

訴
訟
先
と
し
た
の
は
、
法
隆
寺
が
阿
波
三
好
家
の
力
量
を
頼
ん
で
提
訴
し
た
結
果
で
あ
る

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
三
章

真
観
寺
支
配
の
変
遷

本
章
で
は
、
渋
川
郡
に
所
在
す
る
真
観
寺
を
取
り
上
げ
る （

�）。
真
観
寺
は
臨
済
宗
南
禅
寺

派
の
寺
院
で
、
河
内
守
護
畠
山
満
家
を
開
基
と
し
て
応
永
十
七
～
二
十
一
年
（
一
四
一
〇

～
一
四
）
の
間
に
創
建
さ
れ
た
。
満
家
の

死
後
、
真
観
寺
は

彼
の

位
牌
所
に

位
置

づ
け
ら

れ
て
お
り
、
守
護
畠
山
氏
と

深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
真
観

寺
は
特
別
な
由

緒
を
持
つ
寺
院
で
あ
り
、
河
内
に
お
け
る
有
力
な

荘
園

領
主
で
あ
っ
た
こ

と
が

想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
真
観
寺
を
保
護
す
る
こ
と
は
、
地
域
社
会
か
ら

正
当
な

支
配
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
一

助
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
で
は
権
力
と
真
観
寺
と

の
関
係
を
分

析
し
、
真
観
寺
が
い
か
な
る
権
力
を
頼
っ
た
の
か
、
そ
し
て
、
そ
れ
に
権
力

側
が
対
応
す
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

第
一
節

政
長
流
畠
山
氏
に
よ
る
真
観
寺
支
配
の
変
化

天
文
十
年

ご
ろ
ま
で
の
真
観
寺
支
配
に
つ
い
て

小
谷

利
明
氏
は
、
「
守
護
の
一
国
の
安

堵
権
」
を

示
す
「

無
事
の
筋
目
」
に
よ
り
畠
山
氏
の
支
配
が
行
わ
れ
た
が
、
地
域
社
会
の

側
は

義
就

流
、

政
長

流
の
両
畠
山
氏
を

中
心
と
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
関
係
す
る
権
力
と

個
別
的
に

交
渉
を
行
う
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る （

�）。
小

谷
氏
の
指

摘
を

踏
ま

え
る
と
、

義
就

流
、

政
長

流
の

双
方
が
地
域
社
会
か
ら
保

障
先
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
た

戦国期河内国における三好氏権力の地域支配
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〔
史
料
５
〕
三
好
盛
政
書
状
（『
法
隆
寺
文
書
』）
（

�）

其
後
不

二
申
承
一
候
、
仍
坂
上
就
二
別
心

一
、
去
廿
四
日
ニ
至
二
田
原
表
一
罷
越
、
于
レ
今

在
陣
候
、
此
方
之
儀
無
二
異
儀
一
候
間
、
可
二
御
安
心
一
候
、
将
又
弓
削
庄
之
儀
、
此
間

随
分
申
候
、
大
略
可
二 相
究

一 候
間
、
此
書
状
到
着
次
第
ニ
可

レ 有
二 御
越
一 候
、
篠
右

（
篠
原
長
房
）・

三
向

（
三
好
長
逸
）・
同
山
入

（
三
好
康
長
）

其
外
何
も
八
ヶ
所
之
内
大
和
田
之
寺
内
ニ
逗
留
候
、
可

レ
被
レ
得
二
其

意
一 候
、
恐
々
謹
言
、

三
備

（
三
好
備
中
守
）

十
月
五
日

（
永
禄
十
年
）

盛
政
（
花
押
）

仙
学
坊床
下

こ
こ
で
盛
政
は
、
弓
削
庄
に
関
し
て
長
房
・
長
逸
・
康
長
が
い
る
大
和
田
（
茨
田
郡
北

部
）
ま
で
参
上
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
「
弓
削
庄
之
儀
」
に
つ
い
て
法
隆
寺

は
、
盛
政
を
通
し
て
阿
波
三
好
家
に
訴
訟
を
し
た
と
推
察
さ
れ
、
長
逸
や
阿
波
三
好
家
が

こ
の
件
に
つ
い
て
事
情
聴
取
を
行
お
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
今
回
の
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
弓
削
庄
之
儀
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
内
容
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
が
、〔
史
料
６
〕
で
あ
る
。

〔
史
料
６
〕
三
好
康
長
等
連
署
状
案
（『
法
隆
寺
文
書
』）
（

�）

「 （
別
筆
）

最
初
之
状
」

法
隆
寺
領
弓
削
庄
之
儀
、
先
々
以
二
筋
目
一
匠
作

（
三
好
長
慶
）御
時
も
寺
納
分
被
二
相
除
一
、
為

二
御

扶
持

一
被
二
出
置
一
候
、
今
度
之
事
も
友
通
数
篇
右
之
通
申
届
事
、
郡
兵
大
夫
ニ
堅
被

二

仰
理

一
、
如

二 安
見

（
宗
房
）時

一 寺
納
無
二 別
儀
一 可

レ 被
二 渡
置
一 事
肝
要
候
、
恐
々
謹
言
、

咲
斎

（
咲
岩
）

十
月
廿
一
日

（
永
禄
十
年
）

康
長

篠
右

（
篠
原
右
京
進
）

長
房

川
備

（
川
人
備
前
守
）

雅
長

三
向

（
三
好
日
向
守
）

長
逸

石
主

（
石
成
友
通
）

御
陣
所

こ
の
史
料
か
ら
、
法
隆
寺
の
訴
訟
は
郡
兵
大
夫
に
よ
る
違
乱
が
原
因
で
あ
り
、
関
連
史

料 （

�）か
ら
、
そ
れ
は
弓
削
庄
の
公
用
銭
を
未
進
し
て
い
る
件
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ

し
て
、
郡
兵
大
夫
が
石
成
友
通
の
家
臣
で
あ
っ
た
た
め
、
友
通
が
宛
先
に
な
っ
て
い
る
と

想
定
さ
れ
る （

�）。

こ
の
訴
訟
に
関
し
て
、
阿
波
三
好
家
の
三
好
康
長
・
篠
原
長
房
・
川
人
雅
長
だ
け
で
な

く
、
三
人
衆
の
一
人
・
三
好
長
逸
が
連
署
し
て
文
書
を
発

給
し
て
い
る

点
が

特
徴

的
で
あ

り
、
阿
波
三
好
家
と
三
人
衆
が

共
同
で
弓
削
庄
の
公
用
銭
未
進

へ
の

対
応
に

当
た
っ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
、
今
回
の
件
に
三
人
衆
の
一
人
で
あ
る
友
通
が
関

与
し
て
お

り
、
阿
波
三
好
家

単
独
の

権
限
を
越
え
る
案
件
で
あ
る
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。た
だ
し
、〔
史
料
５
〕
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
案
件
に
つ
い
て
法
隆
寺
と
の
取
次
を
担
っ

て
い
る
の
は
阿
波
三
好
家
の
盛
政
で
あ
る
。
三
好

本
宗
家
と
阿
波
三
好
家
の

両
者
に
よ
る

地
域

支
配
に
つ
い
て
、

天
野

氏
は
永
禄
八
年
の

摂
津

欠
郡
に
お
け
る
押
領
を

素
材
に
、
押

領
の
主

体
に

合
わ

せ
て
三
好

本
宗
家
・
阿
波
三
好
家
と

個
別
に

交
渉
し
て
い
た
こ
と
を

指

摘
し
て
い
る （

�）。
こ
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
三
好
三
人
衆
の
一
人
、
石
成
友
通
の
配
下
に
よ
っ

て
生
じ
た
問
題
で
あ
る
に
も
か
か

わ
ら

ず
、
盛
政
を
通
じ
て
阿
波
三
好
家
に
訴
え
ら
れ
て

い
る

点
は
、
違
乱
の
主

体
と

提
訴
先
が
異
な
る

点
で

重
要
で
あ
る
。

河
内
に
お
い
て
は
三

人
衆
方
に
よ
る
押
領
で
あ
っ
て
も
、
阿
波
三
好
家
を
通
じ
て
訴
訟
す
る
方
が

効
果

的
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
こ
の
よ
う
な

複
数
の

提
訴
先
が
あ
り
、
訴
訟

者
が
主

体
的
に

提
訴
先
を

選
択

で
き
る
あ
り
方
は
、

提
訴
し
た

権
力
が
持
つ

個
別

的
な

力
量
に
よ
っ
て
問
題

解
決
が

図
ら

岡 本 侑 樹
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河
内
出
兵
以
後
、
三
好
氏
は
急
激
に
領
国
を
拡
大
さ
せ
た
結
果
、
領
国
内
に
複
数
の
支

配
拠
点
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
地
域
社
会
の
側
は
そ
の
よ
う
な
状
況
を
利
用
し
、
自
ら

の
要
求
を
最
も
通
し
や
す
い
方
法
を
主
体
的
に
選
択
し
、
三
好
氏
に
訴
え
て
い
た
の
で
あ

る
。ま
た
、
法
隆
寺
へ
の
年
貢
未
進
に
関
し
て
長
久
と
は
別
に
、
長
慶
家
臣
で
あ
る
長
松
軒

淳
世
も
法
隆
寺
と
連
絡
を
取
っ
て
い
る
こ
と
が
次
の
〔
史
料
４
〕
か
ら
判
明
す
る
。

〔
史
料
４
〕
長
松
軒
淳
世
書
状
（『
法
隆
寺
文
書
』）
（

�）

返
々
弐
十
疋
送
被
レ
下
候
、
過
分
之
至
候
、
毎
度
御
懇
情
難
二
申
尽
一
候
、
此

外
不
レ 白
、

年
甫
嘉
祥
不
レ
可
レ
有
二
休
期
一
候
、
仍
弓
削
庄
之
事
、
久
秀

（
松
永
）

如
二
被
レ
申
候
一
、
扶
持
之

内
候
者
、
其
隠
有
間
敷
候
、
①
従
二
匠
作

（
三
好
長
慶
）一
不
レ
被
レ
申
候
共
、
虚
言
者
野
右

（
野
間
長
久
）不

レ
可
レ

被
レ
申
候
、
其
故
者
惣
国
之
書
立
、
在
々
所
々
指
出
等
無
レ
紛
、
堅
被
二
申
付
一
事
候
、

②
野
右
紛
申
候
共
、
久
秀
各
別
之
儀
迄
算 （
参
）合
有
事
候
、
可

二 御
心
安

一 候
、
③
何
も
又
々

京
都
へ
も
可

二 申
上
一 候
、
涯
分
可

レ 致
二 馳
走

一 候
、
④
匠
作
事
諸
事
紛
不

レ 被
レ 申
候
条
、

其
段
乍

レ
恐
拙
者
可

レ
有
二
御
任

一
候
、
野
右
所
へ
も
可

二
申
遣

一
候
、
尚
々
使
僧
可
レ
有
二

御
申
一 候
、
恐
々
謹
言
、

長
松
軒

正
月
五
日

（
永
禄
七
年
）

淳
世
（
花
押
）

法
隆
寺
年
会御
房
御
返
報

ま
ず
傍
線
部
①
に
注
目
す
る
と
、
久
秀
の
説
明
通
り
と
し
た
上
で
、
長
慶
か
ら
直
接
の

命
令
が
な
く
と
も
、
野
間
長
久
は
嘘
を
申
さ
な
い
、
す
な
わ
ち
必
ず
年
貢
を
納
め
る
よ
う

対
応
す
る
。
そ
の
理
由
は
「
惣
国
之
書
立
」
や
「
在
々
所
々
指
出
」
な
ど
を
も
と
に
年
貢

の
徴
収
を
堅
く
命
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
惣
国
之
書
立
」
は
河
内
一
国

の
所
領
の
帳

面
、
「
在
々
所
々
指
出
」
は
所
領
の
在
地
に
つ
い
て
の
報

告
で
あ
り
、

両
者

で
河
内
一
国

全
体
の
所
領
目

録
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と

思
わ

れ
る
。

管
見
の

限
り
、
こ

れ
以

前
に
河
内
一
国

規
模
の
所
領
目

録
の

類
が

確
認
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
、

こ
れ
ら
を

基
準
に
年
貢
な
ど
を
安

定
的
に

荘
園
領
主
に
納
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、

三
好
氏
が

個
人
的
な

権
力
や

力
量
に

左
右
さ

れ
な
い

制
度
的
な
支
配
を

行
う

志
向
を
持
っ

て
い
る
点
で
、
三
好
氏
の
地
域
支
配
の
独
自
性
と
し
て
評
価
で
き
る
。

一
方
、
傍
線
部
②
で

仮
に
長
久
が
い
い

加
減
な
こ
と
を
言
っ
て
も
久
秀
が

考
慮
す
る
こ

と
を
示
唆
し
た
り
、
他
に
も
長
松
軒
淳
世
が
京
都
へ
の
伝
達
を
申
し
出
た
り
（
傍
線
部
③
）、

長
慶
の
命
令
も

想
定
す
る
（
傍
線
部
④
）
な
ど
、
そ
の
よ
う
な

制
度
的
な
支
配
が

機
能
し

な
い

場
合
も

予
め

想
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

円
滑
に
支
配
が

行
わ

れ
る
た
め
に
、

権
力

上
層
に
位
置
す
る
個

人
に
依
拠
す
る
面
も
依
然
大
き
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

同
じ
弓
削
庄
に

お
け
る
支
配
で
あ
っ
て
も
、
所
領
の
帳

面
の
作

成
な
ど

制
度
的
な
支
配

が
行
わ

れ
て
い
る
三
好
氏
の
支
配
は
、
明
ら
か
に

畠
山
氏
の
支
配
と
は
段

階
差
が

見
ら

れ

る
。
こ
の
よ
う
な
支
配
の

差
は
、

単
一
の

権
力
と
し
て
、
河
内
一
国
を

実
効
的
に
支
配
で

き
て
い
た
か
の

差
に
よ
っ
て

生
み
出
さ

れ
た
も
の
と

考
え
ら

れ
る
。

第
一

章
で

み
た
よ
う

に
、

天
文
年
間
以

降
の

両
畠

山
氏
は
二

派
に
分

裂
し
不
安

定
で
あ
り
、
河
内
一
国
で
帳

面

な
ど
を
通
し
た
地
域
社
会
の

把
握
が
可

能
な

ほ
ど
安

定
し
て
い
な
か
っ
た
。
一
方
、
（

Ⅲ
）

期
の
三
好
氏
は
河
内
一
国
を

実
効
的
に
支
配
し
て

お
り
、
そ
の
よ
う
な
安

定
的
な
状
況
の

も
と
で
制
度
的
な
支
配
が
試
み
ら
れ
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

制
度
的
な
支
配
を

行
う
体

制
が
あ
っ
た

反
面
で
、
そ

れ
が
う
ま
く

機
能
し
な

い
場
合
に
は
久
秀
な
ど

個
人
の

力
量
に
よ
っ
て
、
そ
の

機
能
不

全
を

補
う
体

制
が
と
ら

れ

て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
法
隆
寺
も
久
秀

個
人
の

影
響

力
の
大

き
さ
を

頼
っ
て
、
久
秀
に

提

訴
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
、
当
該
期
の
三
好
氏
権
力
の
特
徴
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
。

第
三
節

（
Ⅳ
）
期
の
三
好
三
人
衆
に
よ
る
支
配

本
節
で
は
、
（

Ⅳ
）
期
の
弓
削
庄
支
配
に
つ
い
て
、
永
禄
十
年
（
一
五

六
七
）
の
事

例
を

も
と
に

検
討
す
る
。
次
の
〔
史
料

５
〕
は
、

阿
波
三
好
家
の
家
臣
で
あ
る
三
好

盛
政
が
、

法
隆
寺
の
関
係
者
と
考
え
ら
れ
る
「
仙
学
坊
」
に
対
し
て
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
。

戦国期河内国における三好氏権力の地域支配

91

八
五



し
か
し
、
単
に
課
役
の
納
入
を
請
け
負
っ
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
こ
と
が
、
〔
史
料
２
〕

か
ら
分
か
る
。

〔
史
料
２
〕
安
見
宗
房
書
状
（『
法
隆
寺
文
書
』）
（

�）

御
札
令
二
拝
見
一
候
、
仍
弓
削
庄
御
公
用
之
儀
、
先
度
以
二
木
村

一
被
二
申
入
一
候
、
当
国

日
損
以
外
ニ
候
、
取
分
彼
庄
之
儀
者
皆
損
之
仕
入
候
之
間
、
千
疋
運
上
可

レ
申
由
、

下
代
以
下
申
事
ニ
候
、
雖

レ
然
致

レ
弁
者
、
弐
千
疋
渡
申
候
、
今
五
百
疋
者
、
御
太
子

へ
之
為
二
御
祈
祷
一
、
自
分
ニ
参
候
、
弥
御
祈
念
可
レ
為
二
本
望
一
候
、
将
又
自
余
之
施

物
弐
百
疋
御
使
へ
渡
申
候
、
猶
得
レ
意
可
二
申
入

一
候
間
、
不
レ
能
二
一
二
一
候
、
恐
々
謹

言
、

十
一
月
十
八
日

宗
房

（
安
見
）（
花
押
）

（
切
封
墨
引
）

本
史
料
も
、
天
文
末
年
か
ら
永
禄
初
年
の
三
好
氏
入
国
前
に
比
定
さ
れ
る
。
傍
線
部
に

着
目
す
る
と
、
こ
の
年
、
弓
削
庄
で
は
日
損
に
よ
っ
て
作
物
が
皆
損
し
て
公
用
が
調
達
で

き
ず
、
不
足
分
の
公
用
の
代
わ
り
と
し
て
宗
房
の
下
代
な
ど
が
千
疋
を
寺
納
す
る
よ
う
求

め
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
宗
房
は
下
代
が
不
足
分
と
し
て
納
め
る
よ
う
求

め
た
千
疋
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
倍
に
当
た
る
二
千
疋
を
法
隆
寺
に
提
供
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
祈
祷
料
と
し
て
五
百
疋
も
個
人
と
し
て
法
隆
寺
に
提
供
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行

為
は
、
不
足
し
た
公
用
を
補
填
す
る
と
い
う
単
な
る
代
官
と
し
て
の
職
務
履
行
の
範
疇
を

越
え
て
お
り
、
宗
房
個
人
が
積
極
的
に
法
隆
寺
に
便
宜
を
は
か
る
姿
勢
を
示
し
て
い
た
も

の
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

当
該
期
の
宗
房
が
、
河
内
下
郡
代
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
宗
房
の
行
動
は
下
郡
代
と
い
う
「
役
職
」
に
基
づ

く
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
財
力
を
も
と
に
独
自
に
行
っ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
こ
の
時
期
の
弓
削
庄
支
配
は
、
宗
房
個
人
の
力
量
に
よ
る
所
が
大
き
か
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
宗
房
の
急
激
な
権
力
化
の
背
景
に
は
、
独
自
に
寺
社
を
保
護
す
る
こ
と
で
、

地
域
社
会
の
支
持
を
集
め
て
い
っ
た
点
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

（
Ⅲ
）
期
の
三
好
氏
に
よ
る
支
配

第
二
節
で
は
、
そ
の
後
の
三
好
氏
入
国
後
に
あ
た
る
（
Ⅲ
）
期
を
対
象
に
、
三
好
氏
に
よ

る
弓
削
庄
支
配
の
あ
り
方
か
ら
、
三
好
氏
の
地
域
支
配
の
特
徴
に

つ
い
て

検
討
し
て
い
き

た
い
。

〔
史
料
３
〕
法
隆
寺
某
書
状
（『
法
隆
寺
文
書
』）
（

�）

尚
々
先
日
之
御
返
報
、
慥
霜
台

（
松
永
久
秀
）へ
届
申
候
、

度
々
申
入
候
、
弓
削
庄
両
年
分
之
年
貢
、
于
レ
今
一
粒
無
二
運
上
一
候
、
先
七
堂
伽
藍

灯
明
忽
以
及

二
底
渕
一
候
、
冥
慮
無
二
勿
体
一
候
、
則
当
秋
之
年
貢
従
二
少
弼

（
松
永
久
秀
）

殿
一
可
二
押

置
一
之
由
被
二
仰
出
一
候
間
、
其
趣
彼
庄
内
之
下
百
姓
等
仁
申
付
候
、
可
レ
被
レ
成
二
其
御

意
得
一
候
、
猶
委
細
御
報
預
示
候
、
則
少
弼
殿

（
松
永
久
秀
）

へ
可

レ
遣
候
、
猶
言
伝
可
二
申
入
一
候
、

恐
々
謹
言
、十
月
十
六
日

（
永
禄
六
年
）

□ 法
隆
寺□

野
間

（
長
久
）殿
御
宿
所

法
隆
寺
は
久
秀
か
ら
弓
削
庄
の
年
貢
を
「
押
置
」

つ
ま
り
自
ら
の
手
許
に

抱
え
置
く
よ

う
命

じ
ら
れ
、
法
隆
寺
は
そ
の

旨
を
弓
削
庄
の
百
姓
な
ど
に
伝
え
て
い
る
。
法
隆
寺
は
、

そ
の
こ
と
を

飯
盛

城
の
野
間
長
久
に
伝
え
た
上
で
、
長
久
の
返
事
を
求
め
、
そ
れ
を
自
ら

久
秀
に
送
る
と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
法
隆
寺
は
弓
削
庄
で

発
生
し
た
年
貢
の

滞
納
に

際
し
て
久
秀
に

解
決
を
求
め

て
実

際
に

指
示
を

受
け
て
、
そ
れ
を

根
拠
に
長
久
に

働
き
か
け
て
い
る
。
河
内
国
内
に
は

支
配

拠
点
と
し
て

飯
盛

城
が

存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
隆
寺
が
ま
ず

最
初
に

多
聞

城
の
久
秀
に
提

訴
し
た

理
由
は
、
法
隆
寺
と

多
聞

城
が

同
じ
大

和
国
内
で
あ
る

関
係

性
に

頼
り
、
久
秀
に
よ
る

口
添
え
を
求
め
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
法
隆
寺
の

側
が
、
一

番
有

利
な
提

訴
先
を

選
択
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
長
久
と
も

連
絡
を
と
っ
て
い
る
の
は
、

弓
削
庄
に
お
い
て
年
貢
の
徴

収
・
納
入
を

担
当
し
て
い
る
の
が
長
久
で
あ
る
か
ら
と

思
わ

れ
る
。
（

表
１
を

確
認
す
る
と
、

№

126か
ら

131に
か
け
て
野
間
長
久
は
法
隆
寺
に
対
し
て

不
足
し
た
公
用
銭
を
納
め
て
い
る
。）

岡 本 侑 樹
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河
内
を
没
落
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
長
流
の
地
域
支
配
が
確
認
さ
れ
た
。

第
一
章
で
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
当
該
期
の
河
内
で
は
実
効
支
配
を
行
っ
て
い
る
権

力
が
不
安
定
に
な
る
と
、
相
対
的
に
他
の
権
力
へ
の
保
障
の
要
請
が
高
ま
る
傾
向
が
確
認

で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
傾
向
を
最
も
効
果
的
に
利
用
し
た
の
が
三
好
氏
で
あ
る
。
三
好
氏

は
河
内
出
兵
に
よ
り
ま
ず
軍
事
的
保
障
力
を
期
待
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
（
Ⅲ
）
期
に
経
済

的
支
配
や
地
域
社
会
に
お
け
る
秩
序
の
維
持
な
ど
に
も
役
割
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
。
一
方

で
、
三
人
衆
と
久
秀
に
分
裂
し
て
権
力
が
不
安
定
に
な
る
時
期
に
は
、
地
域
支
配
へ
の
関

与
が
確
認
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
域
社
会
か
ら
の
要
請
に
応
え
て
急
激
に
河

内
支
配
を
拡
大
さ
せ
て
い
く
反
面
、
地
域
社
会
か
ら
の
要
請
が
無
く
な
る
と
権
力
が
不
安

定
に
な
り
、
地
域
支
配
が
後
退
し
て
し
ま
う
点
が
三
好
氏
権
力
の
特
徴
で
あ
る
と
評
価
で

き
る
。

第
二
章

弓
削
庄
支
配
の
変
遷

第
一
章
で
は
、
数
量
的
分
析
に
よ
り
当
該
期
の
三
好
氏
と
両
畠
山
氏
の
河
内
支
配
の
実

態
を
分
析
し
た
。
引
き
続
い
て
、
本
章
お
よ
び
次
章
で
は
そ
れ
ぞ
れ
弓
削
庄
と
真
観
寺
を

取
り
上
げ
、
具
体
的
な
史
料
に
即
し
て
地
域
社
会
と
の
関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
両
者
の
河

内
支
配
の
変
遷
や
具
体
的
な
支
配
の
中
身
な
ど
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
。

本
章
で
は
、
渋
川
郡
に
所
在
す
る
弓
削
庄
に
つ
い
て
、
史
料
が
残
存
す
る
（
Ⅱ
）
期
か

ら
（
Ⅳ
）
期
ま
で
そ
の
支
配
の
移
り
変
わ
り
を
分
析
す
る
。
弓
削
庄
は
大
和
国
法
隆
寺
の

荘
園
で
あ
り
、
守
護
畠
山
氏
の
下
で
は
、
公
文
職
で
あ
る
鵤
氏
が
支
配
に
当
た
っ
て
い
た
。

し
か
し
、
十
六
世
紀
中
頃
よ
り
、
法
隆
寺
へ
の
年
貢
な
ど
の
上
納
は
滞
り
、
不
知
行
と
な
っ

て
い
た （

�）。
こ
の
よ
う
に
維
持
が
困
難
で
あ
っ
た
弓
削
庄
に
つ
い
て
、
法
隆
寺
が
い
か
な
る

権
力
に
提
訴
し
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
と
ら
れ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
当
該
期
の
河

内
支
配
の
一
側
面
を
分
析
す
る
有
効
な
手
段
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
一
節

安
見
宗
房
に
よ
る
弓
削
庄
の
支
配

ま
ず
、
三
好
氏
入
国
以
前
に
あ
た
る
（
Ⅱ
）
期
の
弓
削
庄
支
配
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

表
１
か
ら
（
Ⅱ
）
期
の
弓
削
庄
に
関
す
る
史
料
を
抽
出
す
る
と
、
№

56、

63～

65お
よ
び

天
文
末
年
か
ら
永
禄
初
期
に
比
定
さ
れ
る
№

165～

167、

176～

179で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
史
料

の
発
給
者
は
全
て
畠
山
氏
関
係
者
で
あ
り
、
弓
削
庄
の
支
配
が
畠
山
氏
に
よ
っ
て
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
今
回
は
、
そ
の
中
で
も
特
に
安
見
宗
房
の
活
動
に
注
目
し
た
い
。

そ
こ
で
ま
ず
、
弓
倉
氏
の
研
究 （

�）を
も
と
に
宗
房
の
概
要
を
整
理
す
る
。

宗
房
は
守
護
代
遊
佐
長
教
の
家
臣
と
し
て
活
動
し
、
江
口
合
戦
後
は
河
内
下
郡
代
と
し

て
北
河
内
を
支
配
し
た
と
さ
れ
て
お
り
、
天
文
末
年
か
ら
弘
治
年

間
に
か
け
て
大
き
く
権

力
を

伸
長
さ
せ
た
。
し
か
し
、
後
に
三
好
氏
と
対

立
し
、
永
禄
三
年
の
三
好
氏
に
よ
る
河

内
侵

攻
を

招
く
。
こ
の
こ
と
を

念
頭
に

置
く
と
、
三
好
氏
に
よ
る
弓
削
庄
支
配
の
検
討
に

あ
た
っ
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
宗
房
の
支
配
を
踏
ま
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

次
の
〔
史
料
１
〕
は
、
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
に
宗
房
が
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
史
料
１
〕
安
見
宗
房
書
状
（『
法
隆
寺
文
書
』）
（

�）

尚
々
如

二 先
々

一 可
二 申

付
一 候

之
間
、
小
反
物
等
之
儀
、
不

レ 可
レ 有

二 別
儀

一 候
、

渋
川
郡
弓
削
庄
法
隆
寺

御
公
用

米
請

進 （
カ
）儀
、

更
以
不

レ
可

レ
有

二
別

儀
一
候
、

猶
繁

田
内

左
衛
門
尉
可

レ 申
候
、
恐
々
謹
言
、

十
天
文
十
八二

月
十
五
日

宗
房

安
見
与
兵
衛
尉（

花
押
）

多
聞
院

正
蔵
院

御
内
宿
中

天
文
十

八
年
に
お
け
る
宗
房
は
、
河
内
守
護
代
で
あ
る
遊
佐
長
教
の
家
臣
と
し
て
活
動

し
て
い
た
。
本
史
料
に
お
い
て
、
宗
房
は
弓
削
庄
の
公
用

米
と

小
反

物
（
公
事
の
一

種
と

思
わ
れ
る
）
に
つ
い
て
、

問
題
な
く
寺
納
す
る
こ
と
を

多
聞

院
・

正
蔵

院
（
い
ず
れ
も
法

隆
寺
の

子
院
で
あ

ろ
う
）
に
保

証
し
て
い
る
。
宗
房
は
弓
削
庄
に
お
い
て
、

課
役
の
納
入

に
関
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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内
を
支
配
す
る
体
制
が
整
備
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
表

12か
ら
三
好
氏
発
給
文
書
の
内
容
に
つ
い
て
見
る
と
、
安
堵
、
違
乱
・
押

領
停
止
、
未
進
対
処
な
ど
（
Ⅲ
）
期
と
の
共
通
性
が
あ
り
、
支
配
体
制
を
確
立
さ
せ
て
か

ら
は
、
三
好
氏
は
引
き
続
き
地
域
社
会
か
ら
保
障
力
・
強
制
力
を
期
待
さ
れ
、
地
域
社
会

の
秩
序
の
維
持
に
当
た
っ
て
い
る
。
ま
た
発
給
地
域
で
あ
る
が
、
特
に
交
野
・
渋
川
・
若

江
の
三
郡
に
全
十
二
点
の
う
ち
十
一
点
が
集
中
し
、
河
内
北
・
中
部
に
偏
り
が
あ
る
こ
と

が
特
筆
さ
れ
る
。

他
方
で
、
表

13

で
整
理
し
た
政
長

流
に
つ
い
て
も
、

安
堵
や
相
論
に
関

す
る
文
書
が
発
給

さ
れ
て
お
り
、
政

長
流
の
保
障
力
や

裁
許
権
に
対
す
る

地
域
社
会
か
ら
の

期
待
が
、
（
Ⅲ
）

期
に
比
べ
る
と
回

復
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
た
だ

し
、
こ
れ
ら
の
対

象
地
域
を
確
認
す

る
と
、
そ
の
大
多

数
が
錦
部
郡
に
発

給
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
す
で
に
弓

倉
弘
年
氏
は
、
三
好
氏
の
河
内
支
配
が
順
調
に
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
遊
佐
信
教
が

金
剛
寺
・
観
心
寺
に
判
物
を
発
給
す
る
な
ど
、
畠
山
氏
が
南
河
内
で
権
力
を
行
使
し
て
い

た
と
指
摘
し
て
い
る
が （

�）、
政
長
流
に
よ
る
地
域
社
会
の
秩
序
維
持
は
錦
部
郡
で
の
み
行
わ

れ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
茨
田
郡
内
の
土
地
を
宛
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
茨
田
郡
内

に
所
領
を
維
持
し
て
い
た
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
。

長
慶
の
死
後
、
阿
波
三
好
家
も
巻
き
込
ん
で
三
好
三
人
衆
と
久
秀
が
対
立
し
た
こ
と
で
、

三
好
氏
は
当
初
（
Ⅲ
）
期
に
見
ら
れ
た
よ
う
に
安
定
的
に
河
内
を
支
配
で
き
な
く
な
っ
た
。

し
か
し
、
永
禄
九
年
の
和
平
を
契
機
に
三
人
衆
が
体
制
を
立
て
直
し
た
こ
と
で
、
特
に
河

内
北
・
中
部
を
中
心
に
河
内
の
お
お
よ
そ
の
地
域
は
三
好
氏
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
錦
部
郡
は
三
好
氏
で
は
な
く
政
長
流
が
保
障
や
裁
判
を
求
め
ら
れ
、

政
長
流
に
よ
る
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
。
（
Ⅳ
）
期
全
体
を
通
し
て
見
る
と
、
三
好
氏
と

畠
山
氏
の
地
域
支
配
は
地
域
的
に
分
離
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

小
括第
一
章
で
は
、
三
好
氏
と
畠
山
氏
に
注
目
し
、
文
書
の
発
給
数
お
よ
び
そ
の
内
容
・
地

域
か
ら
河
内
支
配
の
変
遷
を
確
認
し
た
。
（
Ⅰ
）
期
に
義
就
流
・
政
長
流
の
双
方
が
広
域

的
な
地
域
支
配
を
行
っ
て
い
た
段
階
か
ら
政
長
流
が
集
中
的
に
地
域
支
配
を
担
う
よ
う
に

変
化
し
、
そ
れ
は
三
好
氏
が
本
格
的
に
河
内
に
出
兵
す
る
（
Ⅱ
）
期
の
終
盤
ま
で
継
続
し

た
。
一
方
、
義
就
流
は
（
Ⅰ
）
期
に
河
内
を
没
落
し
た
こ
と
で
、
一
時
的
な
権
利
保
証
は

行
い
得
て
も
、
継
続
的
な
河
内
の
実
効
支
配
は
不
可
能
と
な
っ
た
。

対
照
的
に
、
（
Ⅱ
）
期
の
河
内
出
兵
以
後
、
三
好
氏
に
権
力
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。

河
内
出
兵
に
伴
う
禁
制
発
給
に
よ
る
軍
事
的
保
障
を
梃
子
に
し
て
、
（
Ⅲ
）
期
に
は
恒
常

的
な
地
域
社
会
の
秩
序
維
持
を
行
う
ま
で
に
支
配
権
を
拡
大
さ
せ
た
。
（
Ⅳ
）
期
で
は
、

当
初
三
好
氏
の
支
配
は
確
認
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
畿
内
で
の
大
規
模
な
和
平
が

成
立
す
る

永
禄
九
年
中

頃
を

境
と
し
、
三
好
氏
の
地
域
支
配
が

再
開
し
て
中
心
的

役
割
を

果
た
す
よ

う
に
な
る
。
た
だ
し
、（
Ⅲ
）
期
・（
Ⅳ
）
期
で
も
石
川
郡
・
錦
部
郡
の
河
内
最
南
部
で
は
、

岡 本 侑 樹
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表
２
か
ら
、
全
発
給
文
書
の
う
ち
七
割
以
上
が
三
好
氏
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
両
畠
山
氏
に
つ
い
て
は
、
義
就
流
の
地
域
支
配
に
関
わ
る
文
書
の
発
給
は
な
く
、

政
長
流
に
つ
い
て
も
点
数
が
大
幅
に
減
少
し
、
全
発
給
文
書
の
う
ち
一
割
以
下
の
割
合
ま

で
低
下
し
て
い
る
。
以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
畠
山
氏
に
代
わ
っ
て
三
好
氏
が
広
域
的

な
河
内
支
配
を
行
っ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。

そ
こ
で
、
三
好
氏
と
政
長
流
を
対
象
に
内
容
・
地
域
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
た
い
。

表

10か
ら
明
ら
か

な
よ
う
に
、
三
好

氏
は
（
Ⅲ
）
期
に

な
る
と
河
内
の
広

範
囲
を
対
象
と
す

る
文
書
を
発
給
し

て
い
る
。
ま
た
内

容
を
（
Ⅱ
）
期
と

比
較
す
る
と
、
禁

制
だ
け
で
な
く
安

堵
、
未
進
対
処
、

課
役
賦
課
・
免
除

な
ど
も
見
ら
れ
る
。

（
Ⅲ
）
期
に
は
、

三
好
氏
の
河
内
支

配
が
軍
事
的
保
障

だ
け
で
な
く
社
会

的
・
経
済
的
な
地

域
支
配
に
ま
で
拡

大
し
て
い
る
と
評

価
で
き
る
。
対
照
的
に
、
政
長
流
の
発
給
文
書
に
つ
い
て
は
河
内
南
部
の
石
川
郡
・
錦
部

郡
へ
の
安
堵
・
禁
制
・
諸
役
免
除
な
ど
の
定
書
が
確
認
で
き
る
が
、
（
Ⅱ
）
期
ま
で
の
支

配
が
確
認
さ
れ
た
範
囲
に
比
べ
る
と
縮
小
し
て
い
る
と
言
え
る
（
表

11参
照
）。

こ
の
よ
う
な
変
化
の
背
景
と
し
て
、
（
Ⅲ
）
期
の
始
ま
り
に
当
た
る
永
禄
三
年
十
一
月

ご
ろ
に
長
慶
が
居
城
を
飯
盛
城
に
移
し
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
長
慶
が
飯
盛
城
を
居
城

と
し
た
こ
と
で
三
好
氏
へ
の
提
訴
が
容
易
に
な
る
と
と
も
に
、
三
好
氏
も
積
極
的
に
河
内

の
地
域
社
会
に
お
け
る
問
題
に
介
入
で
き
、
三
好
氏
の
河
内
支
配
が
地
域
社
会
に
浸
透
す

る
上
で
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
る
と
、
高
屋
城
を
没
落
し
た
政
長
流
は
河
内
の
広
域
的
な
地
域
支

配
権
を
喪
失
し
、
代
わ
っ
て
三
好
氏
が
河
内
の
広
域
的
な
実
効
支
配
を
行
う
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
が
分
か
る
。

（
Ⅳ
）
期
（
№

133～

159）

こ
の
時
期
も
政
長
流
は
河
内
に
お
い
て
断
続
的
に
軍
事
行
動
は
行
う
も
の
の
、
河
内
を

実
効
支
配
し
て
い
た
の
は
三
好
本
宗
家
と
阿
波
三
好
家
で
あ
っ
た
。

表
２
か
ら
、
三
好
氏
に
よ
る
文
書
発
給
は
継
続
し
て
い
る
上
で
、
（
Ⅲ
）
期
に
減
少
し

て
い
た
政
長
流
に
よ
る
文
書
発
給
数
が
、
三
好
氏
と
同
程
度
ま
で
再
び
増
加
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
両
者
に
つ
い
て
、
時
期
的
な
傾
向
と
発
給
地
域
お
よ
び
そ
の
内

容
を
詳
細
に
分
析
し
た
い
。

表
１
か
ら
は
、
永
禄
九
年
ご
ろ
を
境
と
し
て
、
そ
れ
以
前
は
政
長
流
の
発
給
文
書
し
か

見
え
ず
、
対
照
的
に
そ
れ
以
降
は
三
好
氏
の
発
給
文
書
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
永
禄
九
年
ご
ろ
に
大
き
な
画
期
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
馬
部
隆

弘
氏
に
よ
る
と
、
対
立
し
て
い
た
三
好
三
人
衆
と
畠
山
氏
を
含
め
て
畿
内
全
域
を
巻
き
込

ん
だ
大
規
模
な
和
平
交
渉
が
永
禄
九
年
六
月
ご
ろ
に
始
ま
り
、
年
内
に
は
そ
れ
が
ま
と
ま
っ

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る （

�）。
こ
れ
に
よ
り
、
三
人
衆
と
久
秀
方
に
分
裂
し
て
不
安
定
で

あ
っ
た
三
好
氏
の
権
力
が
、
三
人
衆
が
主
導
す
る
形
で
一
時
的
に
安
定
し
、
三
好
氏
が
河
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代
に
集
中
し
、
永
禄
元
年
四
月
の
畠
山
尚
誠
の
安
堵
状
を
最
後
に
表
１
で
は
確
認
で
き
な

く
な
る
。
ま
た
、
義
就
流
は
、
表
２
で
の
割
合
が
約
二
割
ま
で
大
幅
に
減
少
し
て
い
る
。

次
に
両
者
の
発
給
文
書
の
内
容
・
地
域
を
詳
細
に
検
討
す
る
。
表
９
に
整
理
し
た
政
長

流
は
、
安
堵
、
未
進
対
処
や
課
役
賦
課
・
免
除
な
ど
多
様
な
文
書
が
存
在
し
、
河
内
中
部

に
六
点
（
高
安
郡
二
点
・
渋
川
郡
四
点
）
、
河
内
南
部
の
錦
部
郡
に
七
点
発
給
さ
れ
て
お

り
、
河
内
中
・
南
部
に
か
け
て
文
書
を
発
給
し
て
い
る
。
一
方
で
表
８
に
み
え
る
義
就
流

は
内
容
が
安
堵
に
偏
っ
て
お
り
、
か
つ
地
域
的
に
見
て
も
渋
川
郡
に
集
中
し
て
発
給
さ
れ

て
い
る
（
十
点
中
九
点
が
渋
川
郡
で
あ
る
）。

こ
の
よ
う
な
両
者
の
相
違
点
は
、
当
該
期
の
政
長
流
の
政
治
情
勢
と
密
接
に
関
わ
っ
て

い
る
。
（
Ⅰ
）
期
よ
り
河
内
支
配
の
中
心
で
あ
っ
た
政
長
流
で
は
、
天
文
二
〇
年
五
月
に

遊
佐
長
教
が
暗
殺
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
萱
振
氏
等
の
粛
清
、
当
主
高
政
と
安
見
宗
房
と
の

不
和
と
そ
れ
に
よ
る
高
政
の
没
落
な
ど
に
よ
り
、
政
長
流
の
権
力
は
一
時
的
に
不
安
定
に

な
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
没
落
し
て
い
た
義
就
流
の
保
障
力
へ
の
期
待
が
回

復
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
表
１
の
中
で
長
教
暗
殺
後
に
義
就
流
の
文
書
が
一
時
的

に
増
加
し
た
り
、
表
８
に
お
い
て
渋
川
郡
へ
の
安
堵
に
関
係
す
る
文
書
が
集
中
し

て
み
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
情
勢
を
反
映
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
高
政
は
三
好
氏
の
力
を
借
り
て
勢
力
を
回
復
し
、
永
禄
二
年
八
月
に
三
好

氏
の
援
護
の
も
と
高
屋
城
へ
の
復
帰
を
果
た
す
。
表
１
を
見
る
と
、
高
政
の
高
屋

城
へ
の
復
帰
後
は
、
畠
山
氏
の
文
書
発
給
は
政
長
流
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
が
分
か
る
。

（
Ⅰ
）
期
で
河
内
支
配
を
拡
大
さ
せ
た
政
長
流
は
、
（
Ⅱ
）
期
も
河
内
支
配
に
お

け
る
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
し
か
し
、
長
教
暗
殺
に
よ
り
権
力
が
不

安
定
化
し
た
こ
と
で
、
義
就
流
は
限
定
的
で
は
あ
る
が
、
地
域
社
会
か
ら
再
び
保

障
を
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
後
、
三
好
氏
の
協
力
に
よ
り
政
長
流
は
復

権
す
る
が
、
三
好
氏
と
敵
対
し
た
結
果
、
そ
の
河
内
侵
攻
を
招
き
、
そ
れ
を
機
に

三
好
氏
が
河
内
に
お
い
て
軍
事
的
保
障
を
要
請
さ
れ
る
こ
と
で
、
一
気
に
勢
力
を

拡
大
さ
せ
た
と
言
え
る
。

（
Ⅲ
）
期
（
№

99～

132）

（
Ⅲ
）
期
の
河
内
は
、
そ
の
大
半
が
三
好
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
。
他
方
で
、

こ
の
時
期
の
政
長
流
は
河
内
を
没
落
し
て
い
た
時
期
が
長
く
、
河
内
を
実
効
支
配

は
で
き
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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を
発
給
し
、
そ
の
内
容
も
安
堵
や
課
役
賦
課
・
免
除
な
ど
を
中
心
に
多
様
で
あ
る
。
長
政

存
命
期
は
、
広
く
河
内
一
帯
で
両
畠
山
氏
に
よ
る
地
域
社
会
の
秩
序
の
維
持
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
こ
の
期
間
の
特
徴
と
し
て
「
河
内
半
国
体
制
」
が
挙
げ
ら

れ
る
こ
と
は
先
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
表
１
の
№

25～

28に
関
し
て
、
同
じ
事
案
に
対
し

て
義
就
流
・
政
長
流
双
方
か
ら
の
発
給
文
書
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
が
河
内
に
「
半
国
体

制
」
が
敷
か
れ
て
い
た
時
期
に
特
有
の
事
例
で
あ
り
、
長
政
存
命
期
の
特
徴
と
し
て
評
価

で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
長

政
死
去
後
に
つ
い

て
み
る
と
、
ま
ず

政
長
流
（
表
６
）

は
、
現
在
に
お
け

る
史
料
の
残
存
状

況
に
は
留
意
す
べ

き
で
は
あ
る
も
の

の
、
渋
川
・
石
川
・

錦
部
の
河
内
中
・

南
部
の
三
郡
に
か

け
て
文
書
発
給
を

し
て
お
り
、
本
拠

で
あ
る
高
屋
城
周

辺
を
支
配
下
に
置

い
て
い
る
。
他
方

で
、
義
就
流
は
発

給
地
域
が
ほ
ぼ
錦

部
郡
に
限
定
さ
れ

て
い
る
。
（
若
江
郡
を
対
象
地
域
と
す
る
も
の
が
一
点
あ
る
が
、
こ
れ
も
錦
部
郡
の
観
心

寺
に
発
給
し
た
も
の
で
あ
る
。
）
義
就
流
に
よ
る
実
効
支
配
が
確
認
で
き
な
い
点
も
踏
ま

え
る
と
、
長
政
が
死
去
し
た
こ
と
で
、
義
就
流
は
錦
部
郡
で
一
時
的
に
保
障
力
を
期
待
さ

れ
る
に
過
ぎ
な
い
権
力
へ
と
弱
体
化
し
た
と
評
価
で
き
る
。

こ
こ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、
（
Ⅰ
）
期
は
政
長
流
・
義
就
流
の
双
方
に
よ
る
河
内

支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
状
況
か
ら
、
義
就
流
が
勢
力
を
減
退
さ
せ
た
こ
と
で
、
政
長
流
に

よ
っ
て
、
南
部
を
中
心
に
河
内
の
実
効
支
配
が
行
わ
れ
る
状
況
に
変
化
し
た
と
評
価
で
き

る
。

（
Ⅱ
）
期
（
№

56～

98）

こ
の
時
期
の
河
内
は
政
長
流
の
実
効
支
配
下
に
あ
っ
た
。
義
就
流
は
、
協
力
関
係
に
あ
っ

た
細
川
晴
元
が
江
口
合
戦
で
敗
北
し
た
こ
と
で
没
落
し
、
そ
れ
以
降
、
河
内
国
内
に
お
い

て
実
効
的
な
支
配
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
好
氏
も
こ
の
時
期
ま

で
度
々
河
内
に
軍
事
介
入
を
行
っ
て
は
い
る
が
、
河
内
の
実
効
支
配
は
行
っ
て
い
な
い
。

表
２
に
お
け
る
（
Ⅱ
）
期
の
大
き
な
変
化
は
、
三
好
氏
に
よ
る
発
給
文
書
が
約
四
割
を

占
め
る
ま
で
に
急
激
に
拡
大
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
表
１
か
ら
そ
の
時
期
を
確
認
す
る
と
、

三
好
氏
が
河
内
に
侵
攻
を
開
始
す
る
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
六
月
以
降
、
同
年
七
月
か

ら
一
〇
月
に
か
け
て
の
時
期
に
集
中
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
地
域
・
内
容
に
つ
い
て
表
７
か
ら
検
討
す
る
と
、
河
内
一
帯
に
多
数
の

禁
制
を
発
給
し
て
い
る
点
が
特
に
注
目
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
三
好
氏
の
河
内
出
兵
に
よ

る
軍
事
的
緊
張
を
背
景
に
、
三
好
氏
が
未
だ
支
配
下
に
収
め
て
い
な
か
っ
た
河
内
一
帯
の

地
域
社
会
か
ら
軍
事
的
な
保
護
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
後
、
三
好
氏
が
河
内
を
実

効
的
に
支
配
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

で
は
、
両
畠
山
氏
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
表
１
か
ら
両
畠
山
氏
の
発
給
文
書
は
全
て
三

好
氏
の
河
内
侵
攻
以
前
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
期
間
の
両
畠
山

氏
に
つ
い
て
み
る
と
、
政
長
流
は
通
時
的
に
み
ら
れ
る
一
方
で
、
義
就
流
は
天
文
二

十
年

戦国期河内国における三好氏権力の地域支配
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し
た
も
の
が
「
安
堵
」
、
権
益
侵
害
の
停
止
を
命
じ
た
も
の
が
「
違
乱
・
押
領
停
止
」
で

あ
る
。
「
未
進
対
処
」
は
、
未
進
と
な
っ
た
年
貢
や
公
事
の
納
入
の
督
促
を
行
う
も
の
で

あ
る
。
「
相
論
」
は
、
相
論
最
中
の
や
り
取
り
、
お
よ
び
裁
許
結
果
や
暫
定
措
置
の
通
達

に
あ
た
っ
て
発
給
さ
れ
た
も
の
を
指
す （

�）。

ま
た
、
地
域
に
つ
い
て
は
、
図
１
に
掲
載
し
た
河
内
国
の
十
六
郡
（
交
野
、
茨
田
、
讃

良
、
若
江
、
河
内
、
高
安
、
渋
川
、
丹
北
、
志
紀
、
大
県
、
八
上
、
丹
南
、
古
市
、
安
宿
、

錦
部
、
石
川
）
の
う
ち
、
表
１
で
確
認
で
き
る
十
三
郡
（
河
内
郡
、
大
県
郡
、
安
宿
郡
以

外
）
を
項
目
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
表
２
は
表
１
を
も
と
に
、
各
権
力
が
（
Ⅰ
）
期
か
ら
（
Ⅳ
）
期
ま
で
の
各
時

期
に
発
給
し
た
文
書
数
を
数
値
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
発
給
し
た
権
力
と
し
て
、
特

に
三
好
氏
、
義
就
流
・
政
長
流
の
両
畠
山
氏
（
以
下
、
本
論
で
は
「
義
就
流
」
「
政
長
流
」

と
省
略
し
て
記
す
。
）
、
お
よ
び
室
町
幕
府
を
主
要
な
発
給
者
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
。

表
２
か
ら
、
特
に
三
好
氏
と
両
畠
山
氏
の
発
給
文
書
数
が
極
め
て
多
い
こ
と
が
分
か
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ら
三
つ
の
権
力
に
つ
い
て
は
、
河
内
国
内
の
ど
の
地
域
に
ど
の
よ
う
な
内

容
の
文
書
を
発
給
し
た
か
を
分
類
し
、
各
時
期
で
一
覧
を
作
成
し
た
（
後
掲
表
３
～

13）
。

こ
れ
ら
を
も
と
に
、
河
内
国
に
お
け
る
地
域
支
配
の
移
り
変
わ
り
を
（
Ⅰ
）
期
か
ら
（
Ⅳ
）

期
に
か
け
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

（
Ⅰ
）
期
（
№
１
～

55）

こ
の
時
期
は
、
天
文
元
年
か
ら
天
文
十
一
年
ま
で
は
、
政
長
流
と
義
就
流
の
双
方
が
河

内
を
実
効
支
配
下
に
置
い
て
お
り
、
弓
倉
氏
は
こ
れ
を
「
河
内
半
国
体
制
」
と
評
価
す
る （

�）。

だ
が
、
翌
年
に
義
就
流
が
飯
盛
城
を
没
落
し
た
結
果
、
河
内
は
政
長
流
の
実
効
支
配
下
と

な
り
、
義
就
流
は
畿
内
で
晴
元
方
と
し
て
軍
事
活
動
を
し
て
い
た
も
の
の
、
河
内
の
実
行

支
配
は
行
え
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

表
２
に
よ
る
と
、
（
Ⅰ
）
期
は
総
数
の
約
半
分
を
義
就
流
が
占
め
、
残
り
の
う
ち
三
割

強
は
政
長
流
で
あ
る
。
ま
た
、
幕
府
に
よ
る
発
給
文
書
も
一
部
み
ら
れ
る
が
、
三
好
氏
に

よ
る
発
給
文
書
は
確
認
で
き
な
い
。
（
Ⅰ
）
期
は
主
に
両
畠
山
氏
を
中
心
と
す
る
河
内
支

配
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
、
両
者
の
支
配
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考

え
る
上
で
、
重
要
な
の
が
木
沢
長
政
で
あ
る
。
弓
倉
氏
は
、
細
川
晴
元
の
後
ろ
盾
を
得
た

長
政
が
義
就
流
の
実
権
を
掌
握
し
た
が
、
そ
の
結
果
義
就
流
の
勢
力
そ
の
も
の
は
弱
体
化

し
、
長
政
の
反
乱
後
に
は
義
就
流
の
勢
力
が
凋
落
し
た
と
述
べ
て
い
る （

�）。
弓
倉
氏
の
指
摘

を
踏
ま
え
、
天
文

十
一
年
（
一
五
四

二
）
三
月
末
ま
で

の
木
沢
長
政
存
命

期
と
以
後
で
（
Ⅰ
）

期
を
分
け
、
両
畠

山
氏
の
文
書
発
給

の
地
域
と
内
容
を

分
類
し
た
表
３
～

６
を
も
と
に
そ
の

変
化
を
分
析
し
た

い （

�）。長
政
存
命
期
の

河
内
支
配
に
つ
い

て
見
る
と
、
義
就

流
（
表
３
）
・
政

長
流
（
表
４
）
の

両
者
は
讃
良
郡
か

ら
錦
部
郡
に
わ
た
っ

て
広
域

的
に
文
書
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年
（
一
五
六
八
）
九
月
ま
で
を
対
象
と
し
、
以
下
の
四
時
期
に
分
け
て
分
析
す
る
。
天
文

元
年
か
ら
、
長
慶
が
江
口
合
戦
で
勝
利
し
、
細
川
晴
元
や
将
軍
足
利
義
輝
な
ど
を
畿
内
か

ら
追
放
す
る
天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
六
月
ま
で
を
（
Ⅰ
）
期
、
江
口
合
戦
以
降
、
長

慶
の
河
内
出
兵
が
完
了
す
る
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
十
月
ま
で
を
（
Ⅱ
）
期
、
河
内
出

兵
後
か
ら
長
慶
が
死
去
す
る
永
禄
七
年
（
一
五
六
四
）
七
月
ま
で
を
（
Ⅲ
）
期
、
長
慶
死

去
か
ら
信
長
が
入
京
す
る
永
禄
十
一
年
（
一
五
六
八
）
九
月
末
ま
で
を
（
Ⅳ
）
期
と
分
割

す
る
。
三
好
氏
が
畿
内
一
帯
を
支
配
し
て
い
た
時
期
だ
け
で
な
く
、
そ
の
前
提
と
な
る
畠

山
氏
の
時
代
ま
で
含
め
て
、
地
域
支
配
の
段
階
差
を
詳
細
に
分
析
し
た
い
。
右
記
の
時
期

を
対
象
に
地
域
支
配
に
関
わ
る
文
書
を
広
く
収
集
し
、
発
給
主
体
と
内
容
・
地
域
ご
と
に

分
類
し
て
、
各
権
力
の
発
給
文
書
数
や
文
書
の
内
容
な
ど
数
量
的
な
観
点
か
ら
分
析
す
る
。

そ
の
上
で
、
地
域
支
配
関
係
の
史
料
を
集
中
的
に
伝
え
る
弓
削
庄
と
真
観
寺
を
取
り
上
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
即
し
て
支
配
の
あ
り
方
や
権
力
と
の
関
係
を
捉
え
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
数
量
的
分
析
に
加
え
て
、
具
体
的
な
史
料
に
即
し
て
地
域
社
会
と
の

関
係
を
踏
ま
え
つ
つ
、
両
者
の
河
内
支
配
に
つ
い
て
の
関
係
や
変
遷
を
把
握
す
る
と
と
も

に
、
両
者
が
各
地
の
地
域
社
会
に
対
し
て
行
使
し
得
る
支
配
権
の
中
身
な
ど
に
つ
い
て
明

ら
か
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
方
法
論
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
曖
昧
な
ま
ま
用
い
ら

れ
て
き
た
三
好
氏
、
畠
山
氏
双
方
の
「
支
配
」
に
関
し
て
、
具
体
的
中
身
を
区
分
し
た
上

で
両
者
を
同
じ
基
準
で
分
析
し
、
天
野
氏
が
三
好
氏
の
発
給
文
書
だ
け
を
検
討
し
て
三
好

氏
の
卓
越
性
・
革
新
性
の
み
を
主
張
し
た
点
を
克
服
し
た
い
。

そ
し
て
、
お
わ
り
に
で
は
本
論
で
分
析
し
た
内
容
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
河
内
に
お

け
る
三
好
氏
・
畠
山
氏
の
事
例
を
念
頭
に
畿
内
に
お
け
る
権
力
化
の
特
徴
に
つ
い
て
考
察

し
た
い
。第
一
章

河
内
支
配
の
変
遷

第
一
章
で
は
、
天
文
年
間
か
ら
永
禄
十
一
年
九
月
ま
で
を
対
象
に
、
河
内
の
地
域
支
配

に
関
係
す
る
文
書
を
収
集
し
、
発
給
し
た
権

力
と
そ
の
内
容
や
対
象
地
域
に
注
目
し
て
分

類
す
る
こ
と
で
、
河
内
支
配
の
変
遷
に
つ
い

て
検
討
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
中
で
確
認
で

き
る
三
好
氏
の
河
内
支
配
の
特
徴
に
つ
い
て
、

検
討
し
て
い
き
た
い
。

表
１
は
、
当
該
期
の
河
内
の
地
域
支
配
に

関
係
す
る
文
書
を
収
集
し
、
作
成
し
た
も
の

で
あ
る （

�）。
地
域
支
配
に
関
係
す
る
文
書
と
し

て
、
①
そ
の
場
所
の
秩
序
の
維
持
に
直
接
関

与
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
も
の
、
②
そ
の

場
所
に
何
ら
か
の
権
益
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
も
の
を
基
準
と
し
て
収
集
し

た （

�）。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
史
料
を
主
に
「
安
堵
」
「
違
乱
・
押
領
停
止
」
「
未
進
対

処
」「

相

論
」「

課
役

賦
課
・

免
除
」
「

禁
制
」
「

知
行

宛
行
」
の

種
類

別
に
分
類
し
て
い
る
。
（
い

ず

れ
に
も
区
分
で
き
な
い
も
の
は
、
「
そ
の

他
」
と
し
て
い
る
。
）
こ
の
う

ち
、
「
安
堵
」
、

「
違
乱
・
押
領
停
止
」
は
い

ず
れ
も
特
権
・

諸
職
・
所
領
な
ど
に
関
わ
り
、
権
益
を

保
障
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図1 河内国郡域図（筆者作成）



永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）
の
足
利
義
輝
の
帰
洛
後
は
、
訴
訟
者
が
三
好
氏
・
幕
府
・
朝
廷

な
ど
複
数
の
権
力
か
ら
、
自
分
た
ち
に
都
合
の
よ
い
提
訴
先
を
選
ん
だ
と
し
て
い
る （
９
）。
さ

ら
に
、
高
木
純
一
氏
は
畿
内
に
お
け
る
武
家
権
力
や
中
近
世
移
行
の
分
析
に
お
い
て
も
、

荘
園
制
に
規
定
さ
れ
る
中
で
の
自
治
的
村
落
の
形
成
を
念
頭
に
お
く
べ
き
だ
と
批
判
し
た （

�）。

こ
こ
ま
で
の
整
理
を
も
と
に
、
現
在
、
三
好
氏
研
究
が
抱
え
る
課
題
に
つ
い
て
指
摘
し

て
お
こ
う
。
第
一
に
、
天
野
氏
に
よ
る
三
好
氏
の
評
価
に
は
、
三
好
氏
以
外
の
他
勢
力
の

活
動
や
地
域
社
会
の
動
向
が
十
分
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
天
野
氏
を
批
判
す

る
論
者
の
多
く
は
、
三
好
氏
以
外
の
細
川
氏
や
幕
府
（
将
軍
）
な
ど
別
の
権
力
が
一
定
の

支
配
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
を
も
と
に
、
三
好
氏
支
配
の
不
十
分
さ
を
指
摘
す
る
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
三
好
氏
権
力
が
基
盤
を
置
い
た
と
さ
れ
る
地
域
社
会
の
側
の

主
体
性
や
志
向
が
検
証
さ
れ
て
い
な
い
。
第
三
に
、
こ
れ
ま
で
は
戦
国
期
畿
内
の
地
域
支

配
の
研
究
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
よ
る
違
い
や
時
期
ご
と
の
段
階
差
が
十
分
に

考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
特
に
荘
園
制
が
残
存
す
る
畿
内
で
は
、
寺
社
本
所
な
ど
荘
園

領
主
の
要
求
に
的
確
に
対
応
で
き
る
者
が
「
正
当
な
」
権
力
と
し
て
認
め
ら
れ
た
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
地
域
支
配
の
地
域
的
・
時
期
的
な
多
様
性
を
も
た
ら
し
た
と
想
定
さ
れ
る
。

以
上
の
問
題
意
識
か
ら
、
本
論
文
で
は
、
三
好
氏
領
国
の
う
ち
河
内
国
を
対
象
地
域
と

し
て
、
三
好
氏
お
よ
び
畠
山
氏
に
よ
る
地
域
支
配
の
実
態
を
分
析
す
る
。
天
野
氏
の
三
好

氏
研
究
に
対
す
る
従
来
の
批
判
は
、
細
川
京
兆
家
と
の
対
比
の
中
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。
ま
た
畿
内
大
名
研
究
に
お
い
て
、
細
川
京
兆
家
を
中
心
に
分
析
す
る
こ
と
を

小
谷
氏
が
批
判
し
て
い
る
点
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
畠
山
氏
と
の
関
係
の
中

で
三
好
氏
を
論
じ
る
こ
と
で
、
専
ら
細
川
京
兆
家
と
の
比
較
検
討
か
ら
三
好
氏
研
究
へ
の

批
判
が
な
さ
れ
る
現
状
を
克
服
す
る
と
と
も
に
、
細
川
京
兆
家
を
中
心
と
す
る
畿
内
大
名

研
究
も
相
対
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
考
え
る
。

三
好
氏
に
よ
る
河
内
支
配
に
つ
い
て
は
、
当
初
は
畠
山
氏
に
よ
る
河
内
支
配
の
分
析
の

延
長
線
上
で
検
討
さ
れ
て
い
た
。
矢
田
俊
文
氏
は
段
銭
な
ど
の
免
除
を
示
す
文
書
を
分
析

し
、
永
禄
四
年
（
一
五
六
一
）
に
三
好
実
休
が
相
伴
衆
に
な
っ
た
こ
と
で
、
河
内
の
在
地

の
者
は
実
休
を
守
護
畠
山
氏
と
同
格
の

公
権
力
と
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
た （

�）。
ま

た
仁
木

宏
氏
は
、
三
好
氏
が
河
内
国

富
田

林
に

発
給
し
た

禁
制
の
内

容
に

注
目
し
、

旧
来

の
「
大

坂
並
」
と
は

異
な
る
「

惣
国

…
寺
内

並
」
特
権
を

付
与
し
て
い
る
点
を
評
価
す
べ

き
と
主

張
し
た （

�）。
小
谷
氏
も
、
畠
山
氏
か
ら
三
好
氏
へ
の
支
配
の

転
換
が
、
従
来
の

個
別

的
な

法
の
一

括
化
・

記
号
化
を
も
た
ら
し
た
と
し
て
い
る （

�）。
こ
れ
ら
の
研
究
で
は
、
畠
山

氏
と
三
好
氏
の
支
配
に

連
続
性
を

見
る
か
、
段
階
差
を

見
る
か
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

畠
山
氏
と
三
好
氏
を
通
時
代
的
に
捉
え
る
視
点
は
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
研
究
の
動
向
を
大
き
く

変
化
さ

せ
た
の
が
、
天
野
氏
に
よ
る

阿
波
三
好
家

の
研
究
で
あ
る
。
天
野
氏
の
研
究 （

�）に
よ
る
と
、
長

慶
が

率
い
る
「
三
好
本

宗
家
」
と
は
別

に
、
三
好
実
休
を
当
主
と
す
る
「

阿
波
三
好
家
」
が
成

立
し
た
。
河
内

北
部
は

排
他
的
な

領
を
形
成
す
る
国

人
が
存
在

せ
ず
三
好
本

宗
家
が

直
轄
支
配
し
た
。
一

方
、
畠
山
氏

追
放

後
の

南
河
内
支
配
は
実
休

独
自
の
家

臣
団
が
行
い
、
さ
ら
に
実
休

死
後
は
、
そ
の
家

臣
団

が
結

集
し
て
支
配
を
行
っ
た
。
そ
し
て
、
長

慶
死
後
は
三
好

康
長
・
三
好

盛
政
・
矢
野

虎

村
の
三

人
に
よ
り
、

阿
波
三
好
家
の

南
河
内
支
配
が
主

導
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
天
野

氏
は
、
以
上
の
よ
う
に
三
好
家
の
河
内
支
配
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
。

天
野
氏
は
、
そ
れ
ま
で

漠
然
と
一
体
視
さ
れ
て
き
た
三
好
本

宗
家
と

阿
波
三
好
家
を
分

離
し
、

阿
波
三
好
家
の
研
究
の
中
に
三
好
氏
の
河
内
支
配
を

位
置

づ
け
た
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
近
年
、
河
内
支
配
に
関
し
て
は
、

阿
波
三
好
家
を
検
討
す
る
中
で

議
論
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
本

稿
が
対
象
と
す
る
永
禄
年

間
に
関
係
す
る
も
の
で
は
、

阿
波
三
好
家

の
康
長
に

注
目
し
た
山

下
知

之
氏
の
論
考
が
あ
る
。
山

下
氏
は
、

康
長
が
寺
社
の

保
護
や

段
銭
の

賦
課
・

徴
収
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
畠
山
氏
に

代
わ
る

南
河
内
の
支
配
者
と

し
て
地
域

公
権
を
行

使
し
て
領
域
支
配
を
行
っ
た
と
す
る （

�）。
こ
の
よ
う
に
、

阿
波
三
好
家

に
注

目
し
て
分
析
す
る
こ
と
は

誤
り
で
は
な
い
が
、
三
好
氏
以

前
の
畠
山
氏
に
よ
る
河
内

支
配
の
あ
り

方
を

踏
ま
え
、

連
続
的
に

捉
え
る
視

角
が

欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ

う
か
。

そ
こ
で
本

稿
で
は
、
天
文
年

間
か
ら
、
足
利
義

昭
・

織
田

信
長
が
入
京
す
る
永
禄
十
一

岡 本 侑 樹
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は
じ
め
に

本
稿
は
、
主
に
永
禄
年
間
（
一
五
五
八
～
七
〇
）
の
三
好
氏
に
よ
る
河
内
国
支
配
に
つ

い
て
、
そ
の
前
提
と
な
る
天
文
年
間
（
一
五
三
二
～
五
五
）
を
中
心
と
し
た
守
護
畠
山
氏

の
河
内
国
支
配
を
念
頭
に
置
い
た
上
で
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

畿
内
に
お
け
る
大
名
研
究
は
今
谷
明
氏
に
よ
っ
て
京
兆
専
制
論
が
提
唱
さ
れ
た
以
降
、

細
川
京
兆
家
の
分
析
が
そ
の
中
心
と
な
っ
て
き
た （
１
）。
主
に
幕
府
と
の
関
係
の
中
で
細
川
京

兆
家
に
つ
い
て
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
を
相
対
化
す
る
も
の
と
し
て
、

河
内
守
護
畠
山
氏
に
関
す
る
研
究
は
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
特
に
、
小
谷
利
明
氏
は
畠
山
氏

を
重
視
す
る
立
場
か
ら
、
細
川
京
兆
家
を
中
心
に
畿
内
の
政
治
状
況
を
説
明
す
る
こ
と
を

批
判
す
る
。
小
谷
氏
は
、
文
書
論
の
視
角
か
ら
畠
山
氏
の
権
力
構
造
を
分
析
す
る
と
と
も

に
、
河
内
国
支
配
の
中
で
、
地
域
社
会
と
守
護
畠
山
氏
が
互
い
に
影
響
を
受
け
て
い
た
実

態
を
明
ら
か
に
し
た （
２
）。
ま
た
、
弓
倉
弘
年
氏
は
、
家
督
の
移
り
変
わ
り
や
守
護
代
遊
佐
氏

の
権
力
の
拡
張
な
ど
を
検
討
し
、
畠
山
氏
が
守
護
権
限
に
基
づ
い
て
分
国
を
支
配
し
、

「
室
町
幕
府
―
守
護
体
制
」
の
枠
組
み
か
ら
離
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る （
３
）。

で
は
、
三
好
氏
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。

最
初
に
、
天
野
忠
幸
氏
の
「
三
好
政
権
」
論
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い （
４
）。

天
野
氏
は
、
三
好
氏
の
独
自
性
と
し
て
、

�荘
園
で
は
な
く
村
や
町
に
立
脚
す
る
こ
と

で
、
室
町
幕
府
や
細
川
氏
か
ら
の
権
限
の
継
承
で
は
な
く
、
新
た
な
公
権
力
と
し
て
独
自

な
支
配
を
行
っ
た
こ
と
、

�朝
廷
へ
の
裁
許
や
上
奏
な
ど
を
通
し
て
足
利
将
軍
を
相
対
化

し
た
こ
と
の
二
点
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
独
自
性
を
も
っ
て
、
三
好
氏
を
室
町
幕
府
を
質

的
に
克
服
し
う
る
「
三
好
政
権
」
、
織
豊
政
権
に
先
行
し
て
室
町
幕
府
を
克
服
し
よ
う
と

し
た
「
プ
レ
統
一
政
権
」
と
位
置
づ
け
た
。

こ
の
う
ち
特
に

�に
関
し
て
、
自
治
性
を
増
し
た
惣
村
が
長
慶
自
身
の
裁
許
を
求
め
る

状
況
に
対
応
す
る
た
め
、
長
慶
は
地
域
社
会
に
お
け
る
調
停
機
能
を
能
動
的
に
吸
い
上
げ

た
。
そ
し
て
、
村
落
共
同
体
や
都
市
共
同
体
を
直
接
的
な
支
配
の
対
象
に
位
置
づ
け
、
新

た
な
公
権
力
と
し
て
確
立
し
、
都
市
・
流
通
支
配
を
重
視
し
た
畿
内
支
配
を
志
向
し
た
と

す
る （
５
）。
天
野
氏
は
、
こ
の
よ
う
な
三
好
氏
の
独
自
の
支
配
を
高
く
評
価
し
、
室
町
幕
府
に

代
わ
り
う
る
権
力
と
し
て
評
価
す
る
「
三
好
政
権
」
論
に
取
り
入
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
天
野
氏
の
見
解
に
対
し
て
は
、
様
々
な
批
判
が
寄
せ
ら
れ
て
い

る
。
ま
ず
、
馬
部

隆
弘
氏
は
、
細
川
氏
や

他
の
京
兆
家

近
習
と
長
慶
と
の
共
通
性
を

指
摘

す
る （
６
）。
ま
た
、
長
慶
と
細
川
氏

綱
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た

阿
部

匡
伯
氏
は
、

在
地

領
主

の
期

待
を

集
め
た
の
は
長
慶
で
あ
る
が
、
氏

綱
の

命
令
が
長
慶
の
裁

決
に

優
先
し
て
い
る

こ
と
を
強
調
す
る （
７
）。

ま
た
、
幕
府
（
足
利
将
軍
）
研
究
の
立
場
か
ら
も
批
判
が
な
さ
れ
て
い
る
。

臼
井

進
氏

は
長
慶
の
権
利

付
与
文
書
（

安
堵
状
）
を
分
析
し
、
三
好
氏
の

安
堵
と
幕
府
の

安
堵
に
み

ら
れ
る
関
係
性
に
つ
い
て
、
時
期
ご
と
に
特
徴
を
明
ら
か
に
し
た （
８
）。
ま
た
木
下
昌
規
氏
は
、
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か
ら

岡
本
侑
樹

七
五
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Annotationof・Suisa-ki・（inJiryaku4-Enkyu1）

IWASHITAToru&HORIIKayoko&MIYAKAWAMaki&KUROSUYurie

Abstract

・Suisa-ki・isadiarywrittenbyMinamotonoToshifusa（1035-1121A.D.）,acourtnobleintheHeian

period.Mostdiariesofthisperiodrecordedtheeventsofthecourtsociety,mainlythestateofceremonies.

Analysisoftheserecordsenablesustoclarifyhowpolitics,administrations,andsocialeventsofthetime

werecarriedout.In・Suisa-ki,・theentriesfrom1062to1113areleftintermittently.Theseyearscorrespond

tothetransitionalperiodfromtheancienttomedievaltimes.Therefore,thisdiaryisanimportantmaterial

fordescribingthedynamicshiftsinJapanesehistory.Inourstudy,theentriesof・Suisa-ki・inJiryaku4-

Enkyu1（1068-1069A.D.）areintroducedwithdetailedannotationstocontributetothedevelopmentofthe

studyofthelateHeianperiod.

Keywords:Suisa-ki,MinamotonoToshifusa,historicalrecord（diary）,annotation,theHeianperiod



（
六
）
延
久
元
年
四
月

【
本
文
】

四
月

十
三
日
己
酉
此
日
改
元
定
云
々
〈
延
久
元
年
是
也
〉。

【
書
き
下
し
】

四
月

十
三
日
己
酉
こ
の
日
、
改 （
１
）元
定
と
云
々
〈
延
久
元
年
、
こ
れ
な
り
〉。

【
註
】

（
１
）
改

元
定

新
た
な
年
号
を
検
討
す
る
陣
定
。
治
暦
元
年
八
月
の
註
（
１
）
参
照
。
こ
の
時
は
、

前
年
の
後
三
条
天
皇
即
位
に
と
も
な
う
代
始
改
元
で
、
治
暦
か
ら
延
久
に
改
元
さ
れ
た
。
こ
の
日

の
改
元
定
に
つ
い
て
は
、
『
二
東
記
』
、
『
土
右
記
』
、
『
但
記
』
（
藤
原
隆
方
）
、
『
戸
部
納
言
記
』
（
藤

原
俊
家
）
、
『
帥
記
』
、
『
江
記
』
の
逸
文
が
残
る
。
ま
た
、
『
元
秘
別
録
』
に
は
儒
者
の
勘
申
し
た
新

年
号
案
と
典
拠
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
勘
申
さ
れ
た
の
は
藤
原
実
政

に
よ
る
「
嘉
徳
」
「
治
徳
」
、
藤
原
正
家
に
よ
る
「
永
保
」
「
成
徳
」
「
承
徳
」
、
藤
原
実
綱
に
よ
る

「
元
徳
」
「
延
久
」
で
あ
っ
た
。
改
元
定
の
上

卿
は
、
前
回
（
康
平
か
ら
治
暦
へ
の
改
元
）
と
同
じ

く
源
師
房
が
つ
と
め
た
。
定
に
出
席
し
た
の
は
右
大
臣
藤
原
師
実
、
内
大
臣
源
師
房
、
大
納
言
藤

原
信
長
、
権
大
納
言
藤
原
俊
家
・
同
能
長
、
権
中
納
言
源
経
長
・
同
顕
房
・
藤
原
祐
家
・
同
経
季
、

参
議
藤
原
能
季
・
源
経
信
・
藤
原
資
仲
・
同
良
基
で
あ
っ
た
。
俊
房
は
出
席
し
て
い
な
い
た
め
、

抄
出
前
の
日
記
に
も
詳
細
な
記
述
が
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
延
久
は
前
回
も
最
終
候
補
に
残
っ

て
お
り
、
後
冷
泉
天
皇
は
こ
れ
を
推
し
た
が
叶
わ
な
か
っ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。（
黒
須
友
里
江
）

（
七
）
年
未
詳

【
本
文
】

正
月

二
日

天
晴
。
先
参
関
白
御
許
、
有
拝
礼
。
是
昨
日
日
次
不
宜
、
今
日
所
行
也
。
次
参

所
々
。

【
書
き
下
し
】

正 （
１
）月

二
日

天
晴
る
。
先
づ
関 （
２
）白
の
御
許
に
参
り
、
拝 （
３
）礼
有
り
。
こ
れ
、
昨
日
日
次
宜
し
か

ら
ず
、
今
日
行
ふ
と
こ
ろ
な
り
。
次
で
、
所 （
４
）々
に
参
る
。

【
註
】

（
１
）
正

月
本
条
は
年
の
記
載
を
欠
き
、
延
久
元
年
四
月
一
三
日
条
と
延
久
六
年
一
一
月
二
八
日
条

（
冒
頭
に
「
延
久
六
年
」
の
記
載
あ
り
）
の
間
に
位
置
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
を
追
っ
て
抄
出
さ

れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
延
久
二
～
五
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
正
月
二
日
条
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、

延
久
五
年
は
正
月
一
日
に
後
三
条
院
へ
の
拝
礼
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
俊
房
は
出
席
し
て
い
な
い

（『
為
房
卿
記
』）。

（
２
）
関
白
こ
の
条
が
延
久
二
～
五
年
の
も
の
と
す
れ
ば
、
藤
原
教
通
。

（
３
）
拝
礼
元
日
に
院
や
摂
関
家
へ
年
賀
の
礼
を
す
る
こ
と
。

（
４
）
所

々
に

参
る

関
白
の
ほ
か
各
所
へ
赴
い
て
拝
礼
を
行
っ
た
。
治
暦
元
年
正
月
一
日
条
で
は
、

俊
房
は
師
房
の
も
と
に
参
っ
た
後
、
と
も
に
関
白
藤
原
頼
通
の
も
と
で
拝
礼
、
次
い
で
上
東
門
院

藤
原
彰
子
の
も
と
で
拝
舞
し
た
。
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
正
月
一
日
条
で
は
、
参
内
の
前
に
陽

明
門
院
禎
子
内
親
王
の
も
と
へ
参
っ
た
。
所
々
へ
の
拝
礼
の
具
体
的
な
動
き
の
例
と
し
て
『
小
右

記
』
正
暦
四
年
（
九
九
三
）
正
月
二
日
条
を
挙
げ
る
と
、
こ
の
日
実
資
は
摂
政
藤
原
道
隆
の
も
と

で
拝
礼
、
次
い
で
東
三
条
院
藤
原
詮
子
の
も
と
で
拝
礼
・
舞
踏
、
そ
の
後
中
宮
藤
原
定
子
、
東
宮

居
貞
親
王
の
大
饗
に
出
席
し
て
い
る
。
本
条
の
「
所
々
」
も
、
三
后
、
女
院
や
東
宮
な
ど
を

指
す

と
考
え
ら
れ
る
。

（
黒
須
友
里
江
）

※
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
（
課
題
番
号

24K
04228）

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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右
記
』
嘉
承
二
年
四
月
二
六
日
条
）。
野
口
孝
子
「
平
安
時
代
に
お
け
る
枇
杷
殿
の
伝
領
に
つ
い
て
」

（『
平
安
貴
族
の
空
間
と
時
間
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
二
四
）
参
照
。

（

27）
陽
明
門
大
路

陽
明
門
か
ら
東
に
走
る
近
衛
大
路
の
こ
と
。
枇
杷
殿
は
そ
の
北
側
に
あ
っ
た
。

女
院
号
は
門
院
号
が
大
半
を
占
め
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
初
例
が
上
東
門
院
で
二
例
目
が
陽
明
門

院
で
あ
る
。
た
だ
し
、
陽
明
門
院
は
門
号
で
な
く
大
路
名
に
由
来
す
る
。
な
お
、
彰
子
の
御
在
所

は
土
御
門
殿
と
呼
ば
れ
た
が
、
女
院
号
は
上
東
門
院
と
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
「
土
」
字
を
避
け
た
と

さ
れ
、
陽
明
門
院
号
も
吉
字
が
考
慮
さ
れ
た
と
い
う
（
前
掲
註
（
１
）
高
松
論
文
）。

（

28）
良
基
・
…
す
べ
し

院
号
を
陽
明
門
院
と
枇
杷
院
の
い
ず
れ
か
に
定
め
よ
と
の
天
皇
の
指
示
を

受
け
、
良
基
ほ
か
師
実
ら
八
名
は
枇
杷
院
と
し
、
俊
房
も
枇
杷
院
を
支
持
し
て
い
る
。
「
院
号
定
部

類
記
」
②
・
⑥
に
は
、
資
仲
が
枇
杷
院
は
古
く
か
ら
の
邸
宅
名
な
の
で
こ
ち
ら
が
良
い
と
述
べ
、

良
基
は
い
ず
れ
も
問
題
な
く
ど
ち
ら
か
一
つ
に
決
め
る
べ
き
と
述
べ
た
と
あ
る
。
良
基
の
意
見
は

本
条
と
齟
齬
す
る
が
、
こ
れ
以
前
に
良
基
ら
が
枇
杷
殿
を
提
案
し
て
お
り
（
註
（

24）
）
、
こ
の
時

も
枇
杷
院
を
支
持
し
た
と
俊
房
は
受
け
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。

（

29）
経
信
・
…
す
べ
し

経
信
ほ
か
能
長
ら
七
名
は
陽
明
門
院
と
し
た
。
「
院
号
定
部
類
記
」
②
・

⑥
で
も
「
僕
」
（
経
信
か
）
が
、
吉
字
を
採
用
し
陽
明
門
院
が
良
い
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
同
⑤

は
「
諸

卿
皆
定
申
云
、
枇
杷
院
可
レ
宜
。
右
大
弁
独
定
申
云
、
陽
明
門
院
可
レ
宜
云
々
」
と
し
本
条

と
齟
齬
す
る
。

（

30）
こ
れ
を
…
下
さ
る

公
卿
ら
の
意
見
を
基
長
に
付
し
奏
上
し
た
結
果
、
陽
明
門
院
と
す
る
勅
定

が
下
っ
た
。
「
院
号
定
部
類
記
」
⑤
に
は
「
内
大
臣
彼
日
被

レ
示
曰
、
枇
杷
院
可

レ
宜
」
と
あ
り
、
院

号
定
に
参
加
し
な
か
っ
た
師
房
は
、
こ
の
結
果
に
不
満
だ
っ
た
ら
し
い
。

（

31）
右
府
、
…
す
べ
し

右
大
臣
師
実
が
大
外
記
藤
原
為
長
に
禎
子
内
親
王
の
太
皇
太
后
宮
職
を
停

止
し
、
陽
明
門
院
を
設
置
す
る
と
の
勅
を
伝
え
、
宣
旨
を
作
成
さ
せ
た
（『
符
宣
抄
』
四
所
収
）。

（

32）
進
・
属
…
す
べ
し

右
大
臣
師
実
が
大
外
記
為
長
に
禎
子
内
親
王
の
太
皇
太
后
宮
職
の
進
・
属

を
停
止
し
、
陽
明
門
院
の
判
官
代
・
主
典
代
（
い
ず
れ
も
院
司
の
職
名
）
を
設
置
す
る
と
の
勅
を

伝
え
、
宣
旨
を
作
成
さ
せ
た
（
『
符
宣
抄
』
四
所
収
）
。
こ
の
宣
旨
は
太
皇
太
后
宮
の
職
員
を
院
司

に
移
行
さ
せ
る
も
の
で
、
藤
原
惟
経
（
大
進
）、
源
雅
房
・
橘
俊
基
（
権
大
進
）、
源
有
宗
（
少
進
）、

源
頼
盛
（
権
少
進
）
の
五
名
が
判
官
代
、
中
原
成
任
・
惟
宗
景
政
（
大
属
）
、
采
女
政
成
（
少
属
）
、

多
佐
良
（
権
少
属
）
の
四
名
が
主
典
代
と
な
っ
た
。

（

33）
年
官
・
…
ご
と
し

年
官
は
、
皇
族
や
公

卿
な
ど
に

許
さ
れ
た
官
職
の
申
任
権
。
年

爵
は
院
と

三
后
に

許
さ
れ
た

毎
年
一

人
を

叙
爵
さ
せ
る
権

利
。
禎
子
内
親
王
は
長

和
四
年
に
年
官
・
年

爵
を

与
え
ら
れ
て
お
り
（
註
（
１
）
）
、
女
院
と
な
っ
た

後
も
こ
れ
ら
の
権

利
を

維
持
す
る
と
の
勅
を
右

大
臣
師
実
が
大
外
記
為
長
に
伝
え
、
宣
旨
を
作
成
さ
せ
た
（『
符
宣
抄
』
四
所
収
）。

（

34）
弁
正
家

左
少
弁
藤
原
正
家
。
治
暦
二
年
正
月
の
註
（
８
）
参
照
。

（

35）
内
膳
の
…
め
し
む

内
膳
は
内

膳
司
の
こ
と
。
宮
内

省
の
被

管
で
天
皇
の

食
事
の

調
製
・

供
進

を
掌
る
官
司
。
禎
子
内
親
王
が
太
皇
太
后
か
ら
女
院
に
な
っ
た
こ
と
で
、

儀
式
で
の

饗
饌
を
内

膳

司
の

担
当
か
ら
外
す
と
の
勅
を
右
大
臣
師
実
が

左
少
弁

正
家
に
伝
え
、
右
大

史
に
宣
旨
を
作
成
さ

せ
た
（
『
符
宣
抄
』
四
所
収
）
。
「
院
号
定
部
類
記
」
⑤
は
こ
の
時
の
弁
を
右
中
弁
藤
原

隆
方
と
す
る

が
、『
符
宣
抄
』
所
収
宣
旨
と
一
致
す
る
本
条
が
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。

（

36）
自
余
の
…
ご
と
し

註
（

31）
～
（

33）
・
（

35）
以
外
の

措
置
も

先
例
（
上
東
門
院
の
例
）

と
同

様
で
あ
っ
た
。
『
符
宣
抄
』
四
所
収
の
上
東
門
院
と
陽
明
門
院
の
院
号
宣
下
に
か
か

わ
る
宣
旨

の
内

容
は
一

致
し
、
こ
の
ほ
か
に
こ
れ

ま
で

通
り
御

季
御

服
・
御

封
雑

物
を

充
て
る
旨
を
弁
が

奉

じ
た
宣
旨
も
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
こ
ま
で
が
内
裏
で
の
手
続
き
で
あ
る
。

（

37）
公

卿
等
…
参
入
す

院
号
定
の

後
、
公

卿
た
ち
は
陽
明
門
院
の

居
所
で
あ
る
「
二
条
院
」
（
註

（

39）
）
に
移

動
し
、
院
司
や
殿
上

始
の
日

程
を
決
定
し
た
。
こ
の
間
、
陽
明
門
院
は
「
公
基

朝
臣

六
角
北

油
小
路

西
之
宅
」
に
移

動
し
て
い
た
（
「
院
号
定
部
類
記
」
⑤
）
。
院
司
は
『
符
宣
抄
』
四

所
収
の

交
名
、
「
院
号
定
部
類
記
」
⑤
・

⑦
に

列
挙
さ
れ
、

特
に

⑦
は
「

新
加
」
の
院
司
も

載
せ
て

い
る
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
別
当
は
太
皇
太
后
宮
大
夫
・
亮
三
名
（
資
綱
・
藤
原
公
基
・
同
顕
綱
）、

後
三
条
天
皇

即
位
前
の

春
宮
大

夫
・

亮
三
名
（
能
長
・
資
仲
・
良
基
）
、

新
加
五
名
（
藤
原
資
宗
・

同
実
政
・
同
資
定
・
同
長
明
・
源

家
賢
）
の
一
一
名
、
判
官
代
は
太
皇
太
后
宮
進
の
五
名
（
註

（

32）
）
、

新
加

三
名
（
藤
原

家
通
・
高

階
景
親
・
同
政
成
）
の
八
名
、
主
典
代
は
太
皇
太
后
宮
属
の

四
名
で
あ
っ
た
。

（

38）
下
官
に
…
を
見
ず
俊
房
は
師
房
を
訪
れ
て
院
号
定
の
様
子
を
伝
え
て
お
り
、
二
条
院
に
は
行
っ

て
い
な
い
（「
院
号
定
部
類
記
」
①
）。

（

39）
か
の
院
…
御
坐
す

当
時
、
陽
明
門
院
は
能
長
の
「
二
条
院
」
に

居
住
し
て
い
た
。
能
長
の

養

父
能
信
は

尊
仁
親
王

立
太
子
を

後
押
し
し
（
『

今
鏡
』
一
）
、
二
〇
年
に

わ
た
り

春
宮
大

夫
を
つ
と

め
た
。

治
暦

元
年
に

没
す
る
と
能
長
が
大

夫
を

引
き

継
ぎ
、

後
三
条
天
皇

即
位
に

際
し
「
前

坊
大

夫
労
」
で
権
大

納
言
に

昇
進
。
そ
の

後
四
月
二
八
日
に
は

貞
仁
親
王
の

春
宮
大

夫
と
な
る
（
『
公

卿

補
任
』
）
。
能
長
邸
に

居
住
し
た
陽
明
門
院
も
、

息
子
の

後
三
条
天
皇
側
近
の
能
長
に
信
頼
を

寄
せ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
「
二
条
院
」
は
、「
院
号
定
部
類
記
」
②
・
⑥
は
「
二
条
堀
川
」
と
す
る
。

二
条

堀
川
に
は

冷
泉
院
・

木
工

寮
・

堀
河
院
も

接
す
る
の
で
、
「
二
条
院
」
は
こ
れ
ら
を

除
く

左
京

二
条
二

坊
一
二

町
で
あ
ろ
う
。

九
条

家
本
『

延
喜

式
』
四
二
・

左
京

図
は

左
京
二
条

三
坊
一
二

町

を
「
陽
明
門
院
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
能
長
の
「
二
条
院
」
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
註
（

19）
ま
で

：

磐
下
徹
、
註
（

27）
ま
で

：

宮
川
麻
紀
、
註
（

39）
ま
で

：

黒
須
友
里
江
）

磐 下 徹・堀 井 佳代子・宮 川 麻 紀・黒 須 友里江
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た
の
だ
ろ
う
。

（
14）

右
衛
門
督
忠
家

藤
原
忠
家
。
正
二
位
、
権
中
納
言
。
右
衛
門
督
、
皇
太
后
宮
権
大
夫
（
皇
太

后
宮
は
章
子
内
親
王
）
を
兼
ね
る
。
治
暦
二
年
三
月
の
註
（
８
）
参
照
。
長
家
男
で
祐
家
兄
。
姉

妹
が
信
長
と
再
婚
し
た
た
め
忠
家
・
祐
家
は
教
通
・
信
長
に
近
く
、
こ
の
時
も
教
通
の
参
内
に
扈

従
し
て
い
る
。
教
通
死
後
、
関
白
職
を
継
承
で
き
ず
不
出
仕
を
続
け
た
信
長
は
、
承
暦
四
年
八
月

に
実
権
の
な
い
太
政
大
臣
と
さ
れ
た
。
こ
れ
を
機
に
忠
家
と
祐
家
は
出
仕
を
や
め
、
翌
年
に
は
職

封
を
停
止
さ
れ
る
。
こ
れ
は
祐
家
が
権
中
納
言
か
ら
中
納
言
に
し
か
昇
任
で
き
な
か
っ
た
こ
と
へ

不
満
の
表
明
と
と
も
に
、
信
長
の
待
遇
へ
の
抗
議
と
も
さ
れ
る
（
坂
本
賞
三
『
藤
原
頼
通
の
時
代
』

平
凡
社
、
一
九
九
一
）。

（

15）
右
府
藤
原
師
実
。
従
一
位
、
右
大
臣
。
左
近
衛
大
将
を
兼
ね
る
。
康
平
五
年
正
月
の
註
（

17）

参
照
。

（

16）
右
近
中
将
宗
俊

藤
原
宗
俊
。
従
三
位
、
参
議
。
右
近
衛
権
中
将
と
讃
岐
権
守
を
兼
ね
る
。
康

平
七
年
五
月
の
註
（

44）
参
照
。
俊
家
の
子
。
妹
の
全
子
は
師
実
男
の
師
通
の
妻
で
忠
実
を
生
む

な
ど
師
実
に
近
い
。
本
条
で
も
師
実
の
参
内
に
扈
従
し
て
い
る
。

（

17）
大
納
言
信
長

藤
原
信
長
。
正
二
位
、
大
納
言
。
関
白
教
通
男
。
康
平
七
年
五
月
の
註
（
６
）

参
照
。

（

18）
民
部

卿
俊
家

藤
原
俊
家
。
正
二
位
、
権
大
納
言
。
民
部

卿
を
兼
ね
る
。
宗
俊
の
父
。
康
平
五

年
五
月
の
註
（
１
）
参
照
。

（

19）
右
府
殿
…
せ
ら
る

右
大
臣
師
実
は
、
院
号
定
の
上

卿
を
つ
と
め
る
た
め
殿
上
間
か
ら
陣
座
へ

と
移
動
し
た
。
他
の
公

卿
は
も
と
か
ら
陣
座
に
控
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
関
白
は
陣
定
に
参
列
し

な
い
た
め
教
通
は
殿
上
間
で
待
機
し
た
。

（

20）
頭
中
将
基
長
朝
臣

藤
原
基
長
（
一
〇
四
一
？
～
一
一
〇
七
）
。
時
に
正
四
位
下
蔵
人
頭
・
右

中
将
・
近
江
介
。
藤
原
能
長
男
、
母
は
源
済
政
女
。
天
喜
三
年
叙
爵
、
侍
従
・
右
少
将
。
治
暦
三

年
右
中
将
。
同
四
年
蔵
人
頭
。
同
五
年
兼
近
江
介
。
延
久
二
年
左
中
将
、
同
四
年
参
議
。
永
保
二

年
（
一
〇
八
二
）
権
中
納
言
。
寛
治
元
年
中
納
言
。
同
五
年
弾
正
尹
。
承
徳
二
年
（
一
〇
九
八
）

出
家
。
嘉
承
二
年
薨
去
。

（

21）
太
皇
太
…
き
の
事

女
院
初
例
の
皇
太
后
詮
子
へ
の
院
号
宣
下
で
は
公

卿
議
定
を
経
て
「
依

二

院
例
一
、
判
官
・
主
典
代
可

レ
宜
矣
。
又
院
号
可
レ
号
二
東
三
条
院
一
」
と
の
勅
定
で
、
院
司
も
定
め
ら

れ
た
（
「
院
号
定
部
類
記
」
所
引
『
後
小
記
（
小
右
記
）
』
正
暦
二
年
九
月
一
六
日
条
）
。
こ
の
時
、

詮
子
は
出
家
し
て
后
位
を
去
っ
た
た
め
、
退
位
と
み
な
し
「
譲
位
の
帝
に
な
ぞ
ら
へ
て
女
院
と
聞

え
さ
す
」
（
『
栄
花
物
語
』
四
）
と
さ
れ
た
。
彰
子
も
出
家
し
て
后
位
を
退
く
際
の
院
号
宣
下
だ
っ

た
が
、
禎
子
内
親
王
は
二
〇
年
以
上
前
に
出
家
し
て
お
り
、
以
後
は
出
家
と
院
号
宣
下
に
直
接
の

関
係
は
な
い
。
一
方
、
天
皇
生
母
（
国
母
）
で
后
位
に
あ
る
こ
と
が
院
号
宣
下
の
要

件
と
さ
れ
た

が
、
後
に
こ
れ
ら
を
満
た
さ
な
い

事
例
も

増
え
る
（
以
上
、
前

掲
註
（
１
）

橋
本

論
文
、

高
松

論

文
）。

（

22）
前
々
は
…
ろ
な
り

東
三
条
院
の
時
は
「
院
号

者
以
二
御

領
処
一
為
二
其
号
一
」
と
さ
れ
（
前

掲

『
後
小
記
』
同
日
条
）
、
院
号
に
は

御
領
所

名
を

使
う
と
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
上
皇
の

追
号
に

倣
っ

た
も
の
で
あ
る
（
前

掲
註
（
１
）

橋
本

論
文
）
。
東
三
条
院
号
は
、
詮
子
が
父
藤
原
兼
家
か
ら
継
承

し
た
東
三
条
殿
に

由
来
し
、

次
の
上
東
門
院
号
も
「
院
号

等
事
、

故
東
三
条
院
例
、
以
二
御

在
所
上

東
門
院
一
為
二
院
号
一
」
（
「
院
号
定
部
類
記
」
所
引
『
権
記
』

万
寿
三
年
正
月
一
九
日
条
）
、
「
院
号

等

事
、
大

略
准
二
故
東
三
条
院
例
一
可
レ
被
レ
行

歟
。

則
以
二
御

在
所
上
東
門
院

〈
旧

名
号

〉
一
為
二
院
号
一
」

（『
左
経
記
』
同
日
条
）
と
あ
り
、
彰
子
が
父
道
長
か
ら
継
承
し
た
上
東
門
殿
に
因
ん
で
い
る
。

（

23）
件
の
宮
…
所
無
し

禎
子
内
親
王
は

枇
杷
殿
に

居
住
し
た
が
（

注
（

26）
参
照
）
、

焼
亡
に

よ

り
長
元
元
年
一
一
月
九
日
に

法
成

寺
に

避
難
し
（
『
左
経
記
』
）
、
翌
年
九
月
三
〇
日
に
は
「
一
条
院

一
品
宮
」
（
『
小
右
記
』
）
と
あ
る

よ
う
に
一
条
院
に
い
た
。

そ
の
後
、
定

ま
っ
た

居
所
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

（

24）
宜
し
く
…
す
べ
し

院
号
の

決
定
に
つ
き
、
以
下
の

意
見
が
出
た
。

�も
と
の

御
領
所
の

枇
杷

殿
に

因
み

枇
杷
院
と
す
る
（

良
基
・

資
仲
・

顕
房
・
忠
家
・
信
永
・
師
実
）
。

�今
は

特
定
の

御
在

所
が
な
い
が
、

今
後
の

御
在
所
を
院
号
と
す
る
（
経
信
・
宗
俊
・
能

季
・
祐
家
・
俊

房
・
経
長
）
。

�も
と
の

御
領
所
に

よ
り

枇
杷
殿
と
す
る
か
、

枇
杷
殿
は

陽
明
門
大

路
に

面
す
る
の
で

陽
明
門
院

と
す
る
（
能
長
）。

�経
信
の
意
見
（

�）
に
同
じ
だ
が
勅
定
に
よ
る
べ
き
（
俊
家
）。

（

25）
信
永
藤
原
信
長
の
こ
と
。

（

26）
枇
杷
殿

平
安

京
左

京
一
条
三

坊
一
五

町
に
所

在
し
た

邸
宅
。
藤
原
基
経
か
ら
本

格
的
に

始
ま

り
、
子
の

仲
平
が

植
え
た

枇
杷
に

因
み

枇
杷
殿
と
さ
れ
る
（
『
二
中

歴
』
一
〇
）
。

道
長
が

造
替
し

（
『
権
記
』
長
保
四
年
九
月
二
八
日
条
）
、
東
宮

居
貞
親
王
（
後
の
三
条
天
皇
）
と

妃

�子
の

御
所
と

な
る
（
『
日
本

紀
略
』
寛

弘
三
年
三
月
四
日
条
）
。
内

裏
焼

亡
の
際
に

里
内

裏
と
さ
れ
、
一
条
天
皇

と
中
宮
彰
子
（
『

御
堂
』
寛

弘
六
年
一
〇
月
五
日
条
）
、
三
条
天
皇
と
中
宮

�子
、

娘
の
禎
子
内
親

王
の

御
所
と
な
る
（
『
小
右
記
』
長

和
三
年
四
月
九
日
・
同
四
年
一
一
月
一
九
日
条
）
。

そ
の
後
、

三
条
上
皇
の
御
所
と
な
る
が
焼
亡
し
、
新
造
が
開
始
さ
れ
る
も
（『

御
堂
』
同
五
年
一
一
月
二
日
条
）、

完
成
は
上
皇
死
後
の
治

安
二
年
（
一
〇
二
二
）
だ
っ
た
（
『
栄
花
物
語
』
一
六
）
。
以
後
、

�子
と

禎
子
内
親
王
が
、

�子
死
後
は
禎
子
内
親
王
が

居
住
し
た
（
『
日
本

紀
略
』

万
寿
四
年
一
一
月
一
九

日
条
）
。
長
元
元
年
一
一
月
九
日
に

焼
亡
す
る
と
（
『
小
右
記
』
）
、
長
く

そ
の

ま
ま
と
さ
れ
、
再

建

計
画
の
中
止
な
ど
も
あ
っ
た
が
（
『

水
左
記
』
承
暦
四
年
八
月
二
二
日
・
永
保
元
年
八
月

十
日
条
）
、

承
徳
元
年
に
は
頼
通
女
の
太
皇
太
后
寛
子
が
移
り
（
『
中
右
記
』
同
年
一
二
月
二
日
条
）
、

そ
の

養

女
の

禛
子
内
親
王
（
白

河
天
皇
皇
女
）
が
継
承
し
た
（
『
本

朝
世

紀
』
康

和
元
年

〔
一
〇
九
九

〕
一

〇
月
二
〇
日
条
）
。
や
が
て
関
白
忠
実
が

伝
領
し
、
子
の
忠
通
は

枇
杷
殿
で
元

服
し
て
い
る
（
『
中

『水左記』註釈（治暦四年～延久元年）
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る
が
、
女
院
は
生
前
に
院
号
が
奉
ら
れ
た
。
院
号
は
院
号
定
と
呼
ば
れ
る
陣
定
で
議
さ
れ
た
（
橋

本
義
彦
「
女
院
の
意
義
と
沿
革
」
『
平
安
貴
族
』
平
凡
社
、
一
九
八
六
、
高
松
百
香
「
平
安
貴
族
社

会
に
お
け
る
院
号
定
」
『
女
と
子
ど
も
の
王
朝
史
』
森
話
社
、
二
〇
〇
七
）
。
禎
子
内
親
王
へ
の
院

号
宣
下
は
、
詮
子
、
彰
子
（
上
東
門
院
）
に
つ
ぐ
三
例
目
。
禎
子
内
親
王
（
一
〇
一
三
～
一
〇
九

四
）
は
、
父
は
三
条
天
皇
、
母
は
藤
原

�子
。
長
和
二
年
（
一
〇
一
三
）
一
〇
月
二
二
日
に
内
親

王
宣
下
（
『
御
堂
』
）
、
同
四
年
に
は
准
三
宮
で
年
官
・
年
爵
を
与
え
ら
れ
る
。
万
寿
四
年
（
一
〇
二

七
）
に
東
宮
時
代
の
後
朱
雀
天
皇
の
妃
と
な
り
（
以
上
『
小
右
記
』
）
、
長
元
二
年
（
一
〇
二
九
）

に
良
子
内
親
王
、
同
五
年
に
娟
子
内
親
王
、
同
七
年
に
尊
仁
親
王
（
後
三
条
天
皇
）
を
出
産
（
以

上
『
日
本
紀
略
』
）
。
長
暦
元
年
（
一
〇
三
七
）
二
月
に
中
宮
（
『
行
親
記
』
）
、
同
年
中
に
藤
原

�子

が
中
宮
に
立
て
ら
れ
る
と
皇
后
に
遷
っ
た
。
寛
徳
二
年
（
一
〇
四
五
）
の
後
朱
雀
天
皇
死
去
に
際

し
出
家
（
『
一
代
要
記
』
）
。
皇
太
后
・
太
皇
太
后
を
経
て
後
三
条
天
皇
即
位
に
よ
り
陽
明
門
院
号
を

奉
ら
れ
た
。
女
院
号
定
に
つ
い
て
は
「
院
号
定
部
類
記
」
な
ど
の
部
類
記
が
残
さ
れ
る
。
そ
の
う

ち
東
山
御
文
庫
本
（
函
番
号

：

勅
封
一
五
八
‐
二
）
は
、
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
に
北
条
貞
顕

が
書
写
し
た
金
沢
文
庫
本
を
祖
本
と
す
る
。
ま
た
、
宮
内
庁
書
陵
部
や
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫

所
蔵
の
『
記
録
部
類
』
（
書
陵
部
の
函
架
番
号

：

二
五
五
‐
一
一
四
、
内
閣
文
庫
の
請
求
番
号

：

一

四
四
‐
四
七
九
）
に
は
、
東
山
御
文
庫
本
か
ら
派
生
し
た
「
院
号
」
と
題
す
る
部
類
記
が
含
ま
れ

る
（
木
本
好
信
「
『
院
号
定
部
類
記
』
」
『
平
安
朝
官
人
と
記
録
の
研
究
』
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
〇
、

野
口
華
世
「
「
院
号
定
部
類
記
」
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
『
史
聚
』
五
三
、
二
〇
二
〇
）
。
こ
れ
ら
に
は

今
回
の
院
号
定
に
つ
い
て
、
①
『
土
記
』
（
源
師
房
）
、
②
『
帥
大
納
言
南
隣
』
、
③
『
大
右
記
』

（
藤
原
俊
家
）
、
④
『
但
州
記
』
（
藤
原
隆
方
）
、
⑤
『
江
記
』
（
大
江
匡
房
）
、
⑥
『
左
経
記
』
、

⑦
『
不
知
記
』
、
⑧
『
外
記
』
（
『
外
記
日
記
』
）
が
引
用
さ
れ
る
。
②
⑥
は
ほ
ぼ
同
文
で
源
経
信
の

『
帥
記
』
逸
文
、
⑦
は
藤
原
教
通
の
『
二
東
記
』
逸
文
と
思
わ
れ
る
（
以
下
、
右

掲
史

料
は
①
～
⑦

で
表
記
）。

（
２
）
内
裏

こ
の
時
は
三
条
大
宮

殿
（
三
条

坊
門
南
大
宮
東
）
。
も
と

兼
明
親
王
（
源

兼
明
）

邸
で

「
御
子
左
家
」
と
呼
ば
れ
、
藤
原
長
家

邸
と
な
る
。
後
三
条
天
皇
は
、

治
暦
四
年
六
月
二
六
日
に

閑

院
か
ら
「
大
納
言
藤
原
信
長

卿
大
宮

第
」

＝
三
条
大
宮

殿
を
経
て
九
月
四
日
に

関
白
教
通
の
二
条

殿
を
内

裏
と
し
（
『

扶
桑
略
記
』
）
、
同
所
が
一
二
月
一
一
日
に

焼
亡
す
る
と
二
八
日
に

再
び
「

故
民

部
卿
御
子
左
家
」

＝
三
条
大
宮

殿
に
遷
っ
た
（
『
師
記
』
）
。
即
位

直
後
の
後
三
条
天
皇
は

関
白
教
通

や
そ
の

息
信
長

邸
を
内

裏
と
し
て
い
る
。
信
長
が
三
条
大
宮

殿
を
所

有
す
る
の
は
、
長
家
の

娘
と

再
婚
し
た
こ
と
に
よ
る
（『

栄
花
物
語
』
三
七
）。

（
３
）
新
大
納
言
能
長

藤
原
能
長
。
正
二
位
、
権
大
納
言
。
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
二
月
の
註

（

14）
参
照
。
能
季
の
兄
。

（
４
）
宮
内

卿
経
長

源
経
長
。
正
二
位
、
権
中
納
言
。
宮
内

卿
と
中
宮
大
夫
（
中
宮
は
藤
原
寛
子
）

を
兼
ね
る
。
康
平
七
年
四
月
一
七
日
の
註
（

14）
参
照
。

（
５
）
左
兵
衛
督
顕
房

源
顕
房
。
正
二
位
、
権
中
納
言
。
右
兵
衛
督
を

兼
ね
る
。

治
暦
元
年
正
月
の

註
（

24）
参
照
。
俊
房
の
弟
。

（
６
）
権
中
納
言
祐
家

藤
原
祐
家
。
正
二
位
、
中
納
言
。

治
暦
二
年
二
月
の
註
（
４
）
参
照
。
忠
家

の
弟
。

（
７
）
権
中
納
言
経
季
藤
原
経
季
。
正
三
位
、
権
中
納
言
。
治
暦
元
年
九
月
の
註
（
４
）
参
照
。

（
８
）
左
近
中
将
能
季

藤
原
能
季
（
一
〇
三
九
～
一
〇
七
七
）
。
正
三
位
、
参
議
で
左
近
衛
中
将
と

近
江
権
守
を

兼
ね
る
。
父
は
藤
原
頼
宗
、
母
は
相
模
守
藤
原
親
時
女
。
能
長
弟
。
永
承
三
年
（
一

〇
四
八
）
に
祐
子
内
親
王
の
御
給
で
正
五
位
下
に

叙
さ
れ
、

侍
従
を
経
て
天

喜
二
年
（
一
〇
五
四
）

に
少
納
言
。
同
四
年
正
月
に

従
四
位
下
と
な
り

昇
殿
を

許
さ
れ
、
康
平
四
年
に

少
納
言
の
ま
ま
蔵

人
頭
に

補
さ
れ
る
。
同
七
年
に
参
議
、

翌
年
に

従
三
位
、

延
久
三
年
に
権
中
納
言
に

到
る
。
承
暦

元
年
（
一
〇
七
七
）
に
正
二
位
と
な
る
が
（
以
上
『
公

卿
補

任
』
）
、

疱
瘡
に

罹
患
し
て

薨
じ
た

（『
水
左
記
』
同
年
八
月
一
日
条
）。

（
９
）
右
大
弁
経
信

源
経
信
。

従
三
位
、
参
議
。
右
大

弁
と

伊
予
権
守
を

兼
ね
る
。

治
暦
元
年
正
月

の
註
（

43）
参
照
。

（

10）
右
兵
衛
督
資
仲

藤
原

資
仲
（
一
〇
二
一
～
一
〇
八
七
）
。

従
三
位
、
参
議
。

修
理
大
夫
と
右

兵
衛
督
を

兼
ね
る
。
父
は
藤
原

資
平
、
母
は
藤
原
知

章
女
。

資
房
弟
。
長
元
六
年
に

章
子
内
親
王

の
御
給
で

叙
爵
。

侍
従
を
経
て
同
九
年
に
右
近
衛

少
将
。
右

少
弁
、
左

少
弁
を
経
て
、
長

久
五
年

（
一
〇
四
四
）
か
ら
後
朱
雀
・
後

冷
泉
朝
の
二
代
の
蔵
人
を
つ
と
め
、

造
興

福
寺
長
官
と
し
て

興
福

寺
の

再
建
に

尽
く
し
、
永
承
四
年
の

興
福

寺
供

養
賞
で

従
四
位
下
に

進
み
右
中

弁
。
左
中

弁
に

転

じ
、
康
平
五
年
に

修
理
大
夫
を

兼
ね
た
。

治
暦
四
年
八
月
に
後
三
条
天
皇
の
蔵
人

頭
、
同
年

末
に

参
議
、

翌
延

久
元
年
に
は

従
三
位
の
右
兵
衛
督
で
俊
房
後

任
の

検
非

違
使

別
当
と
な
る
。
同
二
年

に
従
二
位
、
同
四
年
に
権
中
納
言
、

春
宮
権
大
夫
（
東
宮
は
貞
仁
親
王

〔
白

河
天
皇

〕
）
と
、
後
三

条
朝
以

降
に

急
速
に

昇
進
。
承
暦
四
年
に
権
中
納
言
を

辞
し
て
大

宰
帥
に

任
じ
（
以
上
『
公

卿
補

任
』
）
、
同
年

閏
八
月
五
日
に
は
権
帥
に
遷
っ
て

西
海

道
へ
下

向
（
『

水
左
記
』
）
。

応
徳
元
年
（
一
〇

八
四
）
に
権
帥
を

辞
し
て
出
家
し
（
『
公

卿
補

任
』
）
、
寛

治
元
年
（
一
〇
八
七
）
一
一
月
に

薨
じ
た

（『
尊
卑
分
脈
』）。

（
11）

参
議
良
基
卿
藤
原
良
基
。
従
三
位
、
参
議
。
康
平
七
年
四
月
五
日
の
註
（
５
）
参
照
。

（
12）

関
白
藤
原
教
通
。
従
一
位
、
左
大
臣
。

（

13）
宿
装
束

宿
直

装
束
（

宿
衣
）
の
こ
と
で

衣
冠
を

指
す
（
「
院
号
定
部
類
記
」
⑤
に
「

関
白

〈
衣

冠
、

候
二
御
前

一
〉」
と

あ
る
）
。

束
帯
に

対
し

衣
冠
は
略

装
。
内

裏
で
の

宿
直
の
時

間
帯
の

み

着
用
し
、

衣
冠
で
の
参
内
は
一
部
を

除
き

認
め
ら
れ
な
か
っ
た
（
近
藤
好
和
『

増
補

装
束
の
日

本
史
』
平
凡
社
、
二
〇
二
四
）
。

関
白
の
教
通
は
高
位
・

宿
徳

者
と
し
て

衣
冠
で
の

昇
殿
が

許
さ
れ

磐 下 徹・堀 井 佳代子・宮 川 麻 紀・黒 須 友里江

106

一
〇
八



申
者
。
良
基
・
資
仲
・
顕
房
・
忠
家
・
信
永
・
右
大
臣
定
申
云
、
元
御
領
所
枇
４

杷
殿
也
。

只
今
雖
不
御
坐 ５

、
以
彼
可
為
御
号
。
経
信
・
宗
俊
・
能
６

季
・
祐
家
・
余
・
経
長
等
定
申

云
、
只
今
雖
無
定
御
在
所
、
定
有
可
御
坐
之
所
歟
、
先
以
其
所
之
名
可
奉
号
歟
。
能
長

卿
定
申
云
、
枇 ７

杷
殿
元
御
領
所
也
。
可
申
枇 ８

杷
院
歟
。
又
件
所
陽
明
門
大
路
、
可
申
陽

明
門
院
。
俊
家

卿
定
申
云
、
大
略
同
経
信
朝
臣
申
。
但
可
依
勅
定
歟
。
右
府
如
此
旨
付

頭
中
将
奏
聞
。
基
長
朝
臣
重
仰
云
、
陽
明
・
枇
９

杷
院
之
間
以
何
可
奉
号
哉
、
重
可
定
申

者
。
良
基
・
資
仲
・
顕
房
・
忠
家
・
余
・
俊
家
・
信
長
・
右
大
臣
申
上
云
、
可
申
枇

�杷

院
。
経
信
・
宗
俊
・
能
季
・
経
季
・
祐
家
・
経
長
・
能
長
等
申
上
云
、
可
申
陽
明
門
院
。

付
此
。
可
申
陽
明
門
院
之
由
、
被
仰
下
。
右
府
召
大
外
記
仰
云
、
停
太
皇
太
后
宮
、
可

申
陽
明
門
院
。
停
進
・
属
等
、
可
為
判
官
代
・
主
典
代
。
但
年
官
・
年
爵
如
元
。
次
召

弁
正
家
仰
云
、
停
太
皇
太
后
宮
、
可
申
陽
明
門
院
。
令
停
内
膳
供
御
。
自
余
事
如
例
。

公
卿
等
起
座
参
入
彼
院
。
於
下
官
不
参
。
仍
不
見
彼
院
之
作
法
〈
彼
院
御
坐

�能
長

卿
二

条
院
〉。

１
許
…
上
に
「
■
〔
×
刻
〕
」
あ
り
（
底
）
／
２
左
近
中
将
能
季
…
な
し
（
内
・
大
）
／

３
大
…
上
に
「
■
■
■
〔
×
近
中
将
〕
」
あ
り
（
底
）
／
４
・
７
・
８
・
９
・

10枇
杷
…

「
批
把
」
（
大
）
／
５
・

11坐
…
「
座
」
（
内
）
／
６
能
…
上
に
■
■
〔
「
×
能
長
」
〕
あ
り

（
底
）

【
書
き
下
し
】

二
月

十
七

日
甲
寅

雨
降
る
。
院 （
１
）号
有
る
べ
き
に
依
り
、
未
の
時
ば
か
り
内 （
２
）裏
に
参
る
。
こ

れ
よ
り
先
、
新 （
３
）大
納
言
能
長
・
宮 （
４
）内

卿
経
長
・
左 （
５
）兵
衛
督
顕
房
・
権 （
６
）中
納
言
祐
家
・
権 （
７
）

中
納
言
経
季
・
左 （
８
）近
中
将
能
季
・
右 （
９
）大
弁
経
信
・
右 （

�）兵
衛
督
資
仲
・
参 （

�）議
良
基

卿
等
参

入
す
。
し
ば
ら
く
し
て
関 （

�）白
参
り
給
ひ
、
殿
上
に
候
ぜ
ら
る
。
〈
宿 （

�）装
束
。
〉
右 （

�）衛
門
督

忠
家
扈
従
す
。
次
で
右 （

�）府
参
入
せ
ら
れ
、
殿
上
に
候
ぜ
ら
る
。
右 （

�）近
中
将
宗
俊
扈
従
す
。

こ
の
間
大 （

	）納
言
信
長
・
民 （


）部
卿
俊
家
参
入
す
。
右 （

�）府
殿
上
を
下
り
、
陣
に
着
せ
ら
る
。

時
に
雨
脚
漸
く
晴
れ
、
西
日
山
に
隠
る
。
頭 （

�）中
将
基
長
朝
臣
来
た
る
。
右
府
に
仰
せ
て

云
は
く
、
太 （


）皇
太
后
宮
院
号
有
る
べ
き
の
事
、
前 （

�）々
は
御
在
所
の
名
を
以
て
号
を
奉
る

と
こ
ろ
な
り
。
而
る
に
件 （

�）の
宮
、
只
今
指
せ
る
御
在
所
無
し
。
何
所
を
以
て
名
と
為
さ

む
や
。
宜 （

�）し
く
定
め
申
す
べ
し
、
て
へ
り
。
良
基
・
資
仲
・
顕
房
・
忠
家
・
信 （

�）永
・
右

大
臣
定
め
申
し
て
云
は
く
、
元
の
御
領
所
は
枇 （

�）杷
殿
な
り
。
只
今
御
坐
さ
ず
と
雖
も
、

彼
を
以
て
御
号
と
為
す
べ
し
。
経
信
・
宗
俊
・
能
季
・
祐
家
・
余
・
経
長
等
定
め
申
し

て
云
は
く
、
只
今
定
ま
れ
る
御
在
所
無
し
と
雖
も
、
定
め
て
御
坐
す
べ
き
の
所
有
る
か
、

先
に
そ
の
所
の
名
を
以
て
号
を
奉
る
べ
き
か
。
能
長

卿
定
め
申
し
て
云
は
く
、
枇
杷
殿

は
元
の
御
領
所
な
り
。
枇
杷
院
と
申
す
べ
き
か
。
ま
た
件
の
所
は
陽 （

�）明
門
大
路
に
し
て
、

陽
明
門
院
と
申
す
べ
し
。
俊
家

卿
定
め
申
し
て
云
は
く
、
大
略
、
経
信
朝
臣
の
申
す
に

同
じ
。
但
し
勅
定
に
依
る
べ
き
か
。
右
府
か
く
の
ご
と
き
旨
、
頭
中
将
に
付
し
奏
聞
す
。

基
長
朝
臣
重
ね
て
仰
せ
て
云
は
く
、
陽
明
・
枇
杷
院
の
間
、
何
れ
を
以
て
号
を
奉
る
べ

き
や
、
重
ね
て
定
め
申
す
べ
し
、
て
へ
り
。
良 （

�）基
・
資
仲
・
顕
房
・
忠
家
・
余
・
俊
家
・

信
長
・
右
大
臣
申
し
上
げ
て
云
は
く
、
枇
杷
院
と
申
す
べ
し
。
経 （

�）信
・
宗
俊
・
能
季
・

経
季
・
祐
家
・
経
長
・
能
長
等
申
し
上
げ
て
云
は
く
、
陽
明
門
院
と
申
す
べ
し
。
こ （

�）れ

を
付
す
。
陽
明
門
院
と
申
す
べ
き
の
由
、
仰
せ
下
さ
る
。
右 （

�）府
、
大
外
記
を
召
し
、
仰

せ
て
云
は
く
、
太
皇
太
后
宮
を
停
め
、
陽
明
門
院
と
申
す
べ
し
。
進 （

�）・
属
等
を
停
め
、

判
官
代
・
主
典
代
と
為
す
べ
し
。
但
し
、
年 （

�）官
・
年
爵
は
元
の
ご
と
し
。
次
で
弁 （

�）正
家

を
召
し
、
仰
せ
て
云
は
く
、
太
皇
太
后
宮
を
停
め
、
陽
明
門
院
と
申
す
べ
し
。
内 （

�）膳
の

供
御
を
停
め
し
む
。
自 （

�）余
の
事
は
例
の
ご
と
し
。
公 （

�）卿
等
起
座
し
、
か
の
院
に
参
入
す
。

下 （

�）官
に
於
て
は
参
ら
ず
。
仍
て
か
の
院
の
作
法
を
見
ず
〈
か （

�）の
院
、
能
長

卿
二
条
院
に

御
坐
す
〉。

【
註
】

（
１
）
院

号
有

…
に

参
る

俊
房
は
、
後
三
条
天
皇
生
母
の
太
皇
太
后
禎
子
内
親
王
の
女
院
号
を
議
す

る
陣
定
に
参
入
し
た
。
正
暦
二
年
（
九
九
一
）
に
一
条
天
皇
生
母
の
皇
太
后
藤
原
詮
子
へ
の

東
三

条
院
号

宣
下
を

嚆
矢
と
し
、
天
皇
の
母
や
三
后
、
内
親
王
ら
に
院
号
を

宣
下
し
太
上
天
皇
に

準
じ

る
よ

う
に
な

っ
た
。

宣
下
を

受
け
た
女

性
を
女
院
と

呼
ぶ
。

男
性
太
上
天
皇
は

死
後
の

追
号
で
あ

『水左記』註釈（治暦四年～延久元年）
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旨
之
処
、
正
月
有
官
奏
之
例
常
事
也
。
但
元
三
之
間
、
不
行
官
奏
之
由
、
所
云
伝
也
者
。

廿
六
日
甲
午
除 １

目
。
此 ２

日
於
御
前
有
当
梁
之
定
。

１
除
…
上
に
「
■
■
〔
×
此
日
ヵ
〕」
あ
り
（
底
）／
２
此
…
上
に
一
字
あ
き
な
し
（
内
）

【
書
き
下
し
】

治 （
１
）暦
五
年
〈
延
久
元
な
り
〉

正
月

廿
一
日
己
丑

今
日
宇 （
２
）治
殿
に
参
る
の
次
で
、
先
に
関 （
３
）白
亭
に
参
る
。
語
り
て
曰
く
、

明
日
官 （
４
）奏
有
る
べ
し
。
而
る
に
正 （
５
）月
官
奏
有
る
の
例
見
え
ざ
る
の
由
、
孝 （
６
）信
申
す
と
こ

ろ
な
り
。
仍
て
明
日
の
官
奏
未
だ
定
め
ざ
る
な
り
。
宇 （
７
）治
殿
に
参
り
こ
の
旨
を
語
り
申

す
の
と
こ
ろ
、
正
月
に
官
奏
有
る
の
例
は
常
事
な
り
。
但
し
元
三
の
間
、
官
奏
を
行
は

ざ
る
の
由
、
云
ひ
伝
ふ
る
と
こ
ろ
な
り
、
て
へ
り
。

廿
六
日
甲
午
除 （
８
）目
。
こ
の
日
御
前
に
於
て
当 （
９
）梁
の
定
有
り
。

【
註
】

（
１
）
治
暦
五
…
な
り
〉
底
本
の
こ
の
部
分
は
墨
色
な
ど
か
ら
追
記
で
あ
ろ
う
。

（
２
）
宇
治
殿
藤
原
頼
通
の
別
業
。
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
六
月
の
註
（

32）
参
照
。

（
３
）
関
白
亭
関
白
は
藤
原
教
通
。
従
一
位
、
左
大
臣
（『
公
卿
補
任
』）。
康
平
七
年
五
月
の
註
（

10）

参
照
。
教
通
は
二
条
南
東
洞
院
東
の
二
条
殿
に
居
住
し
た
（
太
田
静
六
「
関
白
藤
原
教
通
の
二
条

院
と
藤
原
道
長
の
二
条
第
」
『
寝
殿
造
の
研
究

新
装
版
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
）
。
こ
こ
は

後
三
条
天
皇
即
位
後
の
治
暦
四
年
九
月
四
日
に
内
裏
と
な
り
（
『
本
朝
世
紀
』
『
扶
桑
略
記
』
『
百
錬

抄
』
同
日
条
な
ど
）
、
一
二
月
一
一
日
に
焼
亡
し
た
（
『
帥
記
』
『
本
朝
世
紀
』
『
扶
桑
略
記
』
『
百
錬

抄
』
同
日
条
な
ど
）。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
時
の
教
通
の
居
所
は
二
条
殿
以
外
と
な
る
。

（
４
）
官
奏

諸
司
・
諸
国
が
太
政
官
に
提
出
し
た
解
文
を
天
皇
に
奏
す
る
政
務
。
こ
の
時
期
に
は
場

面
や
案
件
が
固
定
化
さ
れ
て
い
た
。

（
５
）
正
月
官
…
る
の
例

一
〇
世
紀
以
降
の
正
月
官
奏
の
事
例
は
、
①
安
和
元
年
（
九
六
八
）
正
月

九
日
（
『
台
記
』
仁
平
元
年
〔
一
一
五
一
〕
二
月
一
〇
日
条
）
、
②
天
元
五
年
（
九
八
二
）
正
月
二

二
日
（
『
小
右
記
』
）
、
③
寛
和
元
年
（
九
八
五
）
正
月
二
一
日
（
『
小
右
記
』
）
、
④
永
延
元
年
（
九

八
七
）
正
月
二
七
日
（
『
永
昌
記
』
嘉
承
元
年
〔
一
一
〇
六
〕
一
二
月
一
三
日
条
）
、
⑤
長
保
三
年

（
一
〇
〇
一
）
正
月
一
六
日
（
『
権
記
』
）
、
⑥
寛
弘
二
年
（
一
〇
〇
五
）
正
月
二
〇
日
（
『
御
堂
関
白

記
』
『
小
右
記
』
）
、
⑦
長
元
元
年
（
一
〇
二
八
）
正
月
二
五
日
（
『
左
経
記
』
『
日
本
紀
略
』
）
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
特
に
違
例
と
さ
れ
ず
、
本
日
条
で
頼
通
も
元
日
～
三
日
を
除
け

ば
「
常
事
」

と
す
る
。
左
大

史
小

槻
孝
信
の
正
月
官
奏
の
例
は
な
い
と
の

主
張
は
不

審
。
④
の
例
を

引
く
『
永

昌
記
』
に
除
目

下
名
と
同
日
に
官
奏
は
し
な
い
と
あ
り
、
行
事
の

多
い
正
月
や

他
行
事
と
同
日
の

官
奏
は
避
け
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
の
官
奏
の
実
施
は
未
詳
。

（
６
）
孝
信
小
槻
孝
信
。
正
五
位
下
、
左
大
史
。
治
暦
三
年
五
月
の
註
（

24）
参
照
。

（
７
）
宇
治
殿
…
り
申
す

俊
房
は
宇
治
の
頼
通
の
も
と
に

赴
き
、
教
通
が
正
月
の
官
奏
を

実
施
す
べ

き
か
迷
っ
て
い
る
こ
と
を
伝
え
た
の
で
あ
る
。

（
８
）
除
目

春
の

恒
例
除
目
。
『

叙
位
除
目

執
筆
抄
』
に

よ
れ

ば
、
右
大
臣
藤
原

師
実
が

執
筆
、
正

月
二
五
日
が

初
日
で
二
九
日
が

入
眼
。
『
公

卿
補
任
』
で
は
、
権

中
納

言
源

顕
房
が
右

兵
衛

督
か
ら

左
兵

衛
督
に

転
任
、
参

議
源

資
仲
が
右

兵
衛

督
を

兼
任
、

源
資

綱
の
太
皇
太

后
宮
権
大

夫
（
太
皇

太
后
は
禎
子
内
親
王
）
兼
任
が
確
認
さ
れ
、
参
議
の
源
隆
綱
が
備
後
権
守
を
兼
ね
て
い
る
。

（
９
）
当
梁
の
定

陰
陽
道
で
は
、
戊
子
・
戊
午
・
己
卯
・
己
酉
の
年
を
当
梁
年
と
し
、
正
殿
の
立
柱
・

上
棟
を

避
け
た
。
本
年
は
己

酉
年
で
、
『
百
錬
抄
』
延
久
元
年
二
月
一
〇
日
条
に
「

依
二
当
梁
年
一
、

今
年
不

レ
可

レ
作
二
内
裏
一
之
由

被
レ
定
之
。
諸
道

勘
申
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
先

立
ち
当
梁
年
の
内
裏
造

営
に

つ
い
て
の
御
前
定
が

開
か
れ
た
の
で
あ
る
。

翌
年
も

庚
戌
年
で

立
柱
を

避
け
る

地
梁
の
年
で
、

内
裏
の

立
柱
・
上
梁
は
三
年
三
月
、
天
皇
の

遷
御
は
同
年
八
月
と
な
っ
た
（

詫
間

直
樹
『
後
三
条

天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
五
）。

（
磐
下
徹
）

（
五
）
延
久
元
年
二
月

【
本
文
】

二
月

十
七
日
甲

寅
雨
降
。

依
可
有
院

号
、
未
時

許
１

参
内
裏
。
先

是
新
大

納
言

能
長
・

宮
内

卿
経
長
・
左

兵
衛

督
顕

房
・
権

中
納

言
祐

家
・
権

中
納

言
経

季
・
左
２

近
中

将
能

季
・
右

大
３

弁
経
信
・
右

兵
衛

督
資

仲
・
参

議
良

基
卿

等
参

入
。

頃
之
関
白
参

給
、

被
候
殿
上
。

〈
宿
装

束
。
〉
右

衛
門

督
忠

家
扈
従
。
次
右

府
被
参

入
、

被
候
殿
上
。
右

近
中

将
宗

俊

扈
従
。
此
間
大

納
言
信
長
・

民
部

卿
俊

家
参

入
。
右

府
下
殿
上
、

被
着

陣
。

于
時

雨
脚

漸
晴
、
西
日
隠
山
。
頭
中
将
基
長
朝
臣
来
。
仰
右
府
云
、
太
皇
太
后
宮
可
有
院
号
之
事
、

前
々
以
御

在
所
之

名
所

奉
号
也
。
而
件

宮
只
今

無
指
御

在
所
。
以

何
所

為
名

哉
。

宜
定

磐 下 徹・堀 井 佳代子・宮 川 麻 紀・黒 須 友里江
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返
事
を
承
る
。
仍
て
関
白
の
命
に
随
ひ
て
壺
胡

�を
着
す
る
と
こ
ろ
な
り
。
こ
れ
よ
り

の
後
、
然
ら
ば
平 （

�）胡

�を
着
す
べ
き
な
り
。

【
註
】

（
１
）
関
白

藤
原
教
通
。
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
五
月
の
註
（

10）
参
照
。
時
に
七
三
歳
。
俊
房

は
検
非
違
使
別
当
の
用
い
る
胡

�に
つ
い
て
教
通
に
尋
ね
て
い
る
。
こ
れ
は
教
通
が
長
和
二
年

（
一
〇
一
三
）
か
ら
翌
年
ま
で
検
非
違
使
別
当
を
つ
と
め
て
い
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
２
）
警
固

非
常
事
態
に
備
え
て
天
皇
身
辺
の
警
備
体
制
を
強
化
す
る
こ
と
。
賀
茂
祭
や
天
皇
の
代

替
わ
り
の
際
な
ど
に
行
う
。
賀
茂
祭
の
警
固
は
未
ま
た
は
申
の
日
（
祭
の
二
日
前
ま
た
は
前
日
）

に
始
ま
り
、
戌
日
（
祭
の
翌
日
）
に
終
わ
る
。
こ
の
年
の
賀
茂
祭
は
停
止
さ
れ
（
『
本
朝
世
紀
』
同

年
四
月
二
〇
日
条
）
、
警
固
の
み
実
施
さ
れ
た
（
同
二
一
日
条
）
。
ま
た
五
月
五
日
の
後
冷
泉
天
皇

の
遺
詔
奏
の
日
に
藤
原
経
長
が
六
府
に
警
固
を
仰
せ
（
「
『
践
祚
部
類
鈔
』
翻
刻

付
解
題
」
『
書
陵

部
紀
要
』
七
〇
、
二
〇
一
九
）
、
二
四
日
に
解
陣
し
た
（
『
本
朝
世
紀
』
）
。
「
近
来
警
固
」
と
は
こ
れ

ら
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
『
北
山
抄
』
九
、
警
固
に
は
弓
や
剣
を
装
着
し
て
清
涼
殿
や
紫
宸
殿
で
活
動

す
る
際
の
作
法
が
記
さ
れ
、『
江
家
次
第
』
六
、
賀
茂
祭
警
固
に
も
「
五
位
已
上
衛
府
皆
帯
二 弓
箭
一 」

と
あ
る
。
警
固
の
間
は
六
衛
府
の
武
官
は
弓
箭
を
帯
び
て
通
常
の
業
務
を
行
っ
た
。
俊
房
も
左
衛

門
督
と
し
て
弓
箭
を
帯
び
る
必
要
が
あ
っ
た
。

（
３
）
ー
省
略
、
あ
る
い
は
抄
出
本
作
成
時
に
原
本
の
字
句
が
判
読
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
か
。

治
暦
元
年
六
月
の
註
（

47）（

62）
参
照
。

（
４
）
非
違
別
当

検
非
違
使
別
当
。
こ
の
略
称
は
、
『
御
産
部
類
記
』
所
引
『
九
暦
』
天
暦
四
年

（
九
五
〇
）
閏
五
月
一
日
条
、
長
徳
三
年
（
九
九
七
）
五
月
五
日
付
僧
慶
勢
解
文
（
平
‐
五
〇
六
）
、

『
栄
花
物
語
』
二
七
に
み
え
る
。

（
５
）
平
胡

�

胡

�は
矢
の
容
具
で
、
背
板
の
下
に
鏃
を
挿
し
込
む
小
型
の
箱
で
あ
る
方
立
を
設
け

る
。
平
胡

�は
背
板
の
裾
を
広
く
し
、
方
立
を
幅
広
に
し
た
も
の
。
矢
並
を
美
し
く

見
せ
る
も
の

と
さ
れ
る
。

儀
式
用
と
し
て
用
い
ら
れ
た
（
鈴
木
敬
三
「
靫
と
胡

�」
『
古
典
の
新
研
究

二
』
国

学
院
大
学
、
一
九
五
四
）。

（
６
）
壺
胡

�

伝
統
的
な
筒
型
に
近
い
形
状
を
持
つ
靫
が
そ
の
形
か
ら
壺
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、

さ
ら
に
胡

�の
一
種
と
解
さ
れ
て
壺
胡

�と
呼
ば
れ
た
。
平
胡

�に
比
べ
て
格
が
劣
る
と
さ
れ
る

（
前
掲
鈴
木
論
文
）。

（
７
）
中
院
な
…
省
行
幸

新
嘗
祭
等
の

中
和
院
行

幸
、

即
位

式
等
の
大

極
殿
行

幸
を
指
す
。
教
通
は

行
幸
は
平
胡

�、
警
固
は
壺
胡

�を
用
い
る
と
す
る
。

（
８
）
参
内
す

俊
房
は
教
通
の
教
示
に
よ
り
壺
胡

�で
参

内
し
た
。
こ
の
時
の

内
裏
は
二
条

南
西

洞

院
西
の
閑
院
で
あ
る
（『
践
祚
部
類
鈔
』）。

（
９
）
同
十
三
日

日
付
が

変
わ
る
が

底
本

・
内

閣
文

庫
本
と
も
に

改
行
し
な
い
。

自
筆
原
本
で
は
具

注
暦
の
一
三
日
の

欄
に
書
か
れ
て
い
た
も
の
が
、
抄
出
の
際
に

続
け
て
記

載
さ
れ
た

可
能

性
が
考

え
ら
れ
る
。

（

10）
宇
治
殿
の
所

藤
原

頼
通
の
も
と
。
た
だ
し
後
文
の

内
容
か
ら
俊
房
は

頼
通
に

直
接

会
っ
て
い

な
い
よ
う
で
あ
る
。

（

11）
右
府

藤
原

師
実
。
康
平
五
年

正
月
の
註
（

17）
参
照
。
時
に

従
一
位

右
大

臣
兼
左
大

将
。

師

実
は
頼
通
か
ら
聞
い
た
胡

�の
故
実
を
俊
房
に
伝
え
た
。

（

12）
検
非
違
…
着
せ
ず

頼
通
（
「
殿
下
」
）
は
検
非
違
使
別
当
は
壺
胡

�を
用
い
な
い
と
し
、
教
通

と
は

異
な
る

見
解
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
「

相
尋
ね
て

…
」
と

他
の

人
に
も

確
認
す
る
よ
う

述

べ
て
い
る
。

（

13）
申
さ
し
む
る
後

一
一
日
の
教
通

へ
の

問
合
せ
と
は
別
に
、
俊
房
は

頼
通
も
し
く
は

師
実
に
検

非
違
使
別
当
の
胡

�に
つ
い
て
尋
ね
て
い
た
。
「

遅
く
御
返
事
を
承
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
返

事
を
も
ら
っ
た
の
は
こ
の
時
だ
っ
た
。

（

14）
平
胡

�…
き
な
り

俊
房
は

頼
通
の

意
見
に

従
い
、

以
降
は
平
胡

�を
用
い
る
と
す
る
。
平
胡

�と
壺
胡

�の
使
い

分
け
は
し
ば
し
ば

問
題
と
な
り
、
平

親
信
は

右
衛
門

少
尉
と
し
て
警
固
に
壺

胡

�を
着
し
て
「

是
故
実

也
」
と
し
（
『

親
信

卿
記
』
天

延
二
年

〔
九
七
四

〕
四
月
一

八
日
条
）
、

藤
原
実

資
か
ら
行

幸
時
の
衛
府

公
卿
の
胡

�に
つ
い
て
尋
ね
ら
れ
た
藤
原

済
時
は
、
通

例
は
壺
胡

�で
検
非
違
使
別
当
は
平
胡

�だ
が
、

源
重

光
は
別
当
で
壺
胡

�を
着
用
し
た
と

答
え
て
い
る

（
『
小

右
記
』

正
暦
四
年

〔
九
九
三

〕
五
月
四
日
条
）
。
検
非
違
使
別
当
は
参

議
・

中
納

言
の
衛
門
督

（
ま
た
は

兵
衛
督
）
が
つ
と
め
る
が
、
九
世
紀
に
成
立
す
る
比

較
的
新
し
い

役
職
で
あ
り
、

儀
式
で

の
序

列
に

不
確

定
な
部

分
が
あ
っ
た
た
め
こ
う
し
た

見
解
の

相
違
が

生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

『
江
家
次
第
』
一
四
、
建
礼
門
行
幸
装
束
、
同
六
、
賀
茂
祭
警
固
は
頼
通
と
同
じ
見
解
を
示
す
。

（
堀
井
佳
代
子
）

（
四
）
延
久
元
年
正
月

【
本
文
】

治
暦
五
年
〈
延
久
元
也
〉

正
月

廿
一
日

己
丑

今
日
参

宇
治
殿

之
次
、

先
参
関
白

亭
。
語

曰
、

明
日

可
有
官
奏
。

而
正

月
有
官
奏

之
例

不
見

之
由
、

孝
信
所
申

也
。
仍

明
日
官
奏
未

定
也
。
参

宇
治
殿
語
申

此

『水左記』註釈（治暦四年～延久元年）
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書
給
也
。

十
九
日
小
雨
降
。
主
上
今
暁
崩
御
。

【
書
き
下
し
】

四
月

三
日

天
晴
る
。
平 （
１
）等
院
の
額
、
今
日
の
未
の
刻
を
以
て
、
こ
れ
を
西 （
２
）門
・
北
門
等
に

懸
く
る
な
り
。
内 （
３
）大
臣
殿
書
か
し
め
給
ふ
と
こ
ろ
な
り
。

十
九
日
小
雨
降
る
。
主 （
４
）上
今 （
５
）暁
崩
御
す
。

【
註
】

（
１
）
平
等
院
の
額

平
等
院
は
康
平
七
年
（
一
〇
六
四
）
六
月
の
註
（

31）
参
照
。
現
在
、
平
等
院

浄
土
院
は
絹
布
に
「
平
等
院
」
と
記
す
「
平
等
院
扁
額
」
を
蔵
す
（
『
平
等
院
鳳
翔
館
』
改
訂
版
、

平
等
院
、
二
〇
二
三
）
。
『
集
古
十
種
』
扁
額
も
同
様
の
図
を
載
せ
「
堀
川
左
大
臣
〈
俊
房
公
〉
真

蹟
」
と
注
記
す
る
。
正
徳
元
年
（
一
七
一
一
）
刊
『
山
州
名
跡
志
』
一
五
に
よ
る
と
、
北
向
き
の

楼
門
・
後
門
に
「
中
納
言
俊
房

卿
筆
」
の
「
平
等
院
」
の
竪
額
が
あ
っ
た
が
、
元
禄
一
一
年
（
一

六
九
八
）
の
失
火
で
門
は
焼
け
た
と
い
う
。
額
の
筆
者
を
源
師
房
（
「
内
大
臣
殿
」
）
と
す
る
本
条

と
は
齟
齬
す
る
が
、
こ
れ
に
関
わ
る
も
の
だ
ろ
う
。

（
２
）
西
門
・
北
門

西
大
門
と
北
大
門
。
平
等
院
は
東
が
宇
治
川
、
南
が
山
地
で
、
主
要
な
門
は
西

門
・
北
門
に
な
る
。
本
条
は
平
等
院
の
門
に
関
す
る
早
い
段
階
の
記
録
で
あ
る
。

（
３
）
内
大
臣
殿

源
師
房
。
康
平
五
年
正
月
の
註
（
１
）
参
照
。
正
二
位
内
大
臣
兼
右
大
将
。
『
殿

�』
康
和
三
年
（
一
一
〇
一
）
七
月
五
日
条
で
、
白
河
院
は
藤
原
忠
実
に
師
房
の
手
跡
を
「
御
手

本
」
と
し
て
下
賜
し
て
お
り
、
師
房
の
書
跡
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（
鈴
木
蒼

「
平
安
時
代
に
お
け
る
「
能
書
」
の
基
礎
的
考
察
」『
史
学
雑
誌
』
一
二
九
―
三
、
二
〇
二
〇
）。

（
４
）
主
上
後
冷
泉
天
皇
。
治
暦
二
年
三
月
の
註
（
１
）
参
照
。
正
月
二
八
日
に
は
「
依
二 御
薬
気

一 」

り
、
右
大
臣
師
実
ら
が
参
内
し
、
二
月
二
一
日
に
は
「
御
薬
之
上
御
物
忌
」
の
た
め
除
目
入
眼
が

延
引
さ
れ
て
い
る
（『
本
朝
世
紀
』）。

（
５
）
今
暁
崩
御
す

後
冷
泉
天
皇
は
卯
剋
に
高
陽
院
で
崩
御
し
た
。
享
年
四
四
。
関
白
藤
原
教
通
ら

が
参
入
し
、
酉
剋
に
東
宮
（
後
三
条
天
皇
）
に
璽
剣
が
渡
さ
れ
た
（
『
本
朝
世
紀
』
）
。
五
月
五
日
に

船
岡
の
西
で
荼
毘
に
付
さ
れ
、
遺
骨
は
仁
和
寺
山
（
『
帝
王
編
年
記
』
『
百
錬
抄
』
）
あ
る
い
は
円
教

寺
（
『
扶
桑
略
記
』
）
に
安

置
さ
れ
た
と
い
う
。
代
わ
っ
て

即
位
し
た
後
三
条
天
皇
（
一
〇
三
四

～

七
三
）
は
、
諱
は
尊
仁
。
父
は
後
朱
雀
天
皇
、
母
は
三
条
天
皇
皇
女
の
禎
子
内
親
王
（
陽
明
門
院
）、

後
冷
泉
天
皇
は

異
母

兄
。

長
元
九
年
（
一
〇
三
六
）
に

父
の

即
位
を

受
け

親
王

宣
下
。

寛
徳
二
年

（
一
〇
四
五
）
の

父
の

譲
位
・

兄
の

即
位
に

際
し

兄
の
皇

太
弟
と
な
る
。
二
三
年

間
東
宮
の
地
位
に

あ
り
、
こ
の

間
に
藤
原
能

信
養

女
茂

子
（
藤
原
公

成
女
）
・

馨
子
内

親
王
（
後
一
条
天
皇

女
）
を

妃

と
す
る
。
こ
の
日
、

兄
の
崩
御
を

受
け
て

践
祚
。
こ
の

数
日

前
に
関
白
と
な
っ
た
教
通
が
引
き

続

き
関
白
を

つ
と
め
た
。
記
録

荘
園

券
契

所
の

設
置
な

ど
の

政
策
を
実

施
し
た
が
、

約
四
年
で

子
の

白
河
天
皇
（

貞
仁

親
王
）
に

譲
位
し
、
実
仁

親
王
を
皇

太
弟
と
し
た
。
延

久
五
年
に
大

炊
御
門
殿

で
崩
御
。

近
年
『
院
御
書
』
、
『
後
三
条
院
年
中

行
事
』
等
の

儀
式
書
を
編

纂
し
た
こ
と
が

指
摘
さ

れ
て
い
る
（
詫
間
直
樹
『
後
三
条
天
皇
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
二
五
）。

（
堀
井
佳
代
子
）

（
三
）
治
暦
四
年
五
月

【
本
文
】

五
月

十
日

晩
頭
参
関
白
御

許
。

申
云
、

近
来

警
固

丨 １

。
而

非
違

別
当

可
着
平

胡

�歟
。

又

可
着

壺
胡

�候
歟

如
何
。

答
曰
、
中
院

�八
省

行
幸
時

着
平

胡

�。
只

警
固
之
時
者

可

着
壺
胡

�者
。
下
官
依
関
白
命
着
壺
胡

�参
内
。

同 ２

十
三
日
、
於
宇
治
殿
所
、
右
府
語
云
、
一
日
申
殿
下
給
、
胡

�如
何
。
殿
下
被
仰
云
、

検
非

違
使

別
当

不
着

壺
胡

�。
相

尋
可

被
着
者
。
下

官
申

云
、

令
申
後

遅
承
御

返
事
。

仍
随
関
白
命
所
着
壺
胡

�也
。
自
是
之
後
、
然
者
可
着
平
胡

�也
。

１
丨

…「
候
」（
大
）
／
２
同
…
改
行
な
し
（
底
・
内
）、「
十
」
か
ら
改
行
（
大
）

【
書
き
下
し
】

五
月

十
日

晩
頭
、
関 （
１
）白
の
御

許
に
参
る
。

申
し
て

云
は
く
、

近
来

警 （
２
）固

ー （
３
）。

而
る
に

非 （
４
）違

別
当
、
平 （
５
）胡

�を
着
す

べ
き
か
。

ま
た

壺 （
６
）胡

�を
着
す

べ
く

候
ふ
か
、

如
何
。

答
へ
て

曰
は
く
、
中 （
７
）院
な
ら

び
に
八

省
行

幸
の
時
、
平

胡

�を
着
す
。
た
だ

警
固
の
時
は

壺
胡

�を
着
す
べ
し
、
て
へ
り
。
下
官
、
関
白
の
命
に
依
り
て
壺
胡

�を
着
し
て
参 （
８
）内
す
。

同 （
９
）十
三
日
、
宇 （

�）治
殿
の
所
に
於
て
、
右 （

�）府
語
り
て
云
は
く
、
一
日
殿
下
に
申
し
給
ふ
に
、

胡

�は
如

何
。
殿
下

仰
せ
ら
れ
て

云
は
く
、

検 （

�）非
違

使
別

当
、

壺
胡

�を
着
せ

ず
。

相

尋
ね
て

着
せ
ら
る

べ
し
、
て

へ
り
。
下

官
申
し
て

云
は
く
、

申 （

�）さ
し

む
る
後
、

遅
く
御

磐 下 徹・堀 井 佳代子・宮 川 麻 紀・黒 須 友里江
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【
本
文
】
の
末
尾
に
底
本
、
対
校
本
、
増
補
史
料
大
成
本
（
略
称
「
大
」
）
の
校
異
を
示

し
て
い
る
。
そ
の
他
の
構
成
等
は
『
人
文
研
究
』
第
七
一
～
七
六
巻
を
踏
襲
し
た
が
、
引

用
史
料
の
略
称
に
以
下
を
追
加
す
る
。

『
類
聚
符
宣
抄
』
→
『
符
宣
抄
』

今
回
の
註
釈
も
磐
下
の
主
催
す
る
水
左
記
輪
読
会
の
成
果
で
あ
る
。
参
加
者
は
執
筆
者

に
加
え
、
北
村
安
裕
・
久
米
舞
子
・
重
田
香
澄
で
あ
る
。

（
磐
下
徹
）

二
、
註
釈

（
一
）
治
暦
四
年
三
月

【
本
文
】

治
暦
四
年
戊 １

申

三
月

廿
三
日
乙
未
天
晴
。
是
日
辞
別
当
職
之
状
、
付
右
衛
門
権
佐
有
綱
朝
臣
上
奏
。
仰
云
、

暫
可
令
候
者
。
辞
書
作
者
匡
房
。

１
戊
申
…
な
し
（
内
・
大
）

【
書
き
下
し
】

治
暦
四
年
戊
申

三
月

廿
三
日
乙
未

天
晴
る
。
こ （
１
）の
日
、
別 （
２
）当
職
を
辞 （
３
）す
る
の
状
、
右
衛
門
権
佐
有 （
４
）綱
朝
臣

に
付
し
て
上
奏
す
。
仰
せ
て
云
は
く
、
暫 （
５
）く
候
ぜ
し
む
べ
し
、
て
へ
り
。
辞
書
の
作
者
、

匡 （
６
）房
な
り
。

【
註
】

（
１
）
こ
の
日

俊
房
が
こ
の
日
に
辞
状
を
出
し
た
理
由
は
未
詳
。
た
だ
、
同
日
に
前
年
一
二
月
五
日

に
関
白
を
辞
し
た
藤
原
頼
通
も
「
政
無
二
巨
細
一
可
二
諮
詢
一
之
勅
」
の
辞
退
を
上
表
し
て
お
り
（
『
公

卿
補
任
』
）
、
三
月
五
日
に
は
「
右
大
臣
・
内
大
臣
以
下
、
依

二
前
関
白
所
悩
危
急

一
、
皆
被
レ
参
二
宇

治
一
」
（
『
本
朝
世
紀
』
）
と
体
調
不
良
の
様
子
が
窺
え
る
。
頼
通
は
四
月
一
六
日
（
一
七
日
と
も
）

の
勅
答
で
辞
退
が
認
め
ら
れ
、
教
通
が
関
白
と
な
っ
た
（『
公
卿
補
任
』
等
）。

（
２
）
別
当
職

検
非
違
使
別
当
を
指
す
。
俊
房
は
前
年
五
月
に
別
当
と
な
っ
た
。
治
暦
三
年
五
月
の

註
（
４
）・（

22）
等
を
参
照
。

（
３
）
辞
す
る
の
状
『
本
朝
続
文
粋
』
に
長
暦
二
年
（
一
〇
三
八
）
の
藤
原
公
成
（
作
者
は
藤
原
明

衡
）
、
承
暦
三
年
（
一
〇
七
九
）
の
藤
原
実
季
（
作
者
は
藤
原
敦
基
）
の
検
非
違
使
別
当
の
辞
状
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

（
４
）
有
綱
朝
臣

藤
原
有
綱
。
実
綱
男
。
母
は
源
道
成
女
。
天
喜
元
年
（
一
〇
五
三
）
に
対
策
に
及

第
、
左
衛
門
尉
、
右
衛
門
権
佐
、
五
位
蔵
人
、
摂
津
守
、
文
章
博
士
、
中
宮
亮
（
中
宮
は
藤
原
賢

子
）
等
を
歴
任
（
『

尊
卑

分
脈
』
）
。
藤
原

師
通
の

家
司
も

つ
と
め
た
。

時
に

正
五
位
下
で
右
衛
門
権

佐
・
五
位
蔵
人
。
こ
こ
で
は
蔵
人
と
し
て
俊
房
の
辞
状
を
天
皇
に
渡
し
て
い
る
。

（
５
）
暫
く
候
…
む
べ
し

辞
状
を
と

ど
め
て
お
く
と
い

う
意

味
か
。
『

親
信

卿
記
』
天

禄
三
年
（
九

七
二
）
一
〇
月
二
一
日

条
で
は
、
藤
原

伊
尹
の
摂
政

太
政
大
臣
の
辞
表
の
奏
上
に
対
し
、

円
融
天

皇
は
「

御
物

忌
也
。
可
レ
令
レ
候
」
と
し
、
二
日

後
に
勅
答
を
出
し
て
い
る
。

後
冷

泉
天

皇
は
二
月

か
ら
体
調
を

崩
し
て
お
り
（
『

扶
桑
略
記
』
『

百
錬
抄
』
）
、

翌
月
一
九
日
に

崩
御
す
る
。
こ
の

時
の

俊
房
の
辞
状
は
認
め
ら
れ
ず
、
別
当
は
翌
年
五
月
に
辞
し
て
い
る
（『
公
卿
補
任
』）。

（
６
）
匡
房

大
江
匡
房
（
一
〇
四
一
～
一
一
一
一
）
。
成
衡
男
、
母
は

橘
孝

親
女
。

康
平
元
年
（
一

〇
五
八
）
に
対
策
に
及
第
、
治

部
少

丞
、

式
部

少
丞
を

つ
と
め
、
治
暦
三
年
に

東
宮

学
士
、

翌
年

に
は

後
三

条
天

皇
践

祚
に

よ
り
蔵
人
と
な
り
、
左
衛
門
権
佐
、
左
大

弁
、

勘
解
由
長

官
、

式
部
大

輔
、

周
防
権
守
を
歴
任
。

寛
治
二
年
（
一
〇
八
八
）
に
参

議
、

嘉
保
元
年
（
一
〇
九
四
）
権
中

納

言
、
そ
の

後
も
大

宰
権

帥
な

ど
に

就
き
、
天

永
二
年
に

没
す
（
『
公

卿
補
任
』
）
。

時
に

従
五
位
下
・

東
宮

学
士
。
な
お
『

江
都

督
納

言
願
文

集
』
所
収
「
五

十
日

逆
修

願
文
」
は

康
平
四
年
八
月
に
俊

房
の
母
藤
原

尊
子
の
依
頼
に

よ
り
作
文
し
た
と
い

う
（

川
口
久

雄
『
大

江
匡
房
』

吉
川

弘
文

館
、

一
九
六
八
）
。
『
水
左
記
』
承
暦
四
年

条
に
匡
房
は
た

び
た

び
登

場
す
る
が
、
今
回
の
辞
状
作
成

か

ら
、
早
く
か
ら
の
俊
房
と
匡
房
と
の
関
わ
り
が
窺
え
る
。

（
堀
井
佳
代
子
）

（
二
）
治
暦
四
年
四
月

【
本
文
】

四
月

三
日

天
晴
。

平
等

院
額
、
以
今
日
未

刻
、

懸
之

西
門
・
北
門
等

也
。
内
大
臣

殿
所
令

『水左記』註釈（治暦四年～延久元年）
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三



一
、
本
稿
の
概
要
と
凡
例

本
稿
は
源
俊
房
の
日
記
で
あ
る
『
水
左
記
』
の
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
三
月
～
五
月

条
、
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
正
月
、
二
月
、
四
月
条
、
こ
れ
ら
に
続
け
て
掲
出
さ
れ
る

年
未
詳
の
正
月
二
日
条
の
註
釈
で
あ
る
。
な
お
、
治
暦
五
年
は
四
月
一
三
日
の
改
元
で
延

久
元
年
と
な
る
。
今
回
の
註
釈
も
『
人
文
研
究
』
第
七
一
～
七
六
巻
、
『
岐
阜
聖
徳
学
園

大
学
紀
要

教
育
学
部
編
』
第
五
九
～
六
四
集
掲
載
の
註
釈
（
康
平
五
年
～
治
暦
三
年
五

月
）
の
続
編
と
な
る
。

当
該
期
の
『
水
左
記
』
は
、
自
筆
原
本
よ
り
抜
書
し
た
と
考
え
ら
れ
る
写
本
が
残
さ
れ

る
。
今
回
の
範
囲
に
は
後
冷
泉
天
皇
の
死
去
と
後
三
条
天
皇
の
即
位
が
含
ま
れ
る
が
、
こ

れ
に
関
す
る
詳
し
い
記
事
は
残
さ
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
自
筆
原
本
に
関
係
記
事
が
な
か
っ

た
可
能
性
も
あ
る
が
、
女
院
号
定
に
つ
い
て
は
詳
し
い
記
録
が
残
さ
れ
る
た
め
、
抄
出
の

際
に
抜
書
さ
れ
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

今
回
の
範
囲
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
警
固
に
参
仕
す
る
際
の
検
非
違
使
別
当
の
装
束

（
治
暦
四
年
五
月
一
〇
・
一
三
日
条
）
や
正
月
の
官
奏
実
施
（
延
久
元
年
正
月
二
一
日
条
）

に
つ
い
て
、
藤
原
頼
通
と
教
通
が
異
な
る
見
解
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
者
の

関
係
を
考
え
る
上
で
興
味
深
い
。
後
述
の
女
院
号
定
の
記
事
で
、
教
通
の
参
内
に
扈
従
し

た
公

卿
と
、
頼
通
息
の
師
実
に
扈
従
し
た
公

卿
が
分
け
て
記
載
さ
れ
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て

示
唆
的
で
あ
る
。
ま
た
、
後
三
条
天
皇
の
生
母
禎
子
内
親
王
に
対
し
、
女
院
号
＝
陽
明
門

院
を
定
め
た
記
事
（
延
久
元
年
二
月
一
七
日
条
）
も
注
目
さ
れ
る
。
「
院
号
定
部
類
記
」
に

は
当
該
期
の
諸
記
録
が
掲
出
さ
れ
、
こ
の
女
院
号
定
を
複
数
の
日
記
の
記
事
を
比
較
し
な

が
ら
検
討
で
き
る
と
と
も
に
、
現
在
散
逸
し
た
日
記
の
逸
文
も
確
認
で
き
る
。

今
回
も

【
本

文
】
は
公
益
財
団
法
人
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
三
条
西
家
旧
蔵
本

（
前
田
家
抄
出
本
）
を
底
本
と
し
（
略
称
「
底
」
）
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
の
内
閣
文
庫
本

『
水
左
記
』
（
六
冊
本
、
請
求
番
号

：

一
六
〇
―
二
三
一
）
で
対
校
し
た
（
略
称
「
内
」
）
。
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一
〇
二

『
水
左
記
』
註
釈
（
治
暦
四
年
～
延
久
元
年
）磐
下

徹
・
堀
井
佳
代
子
・
宮
川
麻
紀
・
黒
須
友
里
江

『
水
左
記
』
は
平
安
時
代
後
期
に
村
上
源
氏
の
源
俊
房
（
一
〇
三
五
～
一
一
二
一
）
が
残
し
た
日
記
で
あ
る
。
平
安
期
の
貴
族
の
日
記
に
は
、
儀
式
・
年
中
行
事
の
様
子
を

中
心
に
、
朝
廷
内
外
の
出
来
事
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
当
時
の
政
治
・
行
政
・
社
会
の
在
り
方
を
伝
え
る
貴
重
な
史
料
で
あ
る
。

ま
た
、
『
水
左
記
』
に
は
一
〇
六
二
～
一
一
一
三
年
ま
で
の
記
事
が

断
続
的
に
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
期

間
に
は

摂
関
政
治
か
ら
院
政

へ
と
い

う
政
治

形
態
の
大
き
な

変

化
が
生
じ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
日
記
は
古
代
か
ら
中
世
へ
の
移
行
期
の
様
相
を
知
る
う
え
で
重
要
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
る
。

今
回
は
こ

う
し
た
『
水
左
記
』
の
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
と
延
久
元
年
（
一
〇
六
九
）
の
記
事
を

紹
介
す
る
と
と
も
に
そ
の
註
釈
を

提
示
し
て
、
時
代
の
大
き
な

転
換
期

で
あ
る
平
安
時
代
後
期
研
究
の
一
助
と
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド

：

水
左
記
源
俊
房

古
記
録
（
日
記
）
註
釈
平
安
時
代
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1．文学研究科・文学部の研究・教育・普及活動

2024年度 大阪公立大学 戦略的研究

2024年度は、次の2件が採択された。

◎重点研究支援（拠点形成支援型）「大阪の歴史文化

研究拠点の構築をめざす学際的研究」

研究の経過 4月に、学内の戦略的研究事業への申

請（研究代表者：岸本）、特設サイトのコンテンツに

ついて打ち合わせ、7月には学内研究費に採択された

ことをふまえ、各自の分担部分の構想を報告いただい

た。大阪府・市町村との提携、古代史関係、府内中世

文書の集約、近世文書の整理、大阪市史編纂資料の検

討、大学所蔵の大阪関係古典籍の抽出、講談本の整理、

大阪画壇の研究、空中写真・古地図による正確な地理

情報の統合、などである。

8月には事務局体制を整え、各分担の今年度事業計

画と必要経費を申告し、9月に予算配分、研究会日程

の設定、3月の講演会開催を決定した。また雇用や謝

金関係の経理事務を整理した。またメンバーとして、

在日コリアン関係の田中宏資料の整理を継続している

社会学の伊地知紀子氏を加えることになった。また、

大阪府下の指定文化財の集約、伏見屋善兵衛文書の再

撮影、講談本については、表紙撮影を進めて特設サイ

トにデータベースを設けること、�沢コレクションに

含まれる1000点あまりの和書類についての整理、�

沢氏の私家版である『講談本辞典』全4冊のデータ化

などを進めることとした。

10月には本学が都市シンクタンク機能の役割を果

たすため行政との連携を進める上で、文学研究科が森

之宮移転を機に人文学学際研究センターを設置する構

想をふまえ、大阪府文化財保護課と協議する機会を得

た。そして、この重点研究をふまえ、本学の都市シン

クタンク機能に資する研究グループ創成事業に研究科

長が申請し採択されている。

その他、古文書関係では、伏見屋善兵衛文書の再撮

影計画をふまえ、杉本図書館が公開している古文書デー

タベースの画像更新や目録の再整備について、図書館

側と協議の機会をもった。図書館からテキストデータ

を提供してもらい修正を加え、再撮影画像とともに文

学研究科でデータベース公開をすることになった。

研究会 9月は、伊地知紀子氏による「在日コリア

ン研究事業と田中宏資料」、10月は崎島達矢氏による

「「重要物産同業組合設立関係書綴」の分析」、11月に

は奥野久美子氏による「講談作品事典とデータベース

化の意義」、そのデータベースイメージについて久堀

裕朗氏の報告、呉偉華氏から古文書整理の報告があっ

た。12月は海老根剛氏による人文選書『人形浄瑠璃

の「近代」が始まったころ』の報告があった。1月は、

研究代表者が、今後の研究会のあり方、2023年度か

ら都市文化研究センターが受託している、東北大学金

属材料研究所の文科省による共同利用・共同研究シス

テム形成事業「人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学

際領域の形成」における今年度の分析事業の報告を行っ

た。2月は、和泉市教育委員会の森下徹氏に「和泉市

における「文書館」機能開設への道のりと課題」を報

告いただいた。3月は月末の講演会にむけて、登壇者

からの概要報告をいただいた。

データベース �沢コレクションの講談本について

データベースを公開した。これに表紙画像および『講

談本辞典』全4冊のテキストデータを加える作業に進

んでいる。杉本図書館所蔵の古文書では、大坂土船仲

間文書を画像公開した。また、大阪町奉行所が出した

町触を編纂した『せん年よりおふれふみ』（2004年に

全文を翻刻した史料集刊行）の画像データベースを再

公開した。さらに、有用な資料群であるが対外的にあ

まり知られていない、杉本図書館所蔵の近代史料〈大

阪市史編纂資料〉（旧大阪商科大学経済研究所が寄贈

を受けたもの）の目録と、そのなかの株式会社設立関

係簿冊と重要物産同業組合関係の簿冊の細目録を公開

した。

講演会 3月29日（土）に一般向け講演会「大阪

の歴史・文化の価値を考える―大阪公大に歴史文化研

究拠点を―」を、杉本キャンパス講堂で開催した。塚

田孝・齊藤紘子・崎島達矢・伊地知紀子・久堀裕朗・

奥野久美子・菅原真弓氏に登壇いただき、重点研究で
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実施している各分野での取り組みを報告した。

その他 2024年度の上方文化講座で、「学生が選ぶ

�沢コレクションの世界」と題した展示を行った（8

月）。なお、コレクションのなかの「やまと新聞」付

録の講談本の表紙絵について、先に書いた東北大金研

事業において絵の具分析を実施した。 （岸本直文）

◎重点研究支援（萌芽研究支援型）「豊臣期大坂城櫓

台・堀跡の非破壊調査による復元研究―発掘調査の

ための基礎資料の収集―」（研究代表者：仁木宏

（日本史学））研究組織は、文学研究科3名（仁木、

岸本、齊藤）、理学研究科1名、大阪歴史博物館な

ど市の研究機関3名、他大学1名からなる。

SWS試験（スクリューウェイト貫入試験）は，金

属製ロッド（棒）の先端につけたスクリュー（直径約

3cm）を機械で垂直に地中に挿入し，地層を貫通する

際に必要となる貫入抵抗の大小から礫質・粘土質の違

いを判別し，豊臣期の地表面の高さ（深さ）を求める

ものである。またスクリューは，石垣の石にぶつかる

と貫入できなくなることから石垣の位置や高さを知る

ことができる。2024年度の調査は、2024年9月28日

に、大手前広場地区において実施した。豊臣期大坂城

の構成要素である「三ノ丸」の堀の構造などを解明す

ることを目的とした。2023年度第2回調査（表面波

探査）によっておおよそ割り出された東西方向の堀跡

のより正確な位置を確定することを目的とした。結果

として、幅20メートル以上の東西方向の堀跡を検出

することができた。

調査の成果として、西側に隣接する大阪府警本部

建設にともなう発掘調査によって発見された東西方向

の堀が、そのまま真東へつづくわけではなく、どこか

で北へクランクする複雑な形状をとっていることが判

明した。「豊臣時代大坂城指図」のような古絵図がな

いポイントにおいても、表面波探査とSWS試験を複

合的に活用することで、地下の大規模な遺構の位置や

形状を正確に検出可能であることを示すことができた。

今後は、今回確認された東西方向の堀がどこまで東

へ延び、豊臣期大坂城外堀とどこで、どのように接続

するかを解明する必要がある。

（仁木 宏）

「国際発信力育成インターナショナルスクール」

の2024年度の取り組みについて

2024年度インターナショナルスクール運営員会は、

文学研究科科長裁量経費から助成を受け、以下の活動

を行った。なお、本委員会は2024年度をもって終了

した。

1.インターナショナルスクール集中科目

大学院・学部共通科目「国際都市社会論」を集中講

義として実施した。使用言語は英語であった。受講者

は、大学院生5名、学部生1名であった。

講師：LangleyRaymondGarold先生（大分大学）

2.海外渡航支援

文学研究科の大学院生とUCRC研究員を対象に、

「若手研究者海外渡航支援」を行った。3名に対して

渡航費の一部を支給した。

3.校閲

日本語校閲（プルーフリーディング）支援と論文校

閲支援（主として英語）を実施した。前者には10件

の申請、後者には1件の申請があり、いずれも支給し

た。

（山 祐嗣）

大阪公立大学大学院文学研究科・文学部年報2024
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上方文化講座2024

2024度の上方文化講座は、『御所桜堀川夜討』に取

り組んだ。講座は8月20日（火）～22日（木）の3

日間、例年通り本学杉本キャンパス学術情報総合セン

ター10階大会議室を会場に実施された。参加者は学

生・市民あわせて約120名。

竹本錣太夫、鶴澤清介、桐竹勘十郎の3師は、今年

も含蓄ある芸談を語ってくださるとともに、実演では

「弁慶上使の段」を狭い舞台をものともせず見事に演

じてくださった。

2004年度の講座開設以来、20年にわたった杉本キャ

ンパスにおける講座は今回をもって終了し、2026年

度からは森之宮新キャンパスを舞台に行われる。

授業内容は以下の通り。

授業日程

○8月20日（火）

Ⅰ 文楽案内―文楽軒に関する疑問について

（久堀裕朗）

Ⅱ 『御所桜堀川夜討』解説（久堀裕朗）

Ⅲ 人形浄瑠璃批評の黄金時代─『浄瑠璃雑誌』

を再訪する（海老根剛）

Ⅳ 『御所桜堀川夜討』〔弁慶上使の段〕講読①

（久堀裕朗）

○8月21日（水）

Ⅰ 『御所桜堀川夜討』〔弁慶上使の段〕講読②

（久堀裕朗）

Ⅱ 描かれた『御所桜堀川夜討』（菅原真弓）

Ⅲ 『御所桜堀川夜討』 太夫・三味線の芸

（竹本錣太夫・鶴澤清介）

Ⅳ 『御所桜堀川夜討』 太夫・三味線・人形

の芸（竹本錣太夫・鶴澤清介・桐竹勘十郎）

○8月22日（木）

Ⅰ 文楽になったシェイクスピア─『天変斯止嵐

后晴』（内丸公平）

Ⅱ 近世都市の「賑わい」と興行（齊藤紘子）

Ⅲ 桐竹勘十郎師に聞く 実演をまじえて

（桐竹勘十郎）

Ⅳ 文楽の至芸 太夫・三味線・人形、三業

一体の舞台（竹本錣太夫・鶴澤清介・桐竹勘

十郎）

（小林直樹）

教育促進支援機構

2024年度の教育促進支援機構（以下、支援機構と

略記）の活動の中心的な担い手は、例年同様、会長

1名、教員委員5名、学生委員5名の計 11名で構成

される「運営委員会」と、これを支えるために教員運

営委員所属外の教室から選出された「サポート委員教

員」5名であった。なお、教員委員、学生委員から

1名ずつ副会長職を兼務するが、副会長を務める教員

委員は、次年度の会長候補者であった。（が、都合に

より、3月末で退職した）。

今年度は、総会1回（5月）、臨時総会1回（2025

年1月）、また運営委員会はメール審議を含め11回開

催された。

2024年度の活動は次のとおり。

・「教育支援」：履修相談会（3月～4月）、学生による

コースガイダンス（10月）

・「研究支援」：勉強会・自主ゼミ支援事業、共同活動

支援事業、研究誌出版支援事業、研究奨励賞

・「就職支援」：新歓キャンプ開催（4月）。ただし、

審議の上、2025年度の新歓キャンプは行わないこ

とに決まった。

・「編集」：文学部案内冊子『LiteraLibrary』（8月

発行）【文学研究科広報・ホームページ委員会と協

働】、『フォーラム人文学』No.22発行（3月）

・「広報」：春の広大授業（4月）【文学研究科地域連

携推進委員会と協働】、オープンキャンパス学生企

画（8月）【文学研究科オープンキャンパス委員会

と協働】

2021年度4月以降中止していた新歓キャンプを、

2024年度4月に試験的に行なった。支援機構の活動

は、教員会員、学生会員の当機構に対する関心の度合

いに大きく左右される。支援機構の健全な管理運営の

ために、会費の納入率、企画スタッフ確保のための具
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体的な方策、新キャンパス移転後の新体制などを講じ

る必要がある。教員会員と学生会員の連携に問題はな

いか、学生会員間の縦横の意思疎通はとれているか、

協働する各委員会や各教室との連携などについて、常

に目配りしておく必要がある。

（堀まどか）

2024年度 地域貢献活動

文学研究科専任教員による地域貢献活動は次のよう

に行われた。

〇高大連携事業

※公大授業（2024年4月28日、1号館）

濱本真実（哲学歴史学科世界史学コース）「「宗教的寛

容」をイスラームとキリスト教正教の歴史から考える」

平山 亮（人間行動学科社会学コース）「「女と男はやっ

ぱり違うものだから」にモヤモヤするあなたへ」

内丸公平（言語文化学科英語文化コース）「今を生き

るシェイクスピア－『ロミオとジュリエット』を読む」

宋 恵媛（文化構想学科アジア文化学コース）「密航

者の日記を読む」

文学部・文学研究科教育促進支援機構「文学部学生と

のフリートーク」

※出張授業

菅原真弓（文化構想学科文化資源学コース）「江戸時

代文化の魅力」泉大津市立総合福祉センター、5月

16日

海老根剛（文化構想学科文化表現学コース）「映画表

現論（マンガと映画：映像表現の比較考察）」京都

光華高等学校、6月29日

福島祥行（フランス語圏言語文化学専修）「つなぐこと

ば、わかつことばーなぜ外国語をまなぶのかと複言語・

複文化の思想ー」大阪府立水都国際中学校、9月9日

橋本博文（人間行動学科心理学コース）「協力する心

の不思議」大阪府立水都国際高等学校、12月10日

仁木 宏（哲学歴史学科日本史学コース）「豊臣期大

坂城の構造～徳川期大坂城（現在の大坂城）とどこ

がちがうのか～」泉佐野市立日根野公民館、2025

年2月9日

伊地知紀子（人間行動学科社会学コース）「関わりあ

いからの人間学」堺市人権教育推進協議会宗教部会、

2025年2月20日

佐賀 朝（哲学歴史学科日本史学コース）「近代大阪の

都市社会史」天王寺学館高等学校、2025年3月3日

土屋貴志「「倫理学」に触れる」東洋紡株式会社、2025

年3月4日

〇公開講座

※大阪公立大学公開講座

高梨友宏（哲学歴史学科哲学コース）「カント美学に

ついて」5月29日、6月5日、6月12日、6月19

日、6月26日

信國 萌（言語文化学科ドイツ語コース）「ドイツ語

を通じて異言語文化を体験しよう！」8月7日

佐賀 朝（前掲）「近代大阪の都市社会史」9月3日

北村昌史（哲学歴史学科世界史学コース）「ブルーノ・

タウトの生涯と モダニズム建築」10月5日、10月

12日、10月19日

王 静（文化構想学科アジア文化学コース）「�好！

中国茶の世界へようこそ ～六大茶を通してひも解

く中国茶文化～」11月19日

〇地域連携講座

※近鉄文化サロン共催講座

仁木 宏（前掲）「織田信長の城下町を歩く ～歴史と

地形から「町」を復元する」11月16日、12月14

日、2025年2月15日、3月8日

※博学連携講座

小林直樹（言語文化学科国語国文学コース）「平安期

難波の海の信仰世界」11月15日

〇文化人材育成プログラム事業

社会人向け「大阪文化ガイド＋（プラス）講座」の

提供科目

天野景太（文化構想学科文化資源学コース）「観光文

化論」「総合文化実践演習」「観光研究入門」「観光

と文化」

天野景太（前掲）・北村 昌史（前掲）・渡部健哉（哲

学歴史学科世界史学コース）・祖田 亮次（人間行動

学科地理学コース）・磐下徹（哲学歴史学科日本史

学コース）「大阪の地域・文化実践演習」

齊藤紘子・岸本直文・磐下 徹（以上、哲学歴史学科

日本史学コース

仁木 宏・佐賀 朝（前掲）「大阪の歴史演習」

齊藤紘子（前掲）「歴史のなかの大阪」

（伊地知紀子）

大阪公立大学大学院文学研究科・文学部年報2024
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2．外部資金による助成研究

科学研究費補助金助成研究（研究分担者として交付を受けたものを除く）

笹島秀晃 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（A））

「グローバルな作品市場の拡大と都市レベルの美術の

制度変化に関する国際比較研究」

「継続」2021～2024年度

上野雅由樹 国際共同研究加速基金（国際共同研究強

化（A））

「近代国家形成期のオスマン帝国における宗派集団間

の関係」

「継続」2021～2024年度

辻野けんま 国際共同研究加速基金（国際共同研究強

化（B））

「TeacherEducationforGlobalWelfareinPost

NationStateEra」

「継続」2020～2024年度

山祐嗣 国際共同研究加速基金（国際共同研究強化

（B））

「Religiousmoralreasoningintheframeofdual

processapproach:Culturaldifferencesinreligi-

ousmoralreasoningandthinkingstyle.」

「継続」2021～2025年度

佐賀朝 基盤研究（B）

「内部構造分析と国際的視野に立脚した近世～近代日

本の「遊廓社会」に関する総合的研究」

「継続」2023～2026年度

辻野けんま 基盤研究（B）

「ポスト国民国家時代の公教育の射程に関する国際研

究」

「継続」2023～2027年度

片山幹生 基盤研究（B）

「現代日本における地域市民演劇の諸相」

「継続」2021～2024年度

水内俊雄 基盤研究（B）

「生活困窮者自立支援の実践に見る社会包摂原理の日

本的受容に関する学際的探究」

「継続」2021～2024年度

櫻田和也 基盤研究（B）

「釜ケ崎史料アーカイブの実装による都市下層の歴史

社会学」

「継続」2022～2026年度

江村公 基盤研究（C）

「アヴァンギャルド・ミュゼオロジー」の歴史とその

現代性の考察」

「継続」2019～2024年度

田中孝信 基盤研究（C）

「後期ヴィクトリア朝小説とジャーナリズムに見る労

働者階級の子供像」

「継続」2019～2024年度

菅原真弓 基盤研究（C）

「浮世絵から照射する日本近代美術～日本近代美術再

考～」

「継続」2020～2024年度

増田聡 基盤研究（C）

「現代日本ポピュラー音楽のナショナリズム動向―

「愛国ソング」の調査と分析」

「継続」2020～2024年度

多和田裕司 基盤研究（C）

「「世俗の領域」におけるイスラーム実践にかんする実

態調査研究」

「継続」2020～2024年度

木村義成 基盤研究（C）

「不要不急な救急事案が救急搬送に与える影響とその

時間的・地域的要因の分析」

「継続」2021～2024年度
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豊田純一 基盤研究（C）

「Origin oftheget-passivethrough replication,

involvingEnglishdialectsandotherGermanic

languages.」

「継続」2020～2024年度

齊藤紘子 基盤研究（C）

「近世畿内小藩領における陣屋と藩領社会の関係構造」

「継続」2020～2024年度

島田希 基盤研究（C）

「日本における教師のレジリエンス形成に寄与するオ

ンライン学習プログラムの開発」

「継続」2020～2024年度

海老根剛 基盤研究（C）

「世紀転換期から第2次世界大戦後までのドイツ語圏

における群集思考の歴史的展開」

「継続」2021～2024年度

平山亮 基盤研究（C）

「性的マイノリティ高齢者の存在にセンシティブなケ

アマネジメントの実現に関する研究」

「継続」2021～2024年度

中西尋子 基盤研究（C）

「韓国キリスト教の日本布教および日本への定着過程

に関する研究」

「継続」2022～2025年度

奥野久美子 基盤研究（C）

「近代島根歌壇の研究―恒藤恭の短歌関連資料と山陰

『明星』歌人資料を活用して―」

「継続」2022～2025年度

大岩本幸次 基盤研究（C）

「『漢西字典』収録語彙の研究」

「継続」2022～2026年度

天野景太 基盤研究（C）

「「観光危機」概念の確立に向けた理論的枠組みの構築

に関する知識社会学的研究」

「継続」2022～2024年度

立花史 基盤研究（C）

「移民作家のフランス象徴主義 マラルメからジャ

ン・モレアスへ 」

「継続」2022～2025年度

小林直樹 基盤研究（C）

「無住道暁と南宋代成立典籍に関する総合的研究」

「継続」2023～2025年度

久堀裕朗 基盤研究（C）

「19世紀以降の人形浄瑠璃の伝承に関する研究―大阪・

淡路・阿波のネットワークを軸に―」

「継続」2023～2028年度

佐金武 基盤研究（C）

「現代時間論の哲学史上の意義をめぐって：観念論・

時間の空間化・関係説的現在主義」

「継続」2023～2026年度

伊井義人 基盤研究（C）

「豪州の教育政策における社会的公正理念の変容とそ

の実現過程に関する研究」

「継続」2023～2026年度

山崎孝史 基盤研究（C）

「暴力の地理学―米軍統治下琉球における試論」

「継続」2023～2027年度

上野雅由樹 基盤研究（C）

「近世オスマン帝国の宗教行政：アルメニア教会の事

例から」

「継続」2023～2027年度

弘田陽介 基盤研究（C）

「ドイツ啓蒙主義図版書における表情・感情認識のデ

ジタル・ヒューマニティーズ研究」

「継続」2023～2026年度

白田由樹 基盤研究（C）

「世紀転換期ヨーロッパの装飾芸術の盛衰に関する新

聞・雑誌メディアからの分析研究」

「継続」2023～2026年度

大阪公立大学大学院文学研究科・文学部年報2024



120

堀まどか 基盤研究（C）

「米国における初期「禅」布教とモダニズム文芸の総

合的研究―佐々木指月とNY第一禅堂」

「継続」2023～2027年度

小田中章浩 基盤研究（C）

「岩田豊雄のフランス演劇受容 －滞欧観劇ノートを

中心として」

「継続」2023～2026年度

栄原永遠男 基盤研究（C）

「日中戦争下北京における日本人研究者の学知形成―

新出の山根徳太郎書簡を素材として―」

「継続」2023～2025年度

瀬戸宏 基盤研究（C）

「東アジアにおける近代劇形成の比較研究」

「継続」2023～2025年度

菅原真弓 基盤研究（C）

「日本近代美術における浮世絵受容の総合的研究」

「新規」2024～2027年度

宋恵媛 基盤研究（C）

「ディアスポラ文化とジェンダー―在日朝鮮人とカザ

フ高麗人のライティングと舞台芸術」

「新規」2024～2027年度

髙橋愛 基盤研究（C）

「19世紀アメリカ文学における男の傷の表象」

「新規」2024～2027年度

平田茂樹 基盤研究（C）

「中国宋代における「同」縁ネットワークの研究―

「書かれたもの」を手がかりとして―」

「新規」2024～2026年度

草生久嗣 基盤研究（C）

「ビザンツ帝国における文書類聚と編著者問題」

「新規」2024～2026年度

祖田亮次 基盤研究（C）

「デジタル化が変える東南アジア農村社会―ボルネオ

島北西部を事例に」

「新規」2024～2027年度

菅野拓 基盤研究（C）

「ゲーム理論的な制度からみた比較都市誌」

「新規」2024～2026年度

島田希 基盤研究（C）

「カリキュラム・マネジメントの継続・発展を促すミ

ドルリーダーの役割のモデル化」

「新規」2024～2026年度

土屋貴志 挑戦的研究（萌芽）

「性愛をめぐる人間学の試み」

「継続」2022～2024年度

水内俊雄 挑戦的研究（萌芽）

「モバイルな就労と居住による非政策的セーフティネッ

ト形成と暫居・共居の可能性探求」

「継続」2022～2024年度

橋本博文 挑戦的研究（萌芽）

「自尊心を高めることの社会的効果に関する国際比較

研究」

「新規」2024～2026年度

山本真由子 若手研究

「平安朝和歌序の研究」

「継続」2021～2025年度

大山万容 若手研究

「小中学校への複言語教育導入についての研究」

「継続」2021～2024年度

（本来、2023年度終了。1年間期間延長）

王静 若手研究

「蔵茶によるチベット民族政策と中国茶文化の再帰的

変容に関する実態調査研究」

「継続」2021～2024年度

立花史 若手研究

「ステファヌ・マラルメと19世紀末フランスの読書有

害論」

「継続」2019～2024年度

貝原哲生 若手研究

「イスラーム時代初期（7～8世紀）エジプトにおける

キリスト教諸派の教会組織の分析」

「継続」2020～2024年度
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紺谷由紀 特別研究員奨励費

「7-11世紀ビザンツ帝国社会における独身者の位置づ

けに関する包括的研究」

「継続」2023～2025年度

大和冬樹 特別研究員奨励費

「日本において近隣が不平等を生み出すメカニズムの

解明」

「継続」2023～2025年度

阿山健人 特別研究員奨励費

「『七天狗絵』成立をめぐる文学的環境の解明」

「継続」2023～2025年度

井ノ元ほのか 特別研究員奨励費

「近代の都市大阪における病者と医療をめぐる社会史

的研究」

「継続」2023～2025年度

松本駿也 特別研究員奨励費

「災害経験の文化資源化と相伝の時空間的展開 災

害をめぐる人－自然関係の「物語化」」

「継続」2023～2025年度

韓光勲 特別研究員奨励費

「在日コリアン第一世代の歴史学者らの日韓関係史研

究とその影響」

「継続」2023～2025年度

上野雅由樹 特別研究員奨励費

「革命に抗する帝国：イスタンブル総主教座とオスマ

ン統治、1768年から1828年」

「新規」2024～2026年度

EstradaReesCarlos特別研究員奨励費

「近世巨大都市における舟運構造の解明―近世大坂の

土船仲間を中心に」

「新規」2024～2026年度

小林直樹 研究成果公開促進費（学術図書）

「無住と遁世僧の伝承世界」

「新規」2024年度

岡部政美

「ジャワ王宮舞踊ー無形文化遺産の伝承」

「新規」2024年度

大阪公立大学大学院文学研究科・文学部年報2024
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3．博士学位授与者一覧

【課程博士】

井ノ元ほのか 「近代大阪の都市地域社会における病者と救療」

藤本 佳子 「音楽的思考を育成する授業構成の研究

―デューイの探究理論と芸術論を手がかりに―」

田中梨枝子 「美術館の教育普及に関する研究

―現代日本における美術館教育の枠組みを問い直すために―」

齊藤 竹善 「民話「天狗の隠れ蓑」の研究

―原型と成立過程について―」

【論文博士】

島田 克彦 「近代日本の地域社会における土地所有構造」

永井 泉 「片山廣子の創作と翻訳における異界・妖精・子ども

―明治後期から大正期の神秘性への志向とその背景―」

陳 琪栄 「中国「映画小説」研究」

李 茗鋭 「王家衛映画研究―美学と文学性―」
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4．学術交流

客員教授・客員准教授・客員研究員の受け入れ

周 永傑（中国）

大阪公立大学客員研究員

2023年4月15日～2024年4月14日

［受入］平田 茂樹

「五代宋初における中国北方地区の民族融合の研

究」

［寧夏大学西夏学研究院 講師］

徐 進鈺（台湾）

大阪公立大学客員研究員

2024年3月1日～2024年7月31日

［受入］山﨑 孝史

「グローバル生産ネットワークの地政経済におけ

る想像上「領域に固定された」資本と経済的主

体性：台湾積体電路製造股�有限公司のケース」

［国立台湾大学地理資源学系特聘教授］

林田 秀樹

大阪公立大学客員教授

2024年4月1日～2025年3月31日

［受入］祖田 亮次

「インドネシア西カリマンタン州における小農の

栽培作目選択の変化に関する調査研究 ―パーム

油関連産業の転換期に際しての地域間比較―」

［同志社大学 教授］

林 君憲（台湾）

大阪公立大学客員研究員

2024年4月1日～2025年3月31日

［受入］平田 茂樹

「宋代祠祀信仰的記憶形塑與傳播」

［臺灣國立中正大學�史學系博士後選人］

山城 彰（芸名：桂 春團治）

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］久堀 裕朗

「規程第2条第2項該当」

［公益社団法人上方落語協会会員］

中田 雅也（芸名：桂 春雨）

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］久堀 裕朗

「規程第2条第2項該当」

［公益社団法人上方落語協会会員］

宮永 豊実（芸名：桐竹勘十郎）

大阪公立大学特別客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］久堀 裕朗

「規程第2条第2項該当」

［公益財団法人文楽協会所属］

藤田 千尋（芸名：竹本錣太夫）

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］久堀 裕朗

「規程第2条第2項該当」

［公益財団法人文楽協会所属］

田中 良和（芸名：鶴澤 清介）

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］久堀 裕朗

「規程第2条第2項該当」

［公益財団法人文楽協会所属］

水内 俊雄

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］祖田 亮次

「条件不利地域における地域と人材の賦活に資す

る社会的実践の試み」

［市大名誉教授］

大阪公立大学大学院文学研究科・文学部年報2024
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塚田 孝

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］佐賀 朝

「近世巨大都市・三都の複合的社会構造とその世

界史的位置―〈史料と社会〉の視点から―」

［市大名誉教授］

大野 陽介

大阪公立大学客員研究員

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］張 新民

「中国の農村における伝統演劇の現代化について」

［公大非常勤講師］

伊藤 正人

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］佐伯 大輔

「発達障害児の社会性と衝動性に関する研究」

［市大名誉教授］

栄原永遠男

大阪公立大学客員教授

2022年4月1日～2025年3月31日

［受入］磐下 徹

「日中戦争下北京における日本人研究者の学知形

成―新出の山根徳太郎書簡を素材として―」

［市大名誉教授］

山口 勧

大阪公立大学客員教授

2023年4月1日～2025年3月31日

［受入］橋本 博文

「自尊心の適応価に関する国際比較研究」

［東京大学名誉教授］

松宮 宏

大阪公立大学客員教授

2023年4月1日～2025年3月31日

［受入］橋本 博文

「ヘルプマークに対する肯定的な認識を促す広告

の効果検証」

［大阪芸術大学客員教授］

王 艶梅（中国）

大阪公立大学客員准教授

2024年8月1日～2025年7月31日

［受入］多和田裕司

「多文化共生社会に求められる大学教員のリーダー

シップ育成研究」

［江蘇理工学院准教授］

IqbalNaved（インド）

大阪公立大学客員教授

2024年8月15日～2024年9月6日

［受入］山 祐嗣

「Well-beingandreligionsinIndia:Culturally

andreligiouslygeneralorspecific?」

［Professor,JamiaMilliaIslamia,NewDelhi」

YusufZiyaKarab��ak（トルコ）

大阪公立大学客員研究員

2024年11月1日～2025年10月31日

［受入］上野雅由樹

「革命に抗する帝国：イスタンブル総主教座とオ

スマン統治、1768年から1828年」

［日本学術振興会海外特別研究員］

MindySu（中国）

大阪公立大学客員研究員

2024年9月1日～2025年8月31日

［受入］佐賀 朝

「19世紀後半～20世紀の神戸におけるマッチ産業

とゴム産業」

［イェール大学大学院歴史学研究科博士課程

東アジア史専攻院生］

朴 志�（韓国）

大阪公立大学客員研究員

2025年2月10日～2026年2月9日

［受入］山﨑 孝史

「日韓観光から見るナショナリズムの地政学とク

ロスボーダーツーリズム」

［シラキュース大学 大学院博士課程在学中］



【構成員】

教員4名、大学院前期博士課程2名、大学院後期博士課程1名

【研究活動その他】

教室関係者が主催する研究会等は次のとおり。

・高梨友宏「フッサール読書会」

・土屋貴志「哲学／映像サロン」（学期中の毎週金曜に実施した90分間の哲学対話。各自の生活の中で考えたこ

とを持ち寄る回と、30分程度のドキュメンタリー番組を視聴し話題とする回とを、交互に実施）

・土屋貴志「性愛プロジェクト研究会」（土屋が研究代表者の科研費挑戦的研究［萌芽］「性愛をめぐる人間学の

試み」［2022-2025年度］の分担研究者を中心に、定例研究会としてオンラインで毎月実施。2025年

2月17日には梅田サテライトにて対面・オンライン併用で公開シンポジウムを実施）

・大畑浩志（P.D.）「分析哲学勉強会」

・高野保男（O.D.）「カント読書会」

また、恒例の「大阪公立大学哲学研究会」を、本年度は特別企画「AnInternationalWorkshoponthePhilo-

sophyofTimeandBeyond」として、2025年3月8・9日、杉本キャンパス田中記念館2階会議室において開催

した。

1.TakeshiSakon（OsakaMetropolitanUniversity）・PresentismMinustheSpatializationofTime・

2.HiroshiOhata（OsakaMetropolitanUniversity）・Perception-BasedModalEpistemology・

3.RyanWasserman（WesternWashingtonUniversity）・OntheMutabilityoftheFuture・

4.SeahwaKim（EwhaWomansUniversity）andSungsuKim（UniversityofSeoul）・IsGriefFitting

Forever?・

5.YasuoTakano（OsakaMetropolitanUniversity）・Pseudo-QuestionsinPhilosophicalTimeTheory:

FocusingonWittgenstein・sBrownBook・

6.AkikoFrischhut（SophiaUniversity）・PhenomenalContrastandthe（Non-）ExperienceofTemporal

Passage・

7.GrahamPeebles（TokyoUniversity）・ExperienceofTimeandTheoriesofPerception・

学部生や学外者を含む多数の参加者があり、白熱した質疑が交わされた、大変有意義な研究会であった。

【研究発表】

・土屋貴志「テレビ番組録画を教材として共有するには」日本生命倫理学会第36回年次大会公募ワークショップ

「生命倫理学教育における資料のあり方を考える：資料のアーカイブ化および活用方法の共有にむけ

て」立命館大学大阪茨木キャンパス、2024年11月17日

【その他】

・高梨友宏「カント美学について」（全5回）大阪公立大学公開講座、2024年5月29日～6月26日

・高梨友宏「オーケストラの・対向配置・演奏をめぐる聴衆の立場からの一考察」KlubZukunft第220回月例会、

大阪公立大学文化交流センター、2024年12月18日

・土屋貴志「倫理をめぐる哲学対話」東洋紡株式会社総合研究所出張講義「『倫理学』に触れる」東洋紡株式会社

総合研究所、2025年3月4日
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5．各専修の研究活動と成果
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【構成員】

教員5名、都市文化研究センター研究員4名、大学院博士後期課程12名、博士前期課程14名。

【研究活動その他】

5月11日、大阪公立大学日本史学会大会・総会。6月1日、第3回上海大学文学院・大阪公立大学大学院

文学研究科共同オンラインセミナー。7月5日、博論準備報告会。7月19日、戦略的研究研究会（以降9月2

日、10月4日、11月11日、12月6日、1月10日、2月10日、3月7日に開催）。9月24～26日、和泉市合

同調査（和泉市黒鳥町）。11月1日、卒論中間報告会。11月8日、修論中間報告会。3月3～5日、大学史資

料室所蔵山野家文書調査。3月29日、戦略的研究シンポ《大阪の歴史・文化の価値を考える》。

学内の戦略的推進事業に国語国文学教室などとの共同研究［大阪の歴史文化研究拠点の構築をめざす学際

的研究］が採択（重点研究〈拠点形成支援型〉、代表岸本、2年間）。岸本は、都市文化研究センターが参画

機関となっている東北大学金属材料研究所の「人文科学と材料科学が紡ぐ新知創造学際ハブ」（文科省共同利

用・共同研究システム形成「学際領域展開ハブ形成プログラム」）でも事務局を担当（2年目）。佐賀は科研基

盤B［内部構造分析と国際的視野に立脚した近世～近代日本の「遊廓社会」に関する総合的研究］（2年目）、

仁木は戦略的研究（重点研究支援〈萌芽的研究支援型〉）［豊臣期大坂城櫓台・堀跡の非破壊調査による復元

研究―発掘調査のための基礎資料の収集―］、磐下は科研基盤C［自筆本・部類記を活用した『水左記』読解

による古代・中世移行期の研究］（1年目）、齊藤は科研基盤C［近世畿内小藩領における陣屋と藩領社会の関

係構造］（5年目）にそれぞれ従事。

【論文】

・仁木 宏“TanomoshiinSixteenth-CenturyKyoto.SomeBriefReflections・（PaolaAvallone・Donatella

StorangioEditors・DifferentFormsofMicrocreditandSocialBusinessMicrofinancein

GlobalHistoryfrom theLateMedievaltotheModern”palgravemacmillan,2024年

・岸本直文「河内政権と中四国」中四国前方後円墳研究会編『中期古墳編年を総括する』六一書房、2024年10月

・磐下 徹「地方支配と郡司―なぜ郡司は重要なのか？」有富純也編『日本の古代とは何か 最新研究でわかっ

た奈良時代と平安時代の実像』光文社新書、2024年7月

・磐下 徹「郡事屋ノート」『続日本紀研究』438号、2024年12月 ほか1件

・齊藤紘子「身分社会の見方」牧原成征編『日本史の現在4近世』山川出版社、2024年6月

【研究発表】

・仁木 宏「戦国社会と物集女氏・物集女城」物集女城跡国史跡記念シンポ、2025年1月11日 ほか11件

・岸本直文「前方後円墳を共有する時代」2024年度播磨学特別講座《古墳時代の播磨》、2024年5月25日 ほか

6件

・佐賀 朝「近代大阪的工厂社会―以水�厂造�局�例（近代大阪の工場社会―水辺の工場・造幣局を事例に―）」

上海社会科学院歴史研究所主催交際学術検討会《近代化視域中的長江沿岸城市研究》、2024年10月

20日 ほか3件

・磐下 徹「大化改新と天皇」大阪歴史博物館「なにわの日」講演会、2024年7月28日 ほか8件

・齊藤紘子「大阪公大の江戸時代研究と古文書―その蓄積とこれから―」大阪公立大学文学研究科講演会《大阪

の歴史・文化の価値を考える―大阪公大に歴史文化研究拠点を―》、2025年3月29日 ほか3件

【その他】

・仁木 宏「戦国織豊期城郭・都市研究における考古学と文献史学」考古学研究会70周年記念誌『考古学の輪郭』

考古学研究会、2024年4月

・岸本直文「宿禰塚古墳の墳丘」『宿禰塚古墳・塚森古墳測量調査報告書』〈相生市文化財調査報告書〉第22集、

2025年3月、梅原七海と共著 ほか2件

・磐下 徹「『水左記』註釈（治暦二年三月～三年三月）」『人文研究』76巻、2025年3月（共著）

・齊藤紘子「近世大坂土船仲間の古文書―水の都の船・人・土砂―」大阪公立大学大学史資料室ニュースレター

13号、2024年10月、リース・エストラーダと共著
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【構成員】

教員4名、客員研究員1名、JSPS外国人特別研究員1名、大学院博士後期課程9名、博士前期課程7名。

【研究活動その他】

通年で寧夏大学西夏学研究院の大学院生を授業に受け入れて（オンラインも併用）、双方の大学院生が研究

報告と討論を行った。また、関西地区の若手研究者を集め研究報告を行う宋代史談話会を毎月開催している。

4月から1年間、台湾国立中正大学の林君憲氏を客員研究員として受け入れた。11月から2年間の予定で、

JSPS外国人特別研究員YusufZiyaKarab��ak氏を受け入れた。

9月28日には、第3回大阪公立大学・寧夏大学学術交流会をオンラインにより開催した。本専修からは呉

藝菲と渡辺健哉が報告し、平田茂樹が全体の総括を行った。11月30日には、第6回大阪公立大学・広州大学

学術交流会をオンラインにより開催した。本専修からは、平田茂樹、梁躍雲が報告し、渡辺健哉が全体の総

括を行った。

7月16日に苗潤博氏（北京大学歴史学系長聘副教授）による、7月24日に林韻柔氏（台湾国立中正大学歴

史学系副教授）による、1月22日に余輝氏（浙江師範大学歴史系講師）による講演会を開催した。

『大阪公立大学東洋史論叢』第24号を7月に刊行した。

【著書】

・渡辺健哉（共編著）『近代日本の中国学 その光と影』勉誠社、2024年11月

【論文】

・平田茂樹「宋代の「書」再考 :劉克荘の書信を手掛かりとして」『都市文化研究』27、26-38頁、2025年3月

・渡辺健哉「胸背から補子へ―身分標識としての意匠の出現―」新宮学編『上杉景勝と明の冠服 中国から贈

られた高官衣装』吉川弘文館、2025年3月

・MasayukiUeno,・PurifyingIstanbul:TheGreekRevolution,PopulationSurveillance,andNon-Muslim

ReligiousAuthoritiesintheEarlyNineteenth-CenturyOttomanEmpire,・ComparativeStudies

inSocietyandHistory67（2）,pp.281-302,March2025.

【研究発表】

・平田茂樹「宋代の「書」再考－劉克荘の書信を手掛かりとして－」日本宋代文学学会 第 11回大会、明治大学、

2024年5月18日

・渡辺健哉「大阪公立大学が所有する学術資源について 人文学の視点から」『人文科学と材料科学が紡ぐ新

知創造学際領域の形成』事業／令和6年度第1回研究会／2024年5月29日

・渡辺健哉「戦時期における羽田亨と宮中」第91回羽田記念館定例講演会、2024年7月6日

・渡辺健哉「元大都宮殿及其功能」第3回（2024）古代中国政治与社会文化学術研討会、2024年8月24日

・渡辺健哉「羽田亨による『金史』の理解をめぐる一考察」2024年度東洋史研究会大会、2024年10月26日

・渡辺健哉「島田正郎の渤海研究」国際シンポジウム「前近代東北アジアの歴史と考古2」、2025年2月23日

・濱本真実「19世紀ロシア帝国東部の隊商交易とメッカ巡礼」2024年度東洋史研究会大会、2024年10月26日

・濱本真実「タタール商人とタタール・ディアスポラ：近代西洋文化の伝道者、そしてロシア帝国の先兵として」

「異文化交流の世界史」第6回オンライン講演会、2024年12月19日

・上野雅由樹、ユスフ・ズィヤ・カラブチャク「キリスト教徒聖職者へのベラート付与」第14回オスマン文書セ

ミナー、2025年3月9日

【その他】

・渡辺健哉「書評 古松崇志著『ユーラシア東方の多極共存時代』」『文明動態学』4、2025年3月
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【構成員】

教員3名、都市文化研究センター研究員3名、博士後期課程3名、博士前期課程3名。

【研究活動その他】

大学院生の研究報告会と卒業論文の構想発表会を、それぞれ年に4回程度開催した。1回生向け授業である

人間文化概論Bの西洋史学専修企画として、杉本キャンパス内近代建築を素材に指導を行った。また、二回

生・三回生の有志を中心に卒業論文執筆の準備作業を行う「自主ゼミ」を開催した。

【著書】

・草生久嗣（共編集）西洋中世学会編『西洋中世文化事典』丸善出版社（2024.11）、編集主幹：第1章、2章、4

章,編集第7章。

【論文】

・向井伸哉「中世南仏村落における住民自治―エリートと民衆の関係に注目して―」、『歴史学研究』、1054号、

2024年。

【研究発表】

・北村昌史「ブルーノ・タウトのみた日本」大阪歴史科学協議会5月例会、2024年5月12日、港区民センター。

・HisatsuguKUSABU,HereticsandDogmas:AByzantineGenreThatRefutedHeresy,中央研究院�史語

言研究所InstituteofHistoryandPhilology,2025年1月21日、AcademiaSinica,Taipei.

・草生久嗣「ビザンツにおける綴字型視覚記号」、第74回西洋史学会大会小シンポジウム3「リテロ・グラフィカ

シーから関係諸学を縫合するー問題提起と現状報告」2024年5月19日、東京外国語大学。

・向井伸哉「中世南仏村落における住民自治―エリートと民衆の関係に注目して―」、2024年度歴史学研究会大会

合同部会シンポジウム、2024年5月26日、於青山学院大学。

・向井伸哉（講演）「AIを用いた古文書解読の最前線」、第12回大阪公立大学ACADEMICCAFE「AIと人の

協働」、2024年12月24日、於大阪公立大学。

【その他】

・草生久嗣（新刊紹介）「櫻井康人著『十字軍国家』筑摩選書、2023年」、『西洋史学論集』第62号（2025.3）、

100-102頁。

・草生久嗣（事典項目）「亡命知識人」西洋中世学会編『西洋中世文化事典』丸善出版社（2024.11）、586-587頁。

・向井伸哉（報告概要）「中世南仏村落における代表選挙：1412年セリニャン村（エロー県）の選挙法改正を中心

に」、『日仏歴史学会会報』、39号、2024年。

・向井伸哉（新刊紹介）「DenisMenjot,MathieuCaesar,FlorentGarnier&PereVerd�sPijuan,eds.,The

RoutledgeHandbookofPublicTaxationinMedievalEurope」、『西洋中世研究』、16号、2024年。

・向井伸哉（翻訳）「ThomasTanase,・AtsushiEgawa,MarcSmith,MegumiTanabe,HannoWijsman,�d.,

Horizonsm�di�vauxd・Orientetd・Occident:Regardscrois�sentreFranceetJapon・」、『西洋史

学』、278号、2024年。（小森紗季との共訳）

・向井伸哉（事典項目）「湖・池・沼」、『西洋中世文化事典』、丸善出版、2024年。

・向井伸哉（事典項目）「都市の防衛と包囲戦」、『西洋中世文化事典』、丸善出版、2024年。
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【構成員】

教員5名、都市文化研究センター研究員11名、大学院後期博士課程4名、前期博士課程8名、学部生69名

【研究活動その他】

・2024年度社会学実習報告書『多文化共生のまちづくりに学ぶ』（代表：伊地知紀子）、『大阪市民の生活とコミュ

ニティ』（代表：川野英二）を刊行した。

【著書・編著書・訳書】

・伊地知紀子「大阪地域研究と在日朝鮮人」韓国・翰林大学日本学研究所編『東アジア文化権力の対立と拮抗～

和解のための模索』19-53、2024年（韓国語）

・セルジュ・ポーガム 川野英二・中條健志訳『貧困へのまなざし：富裕層は貧困層をどのように見ているのか』

新泉社 2024年（訳書）

【論文】

・伊地知紀子「大阪コリアタウン歴史資料館という試み」歴史科学協議会編『歴史評論』（896）87-95、2024年

・川野英二・上野志保・片桐勇人「大阪大都市圏住民のウェルビーイングに関する基礎研究」『人文研究』76:139-

150、2024年

・平山 亮「インターセクショナリティが『見える化』するのは単なる差異なのか」『社会学評論』74（4）:643-

659、2024年

・平山 亮「インターセクショナリティの視点から家族を考える」『家族社会学研究』36（2）:151-156、2024年

・平山 亮「『男性性による抑圧』と『男性性からの解放』で終わらない男性性研究へ」山根純佳・丸山里美編

『岩波講座社会学第5巻ジェンダー・セクシュアリティ』岩波書店，157-176、2025年

・笹島秀晃「アーティストが制度を批判する :グローバル60sのなかのInstitutionalCritique―特集 スチュアー

ト・ホールの遺産：文化・人種・政治」『社会学研究』（109）103-126、2024年

・HideakiSASAJIMA,・Introduction:YouthcultureinEastAsia,・inTomohikoAsano,HideakiSasajima,

&KaoriTakahashi（eds.）,JapaneseJournalofSociology,34（1）3-5,2025.

【研究発表】

・石田佐恵子「学会ワークショップ 映像の説明責任をめぐって（企画および司会）」日本メディア学会、オンラ

イン開催、2024年10月26日

・伊地知紀子「跳躍への間断なき苦悩と創造的実践」日本文化人類学会第58回研究大会、北海道大学、2024年6

月16日

・伊地知紀子「在日コリアン研究のこれまでとこれから」ソウル大学日本研究所「第4回ポスト地域学時代に考

える日本の未来、日本研究の未来」2024年9月10日（招待公演）

・伊地知紀子「大阪の在日コリアン研究と田中宏資料・曺智鉉資料」大阪公立大学文学研究科「大阪の歴史・文

化の価値を考える―大阪公大に歴史文化研究拠点を―」 講演会、2025年3月29日

・Shimada,Chiho,RyoHirayama,MioIto,andTomokoWakui,September2024,・GettingBackandForth

toReachTheirMind:HowJapaneseCareProfessionalsSeektoUnderstandtheThoughtsof

OlderAdultswithDementiaataResidentialCareSetting.・7thInternationalConferenceon

Evidence-BasedPolicyandLong-TermCare.EuskaldunaConferenceCentre（Bilbao,Spain）.

・Hirayama,Ryo,September2024,・ReadytoSeetheGrayingRainbow?JapaneseCareManagers・Attitudes

towardServingforSexualandGenderMinorities.・7thInternationalConferenceonEvidence-

BasedPolicyandLong-TermCare.EuskaldunaConferenceCentre（Bilbao,Spain）.他1件

・笹島秀晃「アーティストによる制度批判の抗議活動：ArtWorkersCoalitionsの軌跡」第75回関西社会学会

大会、大和大学、2024年5月26日

【その他】

・伊地知紀子「君が代丸に乗ってきた済州人（チェジュサラム）」『「落語・代書」上演会』大阪コリアタウン歴史

資料館主催、大阪公立大学文学研究科共催、2024年12月22日

・川野英二「書評 マシュー・デスモンド著・栗木さつき訳 『家を失う人々 最貧困地区で生活した社会学者、

1年余の記録』」社会と調査（34）2025年3月

・川野英二「書評 徳田剛・二階堂裕子・魁生由美子編『地方発 多文化共生のしくみづくり』『現代の社会病理』

日本社会病理学会 編（39）149-1512024年
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【構成員】

教員4名、大学院後期博士課程3名、前期博士課程3名

【編著】

・Yama,H.・HumanandArtificialRationalities:AdvancesinCognition,Computation,andConsciousness.・

Springer.総頁748.2025年3月25日、共編著

【論文】

・Yama,H.・Effectsofcostandpraise‐seekingneedonmotiveinferenceforthosewhoengageinhelping

behaviours.・AsianJournalofSocialPsychology,27（2）,219-230.2025年7月、共著

・Yama,H.・Culturaldifferencesinhumanreasoning:Somephilosophicalreflectionsontheoriesandimpli-

cations.・InI.Muenstermann（ed）,Belonginginculturallydiversesocieties:Officialstructures

andpersonalcustoms.IntechOpen.DOI:10.5772/intechopen.1006673、2025年1月22日、単著

・Saeki,D.・Choicebetweenpost-reinforcerdelaysinpigeons:Effectsofstimuluscontinuityandresponse

requirement.・LearningandMotivation,88,102049.2024年9月12日、共著

・Hashimoto,H.・Whatkindofsmall-groupdiscussionwouldbeusefulforhandlinghiddenprofiles?・実験

社会心理学研究,64,102-106.2025年3月、共著

・Hashimoto,H.・Seeminglyaltruisticbehaviorandstrategicignoranceinadictatorgamewithlosspoten-

tial.・FrontiersinPsychology,15:1473500.2025年1月、共著

・橋本博文「インクルーシブ教育に対する一般教諭の認識」学校心理学研究,23,205-211.2024年12月、共著

【研究発表】

・Yama,H.・Culturaldifferencesinreligiousbelief,religiousdialecticalthinking,andtherelationbetween

thinkingstyleandreligiousbelief.10thInternationalConferenceonThinking.・MilanoBiccoca

University、2024年6月10日、共同筆頭

・Yama,H.・Culturaldifferencesinreligiousbelief,religiousdialecticalthinking,andtherelationbetween

thinkingstyleandreligiousbelief.・日本認知心理学会第22回大会、帝京大学、2024年7月1日、

共同筆頭

・Yama,H.・Religiousbelief,religiousdialecticalthinking,andtherelationbetweenthinkingstyleand

religiousbelief:Across-culturalstudyofBritish,French,andJapanesepeople.・H.Yama&H.

Hashimoto（organize）,InternationalSymposiumonRationality.大阪公立大学、2024年9月2

日、共同筆頭

・山 祐嗣「二重過程理論―何を説明してきたのか、何を説明しようとしているのか？」（準備委員会企画シンポ

ジウム「認知の心理学」）日本理論心理学会第70回大会、東京理科大学富士見校舎、2024年11月9

日、単独（ほか1件）

・Hashimoto,H.・Culturallysharedbeliefs,anticipatingothers・responsesbasedonthebeliefs,andtheself-

sustainingmechanismofJapaneseinterdependence.・OsakaMetropolitanUniversity-Univer-

sityofIllinoisExchangeSymposium2025・TheInternationalityofJapaneseCulture・2025年3

月、単独

・橋本博文「「心の解剖台」としての社会心理学実験」行動経済学会第18回大会 大会パネル企画「実験」を通し

て考える行動経済学と心理学、2024年12月、単独

・橋本博文「社会的ニッチ構築の観点にもとづく心の文化差の理解」日本心理学会第88回大会 国際賞受賞講演、

2024年9月、単独

・Hashimoto,H.・Intuitivecooperationinaone-shotprisoner・sdilemmagame.・3rdInternationalConfer-

enceonHumanandArtificialRationalities（HAR2024）2024年9月、共同筆頭（ほか21件）
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【構成員】

教員5名、大学院後期博士課程4名、大学院前期博士課程2名

【研究活動その他】

大阪公立大学教育学会第3回大会（12月14日）では自由研究発表のほか、シンポジウム「教員養成におけ

る「研究型公立大学」の役割を再考する～大阪市立大学・大阪府立大学での教職課程の「これまで」と「こ

れから」～」（話題提供者：島田希、若林身歌、指定討論者：森久佳、伊井直比呂）を開催した。

【著書】

・辻野けんま（園山大祐編)『若者たちが学び育つ場所－ヨーロッパの早期離学対策の現場から』ナカニシヤ出版、

2024年12月、33～52頁（「ドイツの不登校・早期離学と学校外の教育機会としてのソーシャルワー

ク」を執筆）

【論文】

・KemmaTsujino.Schulabsentismus－ PerspektivenausJapanundDeutschland;EinInterviewmitjapan-

ischenBildungswissenschaftlern,in:Zeitschriftf�rHeilp�dagogik,74（8）,S.371-374.2024年8

月、共著

・島田 希「学校を基盤とするカリキュラム開発の持続的な発展に関するリーダーシップ実践－英国の学校にお

ける事例分析に基づいて－」『四天王寺大学紀要』75号、41-54頁、2025年3月、共著

・弘田陽介「教員の困難や戸惑いと共にある性に関する指導 －高等学校・特別支援学校における保健体育科教員

のインタビュー調査から－ 」『教育学論集』（大阪公立大学教育学会）3号、40-56頁、2025年3月、

共著

【研究発表】

・YoshihitoIi,HowShouldWeUnderstandSocialJusticeandEquityinEducationPolicy?,The83rdAnnual

ConferenceofJERA,NaogoyaUniversity,Sept.2024.単独発表

・弘田陽介「日本の前近代の身体技法にみる身体の生成」日本ホリスティック教育/ケア学会第7回研究大会2024

年7月、単独発表

・YosukeHirota,LanguageandBody.Thecontactbetweeneducationandphysiognomyinthelate18th

century,JahrestagungderKommissionP�dagogischeAnthropologie,DoltmundUniversity,in

Germany,October,2024.単独発表

・KemmaTsujino.・HowDoesNationStateParadigmOperateinPolicyandRealityofTeacherEducation?:

ConsideringGlobalWelfareinPostNationStateEra・,ISfTE2024,WeberStateUniversity,

inU.S.,May,2024.単独発表

・辻野けんま「教育経営実践をとらえる教育経営研究の拡張」日本教育経営学会第64回大会、2024年6月、単独

発表

・辻野けんま「ドイツにおける教員不足事情」日本教師教育学会第34回研究大会、2024年9月、単独発表

・島田 希「大阪市立大学での教職課程の「これまで」と「これから」」大阪公立大学教育学会第3回（通算第14

回）大会、2024年12月、単独発表

【その他】

・弘田陽介、訳書、ダンナ―・ヘルムート『解釈学入門』法政大学出版局、2024年5月、共訳

・弘田陽介「子育てが「近代的」だったことはない ーみんなの「自分事」へー」公益財団法人前川財団セミナー

「「親性」ってなんだろう 子育てしやすい社会をめざして」2024年11月、招待講演

・添田晴雄、書評「渡邉雅子『「論理的思考」の文化的基盤―4つの思考表現スタイル』岩波書店、2023年」、日

本教育学会『教育学研究』第91巻第4号、2024年12月、78～80頁、単著。

・添田晴雄「2040年以降の社会を見据えた特別活動についての展望―自己の教育体験を踏まえて―」『日本特別活

動学会紀要』第33号（特集「2040年以降の社会を見据えた特別活動の展望―自己の教育体験・経

験を踏まえて―」）、2025年3月、33～36頁、単著。

・添田晴雄「わたしの学校～“新しい日常” １年の物語～」と『InstrumentsofaBeatingHeart』、『日本特別

活動学会会報』第98号、2025年3月17日、5～8頁、単著。

・辻野けんま『福祉と教育の葛藤から生まれるもの―児童自立支援施設への義務教育導入―』日本生命財団2022

年度児童・少年の健全育成実践的研究助成（2年助成）「児童自立支援施設と学校教育の連携を支

える教育経営」最終報告書、共著

・島田 希「AIドリル」「デジタル教科書」日本教育方法学会編『教育方法学辞典』学文社 2024年10月、186

頁、単著

・島田 希「特集号『1人1台端末時代の教員養成と現職研修』刊行にあたって」日本教育工学会論文誌『1人1

台端末時代の教員養成と現職研修』48巻4号、2024年12月、591-594頁、単著

131

大阪公立大学大学院文学研究科・文学部年報2024

教育学専修



【構成員】

教員4名、日本学術振興会特別研究員（DC）1名、大学院博士後期課程4名（学振特別研究員1名を含む）、

大学院博士後期課程5名

【研究活動その他】

山崎教授は地理学演習Aおよび大学院地理学基礎問題研究の一環として、2024年9月9日から13日まで

台北と金門島で海外フィールドワークを実施し、2025年2月から国際交流基金の招へいによる客員研究員パ

ク・ジヒョク氏（米国シラキュース大）を受け入れた。木村教授は農学研究科との主催イベントとして「GIS

Dayin大阪2024」を9月26日に中百舌鳥キャンパスにて開催した。

【論文】

・山﨑孝史「沖縄市から学ぶ『平和』―基地の街の記憶を通して」豊中市・沖縄市編『豊中市・沖縄市兄弟都市

提携50周年記念冊子』，pp.41-50.2024年11月単著 ほか1件

・Soda,Ryoji・Mappingtheimpact:PropertycrimetrendsinKuching,Sarawak,duringandafterthe

COVID-19period（2020-2022）・IndonesianJournalofGeography56（1）:127-137.2024年5月共著

・Soda,Ryoji・EthnicdisparitiesanddemographicshiftsinSarawak・sagingpopulation:Acomprehensive

longitudinalanalysis（1980-2020）・InternationalJournalofGeoinformatics21（2）,pp.106-122.

2025年2月共著 ほか1件

・Kimura,Yoshinari・DecipheringpropertycrimethroughOLSregression:Ademographicstudy・Inter-

nationalSocialScienceJournal,2025-06,Vol.75（256）,pp.395-412.2025年2月共著

・菅野 拓「人口縮小社会におけるあるべき災害対応―社会保障としての被災者支援，土建国家型復興の転換」

『貧困研究』33，pp.25-34.2024年12月単著 ほか1件

【研究発表】

・Yamazaki,Takashi・De/Re-militarizingthePacificIsland:Post-/Colonialmanifestationsofgeopolitical

forcesinOkinawa,Japan・冷戰下的台灣與世界 年度講座,NationalTaiwanUniversity,Taiwan.

2024年9月9日単独

・Yamazaki,Takashi・Justice,territorialjustice,andthejustificationofterritorialinjustice.EastAsian

RegionalConferenceinAlternativeGeography（EARCAG）Fukuoka2025,KyushuUniversity,

Japan.2025年2月13日単独 ほか4件

・Soda,Ryoji・Don・tmovethegoalpost:TheDayakstrugglesregardingsustainablepalmoilinSarawak,

Malaysia・AnInternationalWorkshoponSustainableLandscapeManagement.Universityof

AgricultureandForestry,HueUniversity,Vietnam.2024年12月2日共同 ほか1件

・木村義成「救急車両専用の道路ネットワークデータの構築，および最短経路検索による現場到着時間の推定と

実測値との比較検討」第33回 地理情報システム学会学術研究発表大会，京都大学宇治キャンパス．

2024年10月27日共同

・Kimura,Yoshinari・Whatcanwelearnfromtheevidence?GISforemergencymedicalservice・Academic

projectinKeioUniversity.2024年5月16日単独 ほか1件

・菅野 拓「被災者支援の混乱を止めるために」第13回日本公衆衛生看護学会学術集会「シンポジウム 大規模

災害時に多様なパートナーで協働する―当事者を中心に避難生活をいかに支えるか」ウインクあい

ち，2025年1月5日単独 ほか1件

【その他】

・祖田亮次「海外リポート（ベトナムの台風被害）」『我逢人』5，p.12 2024年

・木村義成「AED傷病者にいち早く…堺市 実証実験」『読売新聞』2025年1月21日 ほか1件

・菅野 拓「災害救助法」地域安全学会編『防災と福祉ガイドブック―誰一人取り残さない福祉防災の視点―』

朝倉書店，pp.52-53，2024年10月

・菅野 拓「生活困窮者自立支援法」地域安全学会編『防災と福祉ガイドブック―誰一人取り残さない福祉防災

の視点―』朝倉書店，pp.80-81，2024年10月

・菅野 拓「地域共生社会・包括的支援体制」地域安全学会編『防災と福祉ガイドブック―誰一人取り残さない

福祉防災の視点―』朝倉書店，pp.86-87，2024年10月

・菅野 拓「災害ケースマネジメント」地域安全学会編『防災と福祉ガイドブック―誰一人取り残さない福祉防

災の視点―』朝倉書店，pp.118-119，2024年10月 ほか8件
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【構成員】

教員5名（うち1名育児休業）、都市文化研究センター研究員5名、大学院博士後期（後期博士）課程8名、

博士前期課程1名。

【研究活動その他】

大阪市立大学国語国文学会総会・研究発表会・講演会を開催（7月27日、1号館講堂）。上方文化講座を開

講（8月20日～22日、学術情報総合センター10階大会議室、運営委員長：小林直樹教授）、久堀裕朗教授

「文楽案内―文楽軒に関する疑問について」「『御所桜堀川夜討』解説」などの講義を行う。期間中、講談本コ

レクションの展示「上方文化講座2024特別展 学生が選ぶ�沢コレクションの世界」を開催。久堀裕朗教授

が図録解題集を編集し、本専修の教員、研究員、院生、学部生が解題を執筆した。『文学史研究』第65号を

刊行（2025年3月）。

【著書】

・小林直樹『無住と遁世僧の伝承世界』塙書房、2025年2月

【論文】

・小林直樹「無住と南宋代成立典籍・補遺」、土屋有里子編『無住道暁の拓く鎌倉時代─中世兼学僧の思想と空間』、

アジア遊学298、勉誠社、2024年10月

・小林直樹「本法寺蔵「法華経曼荼羅」薬草喩品第五における救済のモチーフ」、原口志津子編『描かれた法華経

─本法寺蔵「法華経曼荼羅図」の時空』、アジア遊学301、勉誠社、2025年3月

・小林直樹「『三国伝記』の弥勒説話と持戒─修験・律・禅を結ぶ─」、『国語と国文学』第102巻第3号、2025年

3月

・奥野久美子「奥原碧雲旧蔵「白虹」（素娥文学会）第3号について―與謝野鉄幹「国詩雑話」など」、「島根国語

国文」第15号、2024年10月

・奥野久美子「〈博文館長篇講談〉の編集者 小林東次郎 ―「新聞文藝」を手がかりに―」、『文学史研究』第65

号、2025年3月

【研究発表】

・久堀裕朗「近松浄瑠璃研究の現在地―『曾根崎心中』を例に―」、近松門左衛門没後300年記念シンポジウム

「近松研究の未来にむけて」、園田学園女子大学近松研究所、2024年11月24日（『近松研究所紀要』

第32号〈2025年3月〉所収）

・久堀裕朗「浄瑠璃文化の広がり―大阪から全国へ―」、大阪公立大学戦略的研究講演会「大阪の歴史・文化の価

値を考える―大阪公大に歴史文化研究拠点を―」、大阪公立大学杉本キャンパス、2025年3月29日

・奥野久美子「講談編集の様相 ―〈博文館長篇講談〉の小林東次郎を例として―」、日本近代文学会関西支部春

季大会 パネル発表 「講談本からひろがる大衆文化研究の視座―大正から戦後まで―」、帝塚山大

学、2024年6月1日

・奥野久美子「恒藤恭・芥川龍之介の青年期の短歌について―山陰『明星』歌人資料に関連して―」、第19回国

際芥川龍之介学会ISAS台湾大会、台湾・輔仁大学 2024年11月17日

・奥野久美子「講釈・講談と近代日本文学としての講談本」、大阪公立大学戦略的研究講演会「大阪の歴史・文化

の価値を考える―大阪公大に歴史文化研究拠点を―」、大阪公立大学杉本キャンパス、2025年3月

29日

【その他】

・小林直樹「平安期難波の海の信仰世界」、兵庫県高等学校教育研究会国語部会淡路支部研修会、2024年10月28

日、兵庫県立淡路高等学校、大阪公立大学博学連携講座「なにわの平安時代」、I-siteなんば、2024

年11月15日

・久堀裕朗「『和田合戦女舞鶴』ここを聴いて観て」ほか、コテンゴテン（古典御殿）文楽公演関連講座、国立文

楽劇場、2024年4月7日・7月28日

・久堀裕朗「演目解説・あらすじ「卅三間堂棟由来 平太郎住家より木遣り音頭の段」「伊賀越道中双六 沼津の段」

「菅原伝授手習鑑 丞相名残の段」」、『国立文楽劇場第27回文楽素浄瑠璃の会解説書』、2024年6月

・久堀裕朗「大島真寿美『結 妹背山婦女庭訓 波模様』（文春文庫）解説」、2024年8月

・久堀裕朗「文楽軒の家系に関する一資料―『正井万平翁手録』紹介―」、『文学史研究』第65号、2025年3月

・奥野久美子（共著）「恒藤恭 島根県立第一中学校時代の日記（「井川日記」）明治三十七年後半（七月～十二月

分）翻刻と注釈」『大阪公立大学史紀要』第3号、2024年10月
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【構成員】

教員3名。都市文化研究センター研究員6名、大学院後期博士課程3名、前期博士課程6名、研究生1名。

【研究活動その他】

5月10日、第1回研究会、文選簒註的音注、満鉄映画『娘々廟会』について、曹植と「禮法」とのかかわ

り。以降、6月28日、杜甫研究序説、賈樟柯電影的鄕土性、老舎の文学創作との映画化について、7月12日、

許鞍華電影研究、10月4日、畢�電影的夢境和詩、10月11日、民国時期菊池寛小説在中国電影化的改編研

究）。

7月6日、第91回大阪公立大学中国学会を開催（研究発表4、講演1）。

7月19日、『中国学志』�号（第38号）合評会を開催。

3月20日、『中国学志』蹇号（第39号）を刊行。

張新民は科研基盤（B）「貫戦期東アジアのナショナリズム/トランスナショナリズムと日中映画交渉の包括的

研究」（1年目）に従事。

大岩本は科研基盤（C）「『漢西字典』収録語彙の研究」（4年目）に従事。

高橋は科研基盤C「杜甫散文研究」（4年目）に従事。

【著書】

・張 新民『二戰前後的中日身體表現藝術―影像・戲劇・舞蹈・音樂・漫畫』秀威資訊科技股�有限公司、2024

年10月、共著。

・大岩本幸次『唐宋漢語文献目録』Zenodo、2025年3月、共編。

【論文】

・大岩本幸次「『漢西字典』訳注稿 ―音節“�h�”から“�h・i�o”まで」『中国学志』39、pp.159-194、2025年3

月

・高橋未来、長谷川真史、有木大輔、大山岩根、関沙由里、戸髙留美子「中華書局編輯部編『詩詞曲語辞辞典』

に見る唐詩の特徴的な用法について（8）」『東京学芸大学紀要 人文社会科学系Ⅰ』76、pp.1-25、

2025年1月

・高橋未来「王叡「将略論」と杜牧「注孫子序」について」『学芸国語国文学 佐藤正光先生追悼記念号』57、pp.

44-56、2025年3月

・高橋未来「杜牧撰「注孫子序」における士大夫と兵事－武廟政策との関係を軸に－」『中国学志』39、pp.107-

130、2025年3月

【その他】

・大岩本幸次「大阪公立大学におけるアジア研究の組織と現況」『東方学会報』126、pp.31-33、2024年7月

・大岩本幸次「漢字の音韻について」『立命館大学 漢字教育士資格認定WEB講座』通年オンデマンド

・高橋未来 毎日文化センター梅田校常設講座「漢詩を楽しむ」担当講師 2024年4月～2025年3月
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【構成員】

教員5名、大学院後期博士課程1名、博士前期課程1名。

【研究活動その他】

大阪公立大学英文学会第2回大会が11月30日（土）に開催された。2件の研究発表、1件のシンポジウム、

2件の卒業生報告、1件の講演があった。大阪公立大学英文学会誌『QUERIES』第57号が11月に出版され

た。田中特任教授は日本英文学会関西支部代議員、『ヴィクトリア朝文化研究事典』編集委員、ディケンズ・

フェロウシップ日本支部監事を、豊田教授はAnaliFiloloskogFakulteta編集委員、CollectionofPapersof

theFacultyofPhilosophyoftheUniversityofPri?tina,KosovskaMitrovica編集委員、The8thInter-

nationalCongressofAppliedLinguisticsToday－ ModernApproachestoOldandNewChallenge大会

準備委員を、髙橋教授は、日本アメリカ文学会東北支部編集委員、日本メルヴィル学会編集委員、日本ナサ

ニエル・ホーソーン協会会計を、内丸准教授は日本英文学会大会準備委員、日本シェイクスピア協会委員お

よびShakespeareStudies編集長を務めた。JeanLin准教授は、「2024年度大阪公立大学若手研究者奨励賞

（人文・社会科学部門）」、「2024年度 恒藤恭記念若手奨励賞」（共に2024年7月）を受賞した。

【論文】

・田中孝信「ジャック・ロンドンの『どん底の人びと』における男性の身体表象」『QUERIES』第57号、pp.3-

25、2024年11月

・田中孝信「『荒涼館』におけるスラム、汚穢、そしてエスター」『ディケンズ・フェロウシップ日本支部年報』

第47号、pp.120-43、2024年12月

・Toyota,J.・AhistoryofEnglishseenfromthecopula:alignmentchangeandthegrammar.・『QUERIES』

第57号、pp.26-62、2024年11月.

・Toyota,J.・Dialectalvariationsanddiachrony:Acaseofget-passiveinNewZealandEnglish.・InKova�evi�,

B.etal.（eds.）AppliedLinguisticsinhonourofVesnaPolovina.NoviSad:AppliedLinguistics

AssociationofSerbia（ALAS）,pp.187-201,2025.

・Takahashi,A.・TheNarrator・sVulnerabilityin・Bartleby,theScrivener.・・『人文研究』第76巻、pp.17-

27、2025年3月

【研究発表】

・Toyota,J.・Asignofsocialidentitythroughloanwordsandreplication.・InternationalScientificConfer-

enceHistory,CultureandIdentity.KosovskaMitrovica,Serbia,October,2024

・髙橋 愛「ハーマン・メルヴィル「エンカンタダス 魔の島々」における男たちの肖像」、大阪公立大学英

文学会第3回大会、大阪公立大学杉本キャンパス、2024年11月

・髙橋 愛「苔に託されたもの ・HawthorneandHisMosses・をめぐって」、日本ナサニエル・ホーソーン

協会関西支部例会、京都工芸繊維大学松ヶ崎キャンパス、2025年3月

・Uchimaru,K.・TheGlobalReachoftheEnglishCultofShakespeareinSchools.・BSA2024Conference:

・Shakespeare・sWritingLives・.DeMontfortUniversity,Leicester,June,2024

・Uchimaru,K.・Shakespeare,Education,andFreedom inModernJapan.・ShorelineShakespeares:6th

BiennialConferenceoftheAsianShakespeareAssociation.UniversityofIloilo,December,2024.

・JeanLin「異文化の食事経験をめぐる帰属の美学」第75回美学会全国大会、大阪大学中之島センター、2024

年10月

・JeanLin,・TheAestheticsofAttribution:ComparingAIArtandCulturalAppropriation.・NSA 2024

AnnualConference,NordicSocietyforAesthetics,Reykjavik,2024

【その他】

・田中孝信（書評）Robinson,Alistair.VagrancyintheVictorianAge:RepresentingtheWanderingPoorin

Nineteenth-CenturyLiteratureandCulture.CambridgeUP,2022.『英文学研究』第101巻、pp.

108-13、2024年12月

・高橋愛（討論者）・VulneravilityinAmericanLiterature.・日本アメリカ文学会第63回全国大会ワークショッ

プ、中京大学名古屋キャンパス、2024年10月（他1件）

・内丸公平「（書評発表）CharlesLaPorte・sTheVictorianCultofShakespeare:BardologyintheNineteenth

Century」関西シェイクスピア研究会、関西学院大学、2024年12月（他1件）

・JeanLin「いけばなと芸術について」（招待講演）東京大学華道部柏蔭会特別公演、2024年8月（他1件）
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【構成員】

教員3名、特任教員1名、博士後期課程1名

【研究活動その他】

2024年10月13日に大阪公立大学ドイツ文学会第71回研究発表会を、2025年3月30日に第38回総会・

第72回研究発表会を開催した。2024年12月20日に機関誌『Seminarium』第46号を刊行した。

髙井教授が阪神ドイツ文学会の会長、日本オーストリア文学会の関西地区代表を務めた。信國講師が日本

独文学会のデータベース委員および語学ゼミナール実行委員およびハラスメント対策ワーキンググループメ

ンバー、阪神ドイツ文学会の庶務幹事、京都ドイツ語学研究会の編集委員を務めた。本学でドイツ語授業を

履修している学生から希望者を募り、2024年5月16日、11月12日、12月17日にハンブルク大学人文学部

日本語学科とのオンライン国際交流（日本語の授業）を補佐した。

それぞれの教員が学生向けに行った教室関連行事は以下の通り：ドイツ語圏の留学報告会（長谷川准教授）、

ドイツ語圏の映像作品の鑑賞会（信國講師）。

【論文】

・髙井絹子「マルレーン・ハウスホーファーの『壁』（1963）について 空想小説のなかの殺人 」、日本オー

ストリア文学会、オーストリア文学第41号、pp.34-46、2025年3月

・長谷川健一「ユング＝シュティリングの『アーゼ＝ナイタ』について もう一つの「ヨセフ物語」 」、ド

イツ啓蒙主義研究会、『ドイツ啓蒙主義研究』第21号、pp.61-81、2024年7月31日

【研究ノート】

・信國 萌「ドイツ語における日本語地名表記の揺れについて KyotoとTokioの非対称性 」、大阪公立

大学大学院文学研究科都市文化研究センター、『都市文化研究』第27号、pp.175-191、2025年3月

【研究発表】

・長谷川健一「ユング＝シュティリングと宗教的寛容 『テーオバルトあるいは熱狂者たち』における秘密結

社モティーフを手がかりに 」、オイフォーリオンの会 第100回例会、オンライン開催、2024

年9月14日

・信國 萌「sch�nとgutの評価要因の相違について」、日本独文学会秋季研究発表会、熊本大学、2024年10月

20日

【その他】

・信國 萌（公開講座）「ドイツ語を通じて異言語文化を体験しよう！」、2024年度大阪公立大学公開講座、大阪

公立大学I-siteなんば、2024年8月7日
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【構成員】

教員4名、特任教員1名、都市文化研究センター研究員5名、大学院博士後期課程2名、博士前期課程1名

【研究活動その他】

ル・アーヴル大学との相互短期研修を商学部と共同で行なった。トゥール大学と共同でFLE（外国語とし

てのフランス語教育）実習を前期（5月から7月）に対面で実施し、後期はオンライン同期型（Zoom）にて

大学院生・学部生の共同授業を行なった（11月から翌2月）。大阪公立大学フランス文学会総会を2024年7

月7日（日）にオンライン形式（大阪公立大学杉本キャンパスおよびZoom）で開催した。また同学会の機

関誌『Lut�ce』第51号を電子媒体にて刊行した。企画として6月にフリブール大学（スイス）の研究者の講

演とワークショップを国際基幹教育機構の教員と共同でおこなった他、5月にトゥールーズ第二大学（フラン

ス）、12月にモンクトン大学（カナダ）の研究者による講義・ミニ授業を行った。この他、福島教授が日本フ

ランス語フランス文学会関西支部編集委員および日本フランス語教育学会の学術顧問、大山准教授が日本フ

ランス語教育学会幹事長・理事を務めた。

【論文】

・白田由樹「世紀転換期ベルギーにおけるアール・ヌーヴォーの両義性における一考察―1897年ブリュッセル万

博のコンゴ展示をめぐる自由美学とベルギー労働党の批評・報道から―」、『人文研究』76、28-45、

2025年3月

・MayoOyama・Projetplurilingueetinterculturelded�jeunersscolaires-uneplacepourlefran�aischez

lesjeunesapprenantsjaponais・RevueJaponaisedeDidactiqueFran�ais19（1）95-111,novembre

2024.

・GhislainMouton,MayoOyama・L・�ducationplurilingueencontexteuniversitairejaponais:lestracesde

DILdanslesmanuelsdeFLEpourd�butants・,RevueJaponaisedeDidactiqueFran�ais19（1）

77-94,novembre2024.

・梶山祐治・大山万容「映画を通して大学の教室で複言語性に迫る：ミハル・ボガニム『故郷よ』をめぐって」

『複言語・多言語教育研究』（12）37-53、2024年12月

・DanielRoyPearce,MayoOyama,Dani�leMoore・Just・NativeAssistants?ExploringthePlurilingual

PotentialofAssistantLanguageTeachersinJapanthroughVisualPolyethnography・Inn:

Kalaja,P.&Melo-Pfeifer,S.（Ed）VisualisingLanguageStudentsandTeachersasMultilinguals:

AdvancingSocialJusticeinEducation,MultilingualMatters,46-64,octobre2024.

【研究発表】

・福島祥行・中條健志・洪明徹「「評価」探究 ― 何を如何に評価するのか？」第39回関西フランス語教育研究

会年次大会、関西日仏学館（大阪）&ハイブリッド．2025年3月27日

・福島祥行「能力の個体主義から相互行為主義へ：複言語・複文化的観点から」外国語教育メディア学会（LET）

関西支部2024年度秋季研究大会、大阪教育大学（天王寺）、2024年10月26日

・福島祥行「《能力》の協働的生成 ―個体能力主義から相互行為能力主義へ―,日本フランス語教育学会2024年度

大会、琉球大学、2024年5月12日

・白田由樹「ベルギーのアール・ヌーヴォー建築と《温室》―文学における表象と建築、顧客の欲求に関する試

論―」、2024年度（第1回）独仏語圏文化学研究会、オンライン、2024年12月28日（他1件）

・MayoOyama・L・�ducationplurilinguepourpromouvoirled�veloppementdurable:contextualisationde

l・�veilauxlanguesauJapon・,Colloqueinternational・Lafrancophonieetled�veloppement

durable:queller�alit�asiatique?・Universit�deShanghai,Chine,3d�cembre2024.

・MayoOyama,YukiShirata,YokoHarano,YoshiyukiFukushima・QuelsaspectsdelaF/francophonie

suscitentl・int�r�tdes�tudiantsuniversitairesjaponais?:confluencesculturellesobserv�esdans

lesm�moiresdefind・�tudes・Colloqueinternational・ConfluencesFrancophones・,Universit�
deLyon3,France,8octobre2024.

・大山万容「言語から話者へ：複言語教育の射程」日本語学会2024秋期大会シンポジウム「多文化社会のための

複言語教育：ことばの研究の社会的役割とは」オンライン、2024年10月27日（他3件）

【その他】

・福島祥行・國枝孝弘「帰ってきた！ヨシとクニーのかっ飛ばし仏語放談」第1回～第12回、『ふらんす』2024

年4月号～2025年3月号、20-23、白水社

・大山万容・白田由樹・原野葉子（報告）公開研究会「教育の中で＜戦争と表現＞を考える」（大阪公立大学文学

研究科 研究科プロジェクト「戦争と表現に迫る教育アプローチ開発のためのアクション・リサー

チ」主催）、大阪公立大学文化交流センター、2025年3月11日

・大山万容・梶山祐治（研究ノート）「記憶を継承するアニメーション：アラン・ウゲット監督『イヌとイタリア

人、お断り！』をめぐって」『人文研究』 76、123-138、2025年3月
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【構成員】

教員４名、大学院後期博士課程3名、前期博士課程1名。

【研究活動その他】

言語応用学教室として、第20回大阪市立大学言語情報学会を2024年11月3日にハイブリッド形式で開催

し、2025年3月20日に『言語情報学研究』第21号を刊行した。田中一彦は日本英語学会評議員を務めた。

辻香代は滋賀県教育委員会高校教育課主催の「英語発信力育成事業（授業改善プランナー養成プロジェクト

に係る指導助言）」に係る指導助言を行った。小倉雅明は外国語教育メディア学会関東支部運営委員を務めた。

【著書】

・辻香代（2025）英語ライティング教育 ―新たな「英語で書くチカラ」の鍛え方を探る―,大学教育出版

【論文】

・田中一彦「トリニク」の言語的意味と認知カテゴリー化のメカニズム『言語情報学研究』第21号,2025年3月,

pp.1-8 2025年03月

・KayoTsuji（2024）,Pre-editingRuleDevelopedforHigher-qualityTargetLanguageTexts,34（2）,pp.129-

147,JournalofModernLanguages

【研究ノート】

・山﨑雅人「満洲語文語における漢語定型表現の翻訳形式（3）―『満文金瓶梅』中の諺の用例から―『言語情報

学研究』第21号,2025年3月,pp.9-25

【研究発表】

・山﨑雅人「満洲語文語の社会的規範語彙に付くふたつの具格助詞について」日本北方言語学会第7回大会,室蘭

工業大学,2024年9月22日

・田中一彦「英語における時制の選択メカニズム ―間接話法補文の場合―」大阪公立大学言語情報学会第20回

大会,大阪公立大学,2024年11月3日

・KayoTsuji（2024）,Pre-editingStrategiesforLearners・UseofMachineTranslation（The3rdAPSCE

InternationalConferenceonFutureLanguageLearning）

・KayoTsuji,KiyoOkamoto,BenjaminNeilSmith（2024）,ExploringtheRoleofPre-editinginMTQuality

Improvement（TheAsianConferenceonEducation2024）

・MasaakiOgura,TextualPatternsinTheRambler:APreliminaryStylisticStudyofSamuelJohnsonand

CanonicalAuthors,The2024SeoulInternationalConferenceonLinguistics,2024年8月13日

・KokiSekitani,MasaakiOgura,andTakeshiSato,ExaminingChatGPTModelsasL2AcademicSpoken

EnglishDialoguePartners:ACorpusLinguisticsApproach,CLaSIC2024,2024年12月6日

【その他】

・KayoTsuji,BenjaminNeilSmith,KiyoOkamoto（2024）,TheEfficacyofPre-EditingasaMeansof

ImprovingMTOutput,10,pp.641-650,ProceedingsoftheAsianConferenceonEducation2024

・KokiSekitani,MasaakiOgura,andTakeshiSato,2024,ExaminingChatGPTModelsasL2Academic

SpokenEnglishDialoguePartners:ACorpusLinguisticsApproach,CLaSIC2024Proceedings,

282-288.
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【構成員】

教員4名、大学院後期博士課程2名、前期博士課程1名。

【研究活動その他】

・表現文化教室遠足、兵庫県立美術館見学、2025年3月5日（参加者13名）。

【著書】

・海老根剛『人形浄瑠璃の「近代」が始まったころ 観客からのアプローチ』、和泉書院、2024年7月31日。

・海老根剛（編著）『「群集」を再訪する―ただしパトスなしに 両大戦間期ドイツ語圏の文学における群集表象

の再検討』、日本独文学会、2024年10月19日。

【論文】

・高島葉子「DuncanWilliamsonの民話集における報復・警告譚 ―スコットランド北西部アザラシ人伝承―」、

『表現文化』14号、大阪公立大学文学研究科表現文化学教室、2025年3月31日、3-15頁。

【研究ノート】

・増田 聡「ELSIの視点から音楽をみる」、『フィルカル』Vol.9,No.2（2024年8月）、126-135頁

・江村 公「日常生活とレジリエンスの表現：バルティック・トリエンナーレ15＠ヴィリニュスを振り返る」、

『表現文化』14号、大阪公立大学文学研究科表現文化学教室、2025年3月31日、16-30頁。

【研究発表】

・増田 聡「楽器の街・浜松で考える《Music×AI》の未来」（パネルディスカッション、北原鉄朗・中村栄太・

前澤陽・徳井直生と共同発表）人工知能学会第35回全国大会、2024年5月29日、アクトシティ浜

松

・増田 聡「AIとポピュラー音楽～現状とこれから～」（司会とコメンテイター、中村栄太・大谷紀子・徳井直

生・遠藤薫）、日本ポピュラー音楽学会第36回全国大会、2024年12月1日、和光大学

・海老根剛「人形浄瑠璃の「近代」を観客の経験から考える」、大阪の歴史文化研究会、オンライン、2024年12

月6日。

【その他】

・増田 聡「（ポップスみおつくし）AIの使用進んでも」、朝日新聞6月27日夕刊文化芸能面

・増田 聡「（ポップスみおつくし）いまどきの文化産業」、朝日新聞9月26日夕刊文化芸能面

・増田 聡「（ポップスみおつくし）紅白歌合戦の低迷」、朝日新聞12月26日夕刊文化芸能面

・増田 聡「音楽に批評は必要か サブスク時代、変わるリスナーと価値づけの意義」（インタビュー）、朝日新

聞デジタル、11月26日

・増田 聡「視聴率低迷「紅白歌合戦」の存在意義は 儀礼として定着、継承を」（インタビュー）、産経新聞12

月24日朝刊

・増田 聡「（交論）「音楽語り」は今」（インタビュー）、朝日新聞3月12日朝刊

・海老根剛「隠れ家としての書物の「その後の生」：田邉恵子『一冊の、ささやかな、本 ヴァルター・ベンヤミ

ン『一九〇〇年ごろのベルリンの幼年時代』研究』（みすず書房）書評」、『表象』18号、月曜社、

2024年6月30日、186-190頁。
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【構成員】

教員4名、大学院博士後期課程2名、博士前期課程6名、研究生1名、学部生15名。

2024年10月10日、望月優大氏を招いて第46回講談社本田靖春ノンフィクション賞受賞記念（宋恵媛との共

著）記念講演会「誰も知らない家族の百年を書く」を開催した（会場：高原記念館）。

【研究活動その他】

多和田は科研基盤C「「世俗の領域」におけるイスラーム実践にかんする実態調査研究」に従事した。

堀は科研基盤C「米国における初期「禅」布教とモダニズム文芸の総合的研究―佐々木指月とNY第一禅

堂」、科研基盤B「禅からZenへ―世界宗教会議を通じた禅のグローバル化の宗教史・文化史的研究」に従事

した。

宋は科研基盤C「ディアスポラ文化とジェンダー―在日朝鮮人とカザフ高麗人のライティングと舞台芸術」、

科研基盤C「民族的マイノリティの女性のライフ・ライティング―テキスト分析と聞き取り」、科研基盤B

「20世紀北東・中央アジアにおける難民と戦争捕虜の表象」に従事した。

王は、科研基盤C「蔵茶によるチベット民族政策と中国茶文化の再帰的変容に関する実態調査研究」に従

事した。

【論文】

・多和田裕司「イスラームと『世俗』の境界―マレーシアの法制度をめぐる近年の連邦裁判所判決から―」『人文

研究』第76巻、2025年3月、46-61頁

・堀まどか「佐々木指月の詩作と禅までの距離―詩集『郷愁』の成立と同時代評を中心に」『南山宗教文化研究所

研究所報』34号、2024年9月、42-72頁

【研究発表】

・堀まどか「禅者・佐々木指月が求めた「自然」―東洋思想とアメリカ」東アジア交渉学会/SCIEA16th（Society

forCulturalInteractioninEastAsia）、2024年5月11日

・堀まどか「佐々木指月の文芸と、禅の布教を超えるもの」シンポジウム〈世界宗教会議と仏教のグローバル化

をめぐる諸相〉龍谷大学、2024年6月23日

・堀まどか「野口米次郎とエズラパウンドの距離―モダニズム思潮の中の俳句、英詩、能楽の翻訳」第45回日本

エズラパウンド協会大会、2024年10月26日

・堀まどか「野口米次郎のアメリカ」第８回ヨネノグチ学会年次大会、2024年12月7日

・堀まどか「境界者たちにとっての戦争体験を考える―「架橋」と『NoNoBoy』を読む」シンポジウム〈教育

のなかで戦争と表現を考える〉大阪公立大学文学研究科プロジェクト、2025年3月11日

・宋 恵媛「少年たちの朝鮮1945：日本人と朝鮮人の中学生日記より」近代東アジアにおけるエゴ・ドキュメン

トの学際的・国際的研究第９回研究会;近代日本の日記文化と自己表象41回研究会との共催、2024

年6月2日

・宋 恵媛「1人の在日コリアンの人生を通して考える入国管理、国籍の問題」広島弁護士会主催講演、2024年

10月14日

・宋 恵媛「冷戦期のエゴドキュメントから考える「近代東アジア」―サハリン朝鮮人・柳時郁の「山中半月記」」

国際研究集会「近代東アジアにおけるエゴ・ドキュメント??学際的・国際的アプローチによる研究

成果の報告」、2024年12月7日

・宋 恵媛「コリアンディアスポラと多言語文化：カザフスタン高麗劇場を中心に」国際研究集会2025「教育の

中の他者性を考える」、2025年2月8日

・宋 恵媛「全和光（全和凰）と一燈園」第二回西田天香研究会「天香をめぐる人物たち：女性・宗教家・画家」

2024年12月21日

・宋 恵媛「在日朝鮮人女性と二つの戦争」シンポジウム〈教育のなかで戦争と表現を考える〉大阪公立大学文

学研究科プロジェクト、2025年3月11日

・王 静「臺灣茶藝對中國茶文化的影響」寧夏大学西夏学研究院・大阪公立大学文学研究科交流会、2024年9

月28日

【その他】

・堀まどか「野口米次郎のジャポニスム潮流への批判―『日本少女の米国日記』の主張」『蝶々夫人（公益財団法

人東京二期会オペラ公演プログラム）』、2024年7月、30-34頁

・堀まどか「創作と言語越境―多言語作家は珍しいのか」『比較文学比較文化ハンドブック』東京大学出版会、

2024年8月、54-55頁

・宋 恵媛（翻訳）ユリア・ディン「サハリン朝鮮人とソヴィエト社会（1945-1991年）」（上）『コリアンスタディー

ズ（12）』、2024年5月、105-121頁
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【構成員】

教員4名（内、特任教員1名）、大学院博士後期課程（後期博士課程）6名、博士前期課程6名

【専修主催または教員等関係の活動】

・菅原真弓（企画、担当）美術史学会西支部11月例会（大阪公立大学、2024年11月）

・大阪公立大学文化資源学会第4回大会（2024年12月、大阪公立大学文化資源学会）

・『文化資源学ジャーナル』4号発行（2025年3月）

・天野景太：大阪文化ガイド＋講座の修了生らによるさらなる学びの機会提供の要望を受け、「大阪の歴史・文化

研究会」を組織し、研究会を開催。

【受賞】

・小田中章浩、第29回AICT（国際演劇評論家協会）演劇評論賞『戦争と劇場?第一次世界大戦とフランス演劇』

（水声社）、2024年8月

・菅原真弓、2024年度大阪公立大学学長表彰、研究部門（著書『明治浮世絵師列伝』〔単著〕、『明治維新と大衆文

化』〔共著〕、『多様な組織から見る経営管理論』〔共著〕刊行）、2024年10月

【論文】

・沼田里衣「『正しい』音楽を教えることー私たちの音楽文化をめぐって」（『音楽教育実践ジャーナル』第22巻、

pp.38-41、日本音楽教育学会、2024年12月）

・菅原真弓「日本近代の画家たちによる浮世絵「受容」」（『文化資源学ジャーナル』4号、pp.1-27、大阪公立大

学文化資源学会、2025年3月）

・天野景太「文化資源学の基礎理論」（『文化資源学ジャーナル』4号、pp.28-49、2025年3月）

【研究発表・講演など】

・菅原真弓「美術における血ー殉教図から血みどろ絵まで」芦屋市美術史講演会、2024年6月

・菅原真弓「江戸時代文化の魅力」大阪公立大学・近鉄文化サロン共催講座、2024年6月

・天野景太「『水都大阪』再生への観光的文脈を求めて：大都市におけるリバーツーリズムの現状と展望」日本観

光学会第117回全国大会（神戸学院大学）、2024年6月

・菅原真弓「浮世絵は“厄災”を笑いに変える～疱瘡絵、鯰絵からアマビエまで～」第39回日本乾癬学会学術大

会文化講演、2024年8月

・沼田里衣「参加型の音楽活動［コミュニティ・ミュージックをめぐって］」、アートミーツケア学会オンライン・

セミナー「境界をまたぐ＜遊び＞と創造」、2024年9月

・菅原真弓「蔦屋重三郎と浮世絵」大阪府民カレッジ、2024年10月

・小田中章浩「カミーユ・プペイと日本演劇」日本演劇学会秋の研究集会（東京経済大学）、2024年12月

・菅原真弓「川瀬巴水が描いた日本の抒情ー大正新版画の魅力」芦屋川カレッジ公開講座、2025年2月

・菅原真弓「大坂/大阪画壇研究の経緯と展望」「大阪の歴史・文化の価値を考えるー大阪公大に歴史文化研究拠

点をー」大阪公立大学2024年度戦略的研究、代表・岸本直文、大阪公立大学、2025年3月

【その他】

・天野景太「今昔マップを使い倒す！：妄想まちあるきのススメ」第3回大阪文化ガイドプラスの会、2024年5

月24日

・天野景太「ガイドコースデザインの手法」『地域文化遺産のガイド人材育成講座』大阪府建築士会、2024年11

月22日

・沼田里衣「おとあそび工房第9回公演『わたしとあそびとソラシドと」』兵庫県立尼崎青少年創造劇場ピッコロ

シアター、2025年1月19日

・天野景太「住吉の街道をあるく：道の歴史から読み解く地域の社会と文化」『「街道」と「鉄道」で発展した住

吉』すみよし歴史案内人の会、pp.1-6、2025年2月

・沼田里衣「第8回『おとあそび工房』公演振り返りの会」大阪公立大学大学院文学研究科沼田研究室主催、2025

年3月1日
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6．文学研究科・文学部の1年

◆4月

1日 採用 髙橋 愛教授（英語英米文学）､

ジーン・リン准教授（英語英米文学）､

江村 公准教授（表現文化学）

4日 学部･大学院入学式

入学者 162名（一般・帰国・留学生の合計）

編入学 8名（一般・留学生の合計）

大学院前期博士課程入学者 31名

後期博士課程入学者 14名

29日 文学部・春の公大授業

◆6月

1日 上海大学文学院・大阪公立大学大学院文学研究

科 国際共同オンラインセミナー（第3回）

7日 1回生 第1回コース決定ガイダンス

22日 大学院入試説明会

◆8月

10日・11日 オープンキャンパス

20日～22日 第10回上方文化講座「御所桜堀川夜討」

27日・28日 大学院（前期博士課程）入試

受験者 62名 合格者 34名

◆9月

17日 1回生第2回コース決定ガイダンス

20日 秋季学位記授与式

卒業者 1名

◆11月

9日 編入学・学士編入学 受験者 30名

合格者 6名

帰国生徒 受験者 11名 合格者 5名

国際バカロレア 受験者 2名 合格者 2名

私費外国人留学生 受験者 8名 合格者 4名

24日 森之宮移転3部局合同研究フォーラム2024

「知の森への誘い ―Well-Being創造を目指し

て―」

◆12月

9日 大阪公立大学大学院文学研究科文化構想学専攻

アジア文化学専修、大阪公立大学大学院文学研

究科都市文化研究センター共催 研究集会「文

学とナショナリズム」

28日 独仏語圏文化学研究会

◆1月

27日～31日 博物館実習展「杉本と大学」

◆2月

4日 文系5研究科の研究シーズ交流イベント

6・7日

大学院入試

前期博士課程 受験者 39名 合格者 13名

後期博士課程 受験者 20名 合格者 15名

25日 一般選抜入学試験（前期日程）

受験者 420名 合格者 132名

◆3月

3日 『都市文化研究』第27号刊行

7日 イリノイ大学・大阪公立大学交流事業交流シン

ポジウム

12日 一般選抜入学試験（後期日程）

受験者 149名 合格者 30名

18日 第3回独仏語圏文化学研究会

24日 春季学位記授与式

卒業者170名

博士前期課程30名

後期博士課程1名

31日 紀要『人文研究』第76巻刊行

31日 退職 高島葉子教授（表現文化学）
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7．文学研究科教職員一覧

哲学教室

仲原 孝 高梨友宏 土屋貴志 佐金 武

日本史学教室

仁木 宏 岸本直文 佐賀 朝 磐下 徹 齊藤紘子

世界史学教室

平田茂樹 北村昌史 草生久嗣 渡辺健哉 濱本真実 上野雅由樹 向井伸哉

社会学教室

石田佐恵子 伊地知紀子 川野英二 平山 亮 金 希相

心理学教室

山 祐嗣 川邉光一 佐伯大輔 橋本博文 山本寿子

教育学教室

添田晴雄 伊井義人 弘田陽介 辻野けんま 島田 希

地理学教室

山﨑孝史 祖田亮次 木村義成 菅野 拓

国語国文学教室

丹羽哲也 小林直樹 久堀裕朗 奥野久美子 山本真由子

中国語中国文学教室

張 新民 大岩本幸次 高橋未来

英語英米文学教室

田中孝信 豊田純一 髙橋 愛 ジーン・リン

ドイツ語圏言語文化学教室

高井絹子 長谷川健一 信國 萌

フランス語圏言語文化学教室

福島祥行 白田由樹 原野葉子 大山万容

言語応用学教室

山﨑雅人 田中一彦 辻 香代

表現文化学教室

増田 聡 海老根 剛 江村 公

令和7年度（4月1日現在）
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アジア文化学教室

多和田裕司 堀まどか 宋 恵媛 王静

文化資源学教室

小田中章浩 菅原真弓 沼田里衣 天野景太

事務室

額田衣里子 阿部由美子 芝田みゆき 森下絢子 畑中真紘

岡 杏紀 山本 修 和田名奈子 秋月梓
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大阪公立大学大学院文学研究科紀要『人文研究』

投稿規定

1.執筆資格者は、原則として大阪公立大学大学院文学研究科の専任教員・特任教員とする。共著の場合は、

原則として筆頭執筆者が専任教員であること。なお、専任教員の推薦を受けた非常勤講師・HIRC研究員・

文学研究科博士後期課程大学院学生等の単独執筆を受けつける。また、『人文研究』の論文として発表す

ることが適当である場合、客員研究員の執筆を認めることがある。

2.投稿原稿は、学術に関する未公開の研究論文、研究ノート、研究資料、翻訳、書評とする。なお、研究

ノートは、研究論文に準じる萌芽的研究、調査・研究の予察的・中間的報告をいい、既存の研究成果の検

討、研究史・研究動向・将来への展望等を記すものを含む。また、研究資料は、調査・記録・統計などに

基づいた、資料的に価値のある情報であり、従来の学説の吟味検討や今後の研究展開に資することを目的

とするものをいう。

3.執筆希望者は、原稿のジャンル、題目、150字程度の概要を、紀要編集委員会メールにより編集委員会

事務局に提出する。HIRC研究員・博士後期課程大学院生等が単独執筆を希望する場合は、指導教員（も

しくは受入教員）と相談の上申し込む。執筆申込みの締め切りは6月末日とする。

4.使用言語は、日本語・英語・ドイツ語・ロシア語・フランス語・中国語・朝鮮語のいずれかとする。

5.原稿の分量は以下の通りとする。外国語原稿の場合も日本語原稿に相当する分量とする。

・研究論文・研究ノート・研究資料および翻訳：24,000字（注、図表を含む）。

・書評：8,000字。

※詳細は執筆要領を参照すること。

6.投稿に際しては、別途配布する「執筆要領」にしたがって原稿を作成し、委員会の定める締め切り日ま

でに編集委員会事務局に提出する。HIRC研究員・博士後期課程大学院生等の単独執筆の場合は、指導教

員（もしくは受入教員）の推薦状を添えなければならない。

7.投稿に際して、掲載許可等を必要とする写真等については、執筆者の責任において許可等をえておくこ

と。

8.原稿の採否は、レフェリー（複数）の審査にもとづき編集委員会が決定する。なお、採用原稿について

も、訂正・修正を求めることがある。

9.掲載論文等の著作権は著者に、編集著作権は文学研究科にそれぞれ帰属する。文学研究科の事業として、

紀要掲載論文等を再編集した論文集などを刊行する場合は、投稿時点において著者の承諾をえているもの

とし、著作料は支払わない。

10.掲載された論文等は、電子化し、大阪公立大学図書館・ウェブサイト及び機関リポジトリを通じてコン

ピュータ・ネットワーク上に公開する。

（2025年4月改定）
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